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本冊子の記載内容について 

１． 本冊子は、平成 28 年７月１日から 29 年６月 30 日までの金融庁の活動につい

て記載しています。 

２． 証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の活動については、別途

その活動状況を取りまとめており（「証券取引等監視員会の活動状況」及び「公

認会計士・監査審査会の活動状況」参照）、本冊子には記載していません。 
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第１部 金融庁の組織及び行政運営

第１章 金融庁の組織

第１節 金融庁の組織（資料１－１－１～３参照）

Ⅰ 概要

 金融庁は、平成12年７月に、金融再生委員会に置かれていた金融監督庁と大蔵省

金融企画局を統合して設置され、さらに、13年１月の中央省庁再編に当たり、金融

再生委員会は廃止され、改めて内閣府の外局として設置された。

金融庁には、内閣府設置法第53条第２項の内部部局として、総務企画局、検査局

及び監督局の３局のほか、同法第54条の審議会等として、証券取引等監視委員会、

公認会計士・監査審査会、金融審議会、自動車損害賠償責任保険審議会、金融機能

強化審査会及び企業会計審議会が置かれており、28年度末現在、全体で一般職1,571

名及び特別職５名（証券取引等監視委員会の委員長及び委員２名、公認会計士・監

査審査会の会長及び常勤委員１名）の体制となっている。

Ⅱ 特命担当大臣

 内閣府設置法第11条により、金融庁の所管する事項及び内閣補助事務たる金融の

円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項については特命担当大臣を必

置とし、当該特命担当大臣がこれらの事務を掌理することとされている。

Ⅲ 所掌事務

 金融庁は、金融制度の企画立案から検査・監督・監視の実施機能までを一貫して

担うとともに、銀行、保険及び証券等の分野を横断的に所管し、金融行政を一元的

に遂行している。

なお、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画立案及びそれに関連する

事務は、金融庁と財務省との共管とされたが、財務省が所掌するそれらの事務は、

財政、国庫、通貨・外国為替等の観点からのものとされている。
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第２節 平成29年度の体制整備（資料１－２－１～２参照）

 現下の政策課題に的確に対応すべく、18 人の増員、▲14 人の定員合理化減等と合

わせ、４人の純増並びに参事官（資産運用担当）及び参事官（地域生産性向上支援担

当）の設置等の体制整備を行うこととした。 

１．国民の安定的資産形成の支援、市場環境の整備等〔５人〕 

 ・国民の金融リテラシー向上に向けた施策（金融・投資教育）等の推進のための

体制整備 

 ・アルゴリズムを用いた高速な取引への対応に係る体制整備 等 

２．金融仲介機能の質の改善に向けた対応等〔６人〕 

 ・地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための体制整備 等 

３．フィンテック等新たな動きへの対応、サイバーセキュリティ対策等〔７人〕 

 ・仮想通貨交換業者に対する検査・監督体制の整備 

・サイバーセキュリティに関する国際的な連携、金融業界横断的な演習実施のた

めの体制整備 等 

【定員の推移】 

定員の推移 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

増 員 (A)  33 25 22 19 18

定員合理化減等 (B) ▲34 ▲16 ▲12 ▲14 ▲14

純  増 (A-B) ▲１ 9 10 ５ ４

年度末定員 1,547 1,556 1,566 1,571 1,575
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第２章 金融庁の行政運営 

第１節 「金融行政方針」・「金融レポート」の策定・公表（資料２－１－１、２－１－

２参照） 

金融庁においては、検査・監督の基本方針を「検査基本方針」（平成25事務年度に

おいては「金融モニタリング基本方針」）や業態毎の「監督方針」として策定・公表

してきた。また、26事務年度においては、これらを統合した共通の方針として「平成

26事務年度金融モニタリング基本方針」を取りまとめ、公表した。 

さらに、27事務年度以降においては、検査・監督のみならず、金融制度の企画立案

や国際連携等を含め、金融行政が何を目指すかを明確にするとともに、その実現に向

け、いかなる方針で金融行政を行っていくかについて、「金融行政方針」として公表

することとしている。また、「金融行政方針」については、PDCA サイクルを強く意識

し、その進捗状況や実績等を継続的に評価し、毎年、「金融レポート」として公表す

るとともに、その評価を翌事務年度の「金融行政方針」に反映させることとしている。 

そのため、28事務年度においては、「平成27事務年度金融行政方針」の進捗状況や

実績等の評価について、28 年９月に「平成 27 事務年度金融レポート」として公表す

るとともに、これを踏まえ、28年10月に「平成28事務年度金融行政方針」を公表し

た。 

「平成28事務年度金融行政方針」においては、金融庁は、引き続き、 

① 金融システムの安定/金融仲介機能の発揮、 

② 利用者保護/利用者利便、 

③ 市場の公正性・透明性/市場の活力 

を確保することにより、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民

の厚生の増大を目指すこととした。 
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第２節 財務局との連携 

金融庁長官は、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一

部を財務省財務（支）局長に委任しており、委任した権限に係る事務に関しては、金

融庁長官が財務（支）局長を直接指揮監督することとなっている。 

これを受け、金融庁と財務省財務（支）局との間で十分な連携を図る観点から、金

融庁主催の以下の会議を開催しているほか、金融行政に対する理解を得るとともに地

域経済の現状や課題等を把握することを主眼として、金融庁幹部等が各地域に赴き、

業務説明会を開催し、地域金融機関や中小企業経営者等との間で意見交換を行ってい

る。 

１．財務局長会議 

財務（支）局長及び沖縄総合事務局長をメンバーとする会議で、年４回（平成

28 事務年度は８、10、１、４月）、定例的に開催している。会議には、関東及び

近畿財務局金融安定監理官並びに東京財務事務所長もオブザーバーとして参加し

ている。 

２．理財部長会議 

財務（支）局理財部長及び沖縄総合事務局財務部長をメンバーとする会議で、

年２回（28事務年度は11、３月）、定例的に開催している。 

（上記のほか、必要に応じ、各局等において、財務（支）局の幹部・課長クラス

等を対象とした会議等を開催している。） 

３．地方における業務説明会 

金融庁幹部等が各地域に赴き、年１回（28事務年度は10～11月）、地域金融機

関の役員や中小企業経営者等を対象として、金融庁が取り組んでいる施策等の概

要説明を行うほか、意見交換を実施している。 

28事務年度は、地域金融機関と「金融行政方針」等についてフリーディスカッ

ションを行ったほか、中小企業に対して、企業ヒアリングの結果や金融仲介の改

善に向けた取組み等の説明を行った。 
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第３節 職員の任用等 

Ⅰ 高度な専門知識を有する職員の確保・育成 

金融庁が組織として高い成果を出していくためには、組織として不断に自己改革

を行い、職員一人ひとりが省益ではなく真の国益を絶えず追求し、困難な課題にも

主体的（プロアクティブ）に取り組んでいくことが必要である。 

こうした観点から、以下のとおり、組織として力を発揮できる体制に向けた取組

みや金融行政を担う人材の確保と資質向上に係る方針に基づく取組みを行った。 

１．組織として力を発揮できる体制に向けた取組み 

金融庁職員の基本的な取組姿勢をまとめた「金融庁職員のあり方」について、

各種研修等の機会をとらえて職員へ周知・徹底したほか、庁内ポータルサイトの

トップページに掲載する等、様々な機会を捉えて職員への浸透を図った。 

また、全職員を対象とした組織活性化アンケート調査等を通じ明らかになった組織

運営上の課題解決に向けて、出来るものから順次取り組みを開始した。 

（１）人事評価・人材育成 

人材育成文化の醸成と職員の主体的な取組みを促すために、人材育成のため

の人事評価制度の位置付けの明確化・職員への周知や、部下を持つ職員を対象

としたマネジメントに係る業績目標設定の必須化等により、上司による職員の

人材育成・マネジメント意識の向上を図るとともに、困難な課題に主体的・積

極的に取組む職員を適切に評価するための仕組みを職員に周知するなど、人事

評価の運用の見直しを行った。 

また、職員の専門性を向上させるための取組みの一環として、中長期的なキ

ャリアパスに関する希望や進路の悩み等について、職員と人事当局が直接面談

する機会（キャリア面談）を設けた。 

（２）職場環境の改革 

事務の効率化をはじめ、テレワークの実施拡大、フレックスタイム制の活用

を推進するとともに、超過勤務の縮減やリフレッシュ休暇の取得促進といった

職場環境改革を進め、斬新な発想が湧き出るためのワークライフバランスの実

現に取り組んだ。 

２．金融行政を担う人材の確保と資質向上に係る方針に基づく取組み 

金融行政を担う人材の確保と資質向上について、幹部クラスで議論を行った上

で整理した以下の各項目についての中長期的かつ包括的な方針に基づき人事配置

等を行った。 

－6－



（１）各専門分野における計画的任用 

職員の専門性をより高めるため、職員の希望・適性等を勘案しつつ、各職員

を金融行政の各専門分野（銀行・保険・証券・市場・開示及び官房）に振り当

てるとともに、各専門分野において特に重要なポストを洗い出し、それらのポ

ストを中心に、各職員の専門分野及び関連分野を軸とした計画的な人事・任用

を行った。 

また、能力・実績主義に基づく公平・公正な人事を推進しており、採用形態・

年齢等にとらわれず、管理職への登用や課長補佐への早期登用を引き続き行っ

た。 

（２）民間専門家の採用・登用等 

高い専門的知識を有する人材を積極的に任用するとの方針に基づき、金融機

関をはじめとする民間企業経験者や弁護士・公認会計士などの専門家を、官民

人事交流法や任期付職員法を活用して、年間を通じて積極的に採用した。 

また、より適切な人事配置や育成に活用するため、民間専門家の詳細なスキ

ル等の把握に努めるとともに、中期的に金融行政に必要とされる専門知識・ス

キルを洗い出し、それらを担う人材の採用・育成方針について検討を行い、当

該方針に基づき人事・任用を行った。 

【民間専門家の登用状況】               （単位：人） 

 28年３月１日現在 29年３月１日現在 

弁  護  士 28 33 

公 認 会 計 士 63 67 

不動産鑑定士 ４ ５ 

アクチュアリ－ ８ ８ 

研  究  者 １ １ 

情報処理技術者 34 36 

金融実務経験者 222 218 

計 360 368 

（３）官民人材交流等の促進 

高い専門性と幅広い視野を持った人材を育成するため、国際機関、海外監督

当局、在外公館や、民間企業、地方自治体、大学等への出向等の拡大を図る等

の取組みを行った。 
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【出向の状況】                       （単位：人） 

 28年３月１日現在 29年３月１日現在 

国際機関、海外監督当局、在外公館等 25 24 

民間企業等 17 15 

地方自治体 ３ ５ 

大学教授 ２ ２ 

計 47 46 

（国内新規派遣先）ＮＲＩセキュアテクノロジーズ㈱、和歌山市、養父市 

（４）職員の国際面での対応力強化 

金融行政を遂行していく上で、職員の国際面での対応力の向上が必要である

ことから、国際機関等への出向や海外の大学院への留学を積極的に行うととも

に、職員の国際面での対応力を更に強化するため、①海外留学経験者について

は、帰国後概ね５年以内を目途に国際機関等への出向を行うこととし、そのた

めの出向先の拡大を図る、②若手職員（入庁３年目～４年目）を対象とした「英

語研修（リーディングコース）」の充実、③国際会議への随行や海外セミナーへ

の出席などにより経験を積ませる等の取組みを実施した。 

（５）大学院への留学等 

職員に専門知識を習得させ、専門的見地からの分析能力等を有する者を養成

するため、また、海外監督当局等とのコミュニケーション能力を向上させ、国

際化する行政に対応し得る者等を養成するため、国内外の大学院に職員の派遣

を行っている。 

【大学院への留学等の状況】                （単位：人） 

 27年度 28年度 

国内大学院（法科、会計、ＩＴ、金融等） ７ 11 

海外大学・大学院（法科、ＭＢＡ等） 19 18 

計 26 29 

３．幹部候補育成課程に基づく職員の育成 

将来において幹部職員の候補となり得る管理職員としての職責を担うにふさわし

い能力及び経験を有する職員を総合的かつ計画的に育成するため、国家公務員法及

び当庁の実施規程等に基づき、幹部候補育成課程の対象者を選定し、多様な勤務経

験の機会の付与や、育成課程対象者向けの研修を実施する等、課程の運用に取り組

んだ。 
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Ⅱ 服務規律の確保 

職員の綱紀の保持については、以下のような取組みを行い、その周知徹底を図って

いる。 

   （１）非違行為等発生時の報告及び法令等の遵守について、全職員に周知した（28年

12月、29年６月）。 

   （２）課長補佐級以上の職員を対象に、倫理監督官（長官）が金融庁職員としての心

構えやその考え方などについて講話を実施したほか、再就職等規制に関する特別

研修を実施した（29年２月）。 

   （３）全職員を対象に、具体的事例を用いた倫理・服務・セクハラ研修を実施した（全

22回）。 

   （28事務年度における懲戒処分等の件数） 

懲戒処分 矯正措置 

１件 １件 

Ⅲ 法令等遵守調査室における情報受付 

金融庁職員の法令遵守に万全を期し、金融行政の透明性、公正性を担保する観点か

ら、15年６月13日に法律の専門家４名により構成される「コンプライアンス対応室」

を設置し、情報の受付を始めるとともに、同室顧問である久保利弁護士が郵便により

直接情報を受け付ける、いわゆる「ヘルプライン」としての窓口も別途設けている。 

公益通報保護法（平成16年法律第122号）の施行（18年４月１日）等に伴い、同

室の機能の拡充・強化を図り、外部の労働者からの公益通報を適切に処理する一環と

して、同室に「外部労働者からの公益通報を受付ける窓口」を設置している（なお、

これらの体制整備に合わせ、名称を「法令等遵守調査室」に変更）。 

○法令等遵守調査室のメンバー（29年６月１日現在） 

室長 田中 豊   （総務企画局参事） 

飯田 龍太  （監督局保険課） 

石田 哲也  （検査局総務課） 

岩井 宏樹  （監督局証券課） 

昆野 明子  （検査局総務課） 

鈴木 俊裕  （総務企画局市場課） 

髙橋 瑛輝  （監督局総務課） 

中馬 慎子  （審判官） 

松本 恵理子 （検査局総務課） 

渡部 孝彦  （総務企画局企業開示課） 

顧問 久保利 英明  （総務企画局参事） 
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第４節 研究 

Ⅰ 金融庁における研究 

金融庁内において先端的な金融理論・金融技術等に関する知識を蓄積することを

目的として、平成13年７月、研究開発室及び研究官を設置。同時に金融庁における

研究と研修を効果的に連携させるため、これらと開発研修室を束ねる、金融研究研

修センターを発足させた。22年９月からは、研究機能強化の一環及び海外における

地位向上を目的として、名称を金融研究センター（以下「センター」という。）、英

語名Financial Services Agency Institute(略称：ＦＳＡ Institute)へ変更した。 

センターの研究部門では、金融行政の適切な運営を学術面から支援していくため、

民間有識者やアカデミズムと相互交流を行い、庁内の関係部局と学術研究との架け

橋となるよう、金融行政の理論的基盤をなす質の高い調査研究を行うとともに、金

融行政現場への研究の還元・普及に努めている。 

Ⅱ 金融行政の参考となる調査研究の実施 

センターでは、庁内各部局の要望に基づいた調査・研究・分析を行っており、そ

の実施にあたっては、「研究」と「行政」の橋渡し役を任命するリエゾン制度を活用

している。 

29年６月末現在における研究官・特別研究員については、資料２－４－１参照。 

28 事務年度におけるセンターでの主な調査・研究・分析には、「地域金融市場で

は、寡占度が高まると貸出金利は上がるのか」、「長崎県における地域銀行の経営統

合効果について」等がある。前者においては、地域金融の寡占度の上昇が貸出市場

に与える影響を見るために、寡占度（市場集中度）の代理変数であるハーフィンダ

ール指数(ＨＨＩ)が上昇することで貸出金利及び貸出残高がどのように変化するの

かを分析した。分析結果より、地域金融機関の統合等による寡占度の上昇は、規模

の経済性や効率性仮説に示される金融機関の貸出供給の効率化をもたらし、貸出金

利を引き下げる効果があり、その効果は、寡占による価格支配力の強まりから引き

起こされる貸出金利引き上げ効果よりも大きいことが示された。後者においては、

銀行業における規模拡大による効率化の余地は、顧客の利益に適うのか、あるいは

供給者の利得を増やすだけなのかについて、長崎県を例に検証がなされた。 

28事務年度の調査研究の成果は、計３本の研究成果報告書（ディスカッションペ

ーパー、以下「ＤＰ」という。）にまとめられ、ウェブサイト上で公表した。なお、

各ＤＰの公表に先立ち、庁内関係者の出席を得て、研究成果の発表と検討を行う研

究成果報告会を開催することで、庁内へのフィードバックを行った。28事務年度に

公表されたＤＰについては、資料２－４－２参照。 
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Ⅲ 産・官・学の連携強化 

１．シンポジウムの開催（資料２－４－３参照） 

諸外国の金融法制・規制の比較・分析の一環として、また、各国の研究者、政

府関係者、実務家等とのネットワーク強化を目的として、望ましい金融規制・監

督のあり方等をテーマに、シンポジウム等を開催している。 

28事務年度は、28年９月に、日本経済新聞社との共催により、国際シンポジウ

ム「フィンテック・サミット」を開催した。本シンポジウムでは、Fintech の現

状と潜在力をグローバルに発信し、Fintech エコシステムの整備を加速していく

こと等を目的として、欧米等の有識者や当局者等を招聘し、各国の取組みや新た

な金融技術がもたらす影響、既存の金融機関の戦略や公的セクターの課題等につ

いて活発な議論が行われた。 

２．研究会等の開催 

主に中堅・若手研究者が金融に関する最先端の研究内容を発表し、また庁内の

中堅・若手職員が金融行政の実務を説明し、その両者の議論を通じて、金融行政・

アカデミズムの両方に必要な新たな視点・論点を探求することを目的とする「金

融経済学勉強会」を、大学等研究機関に所属する研究者及び庁内職員の参加を得

て開催している。28事務年度は合計12回開催した。 

３．昼休み勉強会（金曜ランチョン）の開催（資料２－４－４参照） 

様々な分野において専門的知見を持つ外部講師を招き、主に金融・経済等の研

究・実務の最前線に当たる内容をテーマにした勉強会を開催している。28事務年

度は合計31回開催した。 
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第５節 研修  

Ⅰ 金融庁における研修 

金融行政は、極めて高い専門性が求められる分野であり、金融技術の進展や市場の動

向に的確に対応し、金融行政の質を高めていくためには、職員の一層の資質の向上を図

ることが重要である。 

こうした観点から、多様なバックグラウンドを有する職員がそれぞれの専門性と資質

に、さらに磨きをかけられるように人材の育成に努めている。 

Ⅱ 研修の実績 

１．概要 

研修体系は、一般研修・実務研修・通信研修の３区分で構成される。 

なお、一部の研修については、財務（支）局等の職員も受講することから、財務省

との共同研修を開催している。 

２．平成28年度の研修方針及び研修計画（資料２－５－１参照） 

28 年度の研修についても、職員の専門能力の向上、業務に必要な知識・スキルの

習得に資する研修の充実を図ることを基本的な方針とし、研修計画を策定した。 

３．28事務年度の研修実施状況（資料２－５－２参照） 

（１）概況 

28 事務年度については、計 89 コースの研修を実施した。研修の実施に当たって

は、実務研修について、業務に合わせた研修スケジュールの弾力化を図ったほか、

引続き受講科目を選択できるような仕組みとするなど、研修生がより参加しやすい

環境とした。また、従来の金融検査課程及び監督課程については、実務研修のモニ

タリング課程に整理・統合した。さらに、Fintech をはじめとするＩＴ系の分野に

ついては、受講機会の拡大や研修内容の充実・強化を図った。 

（２）研修区分ごとの研修実施状況 

ア．一般研修 

金融の一層のグローバル化に対応するため、実践的な語学力の維持・向上等を

目的とした「英語研修」、「中国語研修」を実施したほか、職員のＩＴリテラシー

の向上を目的とした「ＩＴ・セキュリティ研修」を新たに必修化し実施した。ま

た、管理職員のマネジメント能力向上を目的に「管理者向けマネジメント研修」

を新たに実施した。 

イ．実務研修 

金融庁の業務に必要な専門的知識、技能の習得及び向上を目的として実施する

実務研修については、モニタリング課程の「金融モニタリング基礎研修」、「金融
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モニタリング総合研修」を実施した。また、ファイナンスにかかる基礎及び専門

的知識の付与を目的とした「ファイナンス研修」や、先端金融商品にかかる基礎

及び専門的知識の付与を目的とした「先端金融商品研修」などを実施した。 

さらに、ＩＴ・セキュリティ人材の育成に向け、職員のＩＴに関するさらなる

知識向上を目的とした「情報セキュリティマネジメント研修」を新たに実施した。 

ウ．通信研修 

通信教材等を用いて習得させる研修として、職員のグローバルな観点でのスキ

ル向上を目的とした「国際人材育成研修」、公認内部監査人資格の取得を目的とし

た「通信研修（公認内部監査人コース）」などを実施した。 

（３）モニタリング担当職員の一層の資質向上に向けた取組み 

    検査局、監督局に所属するモニタリング担当職員に対して、必要な知識等の習得

を目的に、資料２－５－２に記載した、モニタリング課程の「金融モニタリング基

礎研修」、「金融モニタリング総合研修」を実施したほか、新しい検査・監督のあり

方に機動的かつ柔軟に対応するため、以下の研修等を実施した。（資料２－５－３参

照） 

ア．モニタリングの質的向上やモニタリング業務内容に適した専門人材の継続的な

育成を目的として、外部有識者を積極的に活用し、業界の最新動向や、事業性評

価、金融仲介等に関する知見の習得に取り組んだ。その際には、実際のモニタリ

ングを模擬的に体験するロールプレイ方式や、参加者間で議論を行うワークショ

ップなど、より実践的な研修方式に取り組んだ。 

イ．モニタリングで蓄積した事例や、モニタリング手法等の共有を目的とした説明

会、ワークショップ等を実施した。 

ウ．金融行政方針の一層の浸透を図ることを目的として、各財務（支）局等におい

て説明会等を実施した。 

エ．検査局では、管理職等のさらなるマネジメント力向上を図ることを目的として、

検査局幹部を交えたワークショップを実施した。 

オ．基礎能力の向上を目的とした通信研修を実施した。 
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第６節 行政情報化の推進 

   Ⅰ 概要 

「官民データ活用推進基本法」に基づき、官民データ活用の推進に関する基本的

な計画として、平成29年５月、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推

進基本計画」が閣議決定されている。 

金融庁においても、情報化統括責任者（ＣＩＯ：Chief Information Officer）、

専門的な知識を有するＣＩＯ補佐官等を構成員とする金融庁ＰＭＯの統括のもと、

以下の取組みを行っている。 

 ① 情報システムの調達の適正化及びコスト削減の取組み 

 ② セキュリティ・ＩＴ人材の確保・育成 

 ③ 情報セキュリティ対策の推進 

   Ⅱ 取組実績 

  １．情報システム調達の適正化及びコスト削減の取組み 

 （１）情報システム調達の適正化 

情報システムの調達にあたっては、その仕様及びコストの妥当性等を十分に

検証することが重要である。 

そのため、情報化統括責任者（ＣＩＯ）である総括審議官、各局総務課長及

びＣＩＯ補佐官等をメンバーとする「情報システム調達会議」において、政府

調達に該当する情報システム調達案件について、 

①システムの仕様が使途・目的に照らして適切なものとなっているか、 

②調達予定価格が過去のＳＥ単価や工数などの実績に照らして適切なもの

となっているか 

を審議するなど、適正な情報システムの調達に取り組んでいる。 

（２）コスト削減への取組み 

「政府情報システム改革ロードマップ」に基づき、金融庁においても、情報

システムの統廃合や政府共通プラットフォームへの移行に取り組んでいる。 

また、一定条件の調達案件については、情報システム投資計画書を策定のう

え、投資による効果を明らかにし、予算執行過程における適切な目標管理に取

り組んでいる。 

２．セキュリティ・ＩＴ人材の確保・育成 

政府機関においてセキュリティ対策や情報化を進めるために必要な人材を確保

していくための方策として、「政府機関におけるセキュリティ・ＩＴ人材育成総合

強化方針」が28年３月に策定された。 

同方針に基づき、各省庁は「セキュリティ・ＩＴ人材確保・育成計画」を策定

する必要があり、当庁においても、 
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① 体制の整備 

② 人材の育成・確保 

③ キャリアパスの明確化 

④ 一般職員の情報リテラシーの向上 

を骨子とする「金融庁セキュリティ・ＩＴ人材育成・確保計画」を同年８月に策

定した。 

３．情報セキュリティ対策の推進 

情報セキュリティ水準を適切に維持し、リスクを総合的に低減させるためには、

情報セキュリティに係るリスク評価の結果等を踏まえ、計画的に対策を実施する

ことが重要である。 

当庁では、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成28
年８月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定）に基づき、金融庁情報セキュ

リティポリシーを定め、同ポリシーに基づき、情報セキュリティ対策を総合的に

推進するための「情報セキュリティ対策推進計画」を毎年度策定しており、28事

務年度では、以下のような情報セキュリティ対策を実施した。 

（１）教育・訓練 

全職員を対象として、情報セキュリティに関する知識や最近のサイバー攻撃の

手法及び対処方法を盛り込んだ情報セキュリティ研修を実施したほか、幹部職員

を対象としたセキュリティ研修を実施した。 

また、職員が標的型メール攻撃に対して適切な対応ができるか、不審メール訓

練を実施した。 

（２）情報セキュリティポリシー 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定を踏まえ、金

融庁情報セキュリティポリシーを改定し、研修や自己点検の実施によりその運用

の徹底を図った。 

（３）情報セキュリティ監査 

各情報システムのインフラ・ネットワーク、アプリケーションの脆弱性につ

いて、外部の第三者による監査を実施したほか、ＮＩＳＣが実施するペネトレ

ーションテスト（模擬攻撃訓練）を活用し、セキュリティ対策の実効性を確認

した。 

（４）技術的な対策 

情報セキュリティ監査の結果や昨今のウェブサイトシステムへの攻撃を踏ま

え、多様なサイバー攻撃に対する技術的な対策の導入を実施した。 

（５）情報セキュリティに関する対処能力の向上等 

 ＮＩＳＣが主催する実践的なサイバー攻撃対処訓練に参加し、セキュリティ

－15－



インシデント発生時における事態の早期把握及び被害の発生・拡大防止に向け

て迅速かつ的確に対処するための庁内横断的な組織である金融庁ＣＳＩＲＴ

（Computer Security Incidents Response Team）の対処能力の向上を図ると

ともに対応態勢の有効性の確認を行った。 
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第７節 報道・広報 

Ⅰ 報道対応 

１．報道発表及び記者会見等の実施 

毎週２回の閣議後に実施している大臣記者会見（81回）に加えて、重要な報道発表

時に実施している記者向け説明（18回）を開催し、当庁の施策・考え方を積極的に発

信・説明する機会の充実に取り組んだ（報道発表件数：421件）。 

Ⅱ 広報活動 

１．金融庁ウェブサイト等による広報の充実（資料２－７－１参照） 

    国民にとって特に重要と考えられる施策、あるいは関心が高い施策については、金

融庁ウェブサイトへの特設サイトの設置やトピックス（ＨＰのトップページ上段）へ

の掲載などによる施策の周知・注意喚起などの取組みを行っている。 

平成28事務年度は、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）について、制度のさらなる普

及・定着と金融リテラシー向上のための取組みの１つとして、ＮＩＳＡ特設ウェブサ

イトにて、ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ及びつみたてＮＩＳＡに関する情報の拡充を

行ったほか、政府広報の活用、マスコミからの取材対応を積極的に行った。 

また、平成28年熊本地震に関して、特設サイト「平成28年熊本地震関連情報」を

設け、被災者に有益と思われる情報の提供を行った。 

このほか、29年５月には、政務三役が地域に赴き、重要政策について説明し、現場

の方々と意見交換する「車座ふるさとトーク」を実施した。 

  ２．海外に対する情報発信の強化     

英語版ウェブサイトについて、英語で発信すべき情報等を検討し、コンテンツの充

実を図ったほか、タイムリーな情報発信を目的として、一週間の日本語での新着情報

（報道発表）の概要を英訳した「FSA Weekly Review」を週１回発行するとともに、

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ

会議に係る意見募集など海外からも関心が高い公表物については、、ウェブサイトの

トップページに掲載するなどの取組みを行った。 

３．政府広報の活用（資料２－７－２参照） 

金融行政に係る広報を限られた予算の中で他省庁とも連携しつつ効率的・効果的に

行うため、資料２－７－２のとおり、金融庁所管の各種施策を政府の重要施策として、

政府広報各種媒体で取り上げ、広く国民への理解浸透に努めている。 
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第８節 情報公開等 

Ⅰ 開示請求の動向 

１．行政文書の開示 

（１）開示請求の受付状況 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号、13年

４月１日施行）に基づく、28年度の開示請求の受付件数は299件となっている。 

（２）主な開示請求 

開示請求の主な内容は、以下のとおりである。 

① 行政処分等に関する文書 

② 金融機関等所管する法人に関する文書 

③ 調査・検査先に関する文書 

開示請求の受付及び処理状況（28年度） 

部   局 
前年度

繰越

開示請求

の受付

開  示  決  定  等 

請求の

取下げ

翌年度

繰越 

開 示 決 定 
不開示

決定 
全面

開示 

一部

開示
小計

総務企画局 1 123 15 28 43 25 7 7

検 査 局 0 19 0 7 7 2 0 0 

監 督 局 3 98 4 28 32 11 5 9

小  計 4 240 19 63 82 38 12 16

証券取引等 

監視委員会 
1 26 0 7 7 12 0 9

公認会計士・

監査審査会 
0 33 7 0 7 0 0 26

合   計 5 299 26 70 96 50 12 51

（注１）本表は、28 年４月から29 年３月末までの計数を取りまとめたものである。総務省

による行政機関情報公開法の施行状況調査と同じ定義で計上。 

（注２）29年度における６月末までの開示請求の受付件数は42件である。 

（３）不服申立等 

平成28年度における不服申立受理件数は52件、前年度繰越分と併せて９件

について、同年度中に情報公開・個人情報保護審査会に対して諮問を行ってい

る。 
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また、平成28年度における当庁事案に係る情報公開・個人情報保護審査会の

答申は３件であり、同年度中に裁決・決定を行っている。 

 ２．行政機関の保有する個人情報の開示 

   （１）開示請求の受付状況 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号、

17年４月１日施行）に基づく、28年度の開示請求の受付件数は1,183件となっ

ている。 

（２）主な本人情報の開示請求 

主な開示請求の内容は、以下のとおりである。 

① 公認会計士試験における請求者本人の点数、請求者の会計士試験の答案 

② 請求者本人の個別金融機関に対する申立ての応接記録等 

開示請求の受付及び処理状況（28年度） 

部   局 
前年度

繰越

開示請求

の受付

開  示  決  定  等 

請求の

取下げ

翌年度

繰越 

開 示 決 定 不開

示決

定 

全面

開示 

一部

開示 
小計 

総務企画局 16 213 28 9 37 6 0 22

検 査 局 2 0 2 0 2 0 0 0 

監 督 局 3 10 0 10 10 0 0 1

小  計 21 223 30 19 49 6 0 23

証券取引等 

監視委員会 
0 1 0 1 1 0 0 0 

公認会計士・

監査審査会 
7 968 951 0 951 0 0 24

合   計 28 1,183 981 20 1,001 6 0 47

（注１）本表は、28年４月から29年３月末までの計数を取りまとめたものである。総務省

による行政機関個人情報保護法の施行状況調査と同じ定義で計上。 
（注２）29年度における６月末の開示請求の受付件数は86件である。 

（３）不服申立等 

平成28年度における開示決定等に対する不服申立受理件数は18件となって

おり、うち４件について、同年度中に情報公開・個人情報保護審査会に対して

諮問を行っている。 

平成28年度における当庁事案に係る情報公開・個人情報保護審査会の答申は

４件であり、同年度中に裁決・決定を行っている｡ 
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Ⅱ 文書管理等の状況 

１．内部管理体制 

（１）研修 

非常勤職員を含めた全職員を対象として、情報管理研修を実施（合計14回）。 

（２）自主点検・内部監査 

行政文書の管理状況等について、28年10月～11月に自主点検を実施。 

また、自主点検後、28年12月～29年１月にかけて監査を実施。 

さらに、29年５月にフォローアップ監査を実施。 

２．文書管理の状況 

（１）概要 

金融庁においては、１．内部管理体制に示したとおり、研修や自主点検・監

査を通じて、保有する情報の管理徹底に努めている。 

しかしながら、28 事務年度（28 年７月～29 年６月）において、保有する情

報について、取扱いが不適切であると認められる事例が11件発生した（メール

誤送信、ファックスの誤送付、行政文書の紛失など）。 

ただし、誤送信は相手方にメール削除を依頼し、対応いただいており、誤送

付は文書を後日回収している。行政文書の紛失についても、外部に漏えいした

可能性は極めて低く、いずれも２次被害は確認されていない。 

（２）再発防止策 

 発生原因を踏まえた上で、主に以下の再発防止策を講じている。 

① メールの外部送信の手順マニュアルを始めとしたルールの見直し及び職員

への周知徹底 

② 情報管理研修の事務年度早期の受講の励行 

⇒  文書管理・情報管理の重要性を認識させるため、可能な限り全職員が夏

季期間中に研修を受講するよう、励行する。 

－20－



第９節 金融機関等との意見交換 

金融機関等との率直な意見交換は、金融機関等から見た行政対応の予測可能性の向上

に資するだけでなく、当局にとっても、市場や金融セクターの動向を迅速に把握する上

で重要と考えている。このため、金融機関等の業態毎に幹部レベルでの意見交換会を随

時実施して、金融機関等との意思疎通に努めている。 

また、行政の透明性の向上を図るとともに、金融庁の問題意識を適時に発信する観点

を踏まえ、平成29年１月以降、金融機関との意見交換会において、金融庁が提起した主

な論点を公表することとした。 

（参考）金融機関等との意見交換会の開催実績（平成28年７月～29年６月） 

主要行 地方銀行 第二地方銀行 信用金庫 

11回 11回 11回 ４回 

労働金庫 信用組合 生命保険会社 損害保険会社 

４回 ３回 ５回 ５回 

証券会社 投資信託会社 投資顧問業者 金融先物取引業者 

７回 ２回 ２回 １回 

信託 外資系事業者団体 貸金業者 監査法人 

３回 １回 ２回 ２回 

第10節 パブリック・コメント手続の実績（資料２－10－１参照） 

行政手続法において、行政運営の更なる公正の確保と透明性の向上を図る観点から、

政省令などの命令等を定める際に、原則として最低30日以上の意見提出期間を置き、広

く一般の意見や情報の公募を行う意見公募手続（いわゆるパブリック・コメント手続）

が義務付けられている。 

 当庁においては、28 年７月から 29 年６月末までの１年間に、行政手続法を踏まえ、

同法に基づく意見公募手続29件のほか、任意の意見公募手続3件、計32件について、

幅広く意見・情報の募集を行った。 
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第11節 金融行政アドバイザリー制度 

 Ⅰ 制度の概要 

金融行政アドバイザリー制度は、国民から広く金融行政に関する意見や反響を的

確に収集・把握することにより、金融行政の企画･立案及び事務運営の改善に役立て、

金融行政サービスの一層の向上を図るとともに、国民に対して積極的な情報提供を

行うことにより、金融行政に対する国民の理解の向上を図ることを目的としている。 

具体的業務は、各財務（支）局に５名配置された金融行政アドバイザリーが①金

融行政に関する意見等を報告するほか、②金融行政に関する広報に参画することで

ある。 

（参考１）金融行政アドバイザリーの委嘱状況 

     委嘱者数は各財務（支）局５名、合計55名。内訳は次のとおり。 

① 金融機関の利用者（中小企業経営者等）             ：15名 

② 商工会議所の経営相談員、中小企業診断士、税理士、公認会計士等 ：18名 

③ 消費者団体職員、地方公共団体（消費者相談窓口担当）の職員等  ：６名 

④ 大学教授等の教育関係者、コンサルタント、ファイナンシャルプランナー等：16名 

（参考２）金融行政アドバイザリーの選定基準 

① 金融機関等の利用者や商工会議所等の経営相談員等で、金融行政に関心を持

ち公平かつ率直に意見等を報告できる者、及び金融知識の普及活動、金融経済

教育、利用者保護策等に素養のある者。 

② 財務（支）局管轄内に住所または勤務先のいずれかを有する者。 

   Ⅱ 平成28事務年度における取組み 

１．金融行政に関する意見等を報告 

28年７月～29年６月、財務（支）局において「金融行政アドバイザリー連絡会

議」を開催し、アドバイザリーから金融行政に関するご意見を頂いた。 

寄せられたご意見等は、今後の金融行政の企画・立案及び事務運営の改善のた

めの貴重な材料として役立てるほか、検査･監督の実務において重要な情報として

活用することとしている。 

２．金融行政に関する広報に参画 

財務（支）局が開催する地域密着型金融に関するシンポジウムにパネリストと

して参加頂いているほか、アドバイザリーが参加する各種会合において金融行政

に関する説明等を行って頂いている。 
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第12節 金融行政モニター制度 

Ⅰ 制度の概要（資料２－12－１参照） 

金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関

するご意見等を伺ってきたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることに

より、必ずしも率直な意見等を出すことは難しいとの指摘も受けた。 

このような点に鑑み、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家が直接、

金融行政に対する意見・提言・批判などを伺う「金融行政モニター受付窓口」を設置し、

平成28年１月29日より運用を開始した。 

また、引き続き、金融庁が直接意見等を受け付けるための「金融行政ご意見受付窓口」

も設置した。 

こうした窓口を通じて、外部からの意見・提言・批判などを積極的に受け入れ、行政

に継続的反映させることにより、よりよい金融行政の遂行を目指している。 

Ⅱ 提出された意見等に対する金融庁の対応（資料２－12－２参照） 

１．金融行政モニターにおけるご意見等の受付状況 

「金融行政モニター受付窓口」においては、平成28事務年度には24件のご意見等

が寄せられた。 

また、「金融行政ご意見受付窓口」 においては、平成28事務年度には733件のご

意見等が寄せられた。 

２．金融行政モニターに寄せられたご意見等に対する金融庁の対応 

金融行政モニター制度の実効性・透明性を図る観点から、主なご意見等の概要及び金

融庁の対応を金融庁ウェブサイトにおいて公表した。 

このうち、寄せられた意見等を踏まえ制度の見直し等を行ったものは以下のとおりであ

る。 

（１） 外国銀行支店に係る事業年度の弾力化 

     銀行法においては、事業年度について一律に４月１日から翌年３月31日と定められ

ているが、母国本国の事業年度や外国銀行支店への事務負担、監督実務への影響等

を踏まえ検討した結果、外国銀行支店に係る事業年度については、外国銀行支店の本

国の事業年度と同一の期間も選択できるよう、銀行法を改正した。 

    （２） 現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準の撤廃 

銀行法施行規則等においては、現金等の紛失に係る不祥事件届出の金額基準が、

一件当たり 100 万円以上と定められていた。今般、100 万円という画一的な基準を設け

ることの妥当性について、金融機関における事務の効率性、業務管理への影響などの

視点を踏まえて検討した結果、形式的な金額基準を廃止し、各金融機関が業務の特性・

規模等を勘案して、業務管理上重大な紛失として認めるものを届出の対象とするよう銀
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行法施行規則等を改正した。 

（３） 法令の解釈の明確化等 

     信託業法及び関連法令では、忠実義務の一類型として、信託銀行による銀行勘定と

信託勘定との間の取引（自己取引）が原則として禁止されているが、信託契約において、

自己取引を行う旨を記載した上で、通常の取引条件よりも受益者が不利とならない取引

条件による取引であること等の条件を満たす場合には日本円の当座貸越を行うことが

できる旨、法令の解釈の明確化等を行った。 
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第13節 金融サービス利用者相談室 

Ⅰ 概要（資料２－13－１参照） 

金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を

金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ウェブサイ

ト・ファックス等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する「金融サービス利用

者相談室」を開設している。 

当相談室は、金融サービス利用者の利便性向上の観点から、主として以下の役割を担

うこととしている。 

１．金融サービスに関する利用者からの金融庁への質問・相談・意見等に、消費者相談

のノウハウや金融の専門的知識を有する金融サービス相談員を配置し、一元的に対応

する。 

２．「事前相談（予防的なガイド）」窓口において、金融サービス利用に伴うトラブルの

発生の未然防止などに向けた事前相談の提供を行う。 

３．金融機関と利用者の間の個別取引に係るあっせん・仲介・調停は行わず、業界団体

等の紹介や論点整理等のアドバイスを行う。 

４．相談内容・対応状況等は体系的に記録・保管するとともに、関係部局に回付し、企

画立案・検査・監督等において活用する。 

５．相談件数や主な相談事例等のポイント等について、当庁ウェブサイトで四半期毎に

公表する。 

Ⅱ 相談等の受付状況（資料２－13－２参照） 

平成 28 年４月１日から 29 年３月 31 日までの間に受け付けた相談等の状況は、以下 

のとおりとなっている。 

１．総受付件数は35,037件となっている。１日当たりの平均受付件数は144件となって

おり27年度（148件）と、ほぼ同水準なっている。そのうち、事前相談の受付件数は

950件となっている。 

２．分野別では、預金・融資等が11,042件（32％）、保険商品等が9,215件（26％）、投

資商品等が9,750件（28％）、貸金等が3,303件（９％）、金融行政一般・その他が1,727

件（5％）となっている。 

分野別の事前相談の受付件数は、預金・融資等が 94 件（10％）、保険商品等が 27
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件（3％）、投資商品等が657件（69％）、貸金等が151件（16％）、金融行政一般・そ

の他が21件（2％）となっている。 

３．各分野の特徴は、以下のとおりとなっている。 

（１）預金・融資等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したもの

の、行政に対する要望等が増加したことなどから、受付件数は27年度（10,868件）

と、ほぼ同水準なっている。 

（２）保険商品等については、個別取引・契約の結果に関する相談等が減少したことな

どから、受付件数は27年度（10,465件）に比べて減少している。 

（３）投資商品等については、不適正な行為に関する相談等が減少したものの、個別取

引・契約の結果に関する相談等が増加したことなどから、受付件数は27年度（9,969

件）と、ほぼ同水準なっている。このうち、詐欺的な投資勧誘に関する情報は1,108

件あり、そのうち632件が何らかの被害があったものである。 

（４）貸金等については、行政に対する要望等が減少したものの、個別取引・契約の結

果に関する相談等が増加したことなどから、受付件数は27年度（3,298件）と、ほ

ぼ同水準なっている。 

４．寄せられた相談等のうち利用者に注意喚起する必要があるものについては、ウェブ

サイト上に掲載している「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」と

して紹介している。 

（参考）「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等 

28年４月１日～６月30日・・・28年７月29日公表（第44回） 

28年７月１日～９月30日・・・28年10月31日公表（第45回） 

28年10月１日～12月31日・・・ 29年1月31日公表（第46回） 

29年１月１日～３月31日・・・29年４月28日公表（第47回） 

Ⅲ その他の活動状況 

１．地域住民を対象に、札幌市、金沢市、福岡市、熊本市の計４箇所で開催した「金融

トラブルから身を守るためのシンポジウム」において、講演及び会場での出張相談会

を開催。 
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第14節 政策評価への取組み（資料２－14－１～３参照） 

金融庁においては、平成14年４月施行の「行政機関が行う政策の評価に関する法律」

（平成13年法律第86号）に基づき、 

① 金融庁としての政策評価の実施に関する方針などを規定した「金融庁における政

策評価に関する基本計画」（計画期間：５ヵ年） 

② 毎年度の評価対象とする政策などを定めた「金融庁政策評価実施計画」（計画期

間：４月～翌年３月） 

を策定し、毎年「金融庁政策評価実施計画」の計画期間終了後に評価を実施している。 

 「金融庁における政策評価に関する基本計画」については、29 年４月から34 年３

月を計画期間とする案を作成し、政策評価に関する有識者会議（29年６月26日開催）

に諮ったところ。 

当該基本計画には、「「金融庁における政策評価に関する基本計画」の考え方」や「実

績評価における基本政策・施策等一覧」を示している。 

また、計画の策定や評価書の作成に当たっては、客観性の確保、多様な意見の反映

等を図るため、政策評価や金融庁所管の政策について知見を有する学識経験者をメン

バーとする「政策評価に関する有識者会議」を開催し、意見を頂いている。 

このほか、上記法律に基づき、これまでに実施した実績評価等について、政策評価

結果の政策への反映状況についても毎年度公表している。 

※ 金融庁における政策評価の詳細に関しては、金融庁のウェブサイト「公表物」中

の「政策評価」を参照。 

なお、24年度までは、３～５月頃に新年度の実施計画を定め、８月頃に前年度の評

価を実施していたが、ＰＤＣＡサイクルを有効に機能させるため、25年度からは、５

～６月に前年度の実績評価を実施すると共に、その評価を踏まえた上で、新年度の実

施計画を策定している。 

 また、25年度には、総務省の主導により「目標管理型の政策評価の実施に関するガ

イドライン」（平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承）が改正され、各府

省で区々だった評価区分の共通化が図られた。金融庁もこれに従い、25年度実績評価

から、従来３段階の区分で評価していたものを、各府省共通の５段階区分で評価を実

施することとした。 

（参考１） 「金融庁における政策評価に関する基本計画」の考え方 

○ 平成29年度からの５年間にわたる「金融庁の政策評価に関する基本計画」におい

ては、以下の３つを「基本政策」として定めることとした。 

・「金融システムの安定と金融仲介機能の発揮」 

・「利用者の保護と利用者利便の向上」 

・「市場の公正性・透明性と活力の向上」 
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これらの「基本政策」は、それ自体が金融行政の最終目標というよりも、「企業・

経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大」という金融行政

の「究極的な目標」を達成するための「手段」と位置付けることが適切である。 

（注）金融庁は、発足の当初、自らの任務を「金融システムの安定」、「利用者の保護」、

「市場の公正性・透明性の確保」の３つとしてきたが、これらは「究極的な目標」

の達成のための必要条件であり、今後は、金融行政の目標については視野を広げ、 

・「金融システムの安定と金融仲介機能の発揮の両立」 

・「利用者保護と利用者利便の両立」 

・「市場の公正性・透明性と活力の両立」 

の実現を通じて、「究極的な目標」を目指すことが求められていると考えられる。 

○ また、上記の３つの「基本政策」のほかに、 

・３つの「基本政策」に関係する横断的な課題への対応 

（「ＩＴ技術の進展等の環境変化を踏まえた戦略的な対応」「業務継続体制の確立

と災害への対応」等） 

を「横断的施策」とするほか、 

・３つの「基本政策」と「横断的施策」を実施する上での基礎となる「金融庁の行

政運営・組織の改革」を、これらの政策・施策とは別の取組みとして整理する。 

（参考２） 評価の実施状況 

年度 実績評価 
事  前 

事業評価 

事  後 

事業評価 

総合

評価 

規制の事前評

価（ＲＩＡ） 

租税特別措

置等に係る

政策評価 

14年度 
26件 

（13年度計画に掲げた政策） 
－ － －   

15年度 
27件 

（14年度計画に掲げた政策） 
６件 － －   

16年度 
36件 

（15年度計画に掲げた政策） 
５件 － －   

17年度 
43件 

（16年度計画に掲げた政策） 
７件 － １件   

18年度 
28件 

（17年度計画に掲げた政策） 
４件 ５件 －   

19年度 
26件 

（18年度計画に掲げた政策） 
３件 ３件 － 11件  

20年度 
25件 

（19年度計画に掲げた政策） 
１件 ６件 １件 23件  
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（備考） 

○実績評価：行政の幅広い分野において、あらかじめ達成すべき目標を設定し、それに対する

実績を測定しその達成度を評価するもの。（例：金融機関の健全性確保） 

○事業評価：事前の時点で評価を行い、あらかじめ期待される効果やそれらに要する費用など

を分析・検討。また、必要に応じ、途中や事後の時点で検証するもの。（例：金融

庁業務支援統合システムの開発） 

○総合評価：特定のテーマを設定し、様々な角度から掘り下げて総合的に評価するもの。（例：

「金融システム改革（日本版ビッグバン）」） 

○規制の事前評価（ＲＩＡ：Regulatory Impact Analysis）：規制の導入や修正に際し、実施

に当たって想定されるコストや便益といった影響を客観的に分析し、公表するこ

とにより、規制制定過程における客観性と透明性の向上を目指す手法。19 年 10

月より評価の実施が義務化された。 

○租税特別措置等に係る政策評価：租税特別措置等の新設、拡充又は延長の要望を行うに際し、

その必要性、有効性及び相当性の基準により評価し、公表することにより、要望

内容の適切性を担保するための手法（事前評価）。また、過去に要望した租税特

別措置等についても同様に評価する（事後評価）。22 年５月より評価の実施が義

務化された。 

21年度 
24件 

（20年度計画に掲げた政策） 
１件 ４件 － 25件  

22年度 
24件 

（21年度計画に掲げた政策） 
－ ３件 － 19件 ７件 

23年度 
24件 

（22年度計画に掲げた政策） 
－ ２件 － 15件 ７件 

24年度 
24件 

（23年度計画に掲げた政策） 
１件 ２件 － ６件 ９件 

25年度 
20件 

（24年度計画に掲げた政策） 
－ １件 － 31件 ９件 

26年度 
20件 

（25年度計画に掲げた政策） 
－ － － ６件 ８件 

27年度 
20件 

（26年度計画に掲げた政策） 
－ ２件 － 20件 10件 

28年度 
20件 

（27年度計画に掲げた政策） 
－ １件 － 13件 ５件 

－29－



第15節 金融庁業務継続計画の策定 

１．金融庁業務継続計画の概要 

金融庁では、「首都直下地震対策大綱」（平成 17 年９月策定、22 年１月修正）に

基づき、首都直下地震発生時に優先的に実施する業務の継続のための体制を整備す

る観点から、20年６月に「金融庁業務継続計画（首都直下地震対応編）」を策定し、

その後も必要に応じて見直しを行っている。（資料２－15－１参照） 

     本計画には、首都直下地震発生時における金融庁の非常時優先業務（金融市場や

金融機関等における状況の確認、国民・金融機関・海外当局等への情報発信、金融

機関に対する被災者支援の要請等）を規定しているほか、これらの非常時優先業務

を実施・継続するための執行体制や執務環境を規定している。 

     なお、金融庁における業務継続計画としては、上記の他、新型インフルエンザ発

生時における業務継続の方法や手順を規定した「金融庁業務継続計画（新型インフ

ルエンザ対応編）」を22年８月に策定している。 

２．災害等発生時に備えた訓練 

（１）災害対応 

政府防災訓練への参加に加え、業務継続計画の実効性を検証・確認するため、

職員の安否確認訓練、徒歩等参集訓練及び金融庁災害対策本部の設置・運営訓練

などを行った。また、一般社団法人全国銀行協会と連携した訓練を行った。 

（２）新型インフルエンザ等対応 

新型インフルエンザ等の国内感染期における対応について、政府対策本部運営

訓練と連携して、金融庁新型インフルエンザ等対策本部幹事会の運営訓練等を行

った。 
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第16節 英語による行政対応・発信力強化に向けた取組み 

「日本再興戦略」（平成25年６月14日閣議決定）、「『日本再興戦略』改訂2014」

（26年６月24日閣議決定）、及び金融庁・財務省が共同で開催した「金融・資本市

場活性化有識者会合」が取りまとめた「金融・資本市場活性化に向けての提言」（25

年12月13日公表）、「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提

言）」（26年６月12日公表）において、「金融関係法令・ガイドライン等の英語化の

徹底」や「金融に係る行政手続について、英語によるワンストップでの対応」を実

現すべきとの提言が行われた。 

上記提言を受け、26年４月より、英語による行政対応や発信力の強化に向け、以

下の取組みを実施している。 

   （１）ＦＳＡ Weekly Review 

      26年４月22日に公表されたＦＳＡ Weekly Reviewより、庁内の各部署が日々

ホームページに掲載する対外公表物について、英語により概要を作成し、週次で

ＦＳＡ Weekly Review として公表。また、定期的に公表される事案については、

日英同時公表を行った。 

（２）英語による法令等に関する照会へのワンストップでの対応（ワンストップ窓口） 

英語による法令等に関する照会に対するワンストップ窓口を設置し、一元的な

対応を実施している。28年７月から29年６月末までに、482件の照会が寄せられ、

そのうち当該窓口で回答すべき法令・行政手続等に関する照会が183件であった。

その他に、詐欺的な証券投資等の勧誘行為に関する照会が182件、その他の照会

が117件寄せられ、それぞれ金融庁内の関係部署との共有を図った。 

   （３）法令やガイドライン等の主要な公表物の英語版の作成・公表 

      28事務年度において、以下の法令や各種ガイドラインのほか、金融レポート及

び金融行政方針の概要、並びに改訂版スチュワードシップ・コード、金融審議会

ワーキング・グループ報告書等の英語版の作成・公表を行った。 

また、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフ

ォローアップ会議」及び「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」

の資料・意見書・議事録の英語版を会議と並行して公表するとともに、内外に意

見を募集し、英文でのコメントも多数受け付けた。 

このほか、行政の透明性・効率性の確保等の観点を踏まえ、「金融行政方針で掲

げた『金融行政の再点検』に係る具体的な取組み」を28年12月に公表しており、

同取組みに係る英語版の公表を行った。 

【英語版を作成した主な法令】 

・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令（平成二十六年内閣府令第七十四号
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による改正まで反映） 

・金融商品取引業協会等に関する内閣府令（平成二十七年内閣府令第三十八号に

よる改正まで反映） 

・証券金融会社に関する内閣府令（平成二十七年内閣府令第三十八号による改正

まで反映） 

・投資者保護基金に関する命令（平成二十七年内閣府・財務省令第三号による改

正まで反映） 

・金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣

府令（平成二十四年内閣府令第六十三号による改正まで反映） 

・金融商品取引所等に関する内閣府令（平成二十二年内閣府令第一号による改正

まで反映） 

・金融商品取引清算機関等に関する内閣府令（平成二十四年内閣府令第四十九号

による改正まで反映） 

・店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令（平成二十四年内閣府令第四

十八号による改正まで反映） 

・上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令（平成二十七年内閣府令

第三十七号による改正まで反映） 

・金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令（平成二十年

内閣府令第七十九号による改正まで反映） 

・投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成二十六年政令第二百九十四号

による改正まで反映） 

また、「日本再興戦略2016」（28年６月２日閣議決定）において、東京国際金融セ

ンター構想推進の観点から「日本拠点の設置を検討している海外のアセット・マネ

ージャー／オーナーに対する一元的な窓口を金融庁内に設置し、相談を受け付ける」

との方針が示された。 

上記方針を踏まえ、29 年４月に、「金融業の拠点開設サポートデスク」を開設し

た。このデスクでは、日本への拠点開設を検討中の海外金融事業者から、日本拠点

開設に係る金融法令の手続き等に関する相談を受け付けているほか、東京都が 29

年４月に開設した金融法令以外の手続き等に関する相談窓口（「金融ワンストップ支

援サービス」）とも連携し、一元的な対応を実施している。 
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第２部 金融に関する制度の企画及び立案 

第３章 金融・資本市場等に関する制度の企画・立案等の取組み 

第１節 金融商品取引法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 37 号）（取

引の高速化への対応、取引所グループの業務範囲の柔軟化、上場会社

による公平な情報開示） 

Ⅰ 経緯 

情報通信技術の進展等の我が国の金融・資本市場をめぐる環境変化に対

応するため、①株式等の高速取引に関する法制の整備、②金融商品取引所

グループの業務範囲の柔軟化、③上場会社による公平な情報開示に係る規

制の整備等の措置を盛り込んだ「金融商品取引法の一部を改正する法律

（平成 29 年法律第 37 号）」が、平成 29 年５月 17 日に成立し、同月 24

日に公布された。 

Ⅱ 概要 

主な改正内容は、以下のとおりである。（資料３―１―１参照）

１．金融商品取引法の一部改正 

（１）株式等の高速取引に関する法制の整備 

ア．登録制の導入 

①「高速取引行為」の定義を定めることとする。 

② 高速取引行為を行う者（金融商品取引業として高速取引行為を

行う金融商品取引業者等を除く。）は、内閣総理大臣の登録を受

けなければならないこととし、高速取引行為に係る業務の内容及

び方法を記載した書類の提出、登録拒否事由その他の登録手続に

関する規定を整備することとする。 

③ 高速取引行為者（②の登録を受けた者をいう。以下同じ。）に

ついて、業務管理体制の整備、禁止行為、業務の運営に関する規

制、業務に関する帳簿書類の作成及び保存その他の業務及び経理

に関する規定を整備することとする。 

④ 高速取引行為に係る業務開始の届出、高速取引行為者に対する

報告徴取及び検査、業務改善命令、業務停止命令、登録取消しそ

の他の監督に関する規定を整備することとする。 

イ．金融商品取引業者等に関する規定の整備 

金融商品取引業者等が高速取引行為を行う場合における内閣総

理大臣への届出等に関する規定を整備することとする。 
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ウ．無登録者による取引の受託の禁止 

金融商品取引業者等は、高速取引行為者（金融商品取引業として

高速取引行為を行う金融商品取引業者等を含む。）以外の者が行う

高速取引行為に係る取引を受託してはならないこととする。 

エ．金融商品取引所による調査等 

金融商品取引所は、取引を公正にし、投資者を保護するため、高

速取引行為を行う者の調査その他の必要な措置を講ずるものとす

ることとする。 

（２）金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化 

ア．グループ内の共通・重複業務の集約 

金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、その属するグ

ループ内の二以上の会社（金融商品取引所を含む場合に限る。）に

共通する業務であって、当該業務を当該金融商品取引所において行

うことが当該グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資

するものを、当該会社に代わって行うことができることとする。 

イ．外国取引所等への出資の柔軟化 

金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、現に子会社の範

囲を超える外国会社を子会社としている外国取引所等を子会社と

することにより当該外国会社を子会社とする場合には、原則５年間、

子会社の範囲に係る規制を適用しないこととする。 

ウ．グループにおける経営管理の充実 

金融商品取引所持株会社（金融商品取引所持株会社を有さないグ

ループの場合は、グループ頂点の金融商品取引所）は、その属する

グループの経営の基本方針の策定及びその適正な実施の確保等、当

該グループの経営管理を行わなければならないこととする。 

（３）上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備 

上場会社が公表されていない重要な情報を金融商品取引業者、投資

家等に伝達する場合、インターネット等を利用した当該情報の公表を

求めることとする。 

（４）その他 

その他所要の規定の整備を行うこととする。 
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２． その他 

（１）施行期日 

この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行することとする。 

（２）経過措置等 

① 所要の経過措置等を定めることとする。 

② 金融商品取引法の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととする。 
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第２節 顧客本位の業務運営に関する原則 

Ⅰ 経緯 

平成28年４月19日の金融審議会総会において、金融担当大臣より、「情報技術の

進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及

び家計の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題につい

て、幅広く検討を行うこと」との諮問が行われた。この諮問を受けて、金融審議会

に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な資産形成と顧客本位の業

務運営（フィデューシャリー・デューティー ）等について審議が行われた。 

市場ワーキング・グループでは、国民の安定的な資産形成を図るためには、金融

商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等（以下「金

融事業者」）が、インベストメント・チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧

客本位の業務運営に努めることが重要との観点から審議が行われ、28年12月22日

に報告書が公表された。 

報告書の提言等を踏まえ、29年３月30日に「顧客本位の業務運営に関する原則」

及び「『顧客本位の業務運営に関する原則』の定着に向けた取組み」を公表した。（資

料３―２―１～２参照） 

Ⅱ 概要 

１．顧客本位の業務運営に関する原則 

顧客本位の業務運営に関する原則（以下「本原則」）は、金融事業者が顧客本位

の業務運営におけるベスト･プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則を

定めるものである。 

本原則は、「顧客の最善の利益の追求」やその構成要素として重要なもの等の７

つの原則を掲げており、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではな

く実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、「プリンシプル

ベース・アプローチ」を採用している。 

２．「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み 

本原則の策定を踏まえ、今後、その定着に向けて各金融事業者が実効的な取組

方針を策定し、実践していくよう、当庁として取組みを進めていく必要がある。

その際、金融事業者による取組みが形式的なものに止まることなく、金融事業者

がより良い金融商品・サービスの提供を競い合うといった、実質を伴う形での定

着が重要である。

こうした観点から、金融事業者の取組みの「見える化」や当局によるモニタリ

ング、顧客の主体的な行動の促進等の施策を進めていく。
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第３節 情報開示、会計基準及び会計監査の質の向上に向けた取組み 

Ⅰ 開示諸制度の整備 

有価証券取引の実務や投資家・発行者等のニーズを踏まえ、投資家にとって分か

りやすく、真に必要な投資情報の開示を求める観点から、時宜に応じた開示諸制度

の整備を行っている。 

具体的には、以下のような制度整備を行った。 

１．企業と投資家との建設的な対話を促進する等の観点からの制度整備  

  平成28年４月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グルー

プ報告（資料３－３－１参照）を踏まえ、以下の取組みを行った。 

（１）上場企業による公平な情報開示を確保するため、金融審議会市場ワーキング・

グループに「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」を設置し、諸外国

で長く適用されているフェア・ディスクロージャー・ルール（注）の導入について審議

を行った。29 年３月には、同タスクフォースの報告（28 年 12 月）を踏まえ、フェア・

ディスクロージャー・ルールの導入を含む金融商品取引法の一部改正案を国会に

提出し、国会での審議を経て、29年５月に成立した。 

（注）公表前の内部情報を発行者が第三者に提供する場合に当該情報が他の投

資家にも同時に提供されることを確保するルール。

（２）ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「経営方針」につい

ては、従来の決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきことが提言

された。これを踏まえ、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、有

価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加した。併せて、28年６月に閣議

決定された規制改革実施計画を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われ

る場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価

証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出を不要とす

る改正を行った（29 年２月14日公布・施行）。 

２．株式報酬付与時の届出義務に係る制度整備 

「『日本再興戦略』改訂 2015」において、コーポレートガバナンスの強化に関

する施策の一環として、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセ

ンティブを付与することができるよう、株式による報酬、業績に連動した報酬等

の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図ることとされた。 

    （１）このような取組みの一環として、「企業内容等の開示に関する内閣府令」を改  

正し、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式（いわゆるリス

トリクテッド・ストック）の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支
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給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当

の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」

の記載を不要とした（28年８月19日公布・施行）。 

（２）28事務年度に整備した譲渡制限付株式に加え、パフォーマンスシェア等によ

り株式の割り当てを行う場合についても、役員等に対する報酬の支給の一種で

あることに鑑み、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第

三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする「企業内容等の開示に関する

内閣府令」の改正を行うこととし、29年５月、改正案に関する意見募集（パブ

リック・コメント）を行った（コメント募集期間は６月16日まで）。 

Ⅱ 開示諸制度の運用 

企業等が提出する開示書類について、投資者が投資判断を行うために必要な情報

が、正確かつ分かりやすく、適正に開示されることを確保するため、金融庁では、

各財務局と連携して、開示書類の審査及び違反行為への対応を行っている。 

具体的には、以下のような対応を行っている。 

１．有価証券報告書等の審査 

（１）有価証券報告書レビューの実施 

有価証券報告書レビューとして、①法令改正に関する事項についての審査

（「企業結合に関する会計基準」等の改正を受けて改正された連結財務諸表規則

等に基づく適切な記載がなされているかどうか）、②特定の重点テーマ（工事契

約に関する会計処理・開示、棚卸資産に関する会計処理・開示等、包括利益計

算書及び１株当たり情報）に着目して対象企業を抽出して行う審査、③適時開

示や金融庁に提供された情報等を活用した審査を行った。 

また、上記の有価証券報告書レビューにおいて把握された事象等を踏まえ、

29年３月期以降の「有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項」及び「有

価証券報告書レビューの実施について」を公表した（29年３月）。 

（２）その他開示書類の審査 

有価証券報告書以外の開示書類についても、適正な開示が確保されるよう、

各財務局において受理時の審査を行っており、例えば、上場会社の提出する有

価証券届出書を対象にした大規模な第三者割当に該当する場合の有価証券届出

書や公開買付者が提出する公開買付届出書などの記載内容の適正性が確保され

ているか審査を行い、必要に応じて提出者に訂正を促した。 

２．課徴金納付命令に係る審判手続開始決定 

違反行為の的確な抑止を図り、規制の実効性を確保するため、重要な事項につ

いて虚偽の記載のある開示書類を提出するなどした発行者に対して、課徴金納付
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命令に係る審判手続開始決定を行った。 

28 事務年度の課徴金納付命令に係る審判手続開始決定の内訳は以下のとおり

である。 

審判手続開始決定の理由   件数 

有価証券報告書等の虚偽記載 ３件 

有価証券届出書の不提出 １件 

３．無届けで募集を行っている者に対する対応 

近年、未公開株、私募債、ファンド等の取引に関して、高齢者を中心にトラブ

ルが多発している。こうした事例の中には、実際には有価証券の募集に該当し有

価証券届出書の提出が必要であるにもかかわらず、当該届出を行わないまま、有

価証券の勧誘・販売を行っている事例が見られる。 

このため、無届募集が疑われる事案について、各財務局を通じて実態把握に努

め、無届けで募集を行っている発行者に対しては、有価証券届出書の提出の慫慂

や警告書の発出を行うとともに、金融庁ウェブサイトにおいて公表し、投資者に

対して注意を呼びかけている。 

Ⅲ ＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム）の開発状況等 

ＥＤＩＮＥＴについては、ＸＢＲＬ（注）データの利活用の向上等を図ることを

目的として、国際水準を踏まえたＸＢＲＬの対象範囲の拡大、検索・分析機能の向

上等の開発を順次行っている。28事務年度の状況は次のとおりである。 

（注）ＸＢＲＬ（eXtensible Business Reporting Language）：財務情報等を効率的

に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語。 

１．ＥＤＩＮＥＴの稼動状況 

ＥＤＩＮＥＴは、目標である稼働率99.9％以上（年度ベース）を維持するとと

もに、アクセス（検索）件数は年間２億５千万件を超えるなど、ＥＤＩＮＥＴに

より提出された企業情報等は、安定的に多くの投資家等に利用されている。 

２．情報セキュリティ対策の強化 

昨今のサイバー攻撃事例を踏まえ、システム機器の更改に合わせ、外部からの

情報セキュリティ侵害に対抗するために各種の情報セキュリティ対策の強化を行

った。新システムは29年３月から稼動している。 

３．ＸＢＲＬのタクソノミ（注）の詳細タグの検討 

財務情報の利用者利便の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス情報や国

際会計基準財務諸表に対応した詳細タグをＸＢＲＬタクソノミに付加することを

検討し、タグ付けの方針・範囲等について「コーポレート・ガバナンス関連情報
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及び国際会計基準財務諸表の詳細タグ付けに対応するためのＥＤＩＮＥＴタクソ

ノミのタクソノミ要素リスト（案）」としてパブリックコメントを募集した（29

年３月３日から４月３日まで）。 

パブリックコメントの結果を受けて、29年度からＸＢＲＬタクソノミの詳細な

検討に着手している。 

（注）タクソノミ：ＸＢＲＬにより記述される個々の財務情報の「要素」に当る

部分。勘定科目名称（「売上高」など。）などが該当する。なお、金額、通貨

単位などは「インスタンス」と称している。 

Ⅳ 会計基準の品質向上に向けた取組み 

我が国の上場企業等において用いられる会計基準の品質をより高水準なものとし

ていくため、関係機関と連携して以下の取組みを行った。 

１．会計基準にかかる我が国の対応と国際的動向 

（１）国際会計基準（ＩＦＲＳ）の任意適用企業の拡大促進 

関係者によるこれまでの取組みの結果、ＩＦＲＳ任意適用企業数（適用予定

企業数を含む）は、29年６月末時点で156社、全上場企業の時価総額の25％ま

で増加した。（資料３－３－２参照） 

 こうした動きを更に後押しするべく、28 年７月、「ＩＦＲＳに基づく四半期

連結財務諸表の開示例」の公表やＩＦＲＳへ移行した企業の経験を共有するた

めのセミナーの開催（主催：会計教育研修機構）等の取組みを実施した。 

（２）ＩＦＲＳに関する国際的な意見発信の強化（※） 

企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）において、海外の基準設定主体と連携し、

のれんの会計処理やリサイクリング（その他の包括利益に計上した項目を、純

利益に振り替える会計処理）について国際会議の場で意見発信等を行うなど、

関係者が連携して、あるべきＩＦＲＳの内容についての我が国の考え方の発信

を行った。 

※ 「２．国際的な会計基準設定プロセスへの関与」も参照。 

（３）日本基準の高品質化 

ＡＳＢＪにおける収益認識基準の開発に向けた検討が加速されるように支援

を行った。 

（４）国際会計人材の育成 

ＩＦＲＳに関して国際的な場で意見発信できる人材を育成することなどを目

的として、財務会計基準機構において、企業、公認会計士、証券アナリスト等

それぞれの分野で国際的な会計実務に精通した人材を、「国際会計人材ネット

ワーク」として公表した（29年４月）。 
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２．国際的な会計基準設定プロセスへの関与 

ＩＦＲＳは、単一で高品質な国際基準を実現するという目標を掲げるＩＦＲＳ

財団により策定されており、本財団は国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）、ＩＦＲ

Ｓ財団評議員会等で構成されている。ＩＡＳＢは、ＩＦＲＳを開発する独立した

基準設定主体であり、基準の開発および改訂の検討項目の設定、プロジェクト計

画の策定等を行う権限を有しており、14名の構成メンバーのうち１名が日本人と

なっている。一方、ＩＦＲＳ財団評議員会は、ＩＡＳＢの活動状況の監督、財団

の資金調達等を担っており、22名の構成メンバーのうち２名が日本人となってい

る。さらに、ＩＡＳＢと各国会計基準設定主体の連携の枠組みである会計基準ア

ドバイザリー・フォーラム（ＡＳＡＦ）には、当初より日本からＡＳＢＪがメン

バーとして参加しており、ＡＳＢＪは、海外当局と共同でＡＳＡＦ会合において

ディスカッション・ペーパーを公表する等、基準開発に積極的に参画している。 

また、ＩＦＲＳ財団のガバナンスを監視する機関として、各国資本市場当局の

代表者から構成されるＩＦＲＳ財団モニタリング・ボード（ＭＢ）が設置され、

当初より金融庁は恒久メンバーとして参加している。ＭＢは活動の透明性向上の

観点から、28年８月に初めてＭＢの作業計画を策定・公表したほか、ＩＦＲＳ財

団のガバナンス改善について議論を行った。 

さらに、金融庁は、証券市場における会計上の問題を検討している証券監督者

国際機構（ＩＯＳＣＯ）等の国際会議にもメンバーとして参加し、海外当局との

連携強化を図るとともに、国内関係者とも協調して積極的な意見発信を行ってい

る。 

Ⅴ 会計監査の信頼性確保に向けた取組み 

１．会計監査の質の向上 

近年の不正会計事案などを受けて設置された「会計監査の在り方に関する懇談

会」においては、28年３月、 

・監査法人のマネジメントの強化のための監査法人のガバナンス・コードの策

定 

・監査法人のローテーション制度の導入に伴うメリット・デメリット等に関す

る調査・分析の実施 

・株主等に対する情報提供を充実させる観点から、「監査報告書の透明化」に関

する検討 

などの取組みが提言された。（資料３－３－３参照） 

同提言を踏まえ、有効なガバナンスとマネジメントの下で高品質な会計監査を

提供する監査法人が、企業や株主から適切に評価され、更に高品質な会計監査の

提供を目指すという好循環を確立し、会計監査の品質の持続的な向上・信頼性確

保を図るため、以下の取組みを進めた。 
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（１）監査法人の組織的な運営に関する原則（監査法人のガバナンス・コード） 

大手上場企業等の監査を担う監査法人に対して、組織としての監査の品質確

保に向けた取組みを求めるとともに、監査法人の経営陣によるマネジメント改

革の取組みをサポートする観点から、28年７月に「監査法人のガバナンス・コ

ードに関する有識者検討会」を設置し、監査法人のガバナンス・コードの策定

に向けた検討を行った。29 年３月には、「監査法人の組織的な運営に関する原

則」（監査法人のガバナンス・コード）が策定・公表された。（資料３－３－４

～５参照） 

同コードにおいては、 

① 監査法人のトップがリーダーシップを発揮すること、 

② 監督・評価機関等の機能を強化すること、 

③ コードの適用状況等について、監査法人が分かりやすく情報開示すること、 

など、実効的な組織運営を実現するための原則が示されている。 

29 年５月時点で、大手監査法人を含む計 13 の監査法人がコードを採用して

おり、今後は、コードを踏まえた各監査法人の改革の実施状況のフォローアッ

プを行い、各監査法人によるコードの実効的な実施を確保していく必要がある。 

（２）監査法人のローテーション制度 

欧州では、監査法人の独立性を確保する手段として、28年６月から、いわゆ

る監査法人のローテーション制度（注）が導入された。 

我が国において同様の制度を導入した場合のメリット・デメリット等を把握

する観点から、我が国の監査市場の動向や、欧州における同制度導入後の状況

等について調査を実施した。 

（注）企業に対し、監査を行う監査法人を一定期間毎に交代させることを義務

付ける制度。 

（３）監査報告書の透明化 

現在の監査報告書は、財務諸表が適正と認められるか否かの表明以外の監査

人の見解の記載は限定的となっている。一方、イギリスでは、監査人が着目し

た虚偽表示リスク及びそれらに対してとられた監査手続の内容等を監査報告書

に記載する制度が導入されている（注）。 

このような「監査報告書の透明化」について、「会計監査の在り方に関する懇

談会」において、株主等への情報提供を充実させる観点から、我が国でも検討

を進めるべきとされたことを踏まえ、28年９月より関係者（日本経済団体連合

会、日本監査役協会、日本証券アナリスト協会、日本公認会計士協会、金融庁）

の間で意見交換を実施し、関係者の意見を取りまとめ、29 年６月に公表した。

（資料３－３－６参照） 

今般の取りまとめを踏まえ、今後、企業会計審議会において具体的な検討を進

めていく必要がある。 
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（注）こうした制度は、国際監査・保証基準審議会（ＩＡＡＳＢ）の定める国

際監査基準に導入されたことなどを受けて、欧州やアジアの主要国等にお

いて導入が進められており、米国でも、公開会社会計監査委員会（ＰＣＡ

ＯＢ）が導入のための監査基準を公表した。 

２．国際監査基準（ＩＳＡ）への対応 

金融庁は、適正な会計監査の確保に向けた監査基準等の整備のため、監査基準

をめぐる国際的な議論の把握を行うとともに、ＩＯＳＣＯ、監査監督機関国際フ

ォーラム（ＩＦＩＡＲ）を通じて、ＩＡＡＳＢの基準設定プロセスに参画してい

る。 

Ⅵ 公認会計士・監査法人等に対する監督 

１．公認会計士・監査法人等に対する処分 

公認会計士・監査法人による監査は、財務書類の信頼性確保のために極めて重

要な役割を果たすものであり、適正な会計監査の確保を図ることが重要である。

このため、金融庁は、公認会計士・監査法人等の非違事例等について、法令に基

づく厳正な処分を行うなど、公認会計士・監査法人等に対する適切な監督に努め

ている。 

28事務年度においては、運営が著しく不当であるとして、公認会計士・監査審

査会から処分勧告が行われた２監査法人に対し業務改善命令を発出するなど、以

下の処分を行っている。 

処分年月 処分対象 処分内容 処分理由 

28年８月 ＫＤＡ監査法人 業務改善命令 著しく不当な業務運営 

29年２月 
監査法人 

よつば綜合事務所
業務改善命令 著しく不当な業務運営 

29年４月 公認会計士１名 業務停止４月 
信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処分）

29年４月 公認会計士１名 業務停止２月 
信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処分）

29年４月 公認会計士１名 業務停止１月 
信用失墜行為 

（税理士法に基づく業務停止処分）
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（参考） 

 25年 

６月末 

26年 

６月末 

27年 

６月末 

28年 

６月末 

29年 

６月末 

公認会計士の

登録数(人) 
24,965 26,274 27,360 28,353 29,681

監査法人の数

(法人) 
216 220 218 217 223

２．外国監査法人等の検査監督 

金融庁及び公認会計士・監査審査会では、「外国監査法人等に対する検査監督の

考え方」を公表し、外国監査法人等の所属する国の①監査制度や監査人監督体制

の同等性が確認され、②情報交換等の監査監督上の協力に関する書簡などが交換

され、③相互主義が担保される場合には、当該国の当局が行う報告徴収又は検査

に依拠することとしている（相互依拠）。（資料３－３－７～８参照） 

金融庁及び公認会計士・監査審査会は、引き続き、相互依拠に向けた外国監査

法人等に対する検査監督体制の整備のため、諸外国の当局との情報交換等の取組

みを進めていく。 

Ⅶ 公認会計士の魅力向上に向けた取組み 

公認会計士及び公認会計士試験合格者が経済社会の幅広い分野で活用されるこ

とを目指して、21年以降、金融庁、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会、

日本経済団体連合会、金融４団体による意見交換会を開催してきたところ。金融庁

においては、課題解決に向けて必要な当面の対応策について、アクションプランと

して策定しており、組織内会計士のネットワークの強化、会計大学院協会との連携

及び若年層を対象とした広報活動などの施策を盛り込んでいる。 

28事務年度は、引き続き、アクションプランに基づき、上記の施策や、組織内会

計士の活躍状況の記載を更に充実させた試験合格者等向けパンフレットの作成、組

織内会計士による大学での講演の実施など、関係団体と連携しつつ、公認会計士の

魅力向上に向けた取組みを行った。 

Ⅷ 海外監査監督当局との連携強化 

ＩＦＩＡＲは監査法人の検査等を行う独立した監査監督当局により構成される、

監査の質をグローバルに向上させることを目的とした国際機関であり、日本からは

設立時から金融庁と公認会計士・監査審査会が参加している。近年、当局間の意見

交換フォーラムから国際組織としての実質的な活動を伴う組織へと急速に成長する

とともに、金融安定理事会（ＦＳＢ）、証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）、バーゼ

ル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ）等、他の国際組織との関係強化の必要性も高まって

いる。このような背景から、26年４月、ワシントン本会合において常設事務局設立

－44－



が議論され、ＩＦＩＡＲメンバー当局に対し事務局の立地国に係る募集が行われた。 

国際的なプレゼンスの強化、東京の国際金融センターとしての地位向上及び監査

の品質の向上の重要性の観点等から、金融庁及び公認会計士・監査審査会はＩＦＩ

ＡＲ常設事務局の東京誘致に立候補。28年４月のロンドン本会合において、常設事

務局を東京に設置することが決定され、29年４月、大手町に開設された。４月３日

には金融庁・ＩＦＩＡＲ共催で事務局開所式を開催し、麻生副総理兼金融担当大臣

から祝辞、安倍総理からメッセージが示された。また、４月４日～６日、ＩＦＩＡ

Ｒ東京総会が開催され、我が国をはじめとする22の国・地域の加盟当局が、監査分

野での加盟当局間の協力の深化を図る観点から、ＩＦＩＡＲにおける「監査監督情

報交換に関する多国間覚書（ＭＭＯＵ）」へ署名した。これにより、署名当局の間で、

監査監督上必要な情報を相互に交換することが可能となった。（資料３－３－９参

照） 

なお、ＩＦＩＡＲ事務局の東京における活動を支援するために、27年12月、国

内の監査に関するステークホルダーから成る日本ＩＦＩＡＲネットワークを設立し

た。（資料３－３－10～11参照） 
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第４節 その他金融・資本市場等に関する各種施策等 

Ⅰ 金融商品取引業等に関する諸制度の整備 

１．私設取引システム（ＰＴＳ）等による取引所金融商品市場外での取引に係る価

格公表制度の見直し 

取引所金融商品市場外での売買等に関する報告を行うＰＴＳ業務の認可を受け

た金融商品取引業者（ＰＴＳ業者）及び当該報告を受けて売買等に関する公表を

行う日本証券業協会の負担軽減のため、ＰＴＳ業者による個別銘柄のリアルタイ

ム報告（５分以内）を不要とする等の金融商品取引業協会等に関する内閣府令の

改正を行った（注）（平成26年７月14日公布、28年９月５日施行）。 

（注）本件に関して、日本証券業協会においても取引所金融商品市場外での売

買等に関する自主規制規則を見直し、ＰＴＳ業者が日本証券業協会のシス

テムを利用して個別銘柄のリアルタイム公表（５分以内）を行う等の改正

が行われた。このため、取引所金融商品市場外での売買等に関する情報に

ついては、従来と同様に日本証券業協会のウェブサイトを通じてリアルタ

イムで取得することができる。 

２．金融商品取引業者の自己資本規制比率に関する内閣府令・告示等の一部改正 

28 年９月から中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制が施

行されることを踏まえ、金融商品取引業者（第一種金融商品取引業を行う者に限

る。）の自己資本規制比率の算出にあたり、同規制に基づく証拠金について、①受

け入れた場合に自己資本額の控除対象から除外し、②差し入れた場合にリスク相

当額の計算対象から除外するよう、金融商品取引業等に関する内閣府令及び告示

の改正を行った（28 年８月 31 日公布、同年９月１日施行）。（資料３－４－１参

照） 

３．株式新規上場時の主幹事就任に関するルールのあり方についての検討 

発行会社の株式を保有している証券会社による株式新規上場時における主幹事

証券会社への就任に関するルールのあり方について検討を行うため、日本証券業

協会、東京証券取引所と共同で、28年11月に「株式新規上場引受に関する検討

会」を設置し、29年３月30日に以下の内容の報告書をとりまとめた。 

① 株式新規上場時の主幹事証券会社就任のあり方： 

証券会社グループが発行会社の議決権の15％以上を保有する場合、当該グ

ループ内の証券会社がその主幹事を務める際には、当該グループから独立し

た「独立引受幹事会社」の適切な関与等を求める。 

② 公的再生支援下にある発行会社の再上場における主幹事証券会社就任のあり

方： 

－46－



証券会社グループが公的資金による支援を受けている発行会社の株券等

（株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券）を保有している場合、その

取得後２年間は、当該グループ内の証券会社が、当該発行会社の再上場に際

して主幹事に就任しないことを求める。 

同報告書を受け、日本証券業協会は、「有価証券の引受け等に関する規則」等の

改正を行った（29年７月施行予定。改正規則のうち、上記①にあたる規定は30

年７月より適用）。 

４．法人顧客を相手方とするＦＸ取引に関する制度整備 

法人顧客を相手方とする店頭ＦＸ取引について、店頭ＦＸ業者の適切なリスク

管理を確保する観点から証拠金規制を導入するため、金融商品取引業等に関する

内閣府令の改正を行った（28年６月14日公布、29年２月27日施行）。 

また、こうした動きにあわせ、東京金融取引所においても取引所規則を改正し、

29年２月に店頭ＦＸ取引と同様の証拠金制度を導入した。 

５．証拠金の一体管理に関する制度整備 

取引所取引におけるＦＸ口座と有価証券関連デリバティブ口座の証拠金を一体

で管理することで、一方の証拠金不足分を他方の証拠金余剰分でカバーできるよ

うにするため、金融商品取引業等に関する内閣府令の改正を行った（29年３月31

日公布・施行）。 

６．株式による報酬等の柔軟な活用に関する制度整備 

「『日本再興戦略』改訂 2015」において、コーポレートガバナンスの強化に関

する施策の一環として、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセ

ンティブを付与することができるよう株式による報酬、業績に連動した報酬等の

柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図ることとされた。 

このような取組みの一環として、①特定譲渡制限付株式、②パフォーマンスシ

ェア、③株式報酬（所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの）

等による株式の割り当てを行う場合に、役員等に対する報酬の支給の一種である

ことに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、売買報告書の提出制度及び短

期売買利益の返還請求制度の適用除外とする改正を行うこととし、29年５月、改

正案に関する意見募集（パブリック・コメント）を行った（コメント募集期間は

６月16日まで）。（資料３－４－２参照） 
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Ⅱ 金融商品取引所をめぐる動き 

１．ＪＰＸ日経インデックス400について 

日本取引所グループ及び東京証券取引所は、日本経済新聞社と共同で、収益性

やコーポレートガバナンス等、グローバルな投資要件を満たした、「投資者にとっ

て投資魅力の高い会社」で構成される株価指数「ＪＰＸ日経インデックス400」

を26年１月から算出している。 

その算出当初から、本インデックスに連動したＥＴＦの上場や公募投信の運用

がなされ、現在は、東京証券取引所に６商品のＥＴＦが上場し、50以上の公募投

信が運用されている。海外でも、26年９月にロンドン証券取引所等にＥＴＦが上

場され、29年６月末では７カ国でＥＴＦが上場されている。また、大阪取引所に

おいて、26年11月からは本インデックスの先物取引が、28年７月からは本イン

デックスのオプション取引が、それぞれ開始されている。 

２．ＪＰＸ日経中小型株指数について 

  中小型株の動向を示す日本株指数は、時価総額や売買代金などの流動性指標に

よるものに限られており、資本の効率性や財務状況などの観点で銘柄選定を行う

指標はこれまで算出されていなかった。 

東京証券取引所は、日本経済新聞社と共同で、ＪＰＸ日経インデックス400で

導入した「投資者にとって投資魅力の高い会社」を構成銘柄とするとのコンセプ

トを中小型株に適用することで、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行

っている企業を選定する株価指数「ＪＰＸ日経中小型株指数」を29年３月から算

出している。 

その算出当初から、本インデックスに連動したＥＴＦの上場や公募投信の運用

がなされ、29年６月末では、東京証券取引所に２商品のＥＴＦが上場し、４本の

公募投信が運用されている。 

３．業務継続計画（ＢＣＰ）の見直しについて

日本取引所グループは、政府における首都直下地震等の広域災害の被災想定の

見直し、市場環境を巡る大きな環境変化等を踏まえ、取引所におけるＢＣＰの課題と

対応策について市場関係者との間で検討を行い（金融庁はオブザーバー参加）、29

年４月に報告書を公表した。 

東京証券取引所は、当該報告を踏まえ、売買代金シェア２割超の取引参加者が

売買に参加できない場合には売買を停止するとしていた基準を売買代金シェア５

割超に引き上げるといったコンティンジェンシー・プランの見直しを行った。

また、日本取引所グループは、メインデータセンターと同じ関東圏にあるバッ

クアップデータセンターについて、電力供給不足等に備え、社会インフラの異な

る遠隔地に移転する等の措置をとることとしている。
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Ⅲ 証券・デリバティブ決済システムをめぐる動き 

１．デリバティブ取引の決済の安定性の向上 

店頭デリバティブ取引におけるカウンターパーティ・リスクの低減に向けて、

清算機関での清算を義務付ける対象商品及びその対象者の拡大を順次進めてきて

いる。28年12月には、本規制の対象者として保険会社を追加するとともに、信

託勘定に係る取引を対象取引に追加した。 

また、清算機関で清算されない店頭デリバティブ取引に対しては、28年９月、

取引当事者間で変動証拠金及び当初証拠金の授受を行うこと等を求める規制を開

始している。本規制は対象とする金融機関を段階的に拡大することとしており、

29年３月には店頭デリバティブ取引を行う全ての金融機関に変動証拠金授受の

義務を拡大した。 

規制の開始にあたっては、海外金融機関との取引等に対して国際的に調和の取

れた形で規制を実施するため、28年７月、金融商品取引業等に関する内閣府令の

改正を行った（28年７月25日公布、28年９月１日施行）。また、規制の重複等を

調整するために各外国当局との間で規制の同等性評価を進め、28年10月には米

国商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）等の証拠金規制に対して同等性を認める告示

を公布した（28年10月21日公布、同日適用）。 

市場デリバティブ取引については、その取引証拠金に関して、日本銀行での預

け入れを可能とするため、28年７月、金融商品取引所等に関する内閣府令の改正

を行った（28年７月７日公布・施行）。 

２．国債取引等の証券決済・清算態勢の強化 

国債については、「金融・資本市場に係る制度整備について」を踏まえ、市場関

係者において、22年６月に公表された「国債取引の決済リスク削減に関する工程

表」に基づき、30年５月１日に国債の決済期間を短縮化（Ｔ＋１）することを目

指し、その実現に向けた課題等について議論が進められている。 

株式等についても、市場関係者において、検討が進められており、28年６月に

最終報告書がとりまとめられ、31年の４月又は５月を目標に株式等の決済期間の

短縮化（Ｔ＋２）を実施することが決定された。 

金融庁は、こうした検討に積極的に参加するとともに、定期的に更新される工

程表を、金融庁ウェブサイトで公表し広く周知する（28年７月、29年６月）こと

などにより、市場関係者の取組みを支援してきた。 

Ⅳ 「地域の成長マネー供給促進フォーラム」の開催  

地域の実情を踏まえつつ成長マネーの供給促進を図る観点から、地元ベンチャー

企業の経営者をはじめとし、地域金融機関、ベンチャーキャピタル、証券取引所、

証券会社、政府系金融機関、地元自治体、行政当局等の関係者が一堂に会し、資本

市場をめぐる現状や課題について幅広く意見交換を行うとともに、地域への成長マ
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ネー供給に係る取組事例の紹介・共有等を図るため、「地域の成長マネー供給促進フ

ォーラム」を、29年３月22日に札幌、同年６月８日に広島で開催した。 
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第４章 預金取扱金融機関・保険会社その他の金融に関する制度の企画・立案 

第１節 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法

律（平成28年法律第62号）の施行に伴う関係政令・内閣府令等の整備 

Ⅰ 経緯 

情報通信技術の急速な進展等、最近における金融を取り巻く環境の変化に対応し、

金融機能の強化を図ることが、喫緊の課題となっている。このような状況を踏まえ、

①金融グループにおける経営管理の充実、②共通・重複業務の集約等を通じた金融仲

介機能の強化、③ＩＴの進展等に伴う技術革新への対応、④仮想通貨への対応等に係

る施策を盛り込んだ「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の

一部を改正する法律（平成28年法律第62号）」が、平成28年５月25日に成立し、

同年６月３日に公布された。 

これを受け、関係政令及び内閣府令等の整備を行った（29年３月24日公布、同年

４月１日施行）。 

Ⅱ 概要 

主な改正内容は、以下のとおりである。（資料４－１－１参照） 

１．金融グループにおける経営管理の充実に係る関係政府令等の改正の概要 

（１）金融グループの経営管理の充実 

法改正により、銀行持株会社（銀行持株会社が存在しない場合はそのグループ

の頂点にある銀行）が、グループの経営の基本方針等を策定し、それらを適正に

実施するなど、経営管理として果たすべき機能を法令上明確化した。 

これに伴い、関係内閣府令等において、グループの経営の基本方針のほか、銀

行グループの収支、資本の分配、自己資本の充実その他のリスク管理に係る方針、

災害等発生時における銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針及び

銀行グループの再建計画の策定など、グループの経営管理として策定すべき具体

的な内容を規定した。 

２．共通・重複業務の集約等を通じた金融仲介機能の強化に係る関係政府令等の改正

の概要 

（１）金融グループ内の共通・重複業務の集約等 

法改正により、金融グループ内におけるシステム管理業務や資金運用業務など

の共通・重複業務を持株会社で実施することを、当局の認可を前提に可能とする

ための制度の整備等を行った。 

これに伴い、関係内閣府令において、持株会社で実施することが可能な共通・

重複業務等として、システム管理義務や資金運用業務のほか、コールセンター業

務、バックオフィス業務、商品開発業務、福利厚生に関する業務、融資審査業務
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等を規定するなどした。 

（２）グループ内の資金融通の容易化 

法改正により、同一持株会社グループ内の銀行間取引について、銀行の経営の

健全性を損なうおそれがない等の要件を満たすとして当局の承認を受けた場合に

は、アームズ・レングス・ルールに基づかずに社内レート等を使用して取引又は

行為を行うことを容認する規定の整備を行った。 

これに伴い、関係内閣府令において、当局の承認を受ける際の具体的な要件と

して、アームズ・レングス・ルールによらない取引または行為の条件を明確に定

めていること及び銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことを規定した。 

３．ＩＴの進展等に伴う技術革新への対応に係る関係政府令等の改正の概要 

（１）金融関連ＩＴ企業等への出資の柔軟化 

法改正により、銀行業の高度化・利用者利便の向上に資すると見込まれる業務

を営む金融関連ＩＴ企業等への出資を、当局の認可を前提に柔軟化する措置を講

じた。 

これに伴い、関係内閣府令において、出資元の銀行の財務の健全性及び出資元

の業務内容と銀行業務との関係といった観点から、当該企業等への出資に際して

の認可審査事項について具体的な内容を規定した。 

（２）決済関連事務等の受託の容易化 

法改正により、システム管理などの業務の受託を容易にするため、従属業務を

営む会社に求められる親銀行グループ等からの収入依存度の緩和の措置を講じた。 

これに伴い、関係告示において、既存の従属業務のうち、ＡＴＭの保守点検業

務、他の事業者の事務に係る計算を行う業務、システム・プログラムの設計・保

守等業務を緩和の対象としたほか、これらの業務と併せて営まれる場合には、文

書作成業務、現金等輸送・集配業務、事務取次業務についても広く緩和の対象と

した。 

（３）ＩＴの進展に対応した決済関連サービス提供の容易化と利用者保護の確保 

      法改正により、ＩＴの進展に伴う多様な決済サービスの登場に対応するため、

決済関連サービス提供の容易化と利用者保護を確保するための措置を講じた。 

これに伴い、関係政府令において、ＩＴ 機器を利用した前払式支払手段に対応

した情報提供の方法や払戻し時の公告方法、資金移動業の一部廃止の際の履行保

証金の取戻しの手続等について、具体的な内容を規定した。 

（４）キャッシュアウトサービス 

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告（27

年12月22日）において、キャッシュアウトサービスについては、銀行法令上の

「預金の払出し」に係る外部委託として整理し、キャッシュアウトサービスを行
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う場合には、銀行に対し、監督上、必要に応じ、然るべき体制の整備等を求めて

いくことが考えられるとされた。 

これに伴い、関係内閣府令において、キャッシュアウトサービスがＡＴＭサ

ービス等の外部委託と同様に適切な業務がなされるよう、情報漏洩の防止や誤

認防止等の預金者保護のために必要な措置の内容を規定した。 

（５）電子記録債権の利便性向上 

法改正により、複数設立されている電子債権記録機関間で電子記録債権の移動

を可能とし、電子記録債権の流動化による利用者利便の向上を図るため、電子記

録の類型に「記録機関変更記録」の新設を行った。 

      これに伴い、関係政府令において、記録機関の変更請求に必要な情報等、記録

機関変更記録の手続きにおいて必要となる事項を規定した。 

（６）ホールセール分野の決済高度化 

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告（27年

12 月 22 日）において、企業グループのキャッシュ・マネジメントに係る貸金業

規制の適用を見直すことが考えられるとされた。 

これに伴い、貸金業法施行令において、企業グループの戦略的な事業編成及び

資産管理の効率化に資することを目的として、企業グループに属する会社等が行

う当該企業グループに属さないこととなってから一年以内の会社等への貸付け及

びその親会社等が共同出資する会社への貸付けを貸金業の範囲から除外する改正

を実施した。 

４．仮想通貨に関する法制度の整備に係る関係政府令等の改正の概要 

（１）利用者保護のための規定の整備 

  法改正により、仮想通貨と法定通貨の交換等を業として行う業者（仮想通貨交

換業者）に対し、登録制の導入及び利用者保護のための規定を整備した。 

これに伴い、関係政府令を改正するとともに、「仮想通貨交換業者に関する内

閣府令」を新設し、 

・ 利用者に対する情報提供（法定通貨との誤認防止に関する説明、手数料等契 

 約内容に係る情報提供、仮想通貨の特性（価格変動等）を踏まえた情報提供） 

・ システムの安全管理体制の構築 

・ 最低資本金・純資産に係るルール（資本金1000万円以上、純資産額が負の値

でない） 

・ 利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理 

・ 分別管理及び財務諸表についての外部監査 

・ 当局による報告徴求・検査・業務改善命令等 

等を規定した。 

（２）マネロン・テロ資金供与規制 

－53－



マネロン・テロ資金供与対策という国際的な要請に対応する観点から、法改正

により、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定事業者に仮想通貨交換

業者を追加し、取引時確認、記録の作成・保存、疑わしい取引の当局への届出等

の義務を課すこととした。 

また、関係政省令の改正により、取引時確認が必要となる取引として、 

・ 仮想通貨の交換等を反復・継続して行うこと等を内容とする契約の締結 

・ 200万円を超える仮想通貨の交換等、現金取引 

・ 10万円を超える仮想通貨の移転 

を規定した。 

５．その他 

（１）現金紛失時の不祥事件届出の金額基準の見直し 

      銀行法施行規則等においては、現金等の紛失に係る不祥事件届出の金額基準が、

一件当たり100万円以上と定められていたが、今般、金融行政モニターに対して、

当該金額基準の見直しに関する意見が寄せられた。 

   これに伴い、関係内閣府令において、金融機関における事務の効率性、業務管

理への影響などの視点を踏まえ、金額基準を廃止し、各金融機関が業務の特性・

規模等を勘案して、業務管理上重大な紛失として認めるものを届出の対象とする

改正を実施した。 
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第２節 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するた

めの金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律（平

成28年法律第98号） 

Ⅰ 経緯 

 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、そ

の目的に重要な役割を有する時限措置である、①金融機能強化法に基づく金融機関

等の資本の増強に関する措置、②銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に基

づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置及び

③保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等につ

いて、当該措置の期限を５年間延長することを内容とする「金融資本市場をめぐる

情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための

特別措置に関する法律等の一部を改正する法律」が、平成28年11月25日に成立し、

同年12月２日に公布された。 

Ⅱ 概要 

    主な改正内容は、以下のとおりである。（資料４－２－１参照） 

１．金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正等 

（１）金融機関等による国の資本参加申込み期限の延長 

金融機能の強化のための特別措置に関する法律を一部改正し、金融機関等が

国の資本参加の申込みをする期限を34年３月31日まで延長することとした。 

（２）金融機関等の経営基盤強化に関する計画の主務大臣への提出期限の延長 

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法を一部改正し、金融機関

等が経営基盤強化に関する計画を主務大臣に提出する期限を34年３月31日ま

で延長することとした。 

２．銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正 

（１）会員等からの株式等の買取り等の期限の延長 

銀行等保有株式取得機構が行う会員等からの株式等の買取り等の期限を34

年３月31日まで延長することとした。 

（２）銀行等保有株式取得機構の存続期限の延長 

銀行等保有株式取得機構の存続期限を44年３月31日まで延長することとし

た。 
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３．保険業法の一部改正 

  生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府補助の特例措置を34

年３月31日まで延長することとした。 

Ⅲ その他  

１．施行期日 

      この法律は、公布の日から施行された。 
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第３節 銀行法等の一部を改正する法律（平成29年法律第49号） 

Ⅰ 経緯 

  情報通信技術の進展等の我が国の金融サービス業をめぐる環境変化に対応し、金

融機関と金融関連ＩＴ企業等との適切な連携・協働（オープン・イノベーション）

を推進するとともに利用者保護を確保することが、喫緊の課題となっている。この

ような状況を踏まえ、①電子決済等代行業者に登録制を導入し、利用者に関する情

報の安全管理や、電子決済等代行業を営むに際しての金融機関との契約締結等を求

めること、②金融機関に対し、電子決済等代行業者との契約の締結に係る基準の作

成・公表等を求めること等を内容とする「銀行法等の一部を改正する法律」が、平

成29年５月26日に成立し、同年６月２日に公布された。 

Ⅱ 概要 

    主な改正内容は、以下のとおりである。（資料４－３－１参照） 

１．電子決済等代行業者の登録制導入とルール整備 

電子決済等代行業者に対して登録制を導入するとともに、体制整備・安全管理

に係る措置として、電子決済等代行業者に対し、利用者保護のための体制整備や、

情報の安全管理義務、財産的基礎の確保等を求めている。また、電子決済等代行

業者に対し、サービスの提供にあたり、利用者の損害に係る賠償責任の分担や、

利用者に関する情報の安全管理を含む契約を金融機関と締結することを求めて

いる。 

２．金融機関におけるオープン・イノベーションの推進に係る措置の整備 

      電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針の策定・公表や、電子決済等代

行業者との接続に係る基準の策定・公表、オープンＡＰＩと呼ばれる、フィンテ

ック企業が金融機関のシステムの機能やデータを安全に利用するための接続方

式を幅広く開放することに係る努力義務等を求めている。 

３．外国銀行支店に係る事業年度の弾力化 

一律に４月１日から翌年３月31日までの事業年度となっていたところ、外国

銀行本店の事業年度を選択することを可能とする。 

Ⅲ その他  

１．施行期日 

      この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとする。ただし、下記２.（４）、（５）については、公布の

日から施行することとする。 
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    ２．経過措置等 

（１）この法律の施行の際現に電子決済等代行業等を行っている者は、施行日から

起算して６ヶ月間は、登録を受けなくても当該電子決済等代行業等を行うこと

ができることとする。 

（２）施行日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日までは、

この法律の施行の際現に銀行等の口座情報を取得し、これを預金者等に提供す

ることのみを行っている電子決済等代行業者等は、銀行等との間の契約締結義

務を猶予することとする。 

（３）銀行法等の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととする。 

（４）銀行等は公布の日から起算して、９ヶ月を経過する日までに電子決済等代行

業者等との連携及び協働に係る方針を決定し、公表しなければならないことと

する。なお、29 年６月 27 日に「銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働

に係る方針に関する内閣府令」等が公布・施行された。 

（５）電子決済等代行業者等との間で電子決済等代行業者等に係る契約を締結しよ

うとする銀行等は、施行日から起算して２年を超えない範囲内において政令で

定める日までに、当該電子決済等代行業等が、利用者から当該利用者に係る識

別符号等を取得することなく電子決済等代行業等を営むことができるよう、体

制の整備に努めなければならないこととする。 

（６）その他所要の経過措置等を定めることとする。 
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第４節 フィンテックへの対応 

Ⅰ ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスク 

１．経緯 

平成27年９月に公表した「平成27事務年度 金融行政方針」において、金融庁と

しては、フィンテックの動きに速やかに対応し、将来の金融ビジネスにおける優位

性を確保するため、民間部門と協働しつつ、フィンテックの動向を出来る限り先取

りして把握していくこととしている。 

これを受け、同年12月、フィンテックに関する一元的な相談・情報交換窓口とし

て「ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスク」を金融庁に設置し、IT技術の進展が金融業に

与える影響を前広に分析するとともに、金融イノベーションを促している。 

２．概要 

「ＦｉｎＴｅｃｈサポートデスク」においては、事業者からの相談に応じて、事

業実施の支援を行うとともに、フィンテックに関するビジネスや事業者のニーズ把

握を進めている。 

平成28事務年度においては、計131件の問い合わせが寄せられている。月平均で

は11件の問い合わせが寄せられており、そのうちの多く（８割強）は事業計画に基

づいた、法令解釈に係る具体的な相談が占めている。法令解釈に係る相談のうち、

仮想通貨関連の相談が最も多く（３割強）、電子マネーやポイント等の前払式支払手

段や送金等の他の決済関連サービスとあわせると５割弱を占める。（資料４‐４‐１

参照） 

法令解釈に係る相談（109件）のうち、既に対応が終了した案件（69件）につい

ては、平均して５営業日弱で対応している。 

Ⅱ 決済高度化官民推進会議の開催 

１．経緯・背景等 

決済業務等の高度化は、経済の発展に大きな影響を及ぼすものであり、フィン

テックの動きが進展する中、利用者利便の向上や国際競争力強化の観点から、強

力に決済インフラの改革や金融・ＩＴイノベーションに向けた取組みを実行して

いくことが重要である。 

27 年12 月に、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グルー

プ」でとりまとめた報告においても、こうした決済業務等の高度化に向けた取組

みを官民挙げて実行に移していくための体制の整備が課題とされた。 

同ワーキング・グループ報告書で示された課題（アクションプラン）の実施状

況をフォローアップし、フィンテックの動きが進展する中で決済業務等の高度化

に向けた取組みを継続的に進めるため、金融界・産業界・個人利用者・行政など

決済に関する幅広いメンバーが官民連携してフォロー・意見交換することを目的
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として、28 年６月３日に「決済高度化官民推進会議」（座長:森下哲朗 上智大学

法科大学院教授）が設置された。（資料４－４－２参照） 

２．議論の状況 

○第２回（29 年１月11日開催） 

アクションプランの進捗状況について、各説明者より報告が行われ、討議を実施。 

・全国銀行協会： 決済高度化に向けた全銀協の取組状況 

・経済産業省：ＸＭＬ等に関する経済産業省の取組み 

・金融情報システムセンター（ＦＩＳＣ）：情報セキュリティに関する取組み 

○第３回（29 年６月21日開催） 

アクションプランの進捗状況について、各説明者より報告が行われ、討議を実施。 

・金融庁：決済高度化・ＦｉｎＴｅｃｈを巡る取組み 

・全国銀行協会：決済高度化に向けた全銀協の取組状況 

・日本商工会議所：中小企業のフィンテック対応・活用に関する提言 

・ＦＩＳＣ：情報セキュリティに関する取組み 

・経済産業省：ＦｉｎＴｅｃｈビジョン 

・財務省：外為報告及び非居住者円送金の見直し 

Ⅲ フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議の開催 

１．経緯・背景等  

欧米等に比べ、我が国では、先進的なフィンテック・ベンチャー企業やベンチ

ャーキャピタルの登場が未だ必ずしも実現していないとの指摘がある。 

我が国の強みを生かしつつ、海外展開も視野に入れたフィンテック・ベンチャ

ー企業の創出を図っていくためには、技術の担い手（研究所、技術者等）とビジ

ネスの担い手（企業、資金供給者、法律・会計実務家等）など、幅広い分野の人

材が集積し、これらの連携の中で、フィンテック・ベンチャー企業の登場・成長

が進んでいく環境（エコシステム）を整備していくことが重要である。 

こうした観点から、「フィンテックエコシステム」の実現に向けた方策を検討

するとともに、こうした動きが金融業に与える影響について議論することを目的

として、28年４月27日に「フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議」（座

長：福田慎一 東京大学大学院経済学研究科教授）を設置した。（資料４－４－

３～４参照） 

２．議論の状況 

     ○第３回（28年10月５日開催） 

  ＮＴＴデータ経営研究所研究理事・山上聰氏より海外を中心としたデジタルイ

ノベーションの潮流、Ａ.Ｔ.カーニーパートナー佐藤勇樹氏・矢吹大介氏より金

融機関における革新的な事業創造についてヒアリングを実施した。 
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Ⅳ ＦｉｎＴｅｃｈ時代のオンライン取引研究会の設置 

フィンテックに代表される金融・ＩＴ融合の動きが世界的規模で進展し、金融

業・市場に変革をもたらしつつある中で、例えば、犯罪収益移転防止法上の顧客

の本人確認がオンラインで完結せず課題となっているとの指摘がある。 

こうした指摘等を受け、フィンテックに対応した効率的な本人確認方法など、

フィンテック時代のオンライン取引に係る諸課題について、議論・検討を行うこ

とを目的として、29年６月21日に「ＦｉｎＴｅｃｈ時代のオンライン取引研究

会」（ＦｉｎＴｅｃｈ協会・新経済連盟・金融庁の共催）を設置し、同月23日に

第１回会合を開催した。（資料４－４－５参照） 

Ⅴ 国際的なネットワークの強化 

１．背景 

フィンテックの進展に伴い金融サービス分野において構造的変化が起こりつつ

ある中、こうした変化に適切に対応するためには、国内外の多様な分野の専門家

等の知見を活用して、フィンテックに係る動向を先取的に把握し、フォワードル

ッキングな対応を図っていくことが求められている。 

特に、フィンテックの進展はグローバルに展開しているため、海外当局や研究者等

との連携を図っていく必要があるため、フィンテックに関する国際的なネットワークの

強化に向けた取組みを実施した。

２．取組み実績 

フィンテックに関する国際的な連携・協働、ネットワーク形成等を目的として、

各国のフィンテック関係者が参加するフィンテック・サミット（金融庁・日本経

済新聞社の共催）を28年９月20日・21日に開催した。（資料４－４－６参照） 

また、ブロックチェーン技術に関して、我が国が国際的な研究を主導するため、ＭＩ

Ｔメディアラボ等との間で、ブロックチェーン技術に関する国際的な共同研究を立ち上

げることとしており、28 年３月に、準備会合を東京で開催した。（資料４－４－７参

照）

さらに、29年３月以降、フィンテック企業の海外展開やイノベーションに向けたチャ

レンジのサポートを目的として、英国・シンガポール・オーストラリアの金融監督当局

との間でフィンテックに係る協力枠組みの構築に関する書簡の交換を行った。（資料

４－４－８参照） 

（注）ＭＩＴメディアラボとは、ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）のSchool of 

Architecture + Planning内に設置された研究所であり、ビットコイン等の暗号

通貨やその基礎となる技術について研究を行っている。 
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第５節 振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金の活用について 

Ⅰ 振り込め詐欺救済法の概要 

振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の預貯金口座への振込みを利用した犯罪

の被害者に対して、振り込んだ先の口座（犯罪利用口座）に一定の残高が残ってい

る場合に、当該残高を原資として返金を行うことにより被害の回復を図ること等を

目的とした法律であり、平成20年６月に施行されている。 

同法に定める手続の対象となる預貯金口座は、詐欺やヤミ金融など「人の財産を

害する罪の犯罪行為」（いわゆる財産犯）において振込先として利用された口座であ

る。同法上の救済手続は、①こうした口座の凍結とその後の失権手続、②被害者へ

の返金手続の２段階で構成されている。 

以上の救済手続を経ても、被害者からの返金申請がなかった場合など、返金しき

れずに残金が発生する場合もある。この残金については、同法上、預金保険機構に

納付されることとされている（以下「預保納付金」という。）。 

この預保納付金について、預金保険機構は、まず、犯罪とは無関係であるにもか

かわらず誤って預貯金口座を失権されてしまった名義人（口座名義人）を事後的に

救済することができるよう、その一定割合を留保（保管）することが法令上義務付

けられている。他方、預保納付金のうち、上記により留保（保管）されたもの以外

の額については、同法上、「主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の

充実のために支出する」ものとされている。（資料４－５－１参照） 

Ⅱ 預保納付金事業について 

預保納付金の具体的使途については、22年 10月以降、金融庁、内閣府、財務省

の政務で構成されるプロジェクトチームにおいて議論がなされた。その結果、預保

納付金を「犯罪被害者等の子どもに対する奨学金貸与」及び「犯罪被害者等支援団

体に対する助成」の両事業に活用することとされた（内閣府・財務省令で規定）。 

預保納付金事業は、公募を通じて選定された公益財団法人日本財団を事業の担い

手として25年度より開始されている。 

（参考）事業の概要（後述の通り、28年より事業内容の見直しがなされている） 

① 奨学金事業（高校生から大学院生等を対象とした無利子貸与、返済期間は30

年以内） 

・大学生：月額８万円、大学院生：月額10万円 

・高校生：月額５万円（私立）、３万円（国公立） 

・入学時に一時金を貸与（大学生は30万円） 

② 団体助成事業 

  犯罪被害者等を支援する団体を対象に、当該団体の財政基盤を支える仕組み
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を作る事業や犯罪被害者等への支援拡充のための資機材を整備する事業等につ

いて、助成を行っている。 

Ⅲ 預保納付金事業の見直しについて 

    １．預保納付金事業の見直し 

      預保納付金事業について、政府の第３次犯罪被害者等基本計画（計画期間：28

～32年度）の策定に向けた議論を通じて、その見直しを求める意見が寄せられて

きた。27 年 11 月に、金融庁、内閣府、財務省の政務で構成されるプロジェクト

チームを設置し、議論が行われ、28年３月に報告書が取りまとめられた。同報告

書で示された見直しの主な内容は、以下のとおり。（資料４－５－２参照） 

     ① 奨学金事業（高校生から大学院生等を対象とした給付） 

       貸与制から給付制に移行する。 

        ・大学生：月額５万円、大学院生：月額５万円 

        ・高校生：月額2.5万円（私立）、1.7万円（国公立） 

        ・入学時に一時金を支給（大学生は30万円） 

     ② 団体助成事業 

       団体助成事業において、原則として人件費は対象となっていなかったところ、

犯罪被害者等支援団体への定着が見込まれる人材について、相談員としての要

件を満たすまでの必要な育成費（雇用経費）を助成対象に追加。 

 ２．担い手の再選定 

   今般の事業内容の変更に伴い、担い手の再選定を公募により実施。28年10月、

公益財団法人日本財団を担い手に選定した。 

    ３．新事業の開始 

      28年12月から新事業を開始している。 
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第６節 休眠預金等活用法について 

Ⅰ 経緯 

  現状、金融機関においては、長期（10年）にわたって入出金等の異動がない預金

（休眠預金）が毎年1,200億円程度発生しており、金融機関は、休眠預金を利益と

して計上するが、預金者から請求があれば払戻しを行っている（毎年500億円程度

が返還）。 

  休眠預金を民間の公益活動に活用するとの観点から、平成 28 年５月に「民間公

益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預

金等活用法」という。）案」（議員立法）が国会に提出され、同年12月２日に成立、

同月９日に公布された（施行は30年１月１日）。 

Ⅱ 概要 

    １．法律の概要（資料４－６－１参照） 

金融機関は、最終異動日（最後に入出金等の異動があった日）から10年経過し

た預金等を「休眠預金」として、通知・公告を行い、預金保険機構に移管する。

休眠預金の移管後も、金融機関は、預金者から請求があれば払戻しを行う。 

移管された休眠預金のうち内閣府が認可した金額が、指定活用団体（内閣府が

指定）に交付され、活用の原資となる。 

休眠預金の移管・預金者への返還に係る部分は金融庁の所管であり、活用に係

る部分は内閣府の所管である。 

    ２．政省令の概要 

      休眠預金等活用法の実施に必要な政省令を整備した。 

    （１）休眠預金等活用法施行令（29年２月17日公布） 

預金保険機構が休眠預金の管理業務を行うために金融機関から資金の借入れ

を行う場合の限度額等を定めている。 

    （２）休眠預金等活用法に係る内閣府令・財務省令（29年２月17日公布） 

預金保険機構が預金者への払戻しのために積み立てなければならない準備金

の計算方法等を定めている。 

    （３）休眠預金等活用法施行規則（29年３月３日公布） 

法の対象から除かれる預金、異動事由の具体的内容、公告の方法・期間、通

知の対象・方法・通知事項、金融機関から預金保険機構への休眠預金の納期限、

金融機関から預金者への払戻しの申請方法・受領方法等を定めている。 

－64－



第７節 金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る内閣府令等及び監督指

針等の改正 

金融機関が金融庁へ提出する書類の中で、役員等の氏名の記載が求められている

場合、氏名の真正性・同一性を確認するため、女性役員等が婚姻前の氏名のみを記

載することは認められていなかった。 

もっとも、婚姻前の氏名を併記した役員選任届等が既に提出されていれば、氏名

の真正性・同一性の確認が可能である。このため、これらの確認が可能な場合に、

金融庁への提出書類上、役員等の氏名記載の際に婚姻前の氏名のみの記載を可能と

する旨の内閣府令及び監督指針等の改正を行った（平成29年３月23日公布、同年

４月１日施行）。 
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第５章 審議会等の活動状況 

第１節 金融審議会 

Ⅰ 金融審議会の構成 

金融審議会は、国内金融等に関する重要事項の調査審議等をつかさどる内閣総理大

臣、金融庁長官及び財務大臣の諮問機関として設置され（金融庁設置法第６条、第７

条）、傘下に金融分科会とその下部機関、金利調整分科会、自動車損害賠償責任保険

制度部会、公認会計士制度部会が設置されている。（資料５－１－１～２参照） 

Ⅱ 平成28事務年度の開催実績 

１．総会・金融分科会合同会合 

（１）第38回総会・第26回金融分科会合同会合（29年３月３日開催） 

「市場ワーキング･グループ」及び「金融制度ワーキング・グループ」の審議

結果及びその背景となる問題意識や関連する動向、今後の課題等について事務

局より説明がなされ、議論が行われた。 

その後、「金融モニタリング有識者会議」において議論が進められていた「検

査・監督のあり方の見直し」について事務局より説明がなされた。 

２．ワーキング・グループ等 

（１）市場ワーキング･グループ 

28年４月の第37回金融審議会総会・第25回金融分科会合同会合における諮

問を受けて、「市場ワーキング・グループ」が設置された。28 年５月以降、全

12回にわたり、日本の市場・取引所を巡る諸問題（国民の安定的な資産形成と

顧客本位の業務運営、国民の安定的な資産形成におけるＥＴＦの活用とインデ

ックス運用の位置付け、取引の高速化、市場間競争と取引所外の取引、取引所

の業務範囲）について審議を重ね、同年12月22日、報告書がとりまとめられ

た。（資料５－１－３～４参照） 

（２）フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース 

フェア・ディスクロージャー・ルール導入に係る検討を行うため、28 年 10

月に「市場ワーキング・グループ」の下に設置された。同月以降、３回にわた

り審議を重ね、同年12月の第11回市場ワーキング・グループにおいて検討結

果が報告された。（資料５－１－５～６参照） 

（３）金融制度ワーキング・グループ 

「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ」及び「決

済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」の報告書で継続的な検討課
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題として挙げられた決済業務に係る横断的法制の整備や、フィンテックの進展

等に対応した制度面での対応に係る機動的な検討をしていくため、両ワー

キング・グループを統合する形で、「金融制度ワーキング・グループ」が設

置された。28年７月以降、５回にわたり、オープン・イノベーションに関連

して、電子決済等代行業者の取扱い等について審議を重ね、同年12月27日、

報告書がとりまとめられた。（資料５－１－７～８参照） 
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第２節 自動車損害賠償責任保険審議会 

Ⅰ 設置 

自動車損害賠償責任保険審議会（以下、「自賠審」という。）は、自動車損害賠償

保障法（以下、「自賠法」という。）第31条を設立根拠として金融庁に設置され、内

閣総理大臣（金融庁長官）の諮問に応じて調査審議を行っている。 

（注）諮問事項 

① 自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）を含む損害保険事業の免許 

② 自賠責保険にかかる普通保険約款等の変更認可又は変更命令 

③ 基準料率等について、自賠法等による変更命令 

④ 基準料率の審査期間の短縮、審査期間内における変更又は撤回命令 等 

Ⅱ 自動車損害賠償責任保険審議会の組織（資料５－２－１参照） 

自賠審は委員13人をもって組織され、委員は、学識経験のある者（７名）、自動

車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者（３名）、保険業に関し深

い知識及び経験を有する者（３名）から内閣総理大臣によって任命される。 

このほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置く

ことができ、金融庁長官によって任命される。 

会長は委員のうちから互選により決定され、現会長は落合誠一氏（東京大学名誉

教授）である。 

Ⅲ 自動車損害賠償責任保険審議会の審議状況（資料５－２－２参照） 

平成29 年１月12 日・19日に、それぞれ第136 回・第137回自賠審が開催され、

自賠責保険の基準料率の検証結果を踏まえた料率改定の必要性等について審議が行

われた。 

第136回自賠審においては、損害保険料率算出機構から28年度の料率検証結果の

報告が行われ、この報告では、２年度連続で、損害率（注）が予定損害率を下回る

水準となり、保険収支が黒字傾向であること、予定損害率と損害率との乖離幅が昨

年度の料率検証結果よりも拡大していることなどが示された。そして、これをもと

に審議が行われた結果、今後の料率のあり方については、29年度より、自賠責保険

の収入と支出が見合う料率水準とすることが適当であるとの方向性が示された。 

第137回自賠審においては、第136回自賠審で示された方向性に沿って、損害保

険料率算出機構から届出のあった新たな基準料率に関して諮問が行われ、新たな基

準料率を29年４月１日より適用することなどについて了承された。 

変更後の基準料率は、全車種等の平均で 6.9％の引下げ（変更前の基準料率との

対比）となり、例えば自家用乗用自動車２年契約の保険料（離島以外の地域（沖縄

県を除く））は、2万5,830円となった（変更前の基準料率における同契約の保険料
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は2万7,840円で、変更前との対比で7.2％の引下げとなった）。 

そのほか、第136回自賠審においては、自動車安全特別会計、民間保険会社、Ｊ

Ａ共済それぞれにおける 29 年度の自賠責保険運用益の使途について報告がなされ

た。 

（注）損害率＝（支払保険金／収入純保険料）×100 

第３節 企業会計審議会 

   Ⅰ 企業会計審議会の構成 

企業会計審議会（会長：平松一夫 関西学院大学名誉教授）は、会計を巡る事項、

監査基準の設定、その他企業会計制度の整備改善について調査審議等することとさ

れており、その下に、会計部会、監査部会、内部統制部会の各部会が設置されてい

る。（資料５－３－１参照） 

Ⅱ 平成28事務年度の審議状況 

○第４回・会計部会（28年７月22日開催） 

大手監査法人からＩＦＲＳに基づく会計監査の実務を担える人材の育成・確保に

向けた取組状況について説明が行われ、審議が行われた。審議の結果、各監査法人

においては、こうした人材の育成・確保の状況について引き続き検証していくこと

が必要とされた。また、ＩＦＲＳに関する意見発信を含め、国際会計人材を育成・

確保していくためには、人材の「見える化」の観点から、財務会計基準機構が構築

する「国際会計人材ネットワーク」を公表することの検討が必要とされた。 

○第５回・会計部会（29年２月14日開催） 

 ＩＦＲＳの任意適用企業の拡大促進、ＩＦＲＳに関する国際的な意見発信の強化、

日本基準の高品質化、国際会計人材の育成について関係者から取組みの説明が行わ

れ、審議が行われた。審議の結果、ＩＦＲＳに関して国際的な場で意見発信できる

人材等を育成することを目的として財務会計基準機構が構築を進めている「国際会

計人材ネットワーク」について、関係者がその趣旨・目的を十分に理解し積極的に

登録するとともに、その有効な活用に向けて取り組むことが必要とされた。また、

ＡＳＢＪにおいて開発が進められている収益認識基準について、国際的な会計基準

の高品質化に遅れをとることのないよう、関係者による不断の取組みが必要とされ

た。 
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第４節 金融トラブル連絡調整協議会 

Ⅰ 経緯 

金融トラブル連絡調整協議会（座長：山本和彦一橋大学大学院法学研究科教授）

は、金融審議会答申（平成12年６月）を踏まえ、同答申で早期に実施すべきとされ

た項目の実施を担保するとともに、業態の枠を超えた情報・意見交換を行い、金融

分野における裁判外紛争処理制度を改善するため、消費者団体、業界団体・自主規

制機関及び関係行政機関等の担当者が参画する協議会として同年９月に設置された

ものである。（資料５－４－１参照） 

（参考）早期に実施すべきとされた項目は、以下のとおり。 

    ① 個別紛争処理における機関間連携の強化 

    ② 苦情・紛争処理手続の透明化 

    ③ 苦情・紛争処理事案のフォローアップ体制の充実 

    ④ 苦情・紛争処理実績に関する積極的公表 

    ⑤ 広報活動を含む消費者アクセスの改善 

Ⅱ 議論の状況 

    12年９月７日の第１回会合以降、これまで53回の協議会を開催してきた。 

    １．第52回金融トラブル連絡調整協議会 

    29年２月22日、第52回金融トラブル連絡調整協議会が開催された。同協議会

では、指定紛争解決機関の業務実施状況（28年度上半期）及び「トラブルの未然

防止のためのフィードバック」等について報告・意見交換等を行った。（資料５－

４－２参照） 

２．第53回金融トラブル連絡調整協議会 

29年６月19日、第53回金融トラブル連絡調整協議会が開催された。同協議会

では、指定紛争解決機関の業務実施状況（28年度）及び「より柔軟な紛争解決に

向けた取組み（特に不受理・不成立事案から見える課題点）」等について報告・意

見交換等を行った。（資料５－４－３参照） 
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第６章 政府全体の施策における金融庁の取組み 

第１節 政府の経済対策等における金融庁の取組み 

 Ⅰ 経緯等 

「未来への投資を実現する経済対策」（平成 28 年８月２日閣議決定。

以下「経済対策」という。）は、産業構造改革、働き方や労働市場の改革、

人材育成の一体改革に取り組み、社会保障改革等の構造改革を加速化す

るとともに、未来への投資の加速を目的とする総合的かつ大胆な経済対

策として策定された。 

「経済対策」では、当面の需要喚起にとどまらず、民需主導の持続的

な経済成長と一億総活躍社会の着実な実現につながる施策が重点的に盛

り込まれている。 

 Ⅱ 金融庁関連の施策 

「経済対策」においては、金融分野の主な施策として、以下の施策が

盛り込まれている。 

○ 家計の「貯蓄から資産形成へ」という流れを政策的に後押しすべ

く、少額からの積立・分散投資の促進のためのＮＩＳＡの改善・普

及や、金融機関における顧客本位の行動の徹底等を進める。 

・ 少額からの積立・分散投資の促進のためのＮＩＳＡの更なる

改善・普及 

・ 投資初心者を主な対象とした実践的な投資教育の促進 

・ 個人型確定拠出年金の普及促進 

・ 金融商品の組成・運用・販売の全ての場面において、金融機

関が「顧客の最善の利益を考えて行動すべき」という原則（フィ

デューシャリー・デューティー）の確立及び金融商品の販売手数

料等の開示の促進 

・ 資産保有者による運用機関への関与を通じたコーポレートガ

バナンス改革  

○ 企業の生産性向上を支援するため、省庁横断的な取組を推進する。 

・ 「ローカルベンチマーク」の活用 

・ 官民の金融関係機関による債権放棄等の促進 

・ 地域金融機能の強化 

・ 地域経済活性化支援機構等の活用の促進 

○ 金融の機能の安定を確保するため、金融機能強化法に基づく資本
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増強制度等の期限を延長する。 

・ 金融機能強化法に基づく資本増強制度や銀行等保有株式取得

機構による株式等の買取制度等の期限の延長 

（参考：「未来への投資を実現する経済対策」の構成） 

第１章 景気の現状と経済対策の基本的な考え方 

第２章 取り組む施策 

２．成長戦略の加速等 

Ⅰ. 一億総活躍社会の実現の加速 

（３）社会全体の所得と消費の底上げ 

Ⅱ. 21 世紀型のインフラ整備 

   （５）生産性向上へ向けた取組の加速 

Ⅲ. 英国の EU 離脱に伴う不安定性などのリスクへの対応並びに

中小企業・小規模事業者及び地方の支援 

Ⅳ. 熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応

の強化 

Ⅴ. 成長と分配の好循環を強化するための構造改革等の推進 

第３章 各項目の主な具体的措置 

第４章 本対策の規模と効果 
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第２節 政府の成長戦略等における金融庁の取組み 

 Ⅰ 「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定） 

１．経緯 

第４次産業革命をはじめとする将来の成長に資する分野における大胆な投資を

官民連携して進め、「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速を

図るため、産業競争力会議及び未来投資に向けた官民対話を発展的に統合した成

長戦略の司令塔として、28年９月、未来投資会議の開催が決定された。 

未来投資会議の議論を経て、29年６月、近年急激に起きている第４次産業革命

のイノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な

社会問題を解決する「Society5.0」を実現するため、「未来投資戦略 2017」が策

定された（同年６月９日閣議決定）。 

２．金融庁関連の施策（資料６－２－１参照） 

「未来投資戦略2017」においては、金融庁関連の主な施策として、以下の施策

が盛り込まれている。 

（１）FinTechの推進等 

○ イノベーションのための環境整備等 

・ FinTechを活用したイノベーションに向けたチャレンジの加速 

- 実証実験の際のコンプライアンスや監督対応上の躊躇・懸念を払拭 

する観点から、関係省庁と連携・協力し、金融法令以外の障害の解

決を含め、実証実験の容易化を図る（FinTech実証実験ハブ（仮称）） 

- 電子記録債権取引・本人確認等に係るブロックチェーン技術の実証

実験の推進や、国際共同研究の実施 

・ オープン・イノベーション（FinTech企業と金融機関等との連携・協働） 

の推進 

- 改正銀行法等を施行するとともに、オープンＡＰＩの推進や銀行代

理業に係る課題について検討 

- 金融業における新たな技術の活用や、金融機関がIT等によりサービ

ス・能力を機動的に開発・展開していく必要性等を十分に踏まえ、

決済業務等をめぐる横断的な法制の整備等について検討 

-  FinTechに対応した効率的な本人確認の方法について検討 

- ＩＴ技術を活用して、官民が効果的・効率的に規制・監督に係る対

応を行う「RegTech」の推進に向けて検討 

○ 国際的な人材や海外当局との連携・協働 

・ 海外当局との協力枠組みの活用・拡大によるFinTech企業の海外展開の

支援や、フィンテック・サミットの開催 

○ 企業の成長力強化のためのFinTechアクションプラン 
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・ 金融ＥＤＩ活用を起点として企業の財務・決済プロセス全体を高度化（企

業会計のＩＴ・クラウド化、ＸＭＬ新システム等のデータを活用した融資

サービス・税務対応支援の容易化、電子手形・小切手への移行等） 

（２）中長期的な企業価値向上に向けた取組の一層の推進 

○ コーポレートガバナンス改革による企業価値の向上 

・ アベノミクスのトップアジェンダであるコーポレートガバナンス改革を

「形式」から「実質」へ深化させていくため、引き続き、「フォローアップ

会議」における議論・検討等を通じ、以下のような取組みの強化を促進 

- 機関投資家による、スチュワードシップ・コードの改訂を踏まえた、

実効性あるスチュワードシップ活動等 

- 上場企業と投資家との間でのより実効的な対話等の実施 

- 客観性・適時性・透明性ある形でのＣＥＯの選解任や、必要な資質・

多様性を備えた取締役会の構成、戦略等を重視した取締役会の運営、

これらに対する適切な評価 

- 株式の政策保有に関する方針の分かりやすい開示、保有の合理性の

ない政策保有株式の縮減 

○ 企業の情報開示、会計・監査の質の向上 

・ 投資家の投資判断に必要な情報の十分かつ公平な提供を確保するため、

幅広い関係者の意見を聞きつつ、以下の取組みを実施 

- 金融審議会において、上場企業の情報開示のあり方について、四半

期開示のあり方を含め、総合的に検討 

- 事業報告等と有価証券報告書の記載内容の共通化に係る検討を加速 

・ 会計基準の品質向上、適正な会計監査の確保により、企業の情報開示の

信頼性を確保 

（３）活力ある金融・資本市場の実現を通じた円滑な資金供給の促進 

○ 家計の安定的な資産形成の促進と市場環境の整備等 

・ 積立を利用した長期・分散投資の普及・促進と金融・投資教育の充実等 

- つみたてＮＩＳＡを含むＮＩＳＡ制度全体の更なる普及・促進 

- 家計に対する実践的な投資教育・情報提供の推進 

- 投資家における投資信託の比較・選択に資する情報提供の在り方の

検討 

・ 「顧客本位の業務運営」の定着 

- 金融機関等の取組みの実態把握や、顧客本位の業務運営の定着度合

いを評価できる指標の公表を働きかけ 

・ 日本のアセットオーナーからの運用受託が見込まれる海外資産運用業者

等の「ファストエントリー」の実現 

- 金融業の拠点開設サポートデスクを通じ、東京都と連携の上、海外

金融事業者による日本拠点の開設を促進 
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○ 金融仲介機能の質の向上 

・ 経済・市場の環境変化に適時適切に対応し、金融仲介機能の安定的な発

揮を通じて我が国産業・企業の競争力・生産性の向上等を金融面から支援 

・ 金融機関による、企業の生産性向上等を支援し、その結果金融機関自身

も安定した顧客基盤と収益を確保する取組み（顧客との「共通価値の創造」）

を通じた、地域経済の活性化 

- 金融機関による事業性評価に基づく、担保・保証に過度に依存しな

い融資による成長資金の供給の加速 

- 地域企業に対する成長資金の供給や人材・ノウハウを含む経営支援

等に関し、地域金融機関の関係機関との連携による取組みの促進 

（参考：「未来投資戦略2017」の構成） 

第１ ポイント 

第２ 具体的施策 

Ⅰ Society 5.0に向けた戦略分野 

５．FinTechの推進等 

Ⅱ Society 5.0に向けた横割課題 

３．「形式」から「実質」へのコーポレートガバナンス・産業の新陳代謝 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

i）  中長期的な企業価値向上に向けた取組の一層の推進 

ii） 活力ある金融・資本市場の実現を通じた円滑な資金供給の促進 

Ⅲ 地域経済好循環システムの構築 

１．中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新／サービス産業の活性化・生

    産性向上  

（２）新たに講ずべき具体的施策 

     ii） 金融機能の活用や一貫した支援体制の構築を通じた、生産性向 

   上や円滑な事業再生・事業承継、適切な新陳代謝等の促進 

Ⅳ 海外の成長市場の取り込み 

Ⅱ 「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定） 

１．経緯 

経済・財政一体改革を推進し、当面の経済財政運営と30年度予算編成に向けた

考え方を示すため、経済財政諮問会議での議論を経て、「経済財政運営と改革の基

本方針2017」（29年６月９日閣議決定）が取りまとめられた（骨太の方針）。 

２．金融庁関連の施策 

（１）FinTech 

金融関連サービスの利用者にとっての利便性を向上させるとともに、企業の
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資金調達力や生産性・収益力の向上につなげる。 

（２）コーポレート・ガバナンスの強化 

経営利益が過去最高水準となるなど日本企業の「稼ぐ力」は確実に改善して

いるが、まだ欧米企業に水をあけられている。このため、コーポレート・ガバ

ナンス改革を粘り強く進め、過度に短期的・投機的取引に陥ることなく、その

収益が研究開発投資、設備投資、人材投資等に振り向けられるようにしていく。

また、ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）投資等により、中長期的に成長力や

収益力を強化することも重要である。 

（３）ストックの有効活用 

空き家等の流通・利活用を図るとともに、住宅ストックの良質化・省エネ化、

既存住宅の適正な評価、安心できる取引環境整備等により既存住宅流通・リフ

ォーム市場を活性化する。また、若者・子育て世帯等の円滑な入居の確保を図

るため、空き家や民間賃貸住宅、ＵＲ賃貸住宅を活用した取組みを支援する。 

長期的かつ効率的な資産形成のため、つみたてＮＩＳＡを含むＮＩＳＡ制度

や個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）等の活用を促進する。 

（参考：「経済財政運営と改革の基本方針2017」の構成） 

第１章 現下の日本経済の課題と考え方 

第２章 成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題 

２．成長戦略の加速等 

（１）Society5.0の実現を目指した取組 

① 戦略分野 

 v) FinTech 

（２）生産性の向上に向けた施策 

  ② コーポレート・ガバナンスの強化 

３．消費の活性化 

（２）新しい需要の喚起 

  ⑤ ストックの有効活用 

第３章 経済・財政一体改革の進捗・推進 

第４章 当面の経済財政運営と平成30年度予算編成に向けた考え方 

Ⅲ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）」（平成28年12月22日閣議

決定） 

１．経緯 

まち・ひと・しごと創生本部において、26 年 12 月に閣議決定された「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の改訂版である「まち・ひと・しごと創生総合戦略

改訂2015」（27年12月24日閣議決定）が策定されていたところ、その改訂版と

して、28 年 12 月に「『まち・ひと・しごと創生総合戦略』改訂 2016」（28 年 12
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月22日閣議決定）が策定された。また、既存の取組みを加速化するための新たな

施策により、地方創生の新展開を図るため、「まち・ひと・しごと創生基本方針

2017」（29年６月９日閣議決定）が策定された。 

２．金融庁関連の施策 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略改訂2016」における金融庁関連の主な施策

は以下のとおり。 

・ ローカルベンチマーク等の活用 

・ 事業承継の円滑化、事業再生、経営改善支援等 

・ 円滑な事業整理のための支援 

・ 地域の未来につながる地域未来牽引事業への投資の促進 

・ 民間金融機関と政府系金融機関との連携強化 

・ 地方都市における「稼げるまちづくり」の推進等 

（参考：「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）」の構成） 

Ⅰ．基本的な考え方 

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

Ⅲ．今後の施策の方向性 

  ３．政策パッケージ 

   （１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

    （ア）生産性の高い、活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的取組み 

     Ｄ 地域企業の経営体制の改善・人材確保等 

   （４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域

と地域を連携する 

    （ア）まちづくり・地域連携 

      Ａまちづくりにおける地域連携の推進 

Ⅳ．地方創生に向けた多様な支援 -「地方創生版・三本の矢」- 

Ⅳ 「世界最先端ＩＴ 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成 29 年５

月30日閣議決定） 

１．経緯 

「官民データ利活用社会」のモデルを世界に先駆けて構築する観点から、我が

国全体のＩＴ戦略の新たなフェーズに向け、「世界最先端ＩＴ 国家創造宣言・官

民データ活用推進基本計画」（29年５月30日閣議決定）が取りまとめられた。 

２．金融庁関連の施策 

（１）金融分野におけるデータの利活用の推進 

○ 金融サービスをめぐる環境が変化する中にあって、金融分野におけるオープ

ンイノベーション（外部との連携・協働による革新）を進めていくことが重要。 
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○ このため、29年度から30年度にかけて、金融分野におけるデータ利活用に

関する実態を踏まえた上で、預金者等の信頼・安全の確保に留意しつつ、適切

なデータの利活用の方策について検討を行うよう促し、順次データの利活用を

促進。同時に、データ利活用の活性化の観点から、金融機関による官民データ

の利活用も推進。 

（２）住宅ローン契約等におけるマイナンバーカード（公的個人認証サービス）  

の活用促進 

○ 住宅ローン契約等における利用者の利便性向上及び銀行等の事務効率化の

観点からは、マイナンバーカード（公的個人認証サービス）の活用促進を図る

ことが重要。 

○ このため、29 年度中に銀行等において課題等を整理するよう促すとともに、

公的個人認証を用いて容易にオンラインで本人確認手続を行うことができる環

境を整備するためにアクセス手段を多様化する取組みを進めるなど、公的個人

認証を用いた本人確認の導入・拡大に向けた対応を逐次促進。 

○ これにより、利用者の手続簡略化等による銀行等における事務の効率化、利

用者利便の向上を目指す。 

（３）銀行システムのＡＰＩ（外部接続口）の公開の促進（オープンＡＰＩ の導

入） 

○ 多くの FinTech 事業者は、「スクレイピング」による方法で銀行システムに

アクセスして入手したデータを用いてサービスを提供。 

○ 安心・安全を確保しつつ、データ連携を実現するため、オープンＡＰＩの推

進に係る更なる課題について検討するとともに、32年までにオープンＡＰＩ の

導入銀行数80行程度以上を目指す。 

○ これにより、金融機関とFinTech企業によるオープンイノベーションを実現。   

（４）事業者における財務・決済プロセス高度化に向けた金融ＥＤＩにおける商流

情報活用の促進 

○ 事業者における財務や決済処理の効率化・高度化に向けては、商流情報が電

子的に授受できることが重要。 

○ 産業界の実態を踏まえ、29年中に金融ＥＤＩ情報として格納すべき商流情報

の標準化項目の普及に向けた課題を整理するとともに、金融機関におけるＸＭ

Ｌ電文化について、30年中のＸＭＬ新システム稼動と、32年までのＸＭＬ電文

への全面的移行について、着実に取り組む。 

（参考：「世界最先端ＩＴ 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」の構成） 

第１部 総論 

第２部 官民データ活用推進基本計画 

Ⅰ．官民データ活用推進基本計画に基づく推進の施策 
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Ⅱ．施策集 

Ⅱ－１－（３）データ利活用のルール整備【基本法第12条関係】 

Ⅱ－１－（４）マイナンバーカードの普及・活用【基本法第13条関係】 

Ⅱ－１－（７）データ連携のためのプラットフォーム整備 

【基本法第15条第２項関係】 
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第３節 金融に関する税制 

Ⅰ つみたてＮＩＳＡの創設を含むＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の普及・定着に

向けた取組みについて 

１．つみたてＮＩＳＡの導入等について 

 平成29年度税制改正において、家計の安定的な資産形成を支援する観点から、

少額からの長期・積立・分散投資を促進するための「つみたてＮＩＳＡ」を創設

することが盛り込まれた（資料６－３－１参照）。同制度は、年間40万円を上限

として行う積立投資について、配当・譲渡所得を20年間非課税とする制度であり、

30年１月１日より開始される（口座開設の受付は29年10月１日開始）。 

つみたてＮＩＳＡ 一般ＮＩＳＡ 

年間投資上限額 40万円 
120万円 

（平成26・27年は100万円） 

非課税保有期間 20年間 ５年間 

投資可能期間 
20年間 

（平成30年～平成49年） 

10年間 

（平成26年～平成35年） 

投資対象商品 

長期の積立・分散投資に適した 

一定の公募等株式投資信託 

（金融庁への届出が必要） 

上場株式・公募株式投資信託・ 

ＲＥＩＴ等 

投資方法 積立投資 制限なし 

つみたてNISAと 

一般NISAの関係 
いずれか選択して開設可能 

２．周知・広報活動等の実施 

つみたてＮＩＳＡを通じ、投資未経験者層を含む幅広い家計に安定的な資産

形成を実現していただけるよう、関係業界と連携して、制度の周知・広報を展

開していくとともに、家計の投資に対する理解・リテラシーを深めるための実

践的な投資教育等の取組みも促進している。 

Ⅱ 平成29年度税制改正について 

平成29年度税制改正要望にあたり、 

・ 活力ある資本市場と家計の安定的な資産形成の実現 

・ 金融のグローバル化への対応 

・ その他の重要項目 

を柱とし、種々の税制改正要望を行った。 

この結果、平成29年度税制改正大綱（28年 12月 22日閣議決定）において以下

の内容が盛り込まれた（資料６－３－１参照）。主要な項目は以下のとおり。 
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１．少額からの積立・分散投資の促進のためのＮＩＳＡの改善 

家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促

進するための「つみたてＮＩＳＡ」を新たに創設することが盛り込まれた（前述

（第２部第６章第３節Ⅰ）参照）。 

２．金融所得課税の一体化（金融商品に係る損益通算範囲の拡大） 

28年に一部の金融商品間の損益通算が認められたところ、デリバティブ取引に

ついては損益通算が認められていなかったため、デリバティブ取引等の金融所得

課税の一体化を要望。投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境を整備する観

点から、平成29年度与党税制改正大綱においては、以下の内容が盛り込まれた。 

「デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、投資家が多様

な金融商品に投資しやすい環境を整備し、証券・金融、商品を一括して取り

扱う総合取引所の実現にも資する観点から、多様なスキームによる意図的な

租税回避行為を防止するための実効性ある方策の必要性を踏まえ、検討す

る。」 

３．上場株式等の相続税評価の見直し等 

相続財産となった上場株式等は、相続税評価上、原則として相続時点の時価で

評価されており、相続時から納付までの価格変動リスクを考慮されていない。こ

のため、上場株式等は、価格変動リスクの低い資産と比べ不利になっており、投

資家の株式離れを助長させるという指摘がある。そこで、 

① 上場株式等の相続税評価額について、相続時から納付期限までの価格変動

リスクを考慮したものとすること。 

② 相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく

下落した上場株式等については、評価の特例を設けること。 

③ 上場株式等の物納順位について、第一順位（国債・地方債・不動産・船舶）

の資産と同等となるよう、見直しを行うこと。 

につき要望したところ、平成 29 年度税制改正大綱にて、以下のとおり③の措置

が盛り込まれた。 

「上場株式等の物納順位を国債及び不動産と同順位（第一順位）とし、物納財

産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等を加え、

これらも第一順位とする。」 

４．外国子会社合算税制（ＣＦＣ税制）の抜本的見直し 

現行ＣＦＣ税制については、アイルランドで行う航空機リース業など、租税回

避目的ではない事業まで合算対象になる等の問題が指摘されていた。 

このため、ＣＦＣ税制の抜本的見直しにあたっては、租税回避目的がない事業

が合算対象とならないよう、ビジネスの実態に配慮することを要望したところ、

以下の措置が盛り込まれた。 
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・ 海外で実体のある事業を行っている航空機リース業が合算対象外とならない

よう、適用基準の見直しを行う。 

・ 金融機関がその業として得る金融所得（利子・配当等）を合算対象外とする。 

・ 海外で免許を受けて保険業を営む子会社について、現地のビジネスの実体に

合わせた所要の措置を講じる。 

５．クロスボーダーの債券現先取引に係る非課税措置（レポ特例）の拡充 

クロスボーダーのレポ取引については、外国金融機関等が国内金融機関等から

受け取るレポ差額を非課税とする措置（レポ特例）が講じられていた。しかし、

上記特例は、金融機関等同士のレポ取引のみを対象としていたため、国内金融機

関等による円滑な資金調達を可能とするために対象の拡充を要望したところ、以

下の措置が盛り込まれた。 

・ レポ特例の対象に、短資会社及び国内外の清算機関も含める。 

・ 国内金融機関と一定の外国法人（海外ファンド）との間で行うレポ取引につ

いても、一定の要件のもと非課税の対象とする（２年間の時限措置）。 

６．企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税の停止措置の適用期限

の延長 

勤労者等の退職後の生活を支える年金資産の維持・安定等を図る観点から、以

下の措置が盛り込まれた。 

・ 企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税の停止措置の適用期限を3年

間延長する。 

７．投資法人（インフラファンド）に係る税制優遇措置の延長 

金融資本市場の競争力強化等の観点から、以下の措置が盛り込まれた。 

・ 投資法人に係るペイスルー課税の特例について、29年３月末までとなってい

る再生可能エネルギー発電設備（及び主に当該設備に投資する匿名組合出資持

分）の取得期限を３年間延長する。 

８．「仮想通貨」に係る消費税の課税関係に関する整理 

支払い・決済手段としての機能を有する仮想通貨について、外為法上の支払手

段等との比較や国際的な課税上の取扱いの状況等を踏まえ、以下の措置が盛り込

まれた。 

・ 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税

とする。
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第４節 規制・制度改革等に関する取組み 

Ⅰ 規制・制度改革に関する取組み 

１．概要 

平成 28 年９月、「規制改革会議」（内閣総理大臣の諮問機関、25 年１月設置）

同様、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本

的事項を総合的に調査審議するため、「規制改革推進会議」が内閣総理大臣の諮

問機関として設置された。 

「規制改革推進会議」やその下に設置された行政手続部会・４つのＷＧにおい

て、規制・制度改革に関する議論がすすめられ、例年同様、これを踏まえた政府

の方針である「規制改革実施計画」が取りまとめられ、閣議決定された（29年６

月９日）。 

なお、この間、広く国民や企業等からの提案を受け付ける目的で、25 年３月

より開設された「規制改革ホットライン」には、規制改革提案が定期的に寄せら

れており、当該提案の是非についても随時検討を行っている。 

２．25年６月、26年６月、27年６月、28年６月に閣議決定された「規制改革実施

計画」や規制改革ホットラインに寄せられた提案を踏まえた金融庁の本事務年度

における主な対応  

（１）「規制改革実施計画」（25 年６月 14 日閣議決定、26 年６月 24 日閣議決定、

27年６月30日閣議決定、28年６月２日閣議決定）に盛り込まれた規制の見直

し 

・ 適切な管理体制の下、銀行によるデビットカード等を活用したキャッシュ

アウトサービスが可能であることを明確化するため、必要な体制整備の内容

等を定める銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（平成29年内閣府令

第８号）を制定した（29年３月24日公布、同年４月１日施行） 

・ 国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告

書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書等に全て記載されてい

るときには、当該臨時報告書の提出を不要とする、企業内容等の開示に関す

る内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正

する内閣府令（平成 29 年内閣府令第２号）を制定した（平成 29 年２月 14

日公布・施行）。 

（２）「規制改革ホットライン」に寄せられた提案に関する規制の見直し 

・ 金融機関の所有不動産について、地方自治体等の公的要請に基づき賃貸を

行う場合に、監督指針上の要件を柔軟に解釈できる旨を監督指針で明確化 

・ 金融機関のリース子会社における不動産オペレーティング・リースについ

ては、公共施設等の整備に係るものに限って取扱いを解禁 
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（３）「規制レビュー」への対応 

・ 「規制レビュー」とは、規制を所管する府省が主体的に規制の見直しを行

うための取組み。 

・ 「規制レビュー」の一環として本年実施した取組みとして、見直し時期が

到来した規制等について、規制シートを作成した。 

３．29年６月９日に新たに閣議決定された「規制改革実施計画」における金融庁関

連の施策 

規制改革推進会議では、行政手続コストの削減や分野ごとの規制改革に取り組

み、その結果が「規制改革推進に関する第１次答申～明日への扉を開く～」とし

て公表された（29年５月23日）。それを踏まえて、「行政手続コストの削減」、「農

林水産」、「人材」、「医療・介護・保育」、及び「投資等」の５つの分野から構成

される「規制改革実施計画」が閣議決定された（29年６月９日）。「規制改革実施

計画」に定められた措置については、内閣府が毎年度末にその実施状況に関する

フォローアップを行い、その結果を規制改革推進会議に報告するとともに、公表

することとされている。 

金融庁所管の主な施策として盛り込まれているものは下記のとおり。 

【医療・介護・保育分野】 

・金融機関が設置する保育所におけるグループ企業役職員以外の子どもの受入

れについての周知 

【投資等分野】 

・銀行グループへのＩＦＲＳの任意適用の解禁 

・銀行単体に対する自己資本比率の開示規制の緩和 

・外国口座管理機関に係る手続の負担軽減 

４．行政手続コスト削減に向けた基本計画 

  規制改革推進会議行政手続部会では、行政手続コストの削減に向けた議論が行

われ、「行政手続部会取りまとめ～行政手続コストの削減に向けて～」（29年３月

29 日行政手続部会決定）、「基本計画策定のための作業方針」（29 年４月 21 日行

政手続部会）が策定された。 

  それを踏まえて、「営業の許可・認可に係る手続」について、金融庁の行政手

続コスト削減に向けた基本計画を策定・公表した（29年６月30日）。 

Ⅱ 産業競争力強化法に基づく要望・照会への対応 

 １．本制度の概要 

産業競争力強化法（26 年１月 20 日施行）において、新事業へチャレンジする

事業者を後押しするため、「グレーゾーン解消制度」及び「企業実証特例制度」

が創設された。 
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「グレーゾーン解消制度」は、新しく事業活動を実施しようとする事業者が、

具体的な事業計画に則し、あらかじめ規制の適用の有無を確認することができる

制度であり、「企業実証特例制度」は、新しく事業活動を実施しようとする事業

者が、一定の要件を満たすことを条件として、企業単位で規制の特例措置を認め

る制度である。 

   ２．本制度の実績 

28事務年度においては、グレーゾーン解消制度に基づく照会、企業実証特例制

度に基づく要望はいずれも寄せられなかった。 

Ⅲ 地域再生に関する取組み 

１．概要 

      政府においては、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組みによる地域経

済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的か

つ効果的に推進するため、地域再生法（平成17年法律第24号）第４条第１項の

規定に基づき、政府における施策の推進を図るための基本的な方針として、地域

再生基本方針（平成17年４月 22日閣議決定。最終変更：29年３月 31 日）を定

めている。 

当該基本方針においては、地域再生計画と連動して各府省庁が実施する施策が

記載されており、内閣府地方創生推進事務局が、当該再生計画と連動する施策及

び各府省庁が実施する地域再生に資する施策を集約し、ウェブサイトに掲載して

いる。（資料６－４－１参照） 

  ２．地域再生計画の認定 

      28事務年度において、内閣府地方創生推進事務局が全国の地方公共団体から受

け付けた地域再生計画の認定申請（第 40 回＜28 年９月１日～９月 14 日＞、第

41回＜29年１月４日～１月６日＞、第42回＜29年１月16日～１月20日＞、第

43 回及び第 44 回＜29 年３月８日～３月 24 日＞）には、当庁関連の地域再生計

画は含まれていなかった。 
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第５節 コーポレートガバナンスの実効性の向上について 

Ⅰ コーポレートガバナンス改革の深化に向けたこれまでの取組み 

１．スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの策定 

金融庁においては、成長戦略の一環として、 

① 平成 26 年２月に機関投資家の行動原則であるスチュワードシップ・

コードを策定し、機関投資家に対して、企業と建設的な対話を行い、中

長期的視点から投資先企業の持続的成長を促すよう働きかけるととも

に、 

② 27 年６月に上場企業の行動原則であるコーポレートガバナンス・コ

ードを策定し、上場企業に対して、幅広いステークホルダーと適切に協

働しつつ、実効的な経営戦略の下、中長期的な資本効率等の改善を図る

よう促す取組みを進めてきている。 

２．コーポレートガバナンス改革の進捗状況 

両コードを「車の両輪」として、コーポレートガバナンスの強化に向けた

取組みが進められてきたところ、以下のような進捗が見られる。（資料６－

５－１参照） 

① 上場企業の８割超が、コーポレートガバナンス・コードの原則の９割

以上を実施する中、独立社外取締役を選任する上場企業が大きく増加し

ている。また、同コードの導入当初は実施率の低かった取締役会の実効

性評価についても、実施する企業が増加している。 

② 政策保有株式について、３メガバンクグループをはじめ、主要企業に

おいて縮減に向けた動きが見られる。 

③ 機関投資家についても、200 を超える機関投資家がスチュワードシッ

プ・コード受入れを表明し、企業側からは、投資家の行動に変化があっ

たとの声がある。 

Ⅱ スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォ

ローアップ会議について 

１．設置の経緯等 

両コードの普及・定着状況をフォローアップするとともに、上場企業のコ

ーポレートガバナンスの更なる充実に向けて、必要な施策を議論・提言する

ことを目的として、同年８月、東京証券取引所とともに「スチュワードシッ

プ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」を

設置した。 

２．フォローアップ会議意見書「機関投資家による実効的なスチュワードシッ

プ活動のあり方」について 

フォローアップ会議では、28年２月より、「企業と機関投資家の間の建設

的な対話」について議論を深め、同年 11 月 30 日に、「機関投資家による実

効的なスチュワードシップ活動のあり方」と題する意見書を公表した。意見

書においては、コーポレートガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深

－86－



化させていくためには、機関投資家サイドからの上場企業に対する働きかけ

の実効性を高めていくことが重要であるとされ、スチュワードシップ・コー

ドの改訂が提言された。（資料６－５－２参照） 

Ⅲ スチュワードシップ・コードの改訂について 

１．経緯 

「機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方」に関する

意見書を受け、29 年１月より、スチュワードシップ・コードを改訂するこ

とを目的として、「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」（以

下、「有識者検討会」という）を開催した。 

有識者検討会は、同年３月 28 日にコード改訂案を公表し、同年４月 27

日（英訳版は同年５月８日）にかけてパブリックコメント手続を実施した。

寄せられた意見を踏まえ、同年５月 29日、有識者検討会は、スチュワード

シップ・コードの改訂版を確定・公表した。（資料６－５－３～４参照） 

２．スチュワードシップ・コードの改訂の概要 

改訂により明確にされた主な内容は以下のとおり。 

＜アセットオーナー（年金基金等）＞ 

・年金基金等のアセットオーナーが、最終受益者の利益の確保のため、

可能な限り、自らスチュワードシップ活動を行うこと。また、自ら直

接的にスチュワードシップ活動を行わない場合には、運用機関に実効

的なスチュワードシップ活動を行うよう求めること。 

・スチュワードシップ活動に関して求める事項・原則を運用機関に対し

て明示すること。 

＜運用機関＞ 

・運用機関が、議決権行使等に際して、顧客・受益者の利益を確保するた

め、具体的な局面を特定した実効的な利益相反管理方針を策定・公表す

るとともに、独立した取締役会や第三者委員会などのガバナンス体制を

整備すること。 

・株式を売却する選択肢が限られ、中長期的な企業価値の向上を促す必要

性が高いパッシブ運用において、より積極的な対話等に取り組むこと。 

＜機関投資家全体（アセットオーナー及び運用機関）＞ 

・機関投資家の経営陣が、スチュワードシップ責任を実効的に果たすため

の適切な能力・経験を備えること。 

・議決権行使についての可視性を高め、利益相反の懸念を払拭する等のた

め、原則として、個別の投資先企業及び議案ごとに議決権行使結果を公

表すること。 

・運用機関が、自らのガバナンス体制等の持続的な改善に向けて、スチュ

ワードシップ・コードの実施状況を定期的に自己評価し、公表すること。

また、アセットオーナーが、こうした自己評価等も活用し、運用機関に

対する実効的なモニタリングを行うこと。 

＜議決権行使助言会社＞ 

・議決権行使助言会社が、企業の状況の的確な把握等のために十分な経営

資源を投入すること。また、業務の体制や利益相反管理、助言の策定プ

ロセス等に関し、自らの取組みを公表すること。 
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第６節 中小企業等の経営改善・体質強化の支援 

Ⅰ 背景 

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21

年 12 月成立・施行。以下、「中小企業金融円滑化法」という。）の期限到来（25 年

３月末）に際して、金融機関に対し、引き続き、貸付条件の変更等に努めるよう促

すととともに、中小企業の経営改善につながる支援に軸足を移していくとの方針を

明確化した。こうした方針に基づき、中小企業庁等と連携して、① 政府全体として

中小企業金融円滑化法終了に対応する体制の構築、② 金融機関による円滑な資金供

給の促進、③ 中小企業・小規模事業者に対する経営支援の強化、④ 個々の借り手

への説明・周知等を柱とする総合的な対策を策定・推進してきた。 

Ⅱ 主な取組み 

１．金融行政方針等に基づく検査・監督 

従来より、金融機関に対し、担保・保証に過度に依存することなく、取引先企業の事

業の内容や成長可能性等を適切に評価（事業性評価）するよう促してきた。本事務年

度においては、金融機関において「事業性評価」に基づく融資や経営支援等の取組

みがより一層進むよう、企業アンケート等により金融機関の融資姿勢の実態を把握し、

当該実態把握の結果や「金融仲介機能のベンチマーク」等の客観的な指標も活用し

て、金融機関と深度ある対話を行うとともに、金融機関の優れた取組みを公表・表彰

する仕組みについて検討を開始した。 

２．認定支援機関による経営支援 

24年８月末に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（以下、「新促法」

という。）（中小企業庁と共管）が改正され（中小企業経営力強化支援法施行に伴

うもの）、財務、会計等の専門的知識を有する者（商工会・商工会議所、税理士、

金融機関等）を経営革新等支援機関として国が認定し、認定を受けた経営革新等

支援機関（以下「認定支援機関」という。）は、中小企業・小規模事業者に対し、

経営状況の分析（運転資金の確保や業務効率化等）、事業計画策定及び実施に係る

指導・助言等の支援を実施してきた。 

また、28 年５月 24 日に新促法が改正され、名称を中小企業等経営強化法とす

るとともに、中小企業の経営力向上の支援が法目的に追加され、認定支援機関の

支援対象が経営力向上に取り組む中小企業等に拡大された（28年７月１日施行）。 

なお、29年６月30日現在、26,488件の認定支援機関を認定している（うち金

融機関488件）。 

認定支援機関について、機関ごとの支援状況、知識・支援能力の差や他の支援

機関との連携不足といった指摘を踏まえ、中小企業政策審議会中小企業経営支援

分科会において、金融関係団体も参加した見直しの議論が行われ、①能力確保に
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向けた取組み、②制度の普及促進、等の検討を内容とする「中間整理」が29年６

月にまとめられた。 

３．地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）の積極的な活用 

地域金融機関に対して、取引先企業への経営課題の解決策の提案及び実行支援

に際し、ＲＥＶＩＣが有する機能（専門家の派遣、企業に対する直接の再生支援、

事業再生・地域活性化ファンドへの出資・運営、経営者保証付債権等の買取り・

整理業務等）を積極的に活用するよう、各種ヒアリング等の機会を通じて促した。 

４．中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化 

中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化については、第３部第９章第

７節「中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化」を参照。 

第７節 東日本大震災への対応 

Ⅰ 二重債務問題に係る金融庁関連の施策 

１．個人債務者の私的整理に関するガイドライン 

東日本大震災の被災地域におけるいわゆる「二重債務問題」への政府の対応策

を示した「二重債務問題への対応方針」（平成23年６月17日）の公表を受け、全

国銀行協会を事務局として、金融界、中小企業団体、法曹界及び学識経験者等で

構成される研究会が発足し、関係者間の協議を経て、同年７月15日に、民間にお

ける個人向けの私的整理による債務免除のルールを定めた「個人債務者の私的整

理に関するガイドライン（以下「個人版私的整理ガイドライン」という。） 」が

取りまとめられた。（資料６－７－１～５参照）同年８月１日には、ガイドライン

の運用のため一般社団法人「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」が設立さ

れ、同月22日よりガイドラインの適用が開始された。同年10月26日、24年１

月25日、同年12月19日には、同委員会によりガイドラインの運用の改善が図ら

れている。（資料６－７－６～８参照） 

28 事務年度においても、引き続き、このような民間の取組みを支援するため、

債務者が弁護士費用等を負担することなくガイドライン運営委員会を利用できる

ようにするための国庫補助や周知広報等の必要な対応を行っている。 

具体的には、個人版私的整理ガイドラインの活用促進に関して、マスメディア

を通じた広報（新聞折込チラシ、新聞広告、テレビＣＭ等）、住宅再建ワンストッ

プ相談会の開催など、より効果的な周知広報となるよう、様々な施策を実施した。 

（参考）個人版私的整理ガイドラインの運用状況 

・個別の相談件数：5,804件 
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・債務整理に向けて準備中：８件 

・成立件数：1,357件 

２．東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興相談センター・産業復興機構の

活用促進 

東日本大震災で被災された事業者のいわゆる二重債務問題に関しては、事業者

の債務の負担を軽減しつつ、その再生を図るため、東日本大震災事業者再生支援

機構及び産業復興相談センター・産業復興機構が設立されており、金融庁として

は、金融機関が、これらの機構等の積極的な活用を含め、被災者の事業や生活の

再建に向けた支援に継続的に貢献していくよう強く促してきた。 

さらに、28年10月21日に公表した「平成28事務年度金融行政方針」におい

ても、金融機関に対して、東日本大震災事業者再生支援機構等の活用を含めた、

被災事業者等にとって最適な解決策の提案・実行支援を行うよう促した。 

加えて、28 年 12 月、東日本大震災事業者再生支援機構における被災事業者に

対する支援決定期間の１年延長を受けて、金融機関に対し、同機構の積極的な活

用を検討することや、被災事業者の事業再生計画の遂行について、主体的かつ継

続的に支援を行うことを要請した。 

（参考） 

 岩手産業復興機構 宮城産業復興機構 福島産業復興機構 茨城県産業復興機構 千葉産業復興機構 

設 立 23年11月11日 23年12月27日 23年12月28日 23年11月30日 24年３月28日 

買取決定 110先 142先 47先 20先 16先 

東日本大震災事業者再生支援機構 

設 立 24年２月22日 

支援決定 728先 

Ⅱ 金融機能強化法（震災特例）の運用状況 

金融機能強化法の震災特例に基づき、国の資本参加を行った金融機関から経営強

化計画の履行状況報告がなされ、28 年３月期（11 金融機関）については同年９月

16日に、同年９月期（11金融機関）については29年３月17日に、報告内容を公表

した。 

また、金融機能強化法の震災特例に基づき国の資本参加を行った筑波銀行、東北

銀行、宮古信用金庫、気仙沼信用金庫、石巻信用金庫、あぶくま信用金庫、相双五

城信用組合、いわき信用組合及び那須信用組合の新しい経営強化計画等については、

28年９月16日に公表した。 

（29年６月30日時点） 
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 Ⅲ その他 

28年７月以降においても、震災発生当日の金融上の措置の要請（資料６－７－９

参照）を含め、今般の震災を受けて実施した施策について、金融庁ウェブサイトへ

の掲載等により周知を図った。 
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第８節 平成28年熊本地震への対応 

平成28年熊本地震への対応として、金融庁は、平成28年４月15日に、熊本県内

の関係金融機関等に対し、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講じるよう要請

した。これを受け、銀行・信用金庫・信用組合においては、通帳等紛失時の預金払戻し

に係る本人確認の便宜扱い、定期預金等の期限前払戻し等を行ったほか、保険会社に

おいては、保険料の払込み猶予、保険金支払いの迅速化等の措置が採られた。 

また、上記以外にも、以下のような対応を行い、被災者や被災企業の支援を行って

いる。 

・ 自然災害の影響により既往債務の弁済が困難となった被災者（個人債務者）

の債務整理を円滑に進めるため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガ

イドライン」（以下この節において「ガイドライン」という。）（注）の運用支援

として、被災者がガイドラインに基づき債務整理を行う場合の、弁護士等の登

録支援専門家による手続支援に要する経費等の補助を実施するとともに、ガイ

ドラインの周知広報を実施 

・ 28年７月に、ＲＥＶＩＣと地域金融機関等が連携して設立した、被災事業者

の復旧・復興支援等を目的とした「熊本地震事業再生支援ファンド」及び「九

州広域復興支援ファンド」の活用の促進を通じて、震災からの復旧・復興支援

を実施 

金融庁としては、引き続き、金融機関が被災地における取引先企業のニーズを的

確に把握し、きめ細かな対応を行うよう促していくとともに、被災者や被災企業の

支援に向けて取り組んでいく。 

   （注）自然災害の影響により、住宅ローン等の既往債務の弁済が困難となっ

た被災者が、信用情報への登録などを回避しつつ、債務免除等を受ける

ことを可能とすることを定めた民間の自主的なルール（28 年 4 月より適

用開始）。（資料６－８－１～３） 

   （参考）１．ガイドラインの運用状況（29年６月30日時点） 

        ・登録支援専門家に手続支援を委嘱した件数：686件 

          うち、手続き中の件数：495件 

           うち、特定調停の申立てに至っている件数：28件 

        ・債務整理成立件数：83件 

        ２．ＲＥＶＩＣの熊本地震対応ファンドの取組状況（29年６月30日時点） 

        ・熊本地震事業再生支援ファンドの実行件数：４件 

        ・九州広域復興支援ファンドの実行件数：２件 
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第９節 消費者行政に関する取組み 

 Ⅰ 経緯等 

消費者基本法において、「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者

政策の推進に関する基本的な計画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない」こととされていることを踏まえ、平成27年３月24日、27年度から31

年度までの５年間を対象とする新たな消費者基本計画が閣議決定された。 

消費者基本計画には、５年間で取り組むべき施策として、①消費者の安全の確保、

②表示の充実と信頼の確保、③適正な取引の実現、④消費者が主役となって選択・

行動できる社会の形成、⑤消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備、⑥国や地

方の消費者行政の体制整備が挙げられている。 

Ⅱ 工程表の作成等 

消費者基本計画においては、「本計画に基づいて関係府省庁等が講ずべき具体的施

策について、本計画の対象期間中の取組予定を示した工程表」を策定することとさ

れており、消費者基本計画と併せて消費者基本計画工程表（以下「工程表」という。）

が策定された。 

工程表においては、各府省庁等の間で連携が必要な施策についてのそれらの関係

を明確にするとともに、効果把握のための指標として、本計画に示したＫＰＩ（重

要業績評価指標）を可能な限り施策ごとに更に具体化することとされている。 

また、本計画を実効性のあるものとするために、本計画に基づく施策の実施状況

について、十分な検証・評価・監視を行うこととされている。具体的には、各施策

の28年度の実施状況について、消費者庁が金融庁を含む関係府省庁の協力を得て取

りまとめ、29 年６月９日、「平成 28 年度消費者政策の実施の状況（消費者白書）」

として公表された。また、消費者政策会議（閣僚級会議）において、消費者委員会

の意見を聴取した上で、29 年６月21日、工程表が改定された。 

Ⅲ 消費者基本計画における金融庁関連の施策 

   消費者基本計画及び工程表には、金融庁所管に係る施策として、以下の施策等が

盛り込まれている。（資料６－９－１参照） 

（注）以下の番号は、消費者基本計画の番号に対応。 

３ 適正な取引の実現 

 商品・サービスに応じた取引の適正化 

③ 詐欺的な事案に対する対応 

④ 投資型クラウドファンディングを取り扱う金融商品取引業者等に係る制度

の整備 

⑤ 金融商品取引法に基づく適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)に

－93－



関する制度の見直し 

⑥ 不動産特定共同事業法の改正に伴う制度整備・運用 

⑦ サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備 

⑧ 仮想通貨と法定通貨の交換業者に対する規制の整備 

 詐欺等の犯罪の未然防止、取締り 

① 特殊詐欺の取締り、被害防止の推進  

④ 偽造キャッシュカード等による被害の防止等への対応 

４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 消費者教育の推進 

① 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進 

⑥ 学校における消費者教育の推進 

⑦ 地域における消費者教育の推進 

⑪ 金融経済教育の推進 

５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備 

 被害救済、苦情処理及び紛争解決の促進 

⑤ 金融ＡＤＲ（裁判外紛争解決）制度の円滑な運営 

⑧ 「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者の救済支援等 

⑨ 多重債務問題改善プログラムの実施 

６ 国や地方の消費者行政の体制整備 

 国の組織体制の充実・強化 

⑧ 消費者からの情報・相談の受付体制の充実 
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第10節 障害者施策への対応 

 Ⅰ 概要 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」と

いう。）は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政

機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するた

めの措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

につなげることを目的としている。 

障害者差別解消法に基づき、平成27年２月24日、障害を理由とする差別の解消

に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示した

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）

が閣議決定された。 

障害者差別解消法の施行（28年４月１日）に当たり、各府省庁においては、基本

方針に即して、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供等

について、各府省庁の職員が適切に対応するために必要な要領（以下「対応要領」

という。）及び各府省庁所管の事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるこ

ととされており、金融庁においても対応要領及び対応指針を制定した。（28 年４月

１日施行）（資料６－10－１～２参照） 

Ⅱ 対応要領の周知及びアンケート調査等の実施 

職員向けの対応要領として制定された金融庁訓令「金融庁における障害を理由と

する差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修にお

いて周知を行った。 

また、銀行等に対するアンケート調査のほか、障害者差別解消法施行（28年４月）

後の現状について、各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの

把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体

との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。保険の契約や請

求手続きについても、障害者から利便性向上の要望が寄せられていること等を踏ま

え、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者に配慮した取組み状況に関す

るアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等

を通じ、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。 
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第11節 金融経済教育の取組み 

   Ⅰ 概要   

金融経済教育については、以下の報告書や提言等において、その重要性が述べられ

ており、金融庁としても様々な機会を活用しながら金融経済教育を推進している。（資

料６－11－１参照） 

・多重債務問題改善プログラム（平成19年４月20日、多重債務者対策本部決定） 

・金融・資本市場競争力強化プラン（19年12月21日、金融庁） 

・金融経済教育研究会報告書（25年４月30日、金融庁） 

・金融・資本市場活性化に向けての提言（25年12月13日、金融庁・財務省） 

・金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言） 

（26年６月12日、金融庁・財務省） 

・消費者基本計画（27年３月24日、閣議決定） 

・日本再興戦略2016（28年６月２日、閣議決定） 

・未来投資戦略2017（29年６月９日、閣議決定） 

   Ⅱ 金融経済教育の推進を含む具体的な取組み状況 

    １．金融経済教育推進会議 

金融経済教育を推進するため、25年６月、金融広報中央委員会に「金融経済教育

推進会議」が設置され（有識者、関係団体のほか、金融庁、消費者庁、文部科学省

が参画）、その後、26事務年度には、第４回推進会議（26年12月２日開催）で「金

融リテラシー・マップ」（注）（高校生以下の部分）の改訂案等について、第５回推

進会議（27 年６月１日開催）で「金融リテラシー・マップ」（大学生以上の部分）

の改訂案等について議論された。27事務年度には、第６回推進会議（27年12月７

日開催）で、社会人向け金融経済教育の基本的考え方や関係団体内部研修への相互

参加・相互講師派遣について議論されたほか、当庁から「土曜学習」について紹介

することなどにより、その取組みの充実に向けた議論が行われた。 

28事務年度に開催された第７回推進会議（28年７月11日開催）では、「金融リテ

ラシー調査」の結果概要等に関する報告等が行われた。第８回推進会議（28 年 12

月６日開催）では、新たな連携強化に向けた取組み等について議論された。第９回

推進会議（29年６月１日開催）では金融経済教育の効果測定のための取組み等につ

いて議論された。 

（注）金融経済教育研究会報告書において示された「最低限身に付けるべき金融リ

テラシー（４分野・15項目）」の内容を項目別・年齢層別に具体化・体系化し

たもの（金融経済教育推進会議において26年６月に策定、27年６月に改訂）。 
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    ２．大学における金融経済教育 

大学生に対し、金融庁をはじめとした関係団体が連携して、26年４月から「金融

リテラシー・マップ」に基づいた授業をオムニバス形式で実施（資料６－11－２参

照）。また、その取組みを拡大するため、大学に対する働きかけも行った。 

27年度：５大学で実施 

（東京家政学院大学、青山学院大学、金沢星稜大学、県立広島大学、神

戸国際大学） 

28年度：８大学で実施 

（東京家政学院大学、青山学院大学、慶應義塾大学、県立広島大学、武 

 蔵野大学、金沢星稜大学、神戸国際大学、東北学院大学） 

29年度：10大学で実施 

（前期：東京家政学院大学、青山学院大学、慶應義塾大学、県立広島大

学、東京理科大学） 

（後期：武蔵野大学、金沢星稜大学、東北学院大学、椙山女学園大学、 

    大学コンソーシアム大阪） 

    ３．ガイドブックの改定・配布 

「金融リテラシー・マップ」の内容を反映したガイドブック「基礎から学べる金

融ガイド」、未公開株取引等に関するトラブル防止について解説した「『未公開株』

等被害にあわないためのガイドブック」を全国の高校・大学・地方公共団体等へ配

布した。（資料６－11－３参照） 

    ４．事前相談業務等の実施 

金融経済教育研究会報告書において、「最低限身に付けるべき金融リテラシー（４

分野・15 項目）」として「外部の知見の適切な活用」が提示された。金融商品を利

用選択するにあたり、予防的・中立的なアドバイスの提供体制を構築するため、26

年５月から、金融庁金融サービス利用者相談室において「事前相談（予防的なガイ

ド）」を開設し、28事務年度は823件の相談を受け付けた。 

    ５．電子マネーに関する消費者被害の未然防止に向けた対応 

   プリペイドカードに関する消費者被害が26年以降増加していることから、金融庁

としても被害防止に向けて様々な手段を用いて取り組んでいる。例えば、電子マネ

ーに関する消費者被害の項目が記載されたガイドブック「基礎から学べる金融ガイ

ド」を金融庁等のウェブサイトに掲載するとともに全国の高校・大学・地方公共団

体等に配布するなど、様々な手段で注意喚起を行っている。（資料６－11－４参照） 

    ６．シンポジウムの開催 

地域住民を対象に、金融トラブルに巻き込まれないよう注意を促すことを目的と

した「金融トラブルから身を守るためのシンポジウム」を、札幌市、金沢市、高松

市、福岡市、熊本市、那覇市の計６箇所で開催した。 
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    ７．金融知識普及功績者表彰等 

金融経済教育に関する活動をより一層推進するため、日本銀行とともに国民の金

融に係る知識の普及・向上に功績のあった者及び団体に対してその功績を顕彰して

いる（28年度 16件）。（資料６－11－５参照） 

また、金融広報中央委員会が行う「おかねの作文」コンクール等に対し、作品の

審査や金融担当大臣賞の授与等について協力を行っている。 

    ８．後援名義の付与 

金融知識の普及・啓発を目的として金融関係団体等が実施する各種講演会・セミ

ナー等の活動に対し、「金融庁後援」名義を付与し、金融知識の普及活動を後押しし

た（28事務年度 後援20件、共催２件）。（資料６－11－６参照） 

第12節 家計の安定的な資産形成に関する取組み 

１．家計の安定的な資産形成に関する有識者会議 

    長期・積立・分散投資の促進や、実践的な投資教育・情報提供などについて議論・

検討を行うことを目的に、金融庁に「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」

を設置した（平成29年２月）。（資料６－12－１参照） 

    第1回有識者会議では、平成29年２月３日に開催し、「長期・積立・分散投資に資

する投資信託のあり方」や「商品比較情報等の提供のあり方」についてワーキング・

グループを設置して検討することが了承された。 

    第2回有識者会議では、平成29年３月30日に開催し、「長期・積立・分散投資に資

する投資信託に関するワーキング・グループ」の報告書について報告されたほか、我

が国の投資信託の現状について議論が行われた。 

   ２．長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ 

    「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」の下に設置され、つみたて NISA

の対象としてどのような投資信託が適しているか議論が行われた（平成29年２月から

３月まで計３回開催）。 

－98－



第13節 金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に関する取組み 

「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」（平成27年７

月２日公表）に基づき、官民が一体となって金融機関のサイバーセキュリティ向上

のための取組みを推進しているところ。 

28事務年度は、主に以下について重点的に取り組んだ。 

１．サイバーセキュリティ対策に係る建設的な対話と一斉把握 

27事務年度以降、地域銀行を中心に、証券会社、生損保等の幅広い業態につい

て、サイバーセキュリティ対策に係る建設的な対話と実態把握を進めており、28

事務年度までに、地銀、第二地銀については、全行の実態把握を実施した。 

 28事務年度の実態把握においては、地域銀行や証券会社の態勢整備が進んでい

る様子が見られたものの、以下のような課題も残っていることが判明した。 

① これまでの実態把握結果のフィードバック等により、経営陣が陣頭指揮を執

って取組みを推進している先が多く見られた一方、経営陣の関与が希薄で取組

みが停滞している先も見られ、金融機関のサイバーセキュリティ対策の二極化

が進んでいる。 

② サイバーセキュリティに着眼したリスク評価の必要性は認識されているもの

の、未定着であり、未だ脅威（攻撃手口）と脆弱性から自行の残存リスクを評

価できておらず、管理態勢の整備や技術的な対策が限定的になっている先が見

られる。 

③ コンティンジェンシープランの策定や演習への参加など、侵入されることを

前提とした対策の強化が停滞している。 

④ 金融ＩＳＡＣのほかにも共同システム利用行や親密銀行間の検討会、グルー

プ主導といった多様な共助態勢の構築が進行しており、取組みが進んでいる先

では、こうした共助態勢を有効活用している。一方で、取組みが進んでいる先

との繋がりがなく孤立している先は対策に苦慮している。 

実態把握の結果については、個別あるいは業界団体を通じて各金融機関に還元

し、サイバーセキュリティ対策の改善を促した。また、27事務年度の実態把握の

結果、経営陣の意識改革と早急な態勢整備が必要であると認められた金融機関に

ついて、改めて取組みの進捗状況を確認したところ、経営陣が陣頭指揮を執る態

勢が整備され、サイバーセキュリティ管理態勢強化にかかる取組みが急速に進展

していた。 

２．金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習の実施 

金融業界全体のサイバーセキュリティの底上げを図ることを目的に、28 年 10

月、当庁主催の「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」（通称：Delta Wall）

をはじめて実施し、77の金融機関、延べ約900名が参加した。うち約7割の金融

機関で経営層が参加している。（資料６－13－１参照） 
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演習への参加を通じて、効果的にサイバーセキュリティ対策の向上が図られる

よう、以下の点を重視した。 

① 民間コンサル等の演習を利用しにくい中小地域金融機関が多数参加すること

を踏まえ、演習実施までに自主的なインシデント対応能力の向上に取り組める

よう、事前にシナリオのうち骨子部分のみを開示（オープンシナリオ方式） 

     ② 多くの関係部署（経営層、システム部門、広報、企画部門等）が参加できる

よう、自職場参加方式で実施（⇔会場集合方式） 

     ③ 民間の専門家の知見や攻撃の実例分析等を参考にしつつ、演習シナリオを作

成 

     ④ 参加金融機関が「つつがなく演習をクリア」したことで良しとしないよう、

「とり得た他の選択肢」等を提示するなど事後評価に力点 

     ⑤ 本演習の結果は、参加金融機関以外にも業界全体にフィードバック 

サイバーセキュリティ演習は継続的に実施する予定であり、今回の演習に参加

した金融機関からの意見等を踏まえ、より実効的な演習とすることにより、官民

が一体となってインシデント対応の向上に努めていく。 

３．情報共有の取組み 

      金融ＩＳＡＣ をはじめとした情報共有機関等を活用して、情報収集・提供及び

これを踏まえた取組みの高度化（脆弱性情報の迅速な把握・防御技術の導入等）

を進めていくことの意義について、金融機関に対して周知してきたところであり、

金融ＩＳＡＣへの加盟状況は、着実に進捗しており、金融機関同士の情報共有の

有効性が金融機関に浸透してきている（29年５月30日時点で正会員316社）。（資

料６－13－２参照） 

    （注）28年８月にサイバーセキュリティ戦略本部が決定した「サイバーセキュリテ

ィ2016」においても、「金融庁が金融機関に対し、『金融ＩＳＡＣ』を含む情報

共有機関等を通じた情報共有網の拡充を進める。」こととされている。 

４．国際的なサイバーセキュリティに関する取組み 

金融分野へのサイバー攻撃は、我が国のみならず世界各国にとっても重大な脅

威となっており、各国が連携・協調して対応していくことが求められている。 

こうした中、Ｇ７においては、27年、「Ｇ７サイバーエキスパートグループ」

が設置され、28年10月、「金融セクターのサイバーセキュリティに関するＧ７の

基礎的要素」が公表された。 

現在、同エキスパートグループでは、サイバーセキュリティの効果的な評価手

法、サードパーティリスクや他の重要なセクターとの協調に関して議論を進めて

いるほか、Ｇ20においても国際的な協力を強化するための作業を進めており、こ

れまでの国内の取組みから得られた知見を共有するなど、各国当局とともにこう

した取組みに貢献していく。 

－100－



第７章 銀行等保有株式取得機構による保有株式の買取り 

銀行等保有株式取得機構（以下「機構」という。）は、「銀行等の株式等の保有の制限等

に関する法律（平成13年法律第131号）」による銀行の株式保有制限（銀行の株式保有を

Tier１以下に制限）の導入に伴い、銀行の保有する株式の買取り等の業務を行うことによ

り、銀行の株式の処分等の円滑を図ることを目的として、平成 14 年に設立された認可法

人である。 

機構の設立後、18 年９月末までに買い取られた株式については、その後処分が進めら

れていたが、株式市場の極めて不安定な状況を踏まえ、20 年 10 月 15 日以降、市場の状

況が改善するまで市中売却は凍結していた。その後、機構は、29年６月30日、市場の状

況等を踏まえつつ、当面の間、株式等の新たな買取りの範囲内において保有株式等の処分

を行うこともありえる旨の方針を公表している。 

また、20年９月以降の株式市場の極めて不安定な状況を踏まえ、「銀行等の株式等の保

有の制限等に関する法律」の改正により、以下のような措置が取られた。 

① 株式買取再開等（21年３月９日公布、同年３月10日施行） 

18 年９月末までとされていた機構による株式買取期限を 24 年３月末まで延長し、

株式の買取りを再開した。また、従来、事業法人が保有する銀行株の機構への売却は、

銀行による当該事業法人の株式売却後にのみ可能であったが、事業法人による銀行株

売却を先行して行えるよう手当てを行った。 

これらの措置を踏まえ、機構の借入れの際に付される政府保証枠を「２兆円」から

「20兆円」に拡大した（20年度第２次補正予算で手当て、21年度以降も継続）。 

② 買取対象の拡大（21年７月３日公布、同年７月６日施行） 

上記株式買取再開にかかる法改正の審議の際、参議院財政金融委員会において「資

産の買取り等を含めた多様な措置について、検討を行うこと」との附帯決議がなされ

たこと、及びその後の経済情勢等を踏まえ、一定の信用力等があることを条件に、金

融機関が保有する優先株・優先出資証券、ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴ及び事業法人が保有

する金融機関の優先株・優先出資証券を、機構の買取対象に追加した。 

③ 買取期限の延長（24年３月31日公布、同日施行） 

東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱等

が続いている状況に鑑み、経済・株式市場が互いに悪影響を及ぼし、悪化することを

防ぐため、機構が株式処分の受け皿として、また、ひいては金融資本市場のセーフテ

ィネットとしての役割を果たすことは引き続き重要であること、バーゼルⅢの実施に

伴い所要自己資本等が段階的に引き上げられること等から、銀行等の保有株式等の処

分のニーズは依然として高いといった事情を踏まえ、機構による株式等の買取期限を、

29年３月末まで５年間延長した。 

④ 買取期限の延長（28年12月２日公布、同日施行） 

少子高齢化や潜在成長力の低迷といった構造要因も背景に、個人消費や民間投資は

力強さを欠いた状況にあるほか、世界経済の需要の低迷、成長の減速リスクが存在す

るなどの金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応し、金融機関が株価変動リスクを縮

減し、金融仲介機能を安定的に発揮することができるよう、機構による株式等の買取
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期限を、34年３月末まで５年間延長した。 

これらの措置を受け、28事務年度（28年７月～29年６月末）において、機構は、1,179

億円（買取再開後の累計13,175億円）の株式等の買取りを行っている。 
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第３部 金融検査・監督等 

 第８章 業態横断的な検査・監督をめぐる動き 

第１節 検査・監督のあり方の見直し 

Ⅰ 金融モニタリング有識者会議の設置 

金融庁は、不良債権処理や利用者保護上の問題の解消といった金融危機の

時代の優先課題に対応するため、法令遵守状況の事後的なチェックや資産査定

を中心とした検査・監督手法を確立した。しかし、金融行政にとっての環境や優先

課題が変わる中で、従前の手法では金融行政の目標は十分に達成できなくなっ

てきた。 

金融庁はこれまでも、個別資産査定については金融機関の判断を尊重して事

業を見た融資への転換を促進すること等に取り組み、その考え方を金融行政方

針等で逐次示してきたが、一方で、見直しの全体像を十分に整理された形では提

示できていない状態にある。 

このため、新しい金融モニタリングの基本的な考え方や手法等について、有識

者を交えて議論・整理するため、2016 年８月、「金融モニタリング有識者会議」を

設置した。 

Ⅱ 有識者会議報告書について 

本会議では、平成28事務年度（全６回）にわたって、新しい検査・監督の目指す

べき方向や、そのために対応すべき課題について議論が行われ、その結果は、

2017年３月に「検査・監督改革の方向と課題  金融モニタリング有識者会議報告

書 」として整理・公表された。本報告書は、以下の３点を今後の目指すべき方向

とした上で、検査・監督手法の見直し、組織・人材・情報インフラの整備、検査マニ

ュアル・監督指針等の抜本的見直し等の課題に対応すべきであるとしている。 

１．金融行政の目標との整合性確保 

金融行政の究極的な目標を、「企業・経済の持続的成長と安定的な資産形

成等による国民の厚生の増大に寄与すること」と位置づけ、①金融システムの

安定と金融仲介機能の発揮の両立、②利用者保護と利用者利便の両立、③市

場の公正性・透明性と市場の活力の両立を実現することを通じて、その実現を

目指す。 

２．検査・監督の重点領域のシフト 

金融機関の最低限の健全性確保や法令遵守等の最低基準の充足が概ね

実現するとともに、人口減少や高齢化等の進行、国内市場の縮小、世界的な

低金利環境の継続等、金融機関を取り巻く環境は変化している。金融行政の

目標を達成するには、「金融仲介機能の発揮」や「利用者利便」という目標につ
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いても重点を置く必要がある。このため、「金融機関が多様で主体的な創意工

夫を通じてより高い水準を目指す努力を行うよう促すための対話（ベスト・プラク

ティスの追求に向けた対話）」や、「金融機関が将来的に最低基準に抵触する

蓋然性の度合いに応じて、ビジネスモデルの持続可能性や経済・市場の状況

に大きな変化があった場合の健全性への影響等についての対話（動的な監

督）」が重要となっている。 

３．「形式・過去・部分」から「実質・未来・全体」へ 

従来の検査・監督手法を機械的に継続する場合には、「形式への集中」、「過

去への集中」、「部分への集中」といった副作用が発生するおそれがある。「形

式・過去・部分」なしには「実質・未来・全体」は把握できないが、金融行政の目

標を達成するためには、「形式から実質へ」、「過去から未来へ」、「部分から全

体へ」と、検査・監督の視野を広げていくべきである。 

Ⅲ 今後の取組み 

金融庁としては、当該報告書を踏まえ、新しい検査・監督の考え方や進め方等

について整理していくとともに、検査・監督手法、検査マニュアル・監督指針、組織

のあり方等について、幅広い関係者との議論・対話を進め、今後具体的な施策を

検討していく。
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第２節 金融行政方針に基づく金融モニタリング 

Ⅰ 経緯等 

金融庁では、検査・監督両局が緊密に連携し、オンサイト・モニタリング（立入

検査）とオフサイト・モニタリング（ヒアリングや資料の徴求等）を効果的・効率

的に組み合わせることにより、金融機関や金融システムに対するより深度ある実態

把握に努めてきている。平成28事務年度は、27事務年度に引き続き、検査局・監

督局に加えて企画部門や国際部門等を含めた金融庁全体の方針として、「平成28事

務年度 金融行政方針」を公表し、これに基づきモニタリングを実施した。 

  Ⅱ 金融行政方針に基づく28事務年度のモニタリング 

第１部第２章第１節で記載した通り、金融行政方針では、 

①  金融システムの安定と金融仲介機能の発揮の両立 

②  利用者保護と利用者利便の両立 

③  市場の公正性・透明性と市場の活力の確保の両立 

を図ることにより、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚     

生の増大がもたらされることを目指して金融行政を行うこととしている。 

これを踏まえ、金融仲介機能の質の向上や金融システムの健全性維持といった観

点から、金融モニタリングにおいては、具体的に以下の重点施策を実施した。 

１．預金取扱金融機関 

（１）金融仲介機能の質の向上 

○ 「金融仲介機能のベンチマーク」（平成28年９月15日公表）等の客観

的指標を活用しつつ、経営陣との深度ある対話を実施。こうした対話を通

じて、事業性評価に基づく融資といった金融仲介機能の質の向上に向けた

金融機関の取組みについて、ガバナンスや業績目標・評価、融資審査態勢

等を含めその実態を把握。 

○ 金融機関の取組みが顧客企業からどのような評価を受けているかにつ

いて、企業アンケート調査により実態把握。 

○ 良質な金融サービスの提供に向けた金融機関間の競争を実現する観点

から、優良な取組みを組織的・継続的に行っている金融機関に対する表彰

制度の検討を開始。 

（２）金融システムの健全性維持 

○ マクロプルーデンスの観点から、市場分析とオン・オフ一体によるモニ

タリングを通じて、金融セクターに内在するリスクをフォワードルッキン

グに分析し、金融庁全体としてモニターすべきリスクの所在を特定。 

○ 国内で活動する金融機関については、人口の減少や低金利環境の継続等
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により経営環境が厳しさを増す中、特にビジネスモデルの持続可能性に大

きな課題が認められる場合に、社外取締役を含む経営陣と深度ある対話を

行い、課題解決に向けた対応を促す。 

○ グローバルに活動する金融機関については、経済・市場環境の変化に対

応した、より機動的な海外与信の管理や、より安定的な外貨調達の実現に

向けての対話を実施。 

    ２． 保険会社 

○ 少子高齢化の進展、貯蓄・投資手段の多様化、低金利環境の継続等、保

険業を取り巻く経営環境が大きく変化しつつある中、こうした環境変化が

生命保険会社の経営にどのような影響を与えるか、ビジネスモデルが顧客

のニーズに応えつつ持続可能なものになっているか実態を把握。 

○ 保険会社がその収益構造やリスク特性等を変化させる中で、高度なリス

ク管理に支えられたリターンの向上等を通じてビジネスの持続可能性をど

のように確保しているか、統合的リスク管理の状況について実態を把握。

○ 昨事務年度に実施した M&A 事例を題材とした大手生損保各社のガバナ

ンスの発揮状況の検証のフォローアップを実施。 

○ 顧客本位の業務運営の浸透・実践の観点から、代理店チャネルによる保

険販売等の実態を把握。 

○ 平成28年５月に施行された改正保険業法を踏まえ、保険募集人における

顧客本位の取組みが行われているか確認。 

    ３． 金融商品取引業者等 

○ 大手証券会社グループについて、ビジネスモデルの持続可能性を確保す

るため、自社の強みと弱みを的確に分析した上で、市場・景気変動や経営

環境の変化を捉えた重要なビジネス戦略の機動的な見直しや、それらに対

応したリスク管理ができているかについて、深度ある対話を実施。 

○ 大手証券会社以外の証券会社について、経営環境の不確実性が高まる中、

収益構造等の分析を深め、将来の経営状況や投資者保護のための態勢整備

の取組みについて対話を実施。 
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第３節 業態横断的な金融モニタリング 

Ⅰ マクロプルーデンス 

金融機関の経営の健全性は、内外の経済や金融・資本市場の動向により影響を受

ける。他方、個々の金融機関の行動も、総体として、経済や金融・資本市場全体に

大きな影響を及ぼしうる。このため、それぞれの動向を常時把握し、両者間の相互

作用を分析することが重要である。 

金融システム健全性維持の観点から、マクロ経済・市場動向や金融機関を含む市

場参加者の動向等について精緻かつリアルタイムに把握し、金融システムの潜在的

リスクをフォワードルッキングに分析した。加えて、当該分析結果を基にしたオン

サイト・オフサイトのモニタリングを通じて金融機関と対話を行い、金融機関自身

によるリスク管理態勢の高度化等を促し、金融システムの健全性強化に向けた取組

みを行った。 

Ⅱ 金融行政上の重要テーマに関する横断的な金融モニタリング 

金融行政方針に基づく金融行政上の重要テーマについて、業態横断的な目線で各

金融機関の取組み状況等の実態把握を行った。 

市場業務に関しては、家計の安定的な資産形成を促進するためには、金融機関等におい

ても顧客本位の業務運営が行われることが重要である。すなわち、金融機関等が、当局に

目を向けるのではなく、顧客と向き合い、各社横並びではない主体的で多様な創意工夫を

通じて、顧客に各種の情報を判りやすく提供するなど、顧客の利益に適う金融商品・サー

ビスを提供するためのベスト・プラクティスを不断に追及することが求められる。これを

踏まえ、金融庁では、運用商品の販売状況について、銀行の営業店におけるヒアリングも

含め実態の検証を行った。 

また、フィデューシャリー・デューティーの実践に関し、英米にて実地調査を行い、日

本における業務運営との比較分析を行った。 

法令等遵守に関しては、平成28年10月に施行された改正「犯罪による収益の移

転防止に関する法律」の施行状況について、各業態に対する水平的レビューを実施

した。 

とりわけ重視したのは、同法で導入されたリスクベース・アプローチの運用状況

である。リスクベース・アプローチとは、マネー･ローンダリング及びテロ資金供与

対策（以下、「AML/CFT」という。）に割くことが出来る資源に限りがある中、リスク

の程度に応じて、投入する資源、講じるべき措置の内容を変化させ、最適化するこ

とにより、より効率的で実効的な対策を講じようとする手法である。そこで、各金

融機関が自金融機関のリスクを適切に評価し、それに基づく各対策や、業務への活

用がなされているかなどにつきモニタリングを行った。 

（注）上記のモニタリングの結果に関しては、平成29年10月25日に公表され

た「平成28事務年度金融レポート」を参照。 
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第４節 早期是正措置・社外流出制限措置について 

Ⅰ 早期是正措置の概要及び運用 

１．早期是正措置の趣旨（資料８－４－１参照） 

平成10年４月に導入された早期是正措置は、金融機関の経営の健全性を確保

するため、自己資本比率という客観的な基準を用い、当該比率が一定の水準を

下回った場合、予め定めた是正措置命令を発動するものである。 

これにより、 

① 金融機関の経営状況を客観的な指標で捉え、適時に是正措置を講じるこ

とにより、金融機関経営の健全性確保と経営破綻の未然防止を図ること、 

② 是正措置の発動ルールを明確化することにより、行政の透明性確保にも

資すること、 

③ 結果として、金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制につなが

ること、 

などが期待される。 

２．発動基準 

早期是正措置は、いわゆる業務改善命令、業務停止命令（銀行法第26条第

１項等）の１形態として、自己資本の充実の状況によって必要があると認める

ときに発動するものとして定められている（同条第２項等）。 

早期是正措置の発動基準となる「自己資本の充実の状況」については、国際

的にも認められた「自己資本比率」という基準を用いることとしている。 

この自己資本比率は、国際的に統一的なルールとして認められた方式により

算出されるものであり、株主資本（資本金、法定準備金、剰余金等）等の自己

資本を分子として、また、リスクアセット（金融機関の保有資産やリスクの種

類に応じて算出されたリスク資産額の合計額）を分母として算出される。 

自己資本は、各金融機関の抱えるリスクを吸収するために経営の安定上必要

不可欠な財務基盤であり、その充実は、各金融機関が金融市場において預金者

や投資家からの十分な信認を確保する上で極めて重要である。   

（注）自己資本比率＝
リスクアセット額

）自己資本額（資本金等

３．措置区分 

早期是正措置の措置区分は、自己資本比率の状況に応じて定められている。 
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当初は第１から第３までの３段階であったが、10年10月に成立した早期健

全化法において、金融再生委員会が同法に基づき施策を講じるにあたって、早

期是正措置との効果的な連携を確保するべきものとされたことを受けて見直

しを行い、現在は４段階となっている。 

また、同年12月の金融システム改革法の施行に伴い、早期是正措置の発動

基準について、国際統一基準、国内基準に関わらず、連結ベース及び銀行単体

ベースそれぞれの自己資本比率に基づくこととなった。 

さらに、14年12月の事務ガイドラインの改正で、早期是正措置に係る命令

を受けた金融機関の自己資本比率改善までの期間を３年から１年へ短縮する

などの厳格化を行った。 

24年８月の省令等の改正で、国際統一基準行に対して25年３月31日から

段階的に導入される新しい自己資本比率規制（バーゼル３）を踏まえ、早期是

正措置の発動基準として、これまでの「総自己資本比率」に加え、「普通株式

等Tier１比率」及び「Tier１比率」を追加した（同年３月31日施行）。 

   自己資本比率 

措 置 の 内 容 国際統一基準行 国内基準

行 

第１区分 【普通株式等Tier1比率】

：4.5％未満2.25％以上 

【Tier1比率】 

：６％未満３％以上 

【総自己資本比率】 

：８％未満４％以上 

４％未満

２％以上 

経営改善計画（原則として資本増

強に係る措置を含む）の提出及び

その実行 

第２区分 【普通株式等Tier1比率】

：2.25％未満1.13％以上 

【Tier1比率】 

：３％未満1.5％以上 

【総自己資本比率】 

：４％未満２％以上 

２％未満

１％以上 

資本増強に係る合理的と認められ

る計画の提出・実行、配当・役員

賞与の禁止又はその額の抑制、総

資産の圧縮又は抑制等 

第２区分

の２ 

【普通株式等Tier1比率】

：1.13％未満０％以上 

【Tier1比率】 

：1.5％未満０％以上 

【総自己資本比率】 

：２％未満０％以上 

１％未満

０％以上 

自己資本の充実、大幅な業務の縮

小、合併又は銀行業の廃止等の措

置のいずれかを選択した上当該選

択に係る措置を実施 
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第３区分 【普通株式等Tier1比率】

：０％未満 

【Tier1比率】 

：０％未満 

【総自己資本比率】 

：０％未満 

０％未満 業務の全部又は一部の停止 

（注）普通株式等Tier1比率及びTier1比率については25年３月31日より段階的

に適用し、27年３月31日より完全実施。 

４．発動実績 

28事務年度における早期是正措置に基づく是正命令の発動実績はなし。 

※ 早期是正措置導入後の発動実績の累計 

銀行等 14件

信用金庫 23件

労働金庫 ０件

信用組合 69件

系統金融機関 ３件

保険会社 １件

（注）労働金庫については厚生労働大臣と金融庁長官の連名で、系統金融機関

については農林水産大臣と金融庁長官の連名で、命令が発出される。 

Ⅱ 社外流出制限措置の概要及び運用 

１．社外流出制限措置の趣旨（資料８－４－２参照） 

社外流出制限措置は、リーマン・ショック後の世界的な金融危機の教訓を踏

まえ、国際的に活動する銀行等について、最低所要自己資本に加え、ストレス

期における緩衝剤としての役割を期待して「資本バッファーの積み立てを求め

る規制」を導入することが国際的に合意されたことを受けて、「資本バッファー

比率」が一定の水準を下回った場合、利益に対する一定割合まで配当・賞与の

支払い等の社外流出行為を制限するものである。 
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２．発動基準 

社外流出制限措置は、早期是正措置同様、自己資本の充実の状況によって必

要があると認めるときに発動するものとして定められている（銀行法第26条

第２項等）。 

社外流出制限措置の発動基準となる「自己資本の充実の状況」については、

国際的に統一的なルールとして認められた「資本バッファー比率」という基準

を用いることとしている。 

この資本バッファー比率は、資本バッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資

本の額（普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の総額から最低所要自己資本比率を充足す

るのに必要な普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額を除いた額）を分子として、リス

クアセット（金融機関の保有資産やリスクの種類に応じて算出されたリスク資

産額の合計額）を分母として算出される。 

（注）資本バッファー比率＝

リスクアセット額

資本の額普通株式等Ｔｉｅｒ１資本バッファーに係る

３．措置区分 

社外流出制限措置の措置区分は、資本バッファー比率の状況に応じて４段階

定められている。 

資本バッファー

の充実の状況に

係る区分 

資本バッファー比率 
措置の内容 

社外流出制限割合 

資本バッファー

第１区分 
2.5％未満 40％ 

社外流出額の制限に係る

内容を含む資本バッファ

ー比率を回復するための

合理的と認められる改善

計画の提出の求め・実行

の命令

資本バッファー

第２区分 
1.875％未満 60％ 

資本バッファー

第３区分 
1.25％未満 80％ 

資本バッファー

第４区分 

0.625％未満 100％ 

※早期是正措置における第１区分～第３区分に該当する場合、同時に資本

バッファー第４区分にも該当する。 
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この場合、①早期是正措置と②社外流出制限措置の両方の内容を含む1

つの命令を発出することが想定される。 

（注１）上記の数値は、資本保全バッファー2.5%分のみを勘案した例示であり、カ

ウンター・シクリカル・バッファーおよびＧ－ＳＩＢｓ/Ｄ－ＳＩＢｓバッフ

ァーは含んでいない。 

（注２）28年３月31日より段階的に適用し、31年３月31日より完全実施。 

４．発動実績 

28事務年度における社外流出制限措置に基づく命令の発動実績はなし。 
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第５節 金融上の行政処分について 

Ⅰ 行政処分の趣旨（資料８－５－１参照） 

当庁では、立入検査、報告徴求等により、利用者保護や市場の公正性確保に重大

な問題が発生しているという事実が客観的に確認されれば、明確なルールの下、厳

正かつ適切な行政処分（注１）を行っているところである。 

平成19年３月には、こうした行政処分に対する基本原則や、実際に処分を行う際

の勘案要素について「金融上の行政処分について」として公表を行った。20年４月

には、「金融サービス業におけるプリンシプル」の公表を踏まえた一部改訂を行い、

各金融機関がプリンシプルに基づき、自主的な対応を的確に行っている場合は、処

分軽減事由として考慮することを明確化した。 

   Ⅱ 行政処分の業態別発動状況（資料８－５－２参照） 

28事務年度における行政処分の業態別発動件数（注２）は、以下の通り。 

① 銀行等   ：  ０件  【０件】（注３） 

② 協同組織金融機関  ：  ０件  【０件】 

③ 政府系金融機関            ：  １件 【０件】 

④ 金融商品取引業者等  ：    1184件【 582件】 

⑤ 保険会社等   ：  ０件  【０件】 

⑥ 貸金業者    ：  ０件  【０件】 

⑦ 特定目的会社  ：  ０件  【０件】 

⑧ 前払式支払手段発行者 ：   ０件  【０件】 

⑨ 資金移動業者  ：  ０件  【０件】 

⑩ 仮想通貨交換業者     ：  ０件  【０件】         

（注１）本節でいう行政処分とは、金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利

益処分等（勧告、業務改善命令、是正命令、戒告、計画変更命令、業務改善

指示、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し、業務廃止命令、

役員解任命令等)をいう。 

（注２）本節でいう業態の内訳は、銀行等（主要行等（銀行持株会社を含む）、外国

銀行支店等、その他銀行（ゆうちょ銀行を含む。）、地域銀行（銀行持株会社

を含む）、信託会社、銀行代理業者）、協同組織金融機関（信用金庫、信用組

合、労働金庫、農水系統）、金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者、

第二種金融商品取引業者、投資助言･代理業者、投資運用業者、投資法人、

金融商品仲介業者、適格機関投資家等特例業務届出者、証券金融会社、登録

金融機関、信用格付業者）、保険会社等（生命保険会社（かんぽ生命を含む。）、

損害保険会社、保険持株会社、特定保険事業者、少額短期保険業者、少額短

期保険持株会社、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人（特

定少額短期保険募集人を除く。）、保険仲立人）、である。 

（注３）【 】内の件数は業務停止命令等（本節では、業務停止命令、登録取消し、

許可取消し、認可取消し等をいう）の件数。 
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第６節 反社会的勢力への対応について 

Ⅰ 経緯 

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画－「世界一安全な国、日本」の復活を

目指して－」（平成15年12月犯罪対策閣僚会議）を踏まえ、公共事業からの暴力団

排除、企業活動からの暴力団排除等の暴力団の資金源に打撃を与えるための総合的

な対策を検討するため、18 年７月 21 日、関係省庁の申合わせにより暴力団資金源

等総合対策に関するワーキングチームが設置された。また、20年12月には、「犯罪

に強い社会の実現のための行動計画2008」が策定され、暴力団対策として、暴力団

及び周辺者の経済活動からの排除に取り組んでいくこととしているほか、25 年 12

月に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略」においても「民間取引等から

の暴力団排除の推進」等の取組みが盛り込まれている。金融庁としては、関係省庁

と連携を図りつつ、上記の目的の具体化に向けて対応を行ってきたところである。 

Ⅱ これまでの対応 

１．暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチーム 

18 年６月 20 日、第７回犯罪対策閣僚会議において暴力団資金源等総合対策に

関するワーキングチームの設置を指示され、同年７月21日、関係省庁の申し合わ

せにより設置された（19年７月、暴力団取締り等総合対策に関するワーキングチ

ームに改称）。 

２．企業活動からの暴力団排除 

（１）暴力団資金源等総合対策に関するワーキングチームの下部組織として企業活

動からの暴力団排除グループが設置された。同グループにおいて、企業におけ

る反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応に関

する「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（政府指針）の策

定に向けた検討を重ねた。19 年６月 19 日、犯罪対策閣僚会議幹事会における

申合わせにより同指針が策定され、同年７月３日、第９回犯罪対策閣僚会議に

おいて報告された。 

（２）金融庁では、19年７月、政府指針の周知を図るべく、関係業界団体に対して

要請文を発出し、20年３月、政府指針の内容を踏まえた各業態の監督指針の改

正を行った。25 年 12 月には反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み策を公

表し、これを踏まえ、26年６月、反社会的勢力との取引の未然防止等の取組み

を推進するための監督指針等の改正を行い、金融取引等からの反社会的勢力の

排除に努めている。 

（３）金融庁、警察庁及び全国銀行協会等で構成する「反社会的勢力介入排除対策
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協議会」や、各都道府県単位で設置される「銀行警察連絡協議会」等を通じて、

反社会的勢力の排除に向けた連携を強化している。 

これらの協議会での検討結果等を踏まえ、全国銀行協会は、暴力団排除条項

の参考例を制定した（融資取引：20年11月、普通預金規定等：21年９月）。全

国信用金庫協会など他の業界団体においても、この取組みを参考として、順次、

暴力団排除条項の参考例を提示した。その後、全国銀行協会は、23 年６月に、

反社会的勢力の活動実態に即して排除対象をより明確化するために、参考例の

一部改正を行った。 

また、全国銀行協会は、22年４月に、反社会的勢力の情報を集約した共有デ

ータベースの稼動を開始したほか、25年11月、会員各行が他社（信販会社等）

との提携等により金融サービス（融資等）を提供する場合の反社会的勢力との

関係遮断を徹底するため、「反社会的勢力との関係遮断に向けた対応について」

を決定・公表した。 

（４）金融庁、警察庁及び日本証券業協会等で構成する「証券保安連絡会」や、各

都道府県単位で設置されている「証券警察連絡協議会」等を通じて、反社会的

勢力の排除に向けた連携を強化している。

これらの連絡会や協議会での検討結果等を踏まえ、日本証券業協会は、21年

３月に、国家公安委員会よりいわゆる暴力団対策法に規定する「不当要求情報

管理機関」としての登録を受け、業務を開始した。また、22年５月に、暴力団

排除条項の導入の義務化等を内容とする自主規制規則を制定した。

また、同年４月に、警察庁に対し、保有する暴力団情報を活用できるよう支

援を求める旨要望し、警察庁は、同年５月、情報提供を行う枠組みを構築する

方針を公表した。その後、25年１月に、日本証券業協会のシステムと警察庁が

保有する暴力団情報に係るデータベースとが接続（同年２月より稼働）され、

警察庁へのオンライン照会が可能となった。 

（５）生命保険協会は、金融庁、警察庁及び法務省等の関係機関との協議を踏まえ、

23年６月、暴力団排除条項を導入した保険約款の規定例を策定・提示し、24

年１月に公表した。また、25年11月、「反社会的勢力との関係遮断に向けた

今後の取組みについて」を決定・公表した。 

日本少額短期保険協会、日本損害保険協会においては、金融庁、警察庁等の

関係機関との協議を踏まえ、暴力団排除条項を導入した保険約款の規定例等を

それぞれ同年４月、７月に策定・公表した。また、同年11月、日本損害保険協

会は、「反社会的勢力の排除に向けた取組みを強化」を決定・公表した。 
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第７節 指定紛争解決機関 

金融機関とのトラブルに関し、迅速・簡便・中立・公正な苦情処理・紛争解決を行

うことにより、利用者保護の充実・利用者利便の向上を図ることを目的として、金融

商品取引法、銀行法、保険業法等の金融関連法において、「金融ＡＤＲ制度（金融分

野における裁判外紛争解決制度）」が設けられている。 

指定紛争解決機関は、金融ＡＤＲ制度において中核となる機関であり、行政庁がこ

れを指定・監督することにより、中立性・公正性を確保する枠組みとなっている。 

指定紛争解決機関の監督に当たっては、「金融行政方針」及び「指定紛争解決機関向

けの総合的な監督指針（平成25年８月２日策定）」に基づき、紛争解決等業務の運営

に係る監督を行うことで、利用者の信頼性向上や、各機関の特性を踏まえた上での運

用の整合性確保を図っている。 

29年６月までに、下記の団体を指定紛争解決機関として指定している。 

（29年６月30日現在） 

指定日 

（業務開始日）
機関名 業務の種別 

22.９.15 

（22.10.１） 
一般社団法人全国銀行協会 

・ 銀行業務 

・ 農林中央金庫業務 

22.９.15 

（22.10.１） 
一般社団法人信託協会 

・ 手続対象信託業務 

・ 特定兼営業務 

22.９.15 

（22.10.１） 
一般社団法人生命保険協会 

・ 生命保険業務 

・ 外国生命保険業務 

22.９.15 

（22.10.１） 
一般社団法人日本損害保険協会 

・ 損害保険業務 

・ 外国損害保険業務 

・ 特定損害保険業務 

22.９.15 

（22.10.１） 
一般社団法人保険オンブズマン 

・ 損害保険業務 

・ 外国損害保険業務 

・ 特定損害保険業務 

・ 保険仲立人保険募集 

22.９.15 

（22.10.１） 

一般社団法人日本少額短期保険

協会 
・ 少額短期保険業務 

22.９.15 

（22.10.１） 
日本貸金業協会 ・ 貸金業務 

23.２.15 

（23.４.１） 

特定非営利活動法人証券・金融商

品あっせん相談センター 

・ 特定第一種金融商品 

取引業務 
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第９章 預金取扱等金融機関の検査・監督をめぐる動き 

第１節 監督指針等 

Ⅰ 主要行等向けの総合的な監督指針等 

主要行等向けの総合的な監督指針の改正 

本監督指針については、平成17年10月28日に策定した後、環境の変化や新たな

問題に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、28事務年度に

おいても以下のとおり改正を行っている。 

（１）「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行に係

る改正（28年７月27日） 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等を踏まえ、

取引時確認等の措置を的確に実施するための体制整備等について着眼点を追記す

る等の改正を行ったもの（28年10月１日より適用）。 

（２）秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取引等

に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての改正（28年８月８日） 

秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取引

等に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての監督上の着眼点等を明確化する

観点から、所要の改正を行ったもの（29年４月１日より適用）。 

（３）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等に係る改正（28年９月９

日） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の施行に伴う所要の改正

を行ったもの（28年９月９日より適用）。 

（４）金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る改正（29年３月23日） 

28年３月１日付で公布・施行された金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣

府令等及び監督指針の改正の際に寄せられた意見を受け、金融機関が当庁へ提出す

る一定の書類について役員等の氏名を記載する際に婚姻前の氏名のみを使用する

ことを可能とするため、内閣府令等とともに所要の改正を行ったもの（29年４月１

日より適用）。 

（５）「銀行法施行令等の一部を改正する政令等」等の施行に係る改正（29 年３月 24

日） 

     「銀行法施行令等の一部を改正する政令等」等の施行に伴う所要の改正を行った
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もの（29年４月１日より適用）。 

（６）「個人情報の保護に関する法律」等の改正に係る改正（29年３月31日） 

  「個人情報の保護に関する法律」等の改正に伴う所要の改正を行ったもの（29年

５月30日より適用）。 

（７）カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組み整備に係る改正（29 年３月

31日） 

  国際合意に基づき、カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組みを整備す

る観点から改正を行ったもの（29年４月１日より適用）。 

（注）上記のうち、（６）について、金融検査マニュアル等の改定を行った。 

Ⅱ 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等 

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正 

本監督指針については、16年５月31日に策定した後、環境の変化や新たな問題に的

確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、28事務年度においても以

下のとおり改正を行っている。 

（１）「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行に係

る改正（28年７月27日） 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等を踏まえ、

取引時確認等の措置を的確に実施するための体制整備等について着眼点を追記す

る等の改正を行ったもの（28年10月１日より適用）。 

（２）秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取引等

に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての改正（28年８月８日） 

秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取引

等に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての監督上の着眼点等を明確化する

観点から、所要の改正を行ったもの（29年４月１日より適用）。 

（３）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等に係る改正（28年９月９

日） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の施行に伴う所要の改正

を行ったもの（28年９月９日より適用）。 

（４）金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る改正（29年３月23日） 
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28年３月１日付で公布・施行された金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣

府令等及び監督指針の改正の際に寄せられた意見を受け、金融機関が当庁へ提出す

る一定の書類について役員等の氏名を記載する際に婚姻前の氏名のみを使用する

ことを可能とするため、内閣府令等とともに所要の改正を行ったもの（29年４月１

日より適用）。 

（５）「銀行法施行令等の一部を改正する政令等」等の施行に係る改正（29 年３月 24

日） 

  「銀行法施行令等の一部を改正する政令等」等の施行に伴う所要の改正を行った

もの（29年４月１日より適用）。 

（６）「個人情報の保護に関する法律」等の改正に係る改正（29年３月31日） 

   「個人情報の保護に関する法律」等の改正に伴う所要の改正を行ったもの（29

年５月30日より適用）。 

（注）上記のうち、（６）について、金融検査マニュアル等の改定を行った。 
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第２節 預金取扱等金融機関の概況 

Ⅰ 主要行等の平成28年度決算概況（資料９－２－１参照） 

主要行等の 28 年度決算の概況（グループ連結ベース）は、各行決算短信等によれ

ば、以下のとおりである。 

１．当期純利益は、預貸金利回りの悪化等により資金利益が減少したことや債券等関

係損益が減少したことなどにより、前期に比べ1,102億円減少の２兆6,140億円とな

った。 

２．不良債権額（金融再生法開示債権）は、前期に比べ0.2兆円減少の2.9兆円、不良

債権比率は前期に比べ0.1％ポイント低下の0.87％となった。 

３．国際統一基準行の総自己資本比率は前期に比べ0.12％ポイント上昇の16.29％、

Ｔｉｅｒ１比率は前期に比べ0.34％ポイント上昇の13.55％、普通株式等Ｔｉｅｒ

１比率は前期に比べ0.35％ポイント上昇の11.73％となった。 

国内基準行の自己資本比率は、前期に比べ1.42％ポイント低下の11.88％となっ

た。 

Ⅱ 地域銀行の平成28年度決算概況（資料９－２－２参照） 

地域銀行の 28 年度決算の概況（銀行単体ベース）は、各行決算短信等によれば、

以下のとおりである。 

１．当期純利益は、株式等関係損益が増加したものの、預貸金利回りの悪化等により

資金利益が減少したことや役務取引等利益、債券等関係損益が減少したことなどに

より、前期に比べ1,727億円減少の１兆0,002億円となった。 

２．不良債権額（金融再生法開示債権）は、前期に比べ0.4兆円減少の4.8兆円、不

良債権比率は前期に比べ0.24％ポイント低下の1.89％となった。 

３．国際統一基準行の総自己資本比率は前期に比べ 0.16％ポイント低下の 13.94％、

Ｔｉｅｒ１比率は前期に比べ0.15％ポイント上昇の13.34％、普通株式等Ｔｉｅｒ

１比率は前期に比べ0.18％ポイント上昇の13.34％となった。 

国内基準行の自己資本比率は、前期に比べ 0.34％ポイント低下の 9.86％となっ

た。 

Ⅲ 再編等の状況 

    １．主要行等の再編等 

28年７月以降、主要行等における再編等は、行われていない。 
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    ２．地域銀行の再編等（資料９－２－３～４参照） 

28年７月以降に行われた地域銀行における統合・再編は、以下のとおりで   

ある。 

① 常陽銀行、足利ホールディングス 

      (内容)28年10月１日に足利ホールディングスが株式交換により常陽銀行を

子会社化及び「めぶきフィナンシャルグループ」へ商号を変更 

       ② 西日本シティ銀行、長崎銀行 

        (内容)28年10月３日に持株会社による経営統合 

        持株会社名：西日本フィナンシャルホールディングス 

３．外国銀行の参入 

28年７月以降、以下のとおり、新たに銀行業の免許を付与した。（29年６月末現

在、免許を付与されている外国銀行支店は55行）。 

免許付与日 営業開始日 

シティバンク、エヌ・エイ

（米）東京支店 
29年３月10日 29年４月１日 

玉山銀行（台）東京支店 
29年６月19日 29年10月予定 

台湾中小企業銀行（台）東

京支店 
29年６月19日 29年下半期予定 

４．外国銀行の退出 

28年７月以降、以下のとおり、外国銀行等において銀行業の廃止等があった。 

営業廃止日 

ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー（英）

東京支店 
29年３月14日 

シティバンク銀行（注） 29年３月31日 

（注）29 年３月31 日付でシティバンク、エヌ・エイ東京支店へ事業の全部譲渡を行

い銀行業の免許が失効した。 
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 Ⅳ 不良債権処理等の推移 

１．不良債権の概念（資料９－２－５～７参照） 

（１）金融再生法開示債権 

金融機関の不良債権の概念の一つに、金融再生法開示債権がある。これは、

金融再生法（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律）の規定に基づき、

貸出金、支払承諾見返等の総与信を対象に、債務者の財政状態及び経営成績等

を基礎として、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理

債権」及び「正常債権」の４つの区分に分けて開示するものである（主要行に

ついては11年３月期より、地域銀行については11年９月期より、協同組織金

融機関については12 年３月期より、開示が義務付けられた）。このうち「正常

債権」以外の３つを「金融再生法開示債権」と呼んでいる。 

（２）リスク管理債権 

リスク管理債権は、金融再生法開示債権と並ぶ不良債権の概念の一つであり、

貸出金を対象に、客観的形式的基準により区分（破綻先債権、延滞債権、３ヶ月

以上延滞債権、貸出条件緩和債権）し、区分された債権毎に各金融機関が開示す

るものである。このリスク管理債権は、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）と同様の

基準に基づくものであり、10年３月期より各銀行が全銀協統一開示基準等に基づ

き開示を開始、11年３月期からは、金融システム改革法に基づく銀行法等の改正

により、全預金取扱金融機関に対し、連結ベースでの開示が罰則付きで義務付け

られた。 

２．金融再生法開示債権等の現状（資料９－２－８～15参照） 

（１）金融再生法開示債権【全国銀行ベース】 

単位：％、兆

円）  

14年 

３月期 

22年 

３月期 

23年 

３月期 

24年 

３月期 

25年 

３月期 

26年 

３月期 

27年 

３月期 

28年 

３月期 

28年 

9月期 

29年 

3月期 

不良債権比率 8.4 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3 

総与信 512.1 478.3 475.0 486.6 508.9 530.2 556.7 569.7 566.6 585.8 

金融再生法 

開示債権 
43.2 11.7 11.5 11.8 11.9 10.2 9.1 8.4 7.9 7.7 

破産更生 

債権 
7.4 2.9 2.4 2.0 1.8 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 

危険債権 19.3 6.7 6.6 7.2 7.3 6.4 5.5 5.2 4.6 4.5 

要管理 

債権 
16.5 2.1 2.5 2.6 2.8 2.4 2.4 1.9 2.1 2.0 

 正常債権 468.9 466.6 463.5 474.8 497.0 520.0 547.6 561.3 558.7 578.1 
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（２）リスク管理債権残高の推移【全国銀行ベース】 

（単位：兆円）  

22年 

３月期 

23年 

３月期 

24年 

３月期 

25年 

３月期 

26年 

３月期 

27年 

３月期 

28年 

３月期 

29年 

3月期 

11.4 11.3 11.5 11.7 10.0 9.0 8.2 7.6 

３．不良債権問題への取組み（資料９－２－16～17参照） 

不良債権の最終処理は、金融機関の収益力の改善や貸出先企業の経営資源の有効

活用などに寄与し、新たな成長分野への資金の供給や資源の移動を促すことにつな

がるものであり、他の分野の構造改革と合わせてこれを加速することは、日本経済

の再生に不可欠なものであった。 

これまで、13年４月の緊急経済対策以来、主要行の破綻懸念先以下債権について、

いわゆる「２年・３年ルール」「５割・８割ルール」等のオフバランス化のルール

を設定し、それに則って不良債権の最終処理が着実に進められてきたところである。 

（注１）さらに、14 年 10 月の「金融再生プログラム」においては、主要行の不良債

権比率を 16 年度末までに半分程度に低下させ、不良債権問題の正常化を図る

とともに、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築に取り組むことと

した。同プログラムに盛り込まれた、主要行の資産査定の厳格化、自己査定の

充実、ガバナンスの強化といった目標や、産業と金融の一体再生の取組み等の

諸施策を約２年半の間、強力に推進してきた結果、17年３月期には主要行の不

良債権比率は 2.9％へと低下し、同プログラムの最も中心的な課題であった主

要行の不良債権問題の正常化という目標を達成した。 

（注２）なお、17年10月に策定した｢主要行等向けの総合的な監督指針｣においては、

｢２年・３年ルール｣、｢５割・８割ルール｣といったこれまでのオフバランス化

ルールを取りやめることとする一方、不良債権の早期認知、早期対処のための

銀行の不良債権管理についての総合的な着眼点を明確化することとし、不良債

権問題の再発防止を図ることとしたところである。 

Ⅴ 預金保険料率の変更 

29年度の預金保険料率については、預金保険機構より、実効料率0.037％を前提とし

て、決済用預金0.049％、一般預金等0.036％、に変更する認可申請がなされ、29 年３

月31日、預金保険法に基づき、これを認可した。 

（注）27年１月30日、「預金保険料率に関する検討会」が報告書（中長期的な預金保険

料率のあり方等について）を公表した。預金保険機構は、同報告書を踏まえ、33年

度末に責任準備金が５兆円程度になるように積み立てを行っていくことを当面の

積立目標としており、この積立目標を確実に達成できる水準として、29年度の預金

保険料率を「0.037％」（▲0.005％引下げ）とした。 
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第３節 預金取扱等金融機関に対する金融モニタリング（資料９－３－１参照） 

Ⅰ 主要行等に対する金融モニタリング 

28事務年度の主要行等に対するモニタリングにおいては、海外向け貸出や外債投

資の拡大を踏まえ、市場環境の変化を捉えた機動的なポートフォリオ管理や、安定

的な外貨調達手段の確保等に向けた対話を行ったほか、指名委員会等設置会社への

移行や社外取締役の増員・多様化など統治体制が進展する中でのガバナンスの実効

性について対話を行った。 

また、銀行、信託、証券等のグループ連携ビジネスに係る優越的地位の濫用防止

や利益相反管理に加え、ハイブリッド・ファイナンスなど低金利環境下におけるビ

ジネスの持続可能性についても対話を行った。 

Ⅱ 地域銀行に対する金融モニタリング 

28事務年度の地域銀行に対するモニタリングについては、質の高い金融仲介機能

の発揮を促すため、「金融仲介の改善に向けた検討会議」での議論を踏まえ、企業ア

ンケート等による実態把握結果や「金融仲介機能のベンチマーク」等の客観的な指

標を活用し、金融機関との間で深度ある対話を実施した。 

取引先企業の事業内容や成長可能性等の適切な評価に基づく融資・本業支援（事

業性評価）については、25事務年度からモニタリングを実施しており、28事務年度

も、引き続き金融機関における取組状況を把握した。 

近年、地域銀行において増加傾向にあるアパート・マンションローン等不動産賃

貸業向け貸出については、営業推進・融資審査など業務運営の状況について、アン

ケート調査やヒアリングによる実態把握を実施した。 

低金利環境の継続による貸出利鞘の悪化等を背景に拡大している有価証券運用に

ついては、リスクテイクに見合った運用・リスク管理態勢が必要との観点から、オ

ン・オフ一体での継続的なモニタリングを実施している。 

また、検査局・監督局・財務局が緊密に連携しつつ、継続的な情報収集と分析、

定期的なヒアリングでの実態確認といったプロファイリング作業を中心として、オ

フサイト・モニタリングを実施した。 

こうしたプロファイリングを踏まえつつ、ビジネスモデルやリスク管理面での課

題を有する金融機関については、必要に応じてオンサイト・モニタリングを実施し

た。 

Ⅲ 外国銀行に対する金融モニタリング 

我が国に進出している多くの外国銀行は、金融危機以降の国際的な規制動向やビ

ジネス環境変化を踏まえてビジネスモデルの整理を行う中、在日拠点についても業

務やリソースの選択と集中を行ってきた。 
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こうした中、28事務年度の外国銀行に対するモニタリングについては、銀証一体

でのモニタリングを強化し、業務運営や収益構造、リスク管理の状況等をヒアリン

グしたほか、年次アンケート、決算ヒアリング、監督カレッジ等への参加、本部・

本店・地域本部幹部との面談などにより把握したビジネス戦略及びリスク特性を踏

まえた個別行のリスクプロファイリングを行い、深度あるモニタリングを実施した。 

Ⅳ 協同組織金融機関に対する金融モニタリング 

１．信用金庫・信用組合に対する金融モニタリング 

28 事務年度の信用金庫・信用組合に対する金融モニタリングについて

は、早期に経営課題等を把握し、その改善を図るため、財務局の検査・

監督部門が一体となった切れ目のないモニタリングを実施した。 

具体的には、各財務局が、継続的なデータ収集・分析やヒアリング等

により、所管する信用金庫・信用組合の経営上重要な課題やリスク等を

整理するなどのモニタリングを充実させるとともに、リスクプロファイ

リングを踏まえて、ビジネスモデルや経営管理など、検証項目を絞り込

んだ、オン・オフ一体での継続的なモニタリングを実施している。 

（１）信用金庫等に対する金融モニタリング 

信用金庫等は、信用金庫法に基づき金融庁が所管しており、財務 

（支）局が検査を実施（信金中央金庫は、金融庁が検査を実施）してい

る。28 事務年度は、60 金庫に対して検査を実施した。 

（２）信用組合等に対する金融モニタリング 

信用組合等は、中小企業等協同組合法等に基づき金融庁が所管してお

り、財務（支）局が検査を実施（全国信用協同組合連合会は、金融庁が

実施）している。28 事務年度は、27 組合に対して検査を実施した。 

（注）上記Ⅰ～Ⅳ１．のモニタリングの結果に関しては、平成29年10月25

日に公表された「平成28事務年度金融レポート」を参照。 

２．労働金庫等に対する金融モニタリング 

労働金庫等は、労働金庫法に基づき厚生労働省と金融庁等との共管と

なっており、厚生労働省と財務（支）局が共同で検査を実施している（労

働金庫連合会は、厚生労働省が金融庁と共同で検査を実施し、１の都道

府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫については、都道府県

も検査を行うこととされており、この場合は、原則として厚生労働省が

都道府県及び財務（支）局と共同で検査を実施）。28 事務年度は、２金庫

に対して検査を実施した。 
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労働金庫の検査を行う行政庁 

 地 区 

 種 類 

  都道府県の区域を越える   都道府県の区域を越えない 

労働金庫 主務大臣 
主務大臣 

都道府県知事 

 （注１）主務大臣とは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。内閣総理大臣の権限は

金融庁長官に委任され、更に財務（支）局長に委任されている。 

３．信用農業協同組合連合会等に対する金融モニタリング 

農林中央金庫は、農林中央金庫法に基づき農林水産省と金融庁等との

共管となっており、農林水産省と金融庁が共同で検査を実施している。 

また、信用農業協同組合連合会等は、農業協同組合法等に基づき農林

水産省と金融庁等との共管となっており、農林水産省と財務（支）局が

共同で検査を実施している。28 事務年度は、７連合会（内訳は、信用農

業協同組合連合会３連合会、信用漁業協同組合連合会４連合会）に対し

て検査を実施した。 

４．農業協同組合に対する金融モニタリング 

農業協同組合は、農業協同組合法に基づき、都道府県知事（都道府県

の区域を超える区域を地区とする農業協同組合を除く。）が行政庁となっ

ているが、信用事業を営む農業協同組合に対する検査について、都道府

県知事の要請があり、かつ、主務大臣（内閣総理大臣及び農林水産大臣）

が必要があると認める場合の行政庁は、主務大臣及び都道府県知事とな

っている。 

22 年６月、農業協同組合に対する金融庁検査について、「金融庁検査が

促進されるための実効性ある方策を採る」との閣議決定がなされたこと

を踏まえ、23 年５月、農林水産省及び金融庁では、農業協同組合法に基

づく都道府県からの要請を受けて、都道府県、農林水産省及び金融庁の

３者が連携して実施する検査が促進されるよう、「農業協同組合法に定め

る要請検査の実施に係る基準・指針」を共同で策定・公表した。 

28 事務年度は、都道府県からの要請状況及び財務（支）局の検査体制

の整備状況等を踏まえつつ、20 組合に対して立入検査を実施した。 

信用農業協同組合連合会等の検査を行う行政庁 

地 区 

 種 類 

都道府県の 

区域を超える 

都道府県の 

区域と同じ 

都道府県の 

区域の一部 
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信用農業協同組合連合会 主務大臣 
主務大臣 

都道府県知事 
都道府県知事

信用漁業協同組合連合会 主務大臣 
主務大臣 

都道府県知事 
都道府県知事

農 業 協 同 組 合 主務大臣 
都道府県知事 

（注２） 

都道府県知事

（注２） 

漁 業 協 同 組 合 主務大臣
都道府県知事

（注２） 

都道府県知事

（注２） 

（注１）主務大臣とは、内閣総理大臣及び農林水産大臣。内閣総理大臣の権限

は金融庁長官に委任され、更に財務（支）局長に委任されている。 

（注２）都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要と認める場合は、

主務大臣及び都道府県知事となる。 
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第４節 預金等取扱金融機関に対する行政処分について 

   Ⅰ 日本振興銀行の破綻処理について 

    １．これまでの経緯 

（１）日本振興銀行については、平成22年９月10日、同行より「その財産をもっ

て債務を完済することができない」旨の申出がなされた。当該申出及び同行の

財務状況を踏まえ、同日、預金保険法第74条第１項の規定に基づき、金融整理

管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行うとともに、預金保険機構

を金融整理管財人に選任した。 

（２）一方、日本振興銀行は、同日、東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の

申立てを行い、13日に同裁判所より再生手続開始の決定が行われた。 

（３）日本振興銀行の預金については、預金保険制度に基づき、預金者一人当たり

元本1,000万円までとその利息が保護され、預金者一人当たり元本1,000万円

を超える部分とその利息については、同行の財産の状況に応じ、民事再生手続

の下で作成される再生計画に従って弁済が行われることとなった。 

（４）23 年４月 25 日、日本振興銀行から第二日本承継銀行に事業の一部譲渡が行

われた。この事業譲渡にあわせ、同日、預金保険機構による第二日本承継銀行

への1,041億円の金銭の贈与及び日本振興銀行への656億円の金銭の贈与並び

に日本振興銀行から529億円の資産の買取り（整理回収機構に買取りを委託）

が行われた（資金援助の実施後、付保預金の払戻しや貸出金の回収等が進んだ

ことにより、同年 10 月７日、預金保険機構より、第二日本承継銀行に対する

581 億円の金銭の贈与の減額（減額後の金銭の贈与額 460 億円）及び日本振興

銀行に対する95億円の金銭の贈与の増額（増額後の金銭の贈与額751億円）が

行われた）。 

（５）同年８月23日、日本振興銀行の損害賠償債権の譲渡を受けた整理回収機構に

おいて、株式会社ＳＦＣＧの貸付債権の買取りに係る承認が、旧役員の取締役

としての善管注意義務に違反する行為であるとして、当時の取締役７名に対す

る損害賠償請求訴訟等が提起された。

（６）預金保険機構において、最終受皿候補から提出された事業計画及び譲受条件

等の審査が行われた結果、同年９月30日、イオン銀行が日本振興銀行の最終受

皿に選定された。 

（７）同年11月15日、債権者集会において再生計画案が賛成多数により可決され、

東京地方裁判所より、再生計画の認可決定が行われた（認可決定の確定は同年
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12月14日）。 

  （８）同年11月28日及び12月19日、日本振興銀行が保有する資産について、預     

金保険機構による買取り（整理回収機構に買取りを委託）が行われた（買取り

額は、それぞれ14百万円及び10百万円）。また、同年12月26日、第二日本承

継銀行が保有する資産について、預金保険機構による買取り（整理回収機構に

買取りを委託）が行われた（買取り額は429千円）。 

（９）同年12月26日、預金保険機構より、イオン銀行に対し、第二日本承継銀行

の全株式の譲渡（再承継）が行われた。この譲渡により、同機構による第二日

本承継銀行の経営管理が終了した。 

（10）24 年３月 23 日から同年４月２日までの間、再生計画に基づき、元本 1,000

万円を超える預金者等債権者への第１回弁済が実施され、債権額の39％相当額

の弁済金の支払いが行われた。 

（11）同年７月23日、日本振興銀行が保有する資産について、預金保険機構による

買取り（整理回収機構に買取りを委託）が行われた（買取り額は、63百万円）。 

（12）同年８月21日、整理回収機構において、中小企業保証機構への融資の承認が、

旧役員の取締役としての善管注意義務に違反する行為であるとして、当時の取

締役４名に対する損害賠償請求訴訟が提起された。 

（13）同年９月10日、日本振興銀行に対して、銀行法第37条第１項の規定に基づ

き解散認可が行われた。同行は同日解散し、清算法人（日本振興清算）に移行

するとともに、清算人が選任された。同行の民事再生手続及び清算手続は、裁

判所の監督下、上記清算人のもとで遂行されることとなった。また、同日、預

金保険法第75条第１項の規定に基づき、同行に対して金融整理管財人による業

務及び財産の管理を命ずる処分の取消しが行われた。 

（14）26年９月30日以降、清算法人から再生計画に基づき、元本1,000万円を超    

える預金者等債権者に対して、中間弁済（弁済率19％）が実施された。第１回

弁済と今回の中間弁済を合計すると、債権額に対する弁済率は、58％となった。 

（15）同年12月15日、清算法人が、東京地方裁判所から再生手続の終結決定を受   

けた。 

２．再生計画に基づく最終弁済（第３回弁済）について 

28 年９月20日以降、清算法人から再生計画に基づき、元本1,000 万円を超

える預金者等債権者に対して、最終弁済（弁済率 2.95686％）が実施された。
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第１回弁済、中間弁済、そして今回の最終弁済を合計すると、債権額に対する

弁済率は、60.95686％となった。 

３．清算法人の清算結了について 

     29年５月２日、清算法人は清算業務を終え、清算手続を結了した。 
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第５節 自己資本比率規制 

Ⅰ 概要（資料９－５－１参照） 

バーゼル規制とは、国際的に活動する銀行に適用される銀行の健全性に係る国際

基準であり、「最低所要比率」（第 1 の柱）、「金融機関の自己管理と監督上の検証」

（第２の柱）、「市場規律の活用」（第３の柱）という３つの柱から構成される。 

我が国では、銀行法14条の2に基づき、自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかの基準として、海外営業拠点（支店・現地法人）を有する銀行等（国際統一基

準）に対し、平成25年３月期から、バーゼル３ベースの自己資本比率規制（規制上

の最低水準）の段階的な適用が開始された（33年３月期までの経過措置が設けられ

ている）。 

海外営業拠点を有しない銀行・信金等（国内基準）に対する新しい基準（新国内

基準）では、我が国の実情を十分踏まえるとともに、金融機関の健全性を確保しつ

つ、金融仲介機能が発揮されることを念頭に置き、①従来の最低自己資本比率（４%）

を維持しつつ、②自己資本の質の向上（自己資本の中心は普通株式・内部留保）を

図る一方、③地域経済への影響（導入に際し、原則10年間の経過措置を導入）や業

態の特性も勘案（協同組織金融機関については、発行した優先出資についても自己

資本として算入）している（26年3月期から適用開始）。 

Ⅱ 関連告示等の整備 

○カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組み整備に係る改正（資料９－

５－２参照） 

国際合意に基づき、カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組みを整備す

る観点から監督指針の改正を行った（29年４月より適用開始）。 

○自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示等の一部改正（案）の公表（資料

９－５－３参照） 

27年１月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「開示要件（第３の柱）の改

訂」を踏まえ、国際統一基準に対し、告示等の改正を行うため、29年６月にパブ

リックコメントを実施した（30年３月期より適用開始予定）。 

○銀行勘定の金利リスクに係る告示等の一部改正（案）の公表（資料９－５－４

参照） 

28年４月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「銀行勘定の金利リスク

（IRRBB）」に係る最終合意や最近の金利環境等を踏まえ、現在早期警戒制度の下

で行っている金利リスクに係るモニタリング等について見直す観点から、第３の

柱に関する告示及び監督指針について所要の改正を行うため、29年６月にパブ

リックコメントを実施（開示に係る、第３の柱に関する告示及び監督指針は、国

際統一基準について30年３月期より適用開始予定。モニタリングに係る監督指

針は、30年３月期より適用開始予定（一部の国内基準については31年３月期よ
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り適用開始予定））。 

Ⅲ 要承認手法の承認実績（28事務年度）（資料９－５－５参照） 

・信用リスク 

（先進的内部格付手法）…１金庫 

（基礎的内部格付手法）…４持株会社及び４行 

（期待エクスポージャー方式）…１持株会社及び２行 

・オペレーショナル・リスク 

（粗利益配分手法）…１持株会社 
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第６節 資本増強制度の運用状況 

Ⅰ 旧金融機能安定化法、金融機能早期健全化法、預金保険法 

１．資本増強行の経営健全化計画に係るフォローアップ 

   平成28年９月期の経営健全化計画の履行状況報告については同年12月22日

に、29年３月期の経営健全化計画の履行状況報告については同年６月30日に、

報告内容を公表した。（資料９－６－１～２参照） 

２．公的資金の返済状況 

28事務年度においては、公的資金の返済は行われなかった。 

そのため、27 事務年度と同様、旧金融機能安定化法、金融機能早期健全化法、

預金保険法に基づく資本増強額（約 12.3 兆円）に対して、29 年６月末時点で約

12.1兆円が返済されており、残額は約0.2兆円となっている（金額はいずれも額

面ベース）。なお、すでに返済されている約12.1兆円に対し、約1.5兆円の利益

（キャピタルゲイン）が発生している。 

Ⅱ 金融機能強化法 

    １．資本参加の決定 

      28事務年度においては、金融機能強化法の本則に基づき、以下の金融機関に対

して国の資本参加を決定し、公表した。（資料９－６－３参照） 

      28年12月実施：全国信用協同組合連合会（62.4億円） 

２．資本参加した金融機関等の経営強化計画に係るフォローアップ 

金融機能強化法の本則及び震災特例に基づき国が資本参加を行った金融機関か

ら経営強化計画の履行状況報告がなされ、28年３月期（27金融機関）については、

同年９月16日に、同年９月期（27金融機関）については、29年３月17日に公表

した。（資料９－６－４～17参照） 

３．経営強化計画等の公表 

金融機能強化法の本則に基づき国が資本参加を行った、豊和銀行、東京厚生信

用組合及び横浜中央信用組合並びに同法の震災特例に基づき国が資本参加を行っ

た筑波銀行、東北銀行、宮古信用金庫、気仙沼信用金庫、石巻信用金庫、あぶく

ま信用金庫、相双五城信用組合、いわき信用組合及び那須信用組合の新しい経営

強化計画等については、28年９月16日に公表した。（資料９－６－18参照） 

４．公的資金の返済状況 

28事務年度においては、公的資金の返済は行われなかった。 
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そのため、金融機能強化法に基づく資本参加額（6,793.4億円）に対して、29

年６月末時点で残額は4,988.4億円となっている。 

第７節 中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化 

Ⅰ 対応 

中小企業等の業況は、一部業種に足踏みが見られるものの、持ち直しの動きを示

している。地域や中小企業等も含めた経済の好循環の更なる拡大を実現するために、

金融機関による適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が一層重要となっているとの

認識の下、中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化に向けて、以下のとお

り各種施策を積極的に講じてきた。 

１．中小企業金融等のきめ細かな実態把握 

（１）中小企業等へのヒアリング 

平成28年10月から11月にかけて、金融庁幹部職員等が全国各地を訪問し、

企業経営者等から、直接、業況・資金繰り、金融機関の融資姿勢等についてヒ

アリング・意見交換を行った。 

（２）「金融円滑化ホットライン」等における情報の受付け 

金融サービス利用者相談室、「中小企業等金融円滑化相談窓口」及び「金融円

滑化ホットライン」により、中小企業など借り手の方々からの情報を直接受け

付け、金融機関に対する検査・監督に活用している。特に、「貸し渋り・貸し剥

がし」等に関する情報のうち、情報提供者が金融機関側への申出内容の提示に

同意している情報については、当該金融機関に対し事実確認等のヒアリングを

実施している。 

２．金融機関に対する要請及び中小企業等への周知・広報 

（１）金融機関トップへの直接の要請 

金融担当大臣と金融機関トップとの意見交換の機会に、金融機関に対して、

適切かつ積極的な金融仲介機能を発揮し、中小企業等に対して円滑な資金供給

を図るという金融機関本来の使命を十分に発揮していくよう要請した。具体的

には、28年12月６日及び29年２月27日に全銀協、地銀協、第二地銀協、全

信協、全信中協、政府系金融機関等の代表を招き、金融担当大臣、経済産業大

臣等から要請するとともに、融資動向等についての意見交換を行った。 

（２）文書による要請 

28年12月６日及び29年２月27日に、金融機関に対し、中小企業・小規模

事業者に対する金融の円滑化に一層努めるよう要請する文書を発出した。 
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Ⅱ  現状 

１．貸付条件の変更等の実施状況 

中小企業金融円滑化法の施行日（21年12月４日）から29年３月末までの間に

金融機関が実行した貸付条件の変更等の割合は、中小企業者向け貸付及び住宅ロ

ーンの双方で、審査中の案件等を除き、９割を超える水準となっており、全体と

して、金融機関の条件変更等の取組みは着実に行われていると考えている。（資料

９－７－１参照） 

２．金融機関の貸出態度や資金繰り等に関する中小企業の判断等 

金融機関の貸出態度に関する中小企業の判断の指標である日銀短観の「貸出態

度判断Ｄ.Ｉ.」（Ｄ.Ｉ.＝「緩い」と回答した社数構成比－「厳しい」と回答した

社数構成比）をみると、29年６月期では＋21（対前年同月比＋２）となっている。

（資料９－７－２参照） 

３．融資残高等 

29年６月の民間金融機関の法人向け融資残高は、中小企業向けが対前年同月比

5.2％の増加、中堅・大企業向けが同 2.3％の増加となっている。（資料９－７－

３参照） 

また、各金融機関においては、不動産担保・個人保証に過度に依存し

ない融資の取組みとして、引き続き、ＡＢＬ等を推進している。（資料９

－７－４参照）
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第８節  金融仲介機能の質の改善に向けた取組み 

Ⅰ リレーションシップバンキング（地域密着型金融）の推進 

金融庁は、平成15年以降、リレーションシップバンキング（地域密着型金融）   

の推進を地域金融行政の重点施策として位置付け、地域金融機関が、顧客企業に

対し資金供給のみならず、顧客企業の課題解決に向けた取組みを行うよう促して

きた。 

特に、23年には監督指針を抜本的に改正し、地域金融機関が、経営理念・戦略

の中で地域密着型金融をビジネスモデルとして明確に位置づけ、顧客企業の成長

や経営改善・事業再生、地域経済の活性化に資する取組みを組織全体として継続

的に推進することにより、自身の顧客基盤の維持・拡大や健全性・収益性の向上

に繋げていくことを促してきており、現在進めている金融仲介機能の質の改善に

向けた取組みに繋がっているところである。 

Ⅱ 金融仲介の改善に向けた検討会議 

金融行政について民間の有識者の有益な意見や批判を継続的に反映させる取組

みの一環として「金融仲介の改善に向けた検討会議」を27年12月18日に設置し、

同会議において、産業・企業の生産性向上や新陳代謝の促進への貢献、担保・保

証依存の融資姿勢からの転換、金融当局に求められる役割など金融仲介のあるべ

き姿等について、継続して議論を行っている。 

平成28事務年度における開催状況と主なテーマは以下のとおり、 

① 第６回（28年11月18日開催） 

・「金融仲介の質の向上に向けた施策」の今後の進め方 

② 第７回（29年２月８日開催） 

・金融仲介の取組みに関する実態把握の方法 

・企業アンケート調査の質問項目 

③ 第８回（29年４月24日開催） 

・表彰制度の基本的枠組み 

・金融仲介の質の向上に向けた対話の結果 

④ 第９回（29年５月31日開催） 

・企業アンケート調査の結果 

・信用金庫・信用組合における金融仲介機能の質の向上に向けた 

組織的・継続的な取組み事例 
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Ⅲ 企業アンケート調査 

金融サービスの利用者の声を金融行政に反映するため、金融庁では、27事務年

度より、企業アンケート調査等を継続的に実施してきている。 

28事務年度は、取引金融機関に対する企業の評価を把握するため、地域銀行を

メインバンクとする中小企業を中心に約３万社のアンケート調査を実施し、8,901

社から回答（回答率約３割、地域銀行１行あたりの平均回答社数は126社）を得

た。 

【参考】アンケート調査結果の概要 

①  金融機関の融資に関する評価 

ⅰ）メインバンクが担保や保証がないと融資に応じてくれないと感じている企業は

全体の４割（要注意先以下で約５割、正常先上位でも約２割）。信用保証協会の保

証を利用していると回答した企業は約６割 （正常先上位では約３割）。 

ⅱ）「経営者保証に関するガイドライン」については、適用開始後３年余りが経過

しているが、個人保証を提供した者の約６割はガイドラインの活用について説明

を受けていない。 

ⅲ）過去１年以内に資金繰りに困った企業が約２割（要注意先以下では約半数）存

在し、そのうち特段支援を受けていない企業は約３割（要注意先以下では約４割）。 

②  金融機関のサービスに対する評価 

ⅰ）メインバンクによる企業への訪問は、債務者区分が下位になるほど減少。 

ⅱ）金融機関が提供するサービスは、経営課題を抱えている債務者区分下位の企業

には役立っている。提供されたサービスが非常に役に立ったと回答した企業の約

７割が金融機関との取引を拡大。 

ⅲ）貸出金利回りの低下幅が緩やかな銀行上位30行は、経営上の課題や悩みの把

握、提供するサービス効果の双方において、利回り低下幅の大きい銀行下位 30

行よりも、顧客企業から比較的高い評価を得ている。特に、メイン先の企業や要

注意先以下の企業からの評価に大きな差が存在。 

③  その他 

ⅰ）政府系金融機関と取引を行っていると回答した企業は全体の約５割、正常先上

位でも４割。政府系金融機関と取引を選択した理由については、「民間金融機関も

支援してくれたが、政府系金融機関の方が借入条件が良かったから」と回答した

企業は約６割。一方、「民間金融機関では支援してくれなかったから」と回答した

企業は1割弱。 

ⅱ）金融機関との取引に満足の理由は、民間金融機関は、「事業への理解」、「相談・

要望への迅速な対応」との回答がいずれも２割強と高く、「融資条件が良い」との

回答の約３倍。他方、政府系金融機関は、「融資条件が良い」との回答が約２割と、

民間金融機関に比べ高い。 
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Ⅳ 「金融仲介機能のベンチマーク」 

    金融機関が、金融仲介の質を一層高めていくためには、自身の取組みの進捗状

況や課題等について客観的に評価し顧客に開示していくことが重要である。こう

した考えの下、「金融仲介の改善に向けた検討会議」での議論等も踏まえ、金融機

関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる多様な指標（「金融仲介

機能のベンチマーク」）を策定し、28年９月15日に公表した。 

  当該ベンチマークについては、29年８月末までに、全ての地域銀行がベンチマ

ーク55項目のうちいずれかの指標を開示しており、開示の内容を見ると、自行の

経営戦略に沿って取組状況を具体的に分かりやすく開示している事例がある一方、

自行が用いている指標の定義が示されていないなど、顧客等が指標の意義を理解

することが難しい開示となっている事例も確認された。 

また、一部の地域銀行との間でのベンチマーク等の客観的な指標の活用状況に

係る対話や、地域銀行から提出されたベンチマークの指標の分析を通じて、当該

ベンチマーク等の指標は個々の金融機関における金融仲介の取組みに関する客観

的な指標と課題の特定に有用であり、また、指標の定義が金融機関間で統一され

ることにより、顧客から見て金融機関毎の比較が可能となること、金融機関の自

己評価において自行の位置づけの把握が可能となることが明らかとなった。 

Ⅴ 経営者保証に関するガイドラインの活用促進 

経営者保証に関するガイドラインの積極的な活用により、中小企業等の経営者

による思い切った事業展開や創業を志す者の起業への取組みの意欲の増進が図ら

れることによって、中小企業等の活力が一層引き出され、ひいては、日本経済の

活性化に資することが期待されている。当庁としては、金融機関等によるガイド

ラインの積極的な活用を通じ、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着するこ

とが重要であるとの認識の下、以下のような取組みを実施した。 

①  民間金融機関におけるガイドラインの活用実績の集計結果を公表（29 年１

月、６月）。29 年６月の公表においては、28 年度下期の「事業承継時（代表

者の交代時）における対応」の実績も公表（資料９－８－１参照） 

② ガイドラインの活用に関して、広く実践されることが望ましい取組みを取り

まとめた参考事例集について、取組事例を追加した改訂版を公表（29 年４月）

（資料９－８－２参照） 

③ ガイドラインの円滑な運用を図る観点から、ガイドラインのＱ＆Ａの一部を

改定（29年６月） 

④ ガイドライン及びその活用状況をより広く周知するために、金融機関による

開示を更に促す旨を「平成 28 事務年度金融行政方針」に明記（平成 28 年 10

月） 

⑤ 金融業界団体との意見交換会において、ガイドラインの活用促進に向けた組
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織的な取組み事例を共有（29年１月～３月） 

⑥ 政府広報によるガイドラインの広報の実施（29年２月） 

⑦ 金融機関に、中小企業等の顧客に対し、積極的にガイドラインの周知を行う

とともに、ガイドラインの更なる活用に努めること等を要請（28 年 12 月、29

年２月）（資料９－８－３参照） 

⑧ 地域経済活性化支援機構において、経営者保証付債権等を買取り、ガイドラ

インに沿った整理を行う特定支援業務について、26 年 10 月の業務開始以降、

29年６月末までに、50件の支援を実施 

Ⅵ 金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム 

    各財務（支）局（沖縄総合事務局を含む。）において、「顧客との「共通価値の

創造」の構築）」をテーマとして「金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム」を

開催（29 年３月）した。本シンポジウムでは、有識者や専門家による講演及び、

有識者と地域関係者(地元企業経営者等)によるパネルディスカッションを通じて、

地域の企業や金融関係者等に対して「共通価値の創造」の考え方の普及・啓発を

図った。 
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第９節 偽造・盗難キャッシュカード問題等への対応

Ⅰ 被害及び補償の状況（資料９－９－１参照） 

「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等

からの預貯金者の保護等に関する法律」（預貯金者保護法）の施行状況等を把握する

ため、偽造キャッシュカード等による被害の発生状況等を四半期ごとに取りまとめ、

平成19年３月（18年12月末時点）より公表している。 

最近の被害発生状況及び補償状況を見ると、以下のとおりとなっている。 

① 偽造キャッシュカードによる被害発生件数は、26年度は301件、27年度は382

件、28年度は261件となっている。28年度に発生した被害に対する補償について

は、処理方針決定済みの被害のうち、98.3％（件数ベース）を金融機関が補償し

ている。 

② 盗難キャッシュカードによる被害発生件数は、26 年度は 3,057 件、27 年度は

2,857件、28年度は3,622件となっている。28年度に発生した被害に対する補償

については、処理方針決定済みの被害のうち、44.8％（件数ベース）を金融機関

が補償している。 

③ 盗難通帳による被害発生件数は、26年度は101件、27年度は103件、28年度

は 52 件となっている。28 年度に発生した被害に対する補償については、処理方

針決定済みの被害のうち、67.6％（件数ベース）を金融機関が補償している。 

④ インターネットバンキングにおける被害発生件数は、26 年度は 1,408 件、27

年度は1,542件、28年度は748件となっている。28年度に発生した被害に対する

補償については、処理方針決定済みの被害のうち、84.5％（件数ベース）を金融

機関が補償している。 

Ⅱ 金融機関における対応状況（資料９－９－２参照） 

預貯金者保護法の施行状況等を把握するため、偽造キャッシュカード問題等に対

する金融機関の対応状況についてアンケート調査を実施し、18年２月（17年12月

末時点）から、各年度に一度公表している。28 年度は、各預金取扱金融機関の 28

年３月末時点でのＡＴＭ及びインターネットバンキングにおける認証方法等の状況

について、アンケート形式による調査を実施・集計した（28 年８月 31 日に概要を

公表）。 

また、インターネットバンキングにおける被害件数が、引き続き高水準で推移し

ていることを踏まえ、業界団体を通じて、有効なセキュリティ対策の継続的な取組

みを促すとともに、被害が多かった預金取扱金融機関等に対しては、個別にヒアリン

グを実施するなどして、セキュリティ対策の向上等の対応を促した。 
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第10節 振り込め詐欺等への対応 

Ⅰ 金融庁における取組状況 

     金融庁では、振り込め詐欺等の預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題

となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手

先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、

当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する

こととしており、その情報提供件数等について、四半期毎に公表を行っている。 

金融庁及び全国の財務局等において、金融機関及び警察当局へ情報提供を行った

件数は、26年度は1,076件、27年度は695件、28年度は492件であり、調査を開

始した15年９月以降29年３月末までの累計は43,586件となっている。 

Ⅱ 金融機関における取組状況 

預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、金融機関において、直ち

に調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約とい

った対応を迅速にとっていくことが肝要である。 

金融庁及び全国の財務局等が提供した情報のうち、金融機関において利用停止し

たのは、26年度は466件、27年度は353件、28年度は236件、強制解約等をした

のは、26年度は364件、27年度は218件、28年度は208件であり、調査を開始し

た 15 年９月以降 29 年３月末までの累計は、利用停止が 23,745 件、強制解約等が

15,507件となっている。 
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第10章 信託会社等の検査・監督をめぐる動き 

第１節 信託会社等に関する総合的な監督指針 

本監督指針については、平成16年12月の信託業法の改正を踏まえ策定されたもの

であり、信託会社等の監督事務に関し、その基本的考え方、免許・登録審査に際して

の留意事項、業務運営の状況に関して報告・改善を求める場合の留意事項等を総合的

にまとめたものであり、28事務年度においては、以下のとおり本監督指針の改正を行

っている。 

１．「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行に係

る改正（28年７月27日） 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等を踏まえ、

取引時確認等の措置を的確に実施するための体制整備等について着眼点を追記

する等の改正を行ったもの（28年10月１日より適用）。 

２．「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等に係る改正（28年９月９

日） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の施行に伴う所要の改

正を行ったもの（28年９月９日より適用）。 

３．金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る改正（29年３月23日） 

28年３月１日付で公布・施行された金融庁への役員等の氏名届出等に係る内

閣府令等及び監督指針の改正の際に寄せられた意見を受け、金融機関が当庁へ提

出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に婚姻前の氏名のみを使

用することを可能とするため、内閣府令等とともに所要の改正を行ったもの（29

年４月１日より適用）。 

４．「個人情報の保護に関する法律」等の改正に係る改正（29年３月31日） 

  「個人情報の保護に関する法律」等の改正に伴う所要の改正を行ったもの（29

年５月30日より適用）。 
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第２節 信託会社等の新規参入（資料10－２－１参照） 

平成 16 年 12 月 30 日の改正信託業法の施行に伴い、信託の担い手が拡大され、29

年６月30日現在、運用型信託会社７社、管理型信託会社13社及び特定信託業者８社

（24 件）、自己信託１社、信託契約代理店 226 社（注）が参入している。28 年７月

１日から29年６月30日までの間に免許・登録・届出を行った信託会社等は、以下の

とおり。 

① 運用型信託会社（免許制）及び管理型信託会社（登録制） 

運用型信託会社については、新たな免許は行っていない。管理型信託会社の登

録は１社、廃業等による登録抹消は行っていない。 

② 信託契約代理店（登録制） 

信託契約代理業の登録は68社、廃業等による登録抹消は２社となっている。 

（注）信託契約代理店226社のうち131社は、信託業法の施行前に内閣総理大臣の

認可を受けて設置されていた信託代理店であり、信託業法の施行時に信託契約

代理店に移行したものである。 

第３節 信託会社等に対する金融モニタリング 

信託会社は、信託業法に基づき、財務（支）局が検査を実施しており、28事務年度

は、２社に対して検査を実施した。 
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第４節 類似商号への対応 

信託業法は、信託会社に対してその商号に「信託」という文字の使用を義務付ける

とともに、一般公衆の誤認防止を図るため、銀行や証券会社などと同様、信託会社で

ない者に対してその商号中に信託会社であると誤認させるおそれのある文字の使用

を禁じており（信託業法第14条第２項）、違反者には30万円以下の罰金が課せられ

る（信託業法第97条第３号）。 

しかし、一方で、信託業法の改正により金融機関以外の者による信託業への参入が

認められ、信託への関心が高まっている昨今、貸金業の登録を受けていない業者がそ

の商号に「信託」という文字を使用して顧客を信用させ、貸付けを行おうとする例が

見受けられるところである。 

このような例をはじめ、商号に信託会社であると誤認させるおそれのある文字を使

用している業者に対して、金融庁及び財務局は、主に次のような対応を取るとともに、

金融庁ホームページ等において注意喚起を行っている。 

① 文書による警告や捜査当局への連絡などを行う。 

② 財務局登録を詐称する貸金業無登録業者については、金融庁及び財務局のホー

ムページに当該業者の一覧表を掲載しているところであるが、このうち、商号に

「信託」を使用している業者については、一覧表の「備考」欄に信託業法（商号

規制）違反である旨を記載する。 

また、貸金業無登録業者も含め、商号に「信託」を使用している業者の情報を一般

に提供するため、金融庁及び財務局のホームページに「商号に「信託」の文字を使用

している無免許・無登録業者一覧」を別途掲載する。 
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第11章 保険会社等の検査・監督をめぐる動き 

第１節 保険会社向けの総合的な監督指針 

本監督指針については、平成17年８月12日に策定した後、環境の変化や新たな問

題に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、28事務年度にお

いても以下のとおり改正を行っている。 

（１）「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行に

係る改正（28年７月27日） 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等を踏まえ、

取引時確認等の措置を的確に実施するための体制整備等について着眼点を追記

する等の改正を行ったもの（28年10月１日より適用）。 

（２）秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取引

等に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての改正（28年８月８日） 

秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取

引等に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての監督上の着眼点等を明確化

する観点から、所要の改正を行ったもの（29年４月１日より適用）。 

（３）「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の施行に係る改正（28

年９月９日） 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の施行に伴う所要の改

正を行ったもの（28年９月９日より適用）。 

（４）金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る改正（29年３月23日） 

28年３月１日付で公布・施行された金融庁への役員等の氏名届出等に係る内

閣府令等及び監督指針の改正の際に寄せられた意見を受け、金融機関が当庁へ提

出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に婚姻前の氏名のみを使

用することを可能とするため、内閣府令等とともに所要の改正を行ったもの（29

年４月１日より適用）。 

（５）「個人情報の保護に関する法律」等の改正に係る改正（28年３月31日） 

  「個人情報の保護に関する法律」等の改正に伴う所要の改正を行ったもの（29

年５月30日より適用）。 
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第２節 保険会社の概況 

Ⅰ 平成29年３月期決算状況 

１．生命保険会社（資料11－２－１参照） 

（１）損益の状況 

生命保険会社の本業における基礎的な収益を示す基礎利益をみると、変額年

金等の最低保証に係る費用が減少したことなどから、３兆3,927億円（27年度

は３兆3,342億円）と585億円増加した。 

上記に加え、27年度の法人税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩しの影響が

剥落したことなどから、当期純利益（純剰余）は１兆3,968億円（27年度は１

兆3,438億円）と530億円増加した。 

（２）ソルベンシー・マージン比率の状況 

ソルベンシー・マージン比率は、一部の保険会社における株式残高の増加に

伴い資産運用リスクが増加したことなどから、27 年度末と比較して低下した

（全社平均965.5％（27年度比▲24.1％ポイント））。

２．損害保険会社（資料11－２－２参照）

（１）損益の状況

正味収入保険料は 27 年度の火災保険販売が好調であった影響の剥落等によ

り８兆5,145億円（27年度は８兆6,366億円）と1,220億円減少したが、自然

災害による保険金の支払いが減少したことを主因に、経常利益は8,919億円（27

年度は8,209億円）と710億円増加し、当期純利益も6,538億円（27年度は5,777

億円）と761億円増加した。 

（２）ソルベンシー・マージン比率の状況

ソルベンシー・マージン比率は、業績好調に伴いソルベンシー・マージンが

増加したことなどから、27年度末と比較して上昇した（全社平均742.3％（27

年度比＋46.6％ポイント））。 

Ⅱ 再編等の状況（資料11－２－３～７参照）

１．概要

保険業界を取り巻く環境が大きく変化する中、利用者利便の向上や経営基盤の

安定化等を図るため、生・損保会社において業務提携・統合・合併等の動きがみ

られる。 

なお、29 年６月末現在における会社数は、生命保険会社 38 社、外国生命保険

会社３社、損害保険会社30社、外国損害保険会社21社、免許特定法人１社、保

険持株会社11社である。 
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２．主要会社の再編等

28年７月以降、以下のような再編が行われた。 

再編前保険会社名 再編後保険会社名 再編日

・エース損害保険株式会社

・フェデラル・インシュアランス・

カンパニー

・Chubb損害保険株式会社 28年９月30日
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第３節 保険会社に対する金融モニタリング（資料９－３－１参照） 

28 事務年度の保険会社に対するモニタリングについては、少子高齢化の進展や貯

蓄･投資手段の多様化等、将来的に国内生命保険市場の縮小が予想される中で、こう

した環境変化が生命保険会社の経営にどのような影響を与えるか、コスト面を踏まえ

た事業の在り方や収益構造等の分析を行ったほか、ビジネスモデルが顧客のニーズに

応えつつ持続可能なものになっているか、実態把握を行った。 

また、低金利環境が継続する中で、生命保険会社がリスク管理と一体となった資産

運用の最適化の観点からどのような取組みを行っているかについて実態把握を行う

とともに、保険会社がその収益構造やリスク特性等を変化させる中で、高度なリスク

管理に支えられたリターンの向上等を通じてビジネスの持続可能性をどのように確

保しているか、統合的リスク管理（ＥＲＭ）の状況をモニタリングした。 

さらに、27 事務年度に把握した大手生命保険会社４社（日本生命、第一生

命、明治安田生命、住友生命）及び大手損害保険会社３グループ（東京海上

グループ、MS&AD グループ、損保ジャパン日本興亜グループ）における M&A

実施後における買収先の管理・監督に関するガバナンスの発揮状況について

フォローアップを行った。 

加えて、顧客本位の業務運営の浸透・実践の観点から、保険会社による金

融機関代理店における外貨建保険等の販売の実態を確認したほか、乗合代理

店を主な販売チャネルとする生命保険会社と大手乗合代理店を対象としたヒ

アリングを通じて、乗合代理店が保険会社から得ている報酬である募集手数

料と、キャンペーン手数料やボーナス手数料などといったインセンティブ報

酬について、『質』と『量』の両面から実態把握を行った。 

また、平成 28 年５月の改正保険業法の施行を踏まえた保険代理店の業務運

営面に関して、顧客本位の取組みが行われているか、全国各地に所在する様々

な規模や業務特性を有する保険代理店(100 先)に対して、①顧客の意向把握・

確認にかかる実務上の創意工夫の事例や、②保険代理店の規模や業務特性を

踏まえた体制整備の状況に関して、ヒアリングを通じて確認し、その結果を

29 年２月に公表した。 

（注）上記のモニタリングの結果に関しては、平成29年10月25日に公表された「平

成28事務年度金融レポート」を参照。 
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第４節 ソルベンシー・マージン比率の見直しについて 

ソルベンシー・マージン比率の計算の適正化を図るため、所要の改正を行った。具

体的には、デリバティブ取引リスクに係る相当額の算定対象となる取引から、日々の

値洗いによる証拠金が必要な取引であって、清算機関等が債務を負担して行う取引に

係るものを除くこととする告示の改正を行った（平成 29 年３月 28 日公布、同月 31

日施行）。 

    なお、資産・負債の経済価値ベースによる評価・監督手法の検討の一環として、28

年６月、全保険会社を対象にしたフィールドテストを実施し、29年３月、当該フィー

ルドテストの結果を公表した。（資料11－４－１参照） 

第５節 保険商品審査態勢について 

保険商品については、多様化する国民の保険ニーズに的確に応えるものであるとと

もに、保険契約者等にとって簡素で分かりやすい商品内容となることが重要である。 

このため、商品審査に当たっては、保険会社等との間で双方向の協議を十分に行っ

たほか、保険会社の商品部長との意見交換（平成28年９月、29年４月）、公益社団法

人日本アクチュアリー会との意見交換（29年３月）を行った。また、商品審査を通じ

て当局と申請会社との間で共有するに至った問題認識等を記載した「商品審査事例集」

の策定（29年３月、６月）及び業界周知を行い、審査の予見性、効率性、迅速性等の

向上を図った。 
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第６節 少額短期保険業者の検査・監督をめぐる動き（資料11－６－１参照） 

    少額短期保険業者の概況 

「保険業法等の一部を改正する法律」（平成17年法律第38号）が18年４月１日に

施行され、従前、保険業法の規制の外にあった、特定の者を相手方として引受けを行

う、いわゆる「根拠法のない共済」が原則として保険業法の規制対象となった。併せ

て、これら「根拠法のない共済」及び新規参入業者の受け皿として、保険会社と比べ

て取り扱う保険金額が少額であり、保険期間が短いもののみを取り扱う少額短期保険

業制度が創設された。 

    「少額短期保険業者向けの監督指針」については、18年４月１日に策定した後、環

境の変化や新たな問題に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであ

り、28 事務年度においても、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正

する法律」等の施行に係る改正（28年７月 27日改正、同年10 月１日適用）、少額短

期保険業者または保険募集人に係る不祥事件等に関する監督上の対応に係る改正（28

年８月12日改正、同日適用）、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等

に係る改正（28 年９月９日改正、同日適用）、金融庁への提出書類における役員等の

氏名の使用に係る改正（29 年３月 23 日改正、同年４月１日適用）、「個人情報の保護

に関する法律」等の改正に係る改正（28年３月31日改正、29年５月30日適用）を行

った。 

    少額短期保険業者に対する検査・監督権限は、金融庁長官から各財務局長等に委任

されている。28事務年度においては、事業規模、取り扱っている商品や募集形態等の

特性を踏まえ、顧客保護の観点から、各業者の経営管理態勢、財務の健全性及び業務

の適切性等に関し、各財務局等を通じて必要な指導・監督を行った。その際、経営管

理態勢及び財務の健全性等を中心に注意深くモニタリングを行った。 

    また、同事務年度においては、少額短期保険業者４業者に対して検査を実施した。 

なお、同事務年度においては、５業者を新規に登録したことから、29年６月末現在

の業者数は、90業者となった。 
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第７節 認可特定保険業者の検査・監督をめぐる動き（資料11－７－１参照） 

    認可特定保険業者の概況 

前節のとおり、「保険業法等の一部を改正する法律」（平成17年法律第38号）（以下、

「改正法」という。）の成立を受け、少額短期保険業制度が創設されたが、改正法施

行前から「根拠法のない共済」を行っていた者については、経過措置として特定保険

業という枠組みを設け、届出を行うことで20年３月31日まで各財務局等の監督下で

業務を継続しながら、保険業法の規制に適合するよう対応を求めた。しかしながら、

改正法施行前から「根拠法のない共済」を行ってきた団体の中には、保険業法の規制

に適合することが直ちに容易ではない者も存在していた。 

    また、これとは別に、共済事業を行っていた特例民法法人（公益法人）については、

改正法において、当分の間、当該共済事業を引き続き特定保険業として実施できると

規定された。しかしながら、20 年の公益法人制度改革により、特例民法法人は、25

年 11 月末までに一般社団法人等に移行することとされ、一般社団法人等への移行後

は、保険業法の適用を受けることとなり、現在行っている特定保険業が継続できなく

なった。 

    このような状況を受けて、「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法

律」（平成 22 年法律第 51 号）により、改正法の公布の際現に特定保険業を行ってい

た者のうち、一定の要件に該当する者については、23 年５月 13 日から当分の間、行

政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができるようになった。 

    認可特定保険業者の所管行政庁は、特例民法法人であった者については特例民法法

人であったときの主務官庁、それ以外の者については内閣総理大臣（権限は、内閣総

理大臣から金融庁長官が委任を受け、各財務局長等に再委任されている。）と規定さ

れている。 

    認可特定保険業者の認可については、25 年 11 月に申請期限を迎え、財務局所管業

者は７法人となった。28事務年度においては、認可特定保険業者の規模・特性を踏ま

えながら業務の適切性等に関し、丁寧な指導・監督を行った。 

    なお、同事務年度においては、財務局所管の認可特定保険業者に対する検査は実施

していない。 
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第12章 金融商品取引業者等の監督をめぐる動き 

第１節 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 

本監督指針については、平成19年９月30日に策定した後、環境の変化や新たな問

題に的確に対応するために、随時、改正を行ってきたところであり、28事務年度にお

いても以下のとおり改正を行っている。 

１．「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等の施行に係

る改正（28年7月27日） 

    「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」等を踏まえ、

取引時確認等の措置を的確に実施するための体制整備等について着眼点を追記す

る等の改正を行ったもの（28年10月1日より適用）。 

２．秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取引

等に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての改正（28年８月８日） 

秩序ある処理等の円滑な実施の確保のために求められる店頭デリバティブ取

引等に係る外国法準拠の契約の管理態勢についての監督上の着眼点等を明確化

する観点から、所要の改正を行ったもの（29年４月１日より適用）。 

３．「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等に係る改正（28年９月

９日） 

    「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等の施行に伴う所要の改

正を行ったもの（28年９月９日より適用）。 

４．金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る改正（29年３月23日） 

  28年３月１日付で公布・施行された金融庁への役員等の氏名届出等に係る内閣

府令等及び監督指針の改正の際に寄せられた意見を受け、金融商品取引業者等が

当庁へ提出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に婚姻前の氏名の

みを使用することを可能とするため、内閣府令等とともに所要の改正を行ったも

の（29年４月１日より適用）。 

５．カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組み整備に係る改正（29年３月

31日） 

  国際合意に基づき、カウンター・シクリカル・バッファーの運用枠組みを整備

する観点から改正を行ったもの（29年４月１日より適用）。 

６．「個人情報の保護に関する法律」等の改正に係る改正（29年３月31日）   

「個人情報の保護に関する法律」等の改正に伴う所要の改正を行ったもの（29

年５月30日より適用）。 
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７．適格機関投資家等特例業務届出者に係る改正（29年６月16日） 

      28年３月１日施行の改正金融商品取引法により、新たに適格機関投資家特例業

務届出者による事業報告書の提出や適格機関投資家等特例業務届出者に係る届出

事項の内閣総理大臣による公衆縦覧が開始された。 

これにより、ファンドモニタリング調査が廃止となり、金融庁ウェブサイトに

おける公衆縦覧が開始されたため、所要の改正を行った（29年６月16日より適

用）。 

第２節 金融商品取引業者等に対する金融モニタリング 

金融商品取引業者等は、①金融仲介機能の適切な発揮に向けた不断の努力により、我

が国の金融・資本市場に対する信認を高め、さらには我が国経済の発展に貢献していく

こと、②国民のニーズに適った金融商品・サービスを提供することにより、その安定的

な資産形成を支援することが求められている。

このような認識の下、金融商品取引業者等について、ビジネス動向・収益構造等の把

握を行うとともに、法令等を踏まえた業務運営を行っているか等投資者保護上の観点か

ら、証券取引等監視委員会と連携しつつ、モニタリングを実施した。

例えば、平成27事務年度において、複数の証券会社が、私募債（レセプト債等を裏

づけとするもの）の取扱いにあたり、その発行体の財務状況等について実態と異なる説

明を行っていた事例が発覚したが、平成28事務年度に、上記モニタリングの一環とし

て改善状況のフォローを進めた結果、投資者保護のための態勢整備は進展しつつある。

また、適格機関投資家等特例業務届出者に係る制度の見直しに基づき、同届出者に

対し追加届出書の提出義務が課せられたところ、連絡の取れない者を含め追加届出書

を提出しない者が多数判明したことから、所要の行政対応を進めてきた。 
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第３節 第一種金融商品取引業   

Ⅰ 第一種金融商品取引業者の概況 

１．第一種金融商品取引業者の数の推移（資料12－３－１参照） 

（１）第一種金融商品取引業者 

第一種金融商品取引業者は、平成 28 年７月以降、13 社が新規に登録を受け

ている。 

また、第一種金融商品取引業者以外の金融商品取引業者１社が、第一種金融

商品取引業を行うため、変更登録を受けている。 

一方、金融商品取引業の廃止等に伴い、第一種金融商品取引業者４社が金融

商品取引法第29条の登録を抹消されている。 

これらの結果、29 年６月末現在における第一種金融商品取引業者数は 289

社となっている。 

なお、第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業を行う者（金融商品取引

法第 28 条第１項第１号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る）に

ついては、260社となっている。 

① 新規参入第一種金融商品取引業者 

第一種金融商品取引業者名 
有価証券

関連業 

登録の状

況 
登録年月日 

ヴァンテージ・キャピタル・マーケ

ッツ・ジャパン株式会社 
○ 新規登録 28年７月７日 

ぐんぎん証券株式会社 ○ 新規登録 28年７月15日 

ＤＢＳ証券株式会社 ○ 新規登録 28年７月21日 

オービス・インベストメンツ株式会

社 
○ 新規登録 28年８月９日 

Ｂinary株式会社 ― 新規登録 28年９月１日 

ＦＰＬ証券株式会社 ○ 新規登録 28年10月３日 

株式会社日本クラウドキャピタル ○ 新規登録 28年10月13日 

ほくほくＴＴ証券株式会社 ○ 新規登録 28年10月18日 

七十七証券株式会社 ○ 新規登録 29年１月11日 

ドイチェ・アセット・マネジメント

株式会社 
○ 変更登録 29年１月19日 

京銀証券株式会社 ○ 新規登録 29年３月９日 

(※) 
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株式会社ＦＯＬＩＯ ○ 新規登録 29年４月４日 

株式会社アルフィックス ― 新規登録 29年５月９日 

トロント・ドミニオン日本証券株式

会社 
○ 新規登録 29年６月１日 

※第一種少額電子募集取扱業者。

② 金融商品取引業の廃止等（金融商品取引法第 29 条の登録の抹消を伴うもの）

又は変更登録（第一種金融商品取引業の廃止）した第一種金融商品取引業者 

第一種金融商品取引業者名 
有価証券

関連業 

廃止等 

の状況 
廃止等年月日 

中泉証券株式会社 ○ 合併消滅 28年12月26日 

六和証券株式会社 ○ 廃止 29年１月１日 

ストラテジック証券株式会社 ○ 解散 29年２月28日 

オリックス・ホールセール証券株式

会社 
○ 廃止 29年３月10日 

（２）特別金融商品取引業者 

29 年６月末現在、金融商品取引法第 57 条の２第１項に基づく特別金融商品

取引業者に該当する旨の届出を行っている第一種金融商品取引業者は、21 社

となっている。 

特別金融商品取引業者 

ＳＭＢＣ日興証券㈱ クレディ・スイス証券㈱ 

ゴールドマン・サックス証券㈱ ＪＰモルガン証券㈱ 

シティグループ証券㈱ 大和証券㈱ 

ドイツ証券㈱ 日本相互証券㈱ 

野村證券㈱ バークレイズ証券㈱ 

ＢＮＰパリバ証券㈱ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱

みずほ証券㈱ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券㈱ 

メリルリンチ日本証券㈱ ＵＢＳ証券㈱ 

㈱ＳＢＩ証券 野村ファイナンシャル・プロダクツ・サ

ービシズ㈱ 

ナティクシス日本証券㈱ ソシエテ・ジェネラル証券㈱ 

楽天証券㈱ 

（３）指定親会社 

29 年６月末現在、特別金融商品取引業者の親会社のうち、金融商品取引法
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第57条の12第１項に基づく指定を受けている指定親会社は、野村ホールディ

ングス㈱及び㈱大和証券グループ本社の２社となっている。 

２．国内証券会社の28年度決算概要（資料12－３－２～３参照） 

国内証券会社 242 社の 28 年度決算（単体）は、市場環境が不安定となること

の多い中、株式売買委託手数料収入や投信関連手数料収入が減少したことなどか

ら、前年同期比で、多くの会社が減収・減益となった。 

営業収益は、前年同期比 469 億円減の３兆 9,182 億円（同１％減）、販売費・

一般管理費は、同 402 億円増の２兆 8,035 億円（同２％増）、経常損益は、同

1,425 億円減の 7,347 億円（同 16％減）、当期損益は、一部の社におけるグルー

プ内再編に伴う特別利益の計上等により、同 590 億円増の 6,626 億円（同 10％

増）となった。 

なお、投資信託関連手数料をみると、販売手数料を重視した営業から、預り資

産残高重視の営業へ移行している証券会社は増加しているものの、市場環境の影

響等により、投資信託代行手数料（信託報酬）は、前年同期比 159 億円減の

2,309 億円（同７％減）、投資信託販売手数料は、同 567 億円減の 2,735 億円

（同17％減）となった。 

Ⅱ 第一種金融商品取引業者に対する行政処分 

第一種金融商品取引業者に対する行政処分については、金融商品取引の公正性の

確保や投資者保護等の観点から、検査等を通じて法令違反等が認められた場合には、

法令に則り厳正に対処してきている。 

28 年７月以降の第一種金融商品取引業者に対する行政処分の状況については、

証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、１社(１件)に対し行政処分を行って

おり、その内訳は次のとおりとなっている。 

① 登録の取消及び業務改善命令 ０件 

② 業務停止命令及び業務改善命令 ０件 

③ 業務改善命令 １件  

④ 資産の国内保有命令及び業務改善命令 ０件 

⑤ 資産の国内保有命令 ０件 

なお、行政処分に至った法令違反等の内容は、「著しく事実に相違する表示又は

著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」となっている。 

Ⅲ 投資者保護基金について 

金融システム改革に伴う証券取引法の改正（10 年 12 月１日施行）において、顧

客資産の分別保管の義務化とともに、証券会社の破綻の際のセーフティネットとし
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て、投資者保護基金制度を創設し、全ての証券会社（金融商品取引法施行後は、有

価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者）に投資者保護基金への加入を義務付

けた。 

基金制度創設当初より、国内系証券会社（235 社）を中心に設立された日本投資

者保護基金と外資系証券会社（46 社）を中心に設立された証券投資者保護基金が

存在していたが、14 年７月１日に統合し、日本投資者保護基金に一本化され今日

に至っている（29 年６月末時点 258 社、同年３月末時点基金規模約 574 億円）。

（資料12－３－４参照） 
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第４節 第二種金融商品取引業 

 Ⅰ 第二種金融商品取引業者の概況（資料12－４－１参照） 

第二種金融商品取引業者は、いわゆる集団投資スキーム（ファンド）持分の販売、

信託受益権の販売、投資信託の直接販売等を業として行う者であり、金融庁及び財

務局が監督している。 

平成29年６月末現在における第二種金融商品取引業者は1,165社となっている。 

   Ⅱ 第二種金融商品取引業者に対する行政処分 

28 年７月以降、証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、７社に対して行

政処分を行っており、その内訳は登録取消しが４件（うち３件は業務改善命令を含

む。）、業務改善命令が３件となっている。 

なお、行政処分に至った違法行為等の内容は、「出資金の流用を知りながら匿名

組合契約に基づく権利の私募の取扱いを行っている状況」、「金融商品取引契約の

締結又は勧誘において重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」等

となっている。 

第５節 投資助言・代理業 

Ⅰ 投資助言・代理業者の概況（資料12－５－１参照） 

投資助言・代理業者は、投資顧問契約に基づく助言や、投資顧問契約又は投資一

任契約の締結の代理又は媒介を業として行う者であり、金融庁及び財務局が監督し

ている。 

平成29年６月末時点では、投資助言・代理業者数は985社となっている。 

Ⅱ 投資助言・代理業者に対する行政処分 

28 年７月以降、証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、３社に対して行

政処分を行っており、その内訳は、業務停止命令（業務改善命令を含む。）が３件

となっている。 

なお、行政処分に至った違法行為の内容は、「金融商品取引契約の締結又はその

勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」等となっている。 
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第６節 投資運用業 

Ⅰ 投資運用業者の推移 

投資運用業者は、投資信託委託業者、投資法人資産運用業者、投資一任業者及び

自己運用業者の４類型に分類される。 

平成 29 年６月末現在の投資運用業者数は 355 社（投資信託委託業者 100 社、投

資法人資産運用業者84社、投資一任業者273社、自己運用業者30社）となってい

る。（資料12－６－１参照） 

（注）重複して業務を行っている投資運用業者がいるため、その内訳である投資

信託委託業者数、投資法人資産運用業者数、投資一任業者数及び自己運用

業者数を合計した数値は、投資運用業者数と同一にはならない。 

Ⅱ 投資法人の推移 

29 年６月末現在の登録投資法人は 89 社（不動産系 83 社、インフラ系４社、証

券系２社）となっている。 

このうち、上場不動産投資法人（いわゆるＪ－ＲＥＩＴ）58 社の運用資産残高

の合計は、29年５月末で116兆8,104億円（前年比10.7％増）となっている。 

28 年７月以降、18 件のＩＰＯを伴う新規上場があった。（資料 12－６－２参

照） 

Ⅲ 運用資産の推移 

28年度の投資信託については、資金流入により純資産残高は増加している。 

投資信託については、純資産残高は 29 年６月末で公募投信 101 兆 4,152 億円

（前年比17.8％増）（株式投信88兆 0,474 億円（同18.8％増）、公社債投信13兆

3,679 億円（同 12.1％増））、私募投信 76 兆 8,726 億円（同 16.2％増）（株式投信

72兆6,633億円（同15.9％増）、公社債投信4兆2,093億円（同21.5％増））とな

っている。（資料12－６－３参照） 

投資一任契約資産残高については、29 年３月末で 222 兆 774 億円（同 11.4％増、

一般社団法人日本投資顧問業協会員合計）となっている。 

自己運用業者が運用するファンドの総資産額は、3,402億円となっている（28事

務年度に提出された事業報告書を基に集計）。 
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第７節 登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者 

Ⅰ 登録金融機関の概況 

平成29年６月末現在における登録金融機関数は、1055社となっている。（資料12

－７－１参照） 

登録金融機関に対する行政処分については、金融商品取引の公正性の確保や投資

者保護等の観点から、検査等を通じて法令違反等が認められた場合には、法令に則

り厳正に対処している。 

なお、28年７月以降の登録金融機関に対する行政処分の実績はない。 

   Ⅱ 取引所取引許可業者の概況 

     取引所取引許可業者は、国内に拠点を有しない外国証券業者で、金融商品取引法

第60条第１項に基づく許可を受けて、国内の金融商品取引所における取引を業とし

て行うことができる者であり、金融庁が監督している。 

     29年６月末現在における取引所取引許可業者は１社となっている。（資料12－７

－２参照） 

Ⅲ 金融商品仲介業者の概況 

平成29年６月末現在における金融商品仲介業者数は、862業者となっている。（資

料12－７－１参照） 

なお、28年７月以降の金融商品仲介業者に対する行政処分の実績はない。 
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第８節 信用格付業者 

   Ⅰ 信用格付業者の概況（資料12－８－１参照） 

信用格付業者は、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為を業と

して行う者であり、金融庁が監督している。 

平成29年６月末現在における信用格付業者は７社となっている。 

   Ⅱ 信用格付業者の特定関係法人 

29年６月末現在、金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の３第２項に基づ

き金融庁長官による指定を受けた信用格付業者の関係法人（特定関係法人）は、44

法人となっている。 

  金融庁長官の指定を受けた信用格付業者の関係法人の概要（29年６月末現在） 

信用格付業者名 対象となる関係法人 

ムーディーズ・ジャパン株式会社 17法人 

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 14法人 

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 13法人 
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第９節 適格機関投資家等特例業務届出者 

Ⅰ 適格機関投資家等特例業務届出者の概況 

適格機関投資家等特例業務届出者は、集団投資スキーム持分の自己募集や

その財産の自己運用のうち、適格機関投資家（いわゆるプロ投資家）が１名以上

及びそれ以外の者49名以下の投資家を相手に業務を行う者であり、金融庁及び財務

（支）局に届出をしている。また、特例投資運用業者は、金融商品取引法施行

前に募集が完了した集団投資スキームの財産の自己運用を行う者であり、金

融庁及び財務（支）局に届出をしている。 

平成 29 年３月末現在、これらの届出業者は 2,264 者（業務廃止命令発出先

500者を除く）である。 

Ⅱ 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分等について 

金融商品取引法の一部を改正する法律（平成27年法律第32号）による届出事項

の拡充に伴い、同法施行前に当局に届出を行い、引き続き特例業務を行う業者につ

いて、施行日（平成28年３月１日）から起算して６か月以内に、金商法第63条第

２項各号に掲げる事項等を記載した書面等（以下「追加届出書」という。）の提出義

務が課せられた。 

しかしながら、法定提出期限経過後において、連絡が取れない業者や追加届出書

を提出しなかった業者が565者認められたことから、それらの業者に対して行政処

分（業務廃止命令及び業務改善命令）を実施した。 

なお、追加届出書を法定提出期限経過後に提出した業者12者に対しても、行政処

分（業務改善命令）を実施した。 

上記のほか、28 年７月以降、証券取引等監視委員会の検査結果等に基づき、14

者に対して行政処分を行っており、その内訳は業務廃止命令が９件（全て業務改善

命令を含む。）、業務改善命令が５件となっている。 

行政処分に至った違法行為等の内容は、「無登録で投資運用業を行っている状況」、

「投資者保護上問題のある業務運営」等となっている。 

また、28年７月以降、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、適

格機関投資家等特例業務届出者１者（無登録金融商品取引業及び虚偽の告知等を行

った者）に対して警告を行っている。 
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第10節 認定投資者保護団体 

認定投資者保護団体制度とは、苦情解決・あっせん業務の業態横断的な取組みを更

に促進するため、金融商品取引法上の自主規制機関以外の民間団体が行う苦情解決・

あっせん業務について、行政がこれを認定すること等により民間団体の業務の信頼性

を確保する制度である。 

金融商品取引法第79 条の７の規定に基づき、平成29 年６月30 日現在、下記の団

体を認定投資者保護団体として認定している。 

                            （29年６月30日現在） 

認定日 団 体 名 所 在 地 

22年１月19日 

特定非営利活動法人 

証券・金融商品あっせん相

談センター 

東京都中央区日本橋茅場町２－１ 

－１ 
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第11節 詐欺的投資勧誘等の問題に対する対応状況について  

Ⅰ 相談件数の状況等 

平成28事務年度において、金融庁金融サービス利用者相談室では、詐欺的投資勧

誘等に関する相談件数は、861件となっており、その年齢別内訳は60代以上が半数

以上（約60％）を占める傾向は変わらないが、20代から40代の相談割合が増加し

ており、その半数以上が被害後の相談となっている。これらの相談には、インター

ネットを通じた海外の無登録FX業者との取引などが多く含まれる。 

商品別では、最近は集団投資スキーム（ファンド）の取引に関する相談件数が減

少してきている（26事務年度654件→27事務年度514件→28事務年度362件）。一

方、FX取引に関する相談件数が多く認められており（28事務年度878件）、海外所

在の無登録業者のインターネット広告を見て取引を開始したが、返金に応じてもら

えない、といった相談が目立つ。 

なお、相談内容には、無登録業者が関与する詐欺的なものが多く、金融庁や証券

取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等も発生している。 

Ⅱ 対応 

金融庁は、詐欺的な投資勧誘の問題について、従来から、証券取引等監視委員会

等とも連携しつつ、以下のような対応に取り組んできた。 

① 金融庁ウェブサイト等を通じた注意喚起 

② 登録業者に関する問題事例について、検査・監督を通じた厳正な対応 

③ 無登録業者及び届出業者に関する問題事例について、当該業者への警告書の発

出及びその旨のウェブサイト上での公表、警察当局との連携 

（注）このほか、証券取引等監視委員会においては、金融商品取引法違反行為を行

う無登録業者等に対して、金融商品取引法第192条に基づく裁判所への禁止

命令等の申立てを行っている。 

④ ｢集団投資スキーム（ファンド）連絡協議会」等を通じた関係行政機関等との連

携の強化 
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第13章 その他の金融業の検査・監督をめぐる動き 

第１節 事務ガイドライン第三分冊 

事務ガイドライン第三分冊においては、前払式支払手段発行者、不動産特定共同事

業者、特定目的会社・特定目的信託、電子債権記録機関、指定信用情報機関、資金移

動業者、登録講習機関、仮想通貨交換業者等について、行政の統一的な監督業務の運

営を図るための法令解釈や事務手続き等について記載している。 

第２節 貸金業者等の検査・監督をめぐる動き 

Ⅰ 貸金業者向けの総合的な監督指針 

本監督指針については、平成19年11月７日に策定した後、環境の変化や新たな

問題に的確に対応するために、随時改正を行ってきたところであり、28事務年度に

おいては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の改正に伴う改正（28 年

10月１日より適用）及び金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る改

正（29年４月１日より適用）等を行った。 

Ⅱ 貸金業者の数の推移 

貸金業者の登録数は、29年３月末現在、1,865業者（うち財務（支）局長登録285

業者、都道府県知事登録1,580業者）となり、28年３月末から61業者減少した。 

 Ⅲ 貸金業者に対する金融モニタリング 

財務（支）局長登録の貸金業者は、貸金業法に基づき、財務（支）局が検査を実

施しており、28事務年度は、32業者に対して検査を実施した。 

     （注）上記のモニタリングの結果に関しては、平成29年10月25日に公表された

「平成28事務年度金融レポート」を参照。 

Ⅳ 貸金業務取扱主任者資格試験の実施状況（資料13－２－１参照） 

     貸金業務取扱主任者資格試験事務を行う指定試験機関として、21 年６月 18 日に

日本貸金業協会を指定している。同資格試験は、毎年少なくとも１回行うこととさ

れ（貸金業法施行規則第26条の 34第１項）、28 事務年度においては、28年 11 月

20日に実施した。 
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Ⅴ 貸金業務取扱主任者の登録状況 

     貸金業務取扱主任者の登録に関する事務については、日本貸金業協会に委任して

おり、21年10月５日より登録申請の受付を開始している。 

なお、29年５月末現在、27,437人に対して貸金業務取扱主任者の登録を行ってい

る。 

Ⅵ 登録講習機関の講習実施状況 

     貸金業務取扱主任者の登録講習については、22 年９月 30 日に日本貸金業協会を

登録講習機関として登録し、当協会は、23年１月から登録講習を実施している。 

     同講習は毎年１回以上行うこととされ（貸金業法施行規則第26条の63第１号）、

28事務年度は、計18回実施している。 

Ⅶ 指定信用情報機関の概況 

     指定信用情報機関制度については、貸金業法の第３段階施行（21 年６月 18 日）

により、多重債務問題解決の重要な柱の一つである過剰貸付規制を実効性あるもの

とするため、貸金業者が個々の借り手の総借入残高を把握できる仕組みとして創設

された。 

     なお、貸金業法に基づく信用情報提供等業務を行う者として、29年６月末時点で

次の事業者を指定している。 

指定日 商号 主たる営業所の所在地 

22年３月11日
株式会社シー・アイ・シー 東京都新宿区西新宿一丁目23番７号 

株式会社日本信用情報機構 東京都千代田区神田東松下町41－１ 
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第３節 前払式支払手段発行者・資金移動業者・仮想通貨交換業者の検査・監督をめぐ

る動き 

 Ⅰ 前払式支払手段発行者の概況 

平成22年４月１日に施行された「資金決済に関する法律」（以下、「資金

決済法」という。）においては、「前払式証票の規制等に関する法律」（資

金決済法の施行に伴い廃止。以下、「旧法」という。）において規制対象と

していた紙型・磁気型・ＩＣ型の商品券やプリペイドカード等に加え、旧法

において規制の対象としていなかった、いわゆるサーバ型の前払式支払手段

（発行者がコンピュータのサーバ等に金額等を記録する前払式支払手段をい

う。）についても規制の対象とされている。 

前払式支払手段の種類は、前払式支払手段発行者及び発行者の密接関係者

に対してのみ使用することができる自家型前払式支払手段と、それ以外の第

三者型前払式支払手段に区分される。また、前払式支払手段の発行者は、自

家型前払式支払手段のみを発行する法人又は個人である自家型発行者（届出

制）と、第三者型前払式支払手段を発行する法人である第三者型発行者（登

録制）に区分される。 

「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 ５ 前払式支払手段発行者関係」

については、サーバ型前払式支払手段を悪用した架空請求等詐欺被害への対応等に

係る改正（28年８月４日より適用）等を行った。 

    （前払式支払手段発行者数の推移） 

27年３月末 28年３月末 29年３月末 

自家型発行者   805   828 880 

第三者型発行者 1,024 1,002 1,000 

合計 1,829 1,830 1,880 

   Ⅱ 前払式支払手段発行者に対する金融モニタリング 

     前払式支払手段発行者は、資金決済法に基づき、財務（支）局が検査を実施して

おり、28事務年度は、94業者に対して検査を実施した。 

Ⅲ 前払式支払手段の払戻手続 

     資金決済法においては、前払式支払手段発行者が、前払式支払手段の発行の業務

の全部又は一部を廃止した場合には、前払式支払手段の保有者に対して払戻しを実

施することが義務付けられている。 

前払式支払手段発行者が、この払戻しを行おうとするときは、当該払戻しをする

旨や60日を下らない一定の期間内に申出すべきこと等の事項について、日刊新聞紙

による公告及び営業所・加盟店等への掲示により、前払式支払手段の利用者への周
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知を行わなければならないとされている。 

     金融庁及び財務（支）局は、利用者の一層の保護を図る観点から、金融庁ウェブ

サイトに払戻しに関する情報として「商品券（プリペイドカード）の払戻しについ

て」（資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を含む。）を掲載

している。また、事務ガイドラインにおいては、利用者保護の観点から前払式支払

手段発行者が講じることが望ましい措置として、60日よりも可能な限り長い払戻申

出期間を設定すること等を着眼点としている。 

払戻手続については、資金決済法施行日から29年６月末までに1,106件実施され

ている。 

Ⅳ 前払式支払手段の発行保証金の還付手続 

資金決済法においては、旧法と同様に、発行された前払式支払手段の基準日（３

月末と９月末）における未使用残高が1,000万円を超える前払式支払手段発行者に

ついては、未使用残高の２分の１以上の発行保証金の供託等が義務付けられている。 

前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われた場合であって、

前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認められるときは、

財務（支）局によって発行保証金の還付手続が実施されることとなる。 

発行保証金の還付手続については、旧法施行日（２年10月１日）から29年６月

末までに51件実施されている。 

（27事務年度に発行保証金の還付手続を開始した前払式支払手段の発行者） 

発行者の名称 所管財務局 配当を実施した事務年度 

(株)フラワーカードビューロー 近畿財務局 27事務年度 

(有)万作石油 東北財務局 28事務年度 

(協)やよいデパート 中国財務局 28事務年度 

（28事務年度に発行保証金の還付手続を開始した前払式支払手段の発行者） 

発行者の名称 所管財務局 配当を実施した事務年度 

宇治田(株) 近畿財務局 28事務年度 

Ⅴ 資金移動業者の概況 

金融審議会金融分科会第二部会決済に関するワーキング・グループ報告（21年１

月14日）において、「為替取引には安全性、信頼性が求められるが、情報通信技術

の発達により銀行以外の者が為替取引を適切に提供できる環境が生じているとも考

えられる。また、インターネット取引の普及等により、主として個人が利用する少

額の決済について、より安価で、便利な為替取引の提供を求めるニーズが高まって

いるとも考えられる。預金の受入れや融資等の運用を行わない為替取引については、

銀行以外の者が行うこと（為替取引に関する制度の柔軟化）を認めることとし、こ
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のための制度設計を行うことが適当と考えられる。」とされている。 

この報告を受けて、資金決済法においては、従来銀行等のみに認められてきた為

替取引を少額の取引に限定して銀行等以外の者でも行えるように資金移動業が創設

されている。 

資金移動業者が営むことができる為替取引（少額の取引）については、政令にお

いて100万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引と定められている。 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の改正（28年10月１日より適用）、

資金決済法の改正（資金移動業の一部廃止に係る手続の整備・29年４月１日より適

用）等に伴い、「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 14 資金移動業者関係」

の改正を行った。 

29年６月末現在の資金移動業者数は49業者となっている。 

Ⅵ 資金移動業者に対する金融モニタリング 

資金移動業者は、資金決済法に基づき、財務（支）局が検査を実施しており、28

事務年度は、４業者に対して検査を実施した。 

Ⅶ 仮想通貨交換業者の概況 

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」において、仮

想通貨に関する制度の在り方について審議・検討が行われ、平成27年12月に報告

書が取りまとめられた。 

これを受け、仮想通貨と法定通貨の交換業者について登録制を導入し、マネー・

ローンダリング及びテロ資金供与規制に加え、利用者保護の観点からの規制を盛り

込んだ「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正

する法律案」が第190回国会で成立（平成28年６月公布、29年４月１日施行）。 

同法の施行に向け、仮想通貨交換業者の監督上の評価項目や監督に係る事務処理

上の留意点について定めた「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 16 仮想

通貨交換業者関係」について、パブリックコメント手続きを行い、新設した。 

29年６月末現在、みなし仮想通貨交換業者や、新たに仮想通貨交換業を営もうと

する事業者から、登録に係る相談・申請を受け付けて審査を行っている。 
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第４節 ＳＰＣ等の監督をめぐる動き 

 Ⅰ ＳＰＣ等の概況 

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」（以下、「旧法」

という。）は、金融制度調査会答申（平成９年６月）において、資金調達手

段の多様化を図る上での環境整備を行う必要性が提言されたことを受けて、

10年６月に成立し、同年９月に施行された。旧法の目的は、①特定目的会社

（以下、「ＳＰＣ」という。）が業として特定資産の流動化を行う制度を確

立し、特定資産の流動化に係る業務の適正な運営を確保すること、②特定資

産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ること

により、一般投資家による投資を容易にすること等である。その後、金融審

議会での21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の観点からの検討

を踏まえ、12年５月に改正が行われ、「資産の流動化に関する法律」（以下、

「新法」という。）が同年11月から施行された。18年５月には会社法の施行

に伴い、旧法に基づく特定目的会社（特例旧特定目的会社）にも、原則とし

て新法が適用されることとなった。23年５月には資産流動化計画の変更届出

義務の緩和等の措置を講じるための改正が行われ、同年11月に施行された。 

  （ＳＰＣの登録・届出件数） 

 27年３月末 28年３月末 29年３月末 29年６月末 

新法ＳＰＣ 774社 722社 696社 694社 

旧法ＳＰＣ ２社 １社 － － 

（注１）業務開始届出書及び廃業届出書の受理日を基準として集計。 

（注２）新法ＳＰＣとは、12年11月以降、新法に基づき設立されたＳＰＣ

をいい、旧法ＳＰＣとは、特例旧特定目的会社をいう。 

Ⅱ 資産の流動化の状況 

(億円) 

  26年９月末 27年９月末 28年９月末 

 資産対応証券の発行残高等 87,061 82,195 79,301

 (1) 新法ＳＰＣ 86,899 82,135 79,240

 (2) 旧法ＳＰＣ 162 61 61

 ① 不動産 41,991 34,117 31,513

 ② 不動産の信託受益権 35,119 34,119 35,363

 ③ 指名金銭債権 6,461 7,237 6,353

 ④ 指名金銭債権の信託受益権 3,077 3,412 2,656

 ⑤ その他 413 3,310 3,416

    （注１）毎年９月末を基準として、それ以前に終了した事業年度に係る事

業報告書を集計。数値については、一千万円の位を四捨五入。 

    （注２）①～⑤は、流動化対象資産別に見た内訳。 
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第５節 不動産特定共同事業者の監督をめぐる動き 

不動産特定共同事業者の概況 

「不動産特定共同事業法」は、平成３年頃を中心に、経営基盤の脆弱な業者が不動

産特定共同事業を行い倒産して、深刻な投資家被害を招いた事例が発生したため、こ

うした被害を未然に防ぎ、投資家保護を図りつつ不動産特定共同事業の健全な発達を

促すことを目的として制定された。 

25年12月には倒産隔離が図られたＳＰＣスキームを活用した不動産特定共同事業の

実施を可能とするための改正法が施行された。 

29年６月には、小口資金による空き家・空き店舗等の再生を通じた地方創生の推進、

観光等の成長分野における良質な不動産ストックの形成の促進を図るため、①小規模

な不動産特定共同事業に係る特例の創設、②クラウドファンディングに対応するため

の環境整備、③プロ投資家向け事業の規制の見直し等の改正が行われた。（29年12月

施行予定）。 

平成28年７月、「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 ７ 不動産特定共同

事業関係」については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の改正に伴う

改正を行った（28年10月１日より適用）。 

不動産特定共同事業者の数は、29年６月30日現在101社であり、このうち金融庁長

官・国土交通大臣許可業者が50社、国土交通大臣許可業者が１社、都道府県知事許可

業者が50社であるほか、みなし業者の届出を行っている業者は５社ある。また、倒産

隔離型の不動産特定共同事業（特例事業）を行う特例事業者の届出数は29年６月30日

現在52件である。 
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第６節 確定拠出年金運営管理機関の監督をめぐる動き 

確定拠出年金運営管理機関の概況 

確定拠出年金制度は、少子高齢化の進展、雇用の流動化等社会経済情勢の変化に鑑

み、厚生年金基金、国民年金基金等の年金制度に加えて、本人若しくは事業主が拠出

した掛金を加入者等（当該本人又は当該事業主の従業員等）が自己の責任において運

用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができる公的

年金に上乗せする年金制度として、平成 13 年６月に確定拠出年金法が成立し、同年

10月施行された。 

確定拠出年金法において、個人に関する記録の保存、運用の方法の選定及び提示等

の業務を行う者は、確定拠出年金運営管理機関として厚生労働大臣及び内閣総理大臣

の登録を受けなければならないとともに、両大臣が必要な監督を行うこととされてい

る。内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任され、更に、金融庁長官の権限の一部は

財務局長等に委任されている。 

なお、29年６月末現在の確定拠出年金運営管理機関の登録数は208法人となってい

る。（資料13－６－１参照） 
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第７節 電子債権記録機関の監督をめぐる動き 

    電子債権記録機関の概況 

「電子記録債権法」は、電子記録債権の安全を確保することによって事業者

の資金調達の円滑化等を図る観点から、電子債権記録機関が調製する記録原簿

への電子記録の発生、譲渡等を要件とする電子記録債権について定めるととも

に、電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めている。 

この法律が、平成19年６月20日に成立し、20年12月１日に施行されたことに

併せて、同日付で「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 12 電子債権

記録機関関係」を作成し、電子債権記録機関の監督上の評価項目や監督に係る

事務処理上の留意点について定めた。 

29年４月、金融審議会「決済業務の高度化に関するワーキンググループ」報

告書（27年12月）において、「記録機関の間での電子記録債権の移動を可能と

するための制度整備を行うこと」と提言されたことを受け、記録機関間で電子

記録債権を移動するための手続等を規定した改正法が施行された。 

28年７月、「事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 12 電子債権記録機関関

係」については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の改正に伴う改正を行

った（28年10月１日より適用）。 

電子債権記録機関は、28年７月に新たに１社を指定し、29年６月末現在５社

となっている。 

電子債権記録機関名 指定日 

日本電子債権機構株式会社 21年６月24日 

ＳＭＢＣ電子債権記録株式会社 22年６月30日 

みずほ電子債権記録株式会社 22年９月30日 

株式会社全銀電子債権ネットワーク 25年１月25日 

株式会社Densaiサービス 28年７月７日 
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第８節 金融コングロマリットの監督をめぐる動き 

「金融コングロマリット」とは、銀行、保険会社、金融商品取引業者（第一種金融

商品取引業（有価証券関連業に限る。）又は投資運用業を行う者）のうち、２以上の

異なる業態の金融機関を含むグループをいう。 

平成29年３月末時点において、「金融コングロマリット」に該当するグループは、

国内系、外国系合わせて、129グループ存在する。金融庁では、「金融コングロマリッ

ト」に該当するこれらのグループについて、コングロマリット化に伴って生じる新た

なリスクが、グループ内の個々の金融機関の健全性に問題を生じさせていないか、ヒ

アリング等を通じて十分な実態把握を行うとともに、適時適切に監督上の措置を講じ

ているところである。 
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第９節 その他の金融機関等に対する金融モニタリング 

Ⅰ 信用保証協会に対する金融モニタリング 

     信用保証協会は、信用保証協会法に基づき経済産業省と金融庁等との共管となっ

ており、経済産業局、都道府県・市町村及び財務（支）局が共同で検査を実施して

いる。28事務年度は、５協会に対して検査を実施した。 

  信用保証協会の検査を行う行政庁 

 区 域 

 種 類 

市町村の区域を越える 市町村の区域を越えない 

信用保証協会 主務大臣・都道府県知事 主務大臣・市町村長 

  （注１）主務大臣とは、内閣総理大臣及び経済産業大臣。内閣総理大臣の権限は金融庁

長官に委任され、更に財務（支）局長に委任されている。 

  （注２）都道府県の区域を越える信用保証協会は存在しない（29年３月末現在）。 

Ⅱ 政策金融機関等に対する金融モニタリング（資料９－３－１参照） 

金融庁は、各主務大臣からリスク管理分野の検査権限を委任されている政策金融

機関等に対し、15事務年度から検査を実施している。27年10月には、福祉医療機

構、農林漁業信用基金、中小企業基盤整備機構及び奄美群島振興開発基金に対する

リスク管理分野の検査権限が、各主務大臣から金融庁長官に委任された。 

政策金融機関等に対しては、金融庁が入手している経営情報等を分析するほか、

各機関の特性を踏まえ、特定の検証項目について、オンサイト・オフサイトの手法

を効率的に組み合わせた金融モニタリングを実施することとしている。 

28事務年度は、２機関に対して検査を実施した。 
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第14章 法令適用事前確認手続（ノーアクションレター制度） 

Ⅰ 本制度導入の経緯 

政府は、平成13年３月27日に閣議決定された「行政機関による法令適用事前確認

手続の導入について」において、「平成13年度から、ＩＴ・金融等新規産業や新商

品・サービスの創出が活発に行われる分野について、民間企業等がある行為を行う

に際し、法令に抵触するかどうかについての予見可能性を高めるため、当該行為に

ついて特定の法令の規定との関係を事前に照会できるようにするとともに、行政の

公正性を確保し、透明性の向上を図るため、当該照会内容と行政機関の回答を公表

する」こととした。 

金融庁では、当該閣議決定を受けて、「金融庁における法令適用事前確認手続に

関する細則」を策定し、13年７月16日より、金融庁の所管する法令について、「法

令適用事前確認手続」制度（ノーアクションレター制度）の運用を開始し、その後、

数度に渡る細則の改正を通じて、本制度の改善を図っている。 

本制度は、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に

関して、金融庁所管法令の適用対象となるかどうかを、あらかじめ確認できる制度

である。民間企業等は照会案件に係る法令を所管する担当課室長に対して書面で照

会し、照会を受けた担当課室の長は原則30日以内に書面で回答することとなってい

る。 

Ⅱ 回答実績 

金融庁では、28事務年度においては回答実績はなかった。制度導入からの回答の

累計は61件となっている。 

 Ⅲ 利用上の留意点 

本制度に基づく照会に対する金融庁の回答は、照会書に記載された事実を所与の

前提として、対象法令との関係のみについて、照会された時点における見解を示す

ものである。 

したがって、前提事実が異なる場合や、関係法令が変更されるような場合には、

異なる見解が示される場合もありうるし、また、当然のことながら、当該回答が、

捜査機関の判断や司法判断を拘束するものではない。 
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第15章 一般的な法令解釈に係る書面照会手続 

Ⅰ 本照会手続導入の経緯 

金融庁では、金融改革プログラムにおいて、金融行政の透明性・予測可能性の向上

に関する取組みの一つとして、「外部からの照会に対する一般的な法令解釈について

の考え方の公表」を掲げ、ノーアクションレター制度（法令適用事前確認手続）を補

完するものとして、平成17年３月31日に、各業態の事務ガイドライン及び監督指針を

改正して、金融庁が法令解釈等に係る一般的な照会を受けた場合において、書面によ

る回答を行い、照会及び回答内容を公表する際の手続等を明確化し、同年４月１日よ

り運用を開始した。 

本手続きは、金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者等が、金融庁所管法令に

係る一般的な法令解釈について照会できる制度である。事業者等は法令を所管する担

当課室長に対して書面で照会し、照会を受けた担当課室長は原則２ヶ月以内に書面で

回答することとなっている。 

  Ⅱ 回答実績 

制度導入からの累計は６件（28事務年度における照会は０件）。 

Ⅲ 利用上の留意点 

１．ノーアクションレター制度との関係 

ノーアクションレター制度の利用が可能な個別具体的な事案に関する照会につい

ては、本照会手続の対象としていない。 

２．回答の効力 

本照会手続に基づく回答は、あくまでも照会時点における照会対象法令に関する

一般的な解釈を示すものであり、個別事案に関する法令適用の有無を回答するもの

ではない。また、もとより、捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではない。 
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第16章 疑わしい取引の届出制度 

Ⅰ 疑わしい取引の届出制度 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）

の規定により、金融機関等は、顧客から収受した財産が犯罪収益若しくは、テロ資金で

ある疑いがある場合又は顧客がその取引でマネー・ローンダリングを行っているのでは

ないかと疑われる場合には、速やかに行政庁に届出を行わなければならない義務が課さ

れている。 

疑わしい取引に関する情報は、主務大臣を通じて国家公安委員会に集約されたのち、

整理・分析が行われ、犯罪捜査等に資すると判断された情報については捜査機関等に提

供されている。 

このような仕組みは「疑わしい取引の届出制度」と呼ばれており、マネー・ローンダ

リング対策の柱として、我が国のみならず諸外国でも同種の制度が設けられている。（資

料16－１参照） 

Ⅱ 疑わしい取引の届出に関する概況 

１．届出の状況  

平成28年１月から12月までの１年間に、金融機関等から387,399件（前年比1,760

件増）※の疑わしい取引の届出が行われた。 

※「平成 28 年 警察庁 犯罪収益移転防止対策室 犯罪収益移転防止に関する年次報

告書」より 

２．研修会の開催 

警察庁との共催により、28年10月から11月にかけて、各財務（支）局等において、

金融機関等の疑わしい取引の届出担当者を対象に、疑わしい取引の届出制度について

の理解を深めるため研修会を開催した。 

３．疑わしい取引の届出等の徹底の要請 

ＦＡＴＦ声明の公表など様々な機会を捉え、関係省庁と連携のうえ、金融機関等に

対し、犯罪収益移転防止法に基づく顧客等の取引時確認義務、疑わしい取引の届出義

務の履行を徹底するよう繰り返し要請を行っている。 
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第17章 課徴金納付命令 

Ⅰ 課徴金制度について 

１．経緯等 

証券市場への信頼を害する違法行為又は公認会計士・監査法人による虚偽証明に

対して、行政として適切な対応を行う観点から、規制の実効性確保のための新たな

手段として、平成17年４月（公認会計士法については20年４月）から、行政上の

措置として違反者に対して金銭的負担を課す課徴金制度を導入した。 

（注）制度の対象とする違反行為 

（１）金融商品取引法 

① 不公正取引 

（インサイダー取引、相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、

風説の流布・偽計） 

② 情報伝達・取引推奨行為 

③ 有価証券届出書等の不提出・虚偽記載等（発行開示義務違反） 

④ 有価証券報告書等の不提出・虚偽記載等（継続開示義務違反） 

⑤ 公開買付開始公告の不実施、公開買付届出書等の虚偽記載等 

⑥ 大量保有報告書等の不提出・虚偽記載等 

⑦ プロ向け市場等における特定証券等情報の不提供等、虚偽等及び発行者等

情報の虚偽等 

⑧ 虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為等 

（２）公認会計士法 

ア．公認会計士 

① 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽 

錯誤及び脱漏のないものとして証明   

② 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある 

財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明 

イ．監査法人 

① 監査法人の社員が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚 

偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明   

② 監査法人の社員が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏の 

ある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明 

金融庁では、これら課徴金制度の運用を行うための体制整備として、17年４月１

日付で、審判官を発令するとともに、総務企画局総務課に審判手続室を設置した。 
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２．課徴金納付命令までの手続（資料17－１参照） 

（１）金融商品取引法 

① 証券取引等監視委員会が調査を行い、課徴金の対象となる法令違反行為があ

ると認める場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告を行う。 

② これを受け、金融庁長官（内閣総理大臣から委任。以下同じ。）は審判手続開

始決定を行い、審判官が審判手続を経たうえで課徴金納付命令決定案を作成し、

金融庁長官に提出する。 

③ 金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金納付命令の決定を行う。 

（２）公認会計士法 

① 金融庁長官が調査を行い、課徴金の対象となる虚偽証明の事実があると認め

る場合には、審判手続開始決定を行い、審判官が審判手続を経たうえで課徴金

納付命令決定案を作成し、金融庁長官に提出する。 

② 金融庁長官は、決定案に基づき、課徴金納付命令の決定を行う。 

 Ⅱ 課徴金納付命令等の状況（資料17－２参照） 

１．課徴金納付命令の実績 

28 事務年度においては、不公正取引事件 47 件及び開示書類の虚偽記載等事件 4

件について課徴金納付命令の決定を行い、金融庁ウェブサイトにて、その概要を公

表した。   
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（１）金融商品取引法 

事務年度 不公正取引 
開示書類の 

虚偽記載等 
合計 

17事務年度～ 

23事務年度 
141件 71件 212件 

24事務年度 29件 ９件 38件 

25事務年度 40件 ８件 48件 

26事務年度 40件 ８件 48件 

27事務年度 32件 ６件 38件 

28事務年度 47件 ４件 51件 

（２）公認会計士法  

事務年度 公認会計士 監査法人 合計 

27事務年度 ０件 １件 １件 

２．審判期日等の実績 

（１）株式会社ウェッジホールディングス株式に係る偽計（平成25（判）25） 

25年11月 １日 開始決定 

27年 ３月16日 第１回審判期日 

28年 ９月 ６日 第２回審判期日 

29年 ４月11日 課徴金納付命令 

（２）日本海洋掘削株式会社株式ほか44銘柄に係る相場操縦（平成27（判）１） 

27年 ４月 ７日 開始決定 

28年 ７月 ６日 審判期日 

29年 ３月14日 課徴金納付命令 

（３）株式会社琉球銀行株式に係る相場操縦（平成27（判）24） 

27年12月17日 開始決定 

28年 ９月15日 審判期日 

28年12月15日 課徴金納付命令 

（４）インスペック株式会社株式に係る偽計（平成27（判）35） 

28年 ３月 ９日 開始決定 

28年11月25日 審判期日 

29年 ３月14日 課徴金納付命令 
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（５）株式会社SHIFT役員による重要事実に係る伝達（平成27（判）39） 

28年 ３月28日 開始決定 

29年 １月27日 審判期日 

29年 ４月11日 課徴金納付命令 

（６）日本マニュファクチャリングサービス株式会社との契約締結交渉者の社員によ

る内部者取引（平成27（判）40） 

28年 ３月28日 開始決定 

28年11月 ２日 審判期日 

28年12月28日 課徴金納付命令 

（７）海外に居住する公開買付者の従業員による株式会社ゲームオン株式に係る内部

者取引（平成28（判）７） 

28年 ６月16日 開始決定 

28年11月24日 審判期日 

28年12月12日 課徴金納付命令 

（８）公開買付者との契約締結交渉者による株式会社京王ズホールディングス株式に

係る内部者取引（平成28（判）14） 

28年 ９月23日 開始決定 

28年11月 ９日 第１回審判期日 

28年11月28日 第２回審判期日 

28年12月16日 第３回審判期日 

29年 ３月30日 課徴金納付命令 

（９）株式会社クロス・マーケティンググループ株式外１銘柄に係る相場操縦（平成

28（判）27） 

28年11月24日 開始決定 

29年 ２月 ３日 審判期日 

29年 ３月13日 課徴金納付命令 

（10）株式会社デジタルデザイン株式に係る相場操縦（平成28（判）48） 

29年 ３月27日 開始決定 

29年 ６月 ９日 審判期日 

（注）これまでに審判期日が開催され、28事務年度中に審判手続（審判期日）が終

結したもの。 
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第18章 金融モニタリングの透明性・実効性の向上等のための方策 

第１節 検査モニター制度 

立入検査中又は立入検査終了後に、金融庁や財務（支）局等（沖縄総合事務局を含

む）の幹部が被検査金融機関に赴き、検査班を同席させずに、経営陣から検査に関す

る意見を直接聴取する「オンサイト検査モニター」、及びこれを補完する手段として、

アンケート方式により検査に関する意見を受け付ける「オフサイト検査モニター」を

実施し、適正な検査の確保に努めているところである。 

検査モニターの結果、検査実施上の問題点等が確認された場合においては、主任担

当検査官に伝達して早期に改善を図ることとしているほか、その状況については、財

務（支）局等の検査モニターも含め、速やかに金融庁検査局長まで報告を行う体制と

している。 

なお、28事務年度においては、オンサイト検査モニター96件、オフサイト検査モニ

ター131件実施し、モニター結果については、項目全体として、「妥当」と「概ね妥当」

を合わせた回答の割合が98.7％となっている。 

第２節 意見申出制度（資料18－２－１参照） 

本制度は、検査官と被検査金融機関とが十分な議論を尽くした上でも、認識が相違

した項目がある場合に、被検査金融機関が当該相違項目について意見を申し出る制度

であり、検査の質的水準及び判断の適切性の更なる向上を図り、もって金融検査に対

する信頼を確保することを目的として、平成12年１月から実施されている。 

なお、28事務年度において、被検査金融機関からの意見申出はなかった。 
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第３節 金融モニタリング情報の収集について 

Ⅰ 概要（資料18－３－１参照） 

金融庁及び財務局等では、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に関して、

より一層深度あるモニタリングを行う観点から、「金融モニタリング情報収集窓口」

を設置し、金融機関の商品説明、融資関連、保険契約内容変更・解約手続き、保険

金等支払、苦情対応、顧客情報漏えい、法令等遵守、リスク管理、経営管理等に関

する情報を広く収集している。 

現在の検査・監督一体での切れ目ない総合的な金融モニタリングの下では、有益

な情報は、立入検査の有無に関わらず全ての金融機関について常時収集することが

望ましいことから、平成28年11月より、従来行っていた「情報を募集している金

融機関」の掲載は中止した。 

Ⅱ 情報の収集状況 

     １．収集件数  

      平成28事務年度の総収集件数は、390件となっており、そのうち、預金取扱等

金融機関に関する情報が192件（49％）、保険会社に関する情報が185件（47％）、

金融機関名や情報内容が不明なもの等が13件（４％）となっている。 

     ２．業態別の主な情報 

    （１）預金取扱等金融機関については、法令等の遵守等に関するもの、預金・投資

信託及び保険等の説明等に関するもの、経営管理に関するもの、融資の申込み

や貸付条件の相談等に関するもの、リスク管理に関するもの、苦情対応等に関

するもの、顧客情報の漏えい等に関するものなど、多様な情報が寄せられてい

る。 

（２）保険会社については、法令等の遵守等に関するもの、保険金や給付金の支払

い等に関するもの、保険商品の説明及び告知の取扱い等に関するもの、苦情対

応等に関するもの、契約の変更や解約処理等に関するもの、経営管理に関する

もの、顧客情報の漏えい等に関するもの、リスク管理に関するものなど、保険

募集代理店での対応を含めた情報が寄せられている。 
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第４部 国際関係の動き 

 第19章 概括 

  第１節 金融規制・監督のあり方についての国際的な提言 

    2008年の世界的な金融危機以来、Ｇ20や金融安定理事会（ＦＳＢ）などの場におい

て包括的な規制改革が進められてきた。規制改革は金融システムの強靭性を高める上で

一定の成果を上げたと考えられる一方、近年に至ってもなお新規制の策定が続けられ

ており、成長資金の供給や市場の流動性への影響も懸念される状況にあった。 

    このような状況を踏まえ、金融庁は国際的な規制改革に関して以下の点をＧ20やＦ

ＳＢの場で主張するとともに、国際コンファレンスにおける講演や海外メディアへの

寄稿を通じて問題提起してきた（※）。 

   ① 経済の持続的成長と金融システムの安定を両立できる規制とすべき 

   ② 新たな規制を際限なく策定し続けるような状況は終わりにすべき 

   ③ 規制の複合的な効果と副作用について検証すべき 

※ 金融庁長官の英文講演について2016事務年度の主なものは、2017年５月「Will 

FinTech create shared values?」(於 コロンビア大学ビジネススクール日本経済

経営研究所東京コンファレンス)、同「A brake pedal alone cannot guarantee 

safety」(於 国際金融協会(ＩＩＦ)春季総会)、2016年11月「Between the past 

and the future」(於 国際銀行協会(ＩＢＡ)年次総会)等。（金融庁ホームページ

参照（http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/index_kouen.html）。）な

お、2017年５月26日にフィナンシャル・タイムズ紙に「A holistic approach to 

future-proofing the financial system」を寄稿した。 

    最近ではこうした問題提起に沿った動きが国際的にも見られている。例えば、Ｇ20

首脳声明は、成長と安定の両立の必要性について指摘しており、ＦＳＢは、今後は規

制の影響評価に活動の焦点を移していく旨を公表している。 

    一方、以下の点についての意見発信も進めているところ、支持も見られるものの、

国際的な共通認識となるには至っていない。 

   ④ 議論の重点を、新たな規制の策定から監督のあり方に移すべき（「静的な規制から

動的な監督へ」） 

   ⑤ 特に、共通価値の創造や金融仲介の質の向上につながるような監督のあり方を模

索すべき 

    今後も、こうした課題に関する国内の議論も踏まえつつ、金融規制・監督のあり方

に関する国際的な提言を続けていく。 
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    また、残された具体的な改革項目については、バーゼルⅢ（銀行の自己資本比率規

制に関する国際的枠組み）に関して、規制の不透明性を払拭するため、銀行セクター

の資本賦課の全体水準を更に大きく引き上げることなく早期に適切な形で最終化が

図られるよう、継続的に交渉している。現在策定中の保険会社の「国際資本基準(Ｉ

ＣＳ)」に関しては、保険監督者国際機構(ＩＡＩＳ)に意見書を提出し、保険会社の

健全性や社会的な役割、金融市場の安定に意図せざる影響を与える可能性に留意する

よう提言した。 

    なお、2016 事務年度においては、ＩＭＦによる金融セクターの評価（ＦＳＡＰ）を受

け、対日４条協議において少子高齢化・低金利環境が我が国金融システムにもたらす課

題への対応につき様々な提言を受けている（※）。今後、これらの提言を国内金融行政の

改善に活用していく。 

※ 主な提言としては、金融機関の新たな課題・リスクに対応するための金融監督

の枠組みの強化（リスク・ベースの健全性監督の体制整備等）、マクロ経済や人口

動態が金融機関に与える影響についての金融機関との深度ある対話、金融機関の

存続可能性に関する懸念が見いだされた場合の迅速な対応、危機管理・破綻処理

の枠組みの更なる強化がある。 

     金融規制改革に関する金融庁の問題提起と国際的な動向 

金融庁の問題提起 国際的な動向の例

①経済の持続的成長と金融システムの安定を両

立できる規制とすべき 

○Ｇ20首脳声明は「開かれた強靭な金融システムは、持続可

能な成長を支えるために極めて重要である」として、成長

が目的であり金融システムの安定は手段である旨を明示 

②新たな規制を際限なく策定し続けるような状

況は終わりにすべき 

○Ｇ20首脳声明は「合意されたＧ20金融セクター改革の課題

の最終化」を行う旨を明示 

③規制の複合的な効果と副作用について検証す

べき（一般均衡的な分析を含む包括的な影響

評価） 

○ＦＳＢは、一般均衡的な分析を含む規制改革全体の包括的

な影響評価の枠組みを公表 

○Ｇ20首脳声明は「金融規制改革の影響を評価するためのＦ

ＳＢの作業及び実施後の影響の評価のための構造的な枠組

みを支持する」旨を明示 

④議論の重点を、新たな規制の策定から監督の

あり方に移すべき（「静的な規制から動的な監

督へ」） 

⑤特に、共通価値の創造や金融仲介の質の向上

に繋がるような監督のあり方を模索すべき 

○欧州議会決議は、静的な規制は動的な監督に補われなけれ

ばならない旨言及 

○バーゼル銀行監督委員会議長は、「規制改革作業を終え、前

に進み、実施と監督に注力すべき」旨を発言 
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  第２節 国際的なネットワーク・協力の強化 

    金融機関の活動や金融取引のグローバル化に対応するため、当局間の国際的なネッ

トワーク・協力をさらに強化する必要性が高まっている。金融庁は、テクノロジーの

進化や世界経済における新興国の存在感の高まりなども踏まえ、2016事務年度におい

て以下の取組みを行った。 

   Ⅰ テクノロジーの進化も踏まえた監督協力の強化 

    フィンテックについての取組みに関する当局間の連携をさらに強化する目的から、

前述のとおり、英国金融行為規制機構（2017 年３月）、シンガポール金融管理局（同

年３月）及びオーストラリア証券投資委員会（同年６月）との間で、新たな書簡交換

（ＥＯＬ）を実施した。今後、この枠組みに基づき、相手国市場への進出を希望する

フィンテック企業を当局間で相互に紹介する取組みや、それぞれの市場における金融サ

ービスのイノベーションに係る情報を当局間で共有する取組みを推進していく。 

    加えて、オーストラリア健全性規制庁（2016 年８月）、米国ニュージャージー州銀

行・保険局（同年 10 月）、イラン・イスラム共和国中央銀行（2017 年２月）、フラン

ス健全性監督破綻処理機構（同年３月）、ベルギー国立銀行（同年３月）との間で監

督協力に係る書簡交換を行い、当局間の連携をさらに拡大した。 

    金融庁は、こうした新しい協力枠組みの構築のほか、二国間協議や個別金融機関に

係る監督カレッジの開催などを通じ、最新の金融規制・監督の動向や、個別金融機関の

経営内容・監督上注視すべき点などについて当局間で情報・意見交換を行っている。 

   Ⅱ 新興国との技術協力・交流の強化 

    金融庁は、アジア諸国の当局との間で金融技術協力に係る書簡交換（ＥＯＬ）を行

って長期的な協力枠組みを構築し、本邦金融機関等の意見を幅広く聴取しつつ、ミャン

マー、タイ、インドネシア、ベトナム等に対して技術協力を実施してきた。 

    例えばミャンマーに関しては、現地の証券市場整備を支援するために金融庁職員を

長期専門家として派遣しており、2016年３月にはヤンゴン証券取引所において実際に

取引が開始された。2016事務年度においては、同取引所における上場企業数の増加や、

不公正取引への対策のための取組みを行った。 

    また、金融庁は、中長期的な視点に立った当局間交流の強化や、新興国における  

知日派の育成を目的として、金融連携センター（※）の運営も行っている。 

※ 2014年４月に「アジア金融連携センター」（ＡＦＰＡＣ）として設置。2016年

４月に「グローバル金融連携センター」（ＧＬＯＰＡＣ）に改組し、支援対象地域
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を拡大（中東・アフリカ・中南米も追加）。 

金融連携センターにおいては、新興国の銀行・証券・保険当局などの職員を研究員

として日本に招聘し、招聘期間（通常２～３ヶ月）中、他省庁や民間金融機関等とも

連携して、各研究員の関心分野に応じたオーダーメイド型の研修プログラムを提供し

ている。金融連携センターでは、2014 年４月の設置以降 2017 年５月末までの間に、

22の国と地域から累計77名を受け入れた。 

この間、金融連携センターの運営業務の改善を重ね、現在では渡航・滞在サポート

などの面において、研究員からの改善要望はほとんど聞かれなくなり、同センターの

立上げ段階は完了したと考えられる。 

金融連携センターにおける新興国当局職員の受入状況 

受入実績がある国
うち５名以上の受入実績がある国

モンゴル
（11名）

ボツワナ
（２名）

ウズベキスタン
（１名）

イラン
（１名）

メキシコ
（１名）

ブラジル
（２名）

ペルー
（１名）

インド
（３名）

フィリピン
（３名）

ミャンマー
（３名）

インドネシア
（２名）

マレーシア
（１名）

ベトナム
（16名）

タイ
（16名）

カンボジア
（６名）

スリランカ
（１名）

ラオス
（２名）

アラブ首長国連邦
（ドバイ）（１名）

ウガンダ
（１名）

カザフスタン
（１名）

タンザニア
（１名）

エジプト
（１名）

金融連携センターにおける参加者の出身国・地域の数 
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    一方で、研修プログラムの内容はさらに強化していく必要がある。すなわち、各研

究員の関心分野にきめ細やかに応じた金融庁職員との対話の充実や、過去に受け入れ

た研究員（卒業生）のネットワークの維持・強化が課題であり、2016事務年度におい

ては、新たに、卒業生を再招聘して当庁職員や現役生との面談（ホームカミングプロ

グラム）を実施するとともに、現地における卒業生同窓会を開催した。今後もこうし

た課題の改善に一層注力し、新興国における知日派の育成を推進していく。 
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 第20章 金融に関する国際的な議論 

   2008年の秋以降本格化した世界的な金融危機を受け、2008年11月に第１回Ｇ20首脳

会合がワシントンで開催された。その後、Ｇ20やＦＳＢをはじめとする国際的な基準設

定主体において、危機の再発防止に向けた規制改革が議論されてきた。金融庁は、こう

した金融に関する国際的な議論に積極的に参画している。 

  国際的な議論の枠組み 

（全般）（証券） （保険）（銀行）

中銀総裁・
銀行監督当局
長官グループ

（GHOS）
［年１・２回］

証券監督者
国際機構
（IOSCO）

【マドリード】

代表理事会［年３回］の
下に約30の委員会・部会

保険監督者
国際機構
（IAIS）

【バーゼル】

執行委員会［年５回］の
下に約20の委員会・部会

金融安定理事会（FSB）
【バーゼル】

本会合［年３回］の下に約50の委員会・部会

Ｇ20財務大臣・中央銀行総裁会議［年３回］

マネーロンダ
リングに関する

金融活動作業部会
（FATF）

経済協力開発機構
（OECD）

コーポレート
ガバナンス委員会

金融サービス
利用者保護
国際組織

（FinCoNet）

Ｇ20首脳会議（サミット） ［年１回］

バーゼル銀行
監督委員会
（BCBS）

【バーゼル】

親委員会［年４回］の
下に約40の委員会・部会

  Ｇ20・金融安定理事会（FSB）・バーゼル銀行監督委員会（BCBS）のメンバー 

国・機関 Ｇ20 FSB BCBS 国・機関 Ｇ20 FSB BCBS 国・機関 Ｇ20 FSB BCBS

アジア・オセアニア  アルゼンチン ○ ○ ○  サウジアラビア ○ ○ ○ 

 日本 ⑦ ○ ○ 欧州  南アフリカ ○ ○ ○ 

 中国 ○ ○ ○  英国 ⑦ ○ ○ 基準設定主体 

 韓国 ○ ○ ○  ドイツ ⑦ ○ ○  バーゼル銀行監督委員会（BCBS）  ○ － 

 オーストラリア ○ ○ ○  フランス ⑦ ○ ○  証券監督者国際機構（IOSCO）  ○  

 インドネシア ○ ○ ○  イタリア ⑦ ○ ○  保険監督者国際機構（IAIS）  ○  

 インド ○ ○ ○  ロシア ○ ○ ○  国際会計基準審議会（IASB）  ○  

 トルコ ○ ○ ○  スイス  ○ ○  グローバル金融システム委員会  ○  

 香港  ○ ○  オランダ  ○ ○  支払・決済システム委員会（CPSS）  ○  

 シンガポール  ○ ○  スペイン  ○ ○ 国際機関 

米州  ベルギー   ○  国際決済銀行（BIS）  ○  

 米国 ⑦ ○ ○  ルクセンブルク   ○  欧州中央銀行（ECB）  ○  

 カナダ ⑦ ○ ○  スウェーデン   ○  国際通貨基金（IMF）  ○  

 ブラジル ○ ○ ○  欧州委員会（EC） ○ ○   世界銀行（WB）  ○  

 メキシコ ○ ○ ○ 中東・アフリカ  経済協力開発機構（OECD）  ○  

   （※１）Ｇ20メンバーのうち、「⑦」としているのはＧ７メンバー。 

   （※２）証券監督者国際機構（IOSCO）・保険監督者国際機構（IAIS）には、それぞれ、上記のほか 100     

以上のメンバーが参加。 
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  第１節 Ｇ20 

   Ⅰ 沿革 

     2008年９月のリーマン・ショックに代表される金融危機をきっかけに、危機対応

や規制・監督の改革等を議論するため、Ｇ７を超えた新興国を含む首脳レベルによ

る会合として同年 11 月に第１回Ｇ20 首脳会合（ワシントン・サミット）が開催さ

れた。以来、Ｇ20は、国際経済協力に関する「第１のフォーラム」として定例化さ

れており、金融規制は引き続き主要議題とされている。近年は年１回の首脳会議（サ

ミット）と、年数回の財務大臣・中央銀行総裁会議が開催されている。 

   Ⅱ 主な議論 

     2016年９月に杭州（中国）で開催されたＧ20首脳会議においては、金融規制に関

して主に以下の事項が合意された。 

    ① 開かれた強靭な金融システムの構築は、持続可能な成長と発展を支える上で極

めて重要であることを確認。 

    ② これまでに合意された金融セクター改革の課題の適時、完全かつ整合的な実施

に引き続きコミット。 

    ③ 公平な競争条件を促進しつつ、銀行セクターにおける資本賦課の全体水準を更

に大きく引上げることなくバーゼルⅢの枠組みを最終化することを再確認。 

    ④ 改革の実施及び影響に関するＦＳＢの第２回年次報告を歓迎するとともに、重

大で意図せざる影響にも対処することも含め、改革の実施と影響に対する監視を

引き続向上させる。 

    ⑤ 保険セクターにおけるシステミック・リスクの問題に引き続き対処する。 

    ⑥ 店頭デリバティブ改革の完全かつ適時な実施にコミットし、取引情報蓄積機関

への店頭デリバティブ取引の報告と、当局のデータへのアクセスの法的障壁を除

去。 

    ⑦ 各国のＦＭＩ原則の実施のギャップ縮小を奨励するとともに、中央清算機関の

強靱性、再建計画、破綻処理可能性を向上させる作業を支持。 

    ⑧ 資産運用業の活動がもたらす構造的な脆弱性に対応するための政策提言案を歓

迎。シャドーバンキングを含む、金融システムに生じつつありリスク及び脆弱性

を引き続き監視し、必要に応じて対処する。 

    ⑨ コルレス銀行サービスの減少に引き続き対処。 

    ⑩ 金融包摂のための具体的な行動をとることを奨励。 

     また、2017年３月にバーデン・バーデン（ドイツ）で開催されたＧ20財務大臣・

中央銀行総裁会議においては、金融規制に関して主に以下の事項が合意された。 

    ① 開かれた強靭な金融システムは、持続可能な成長と発展を支えるために極めて

重要であることを確認。 

－191－



    ② 合意されたＧ20金融セクター改革の課題の、適時、完全かつ整合的な実施及び

最終化を支持するというコミットメントを再確認。 

    ③ 資産運用業の活動がもたらす構造的な脆弱性に対応する政策提言を支持すると

ともに、ＩＯＳＣＯに対して、提言を運用に移すための具体的な措置を策定する

ことを求める。 

    ④ 金融システムにおいて生じつつあるシャドーバンキングリスク及び脆弱性を引

き続きしっかりと監視し、必要に応じ対処する。 

    ⑤ 店頭デリバティブ市場に対する改革の実施と影響に関するＦＳＢによる包括的

なレビューを期待するとともに、店頭デリバティブ改革の完全、適時かつ整合的

な実施の完了を要請。 

    ⑥ 公平な競争条件を促進しつつ、銀行セクターにおける資本賦課の全体水準を更

に大きく引き上げることなくバーゼルⅢの枠組みを最終化することを確認。 

    ⑦ ＦＳＢの第３回年次報告を期待するとともに、重大で意図せざるいかなる結果

にも対処すること等により、改革の実施と影響に対する監視を引き続き向上させ

る。 

    ⑧ Ｇ20 金融規制改革の実施後の影響の評価のための構造的な枠組みを策定する

ためのＦＳＢによる作業を歓迎。 

    ⑨ 「Ｇ20／ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則の実施を評価するためのＯＥ

ＣＤメソドロジー」を歓迎。 

    ⑩ ＦＳＢや他の国際機関や基準設定主体と協力し、デジタル金融の状況をしっか

りと監視することを奨励。 

    ⑪ ＩＣＴの悪意ある利用に対するＧ20 メンバー国における金融サービスと金融

機関の強靭性を向上させる。 

    ⑫ 送金、金融包摂、貿易及び開放性を支えるため、コルレス銀行の減少を評価し

対処するための、ＦＳＢの進捗報告書及び2017年の作業計画を歓迎。 

    ⑬ 「Ｇ20／ＯＥＣＤコーポレート・ガナバンス原則」の効果的な実施を支持。 
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 参考：Ｇ７ 

   Ⅰ 沿革 

     日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの７ヵ国間で、経済

成長の促進や為替相場の安定等を図るための政策協調の場として 1986 年に設立

が合意された。同年９月に第１回Ｇ７首脳会合（サミット）が開催され、近年は

年１回の首脳会議（サミット）と年数回の財務大臣・中央銀行総裁会議が開催さ

れている。マクロ経済政策のサーベイランス、国際通貨システムに関する議論の

ほか、開発や新興市場国など幅広い政策課題について議論が行われている。 

   Ⅱ 主な議論 

     2017年５月にバーリ（イタリア）で開催されたＧ７財務大臣・中央銀行総裁会

議においては、金融規制に関して主に以下の事項が合意された。 

    ① 代理業者も含めた資金移動業者の監督と監視を引き続き改善。 

    ② Ｇ７サイバー専門家グループに対し、サイバーセキュリティの効果的な評価

のための基礎的な要素を策定するよう指示。 

    ③ サイバー攻撃が我々の経済に対して増大する脅威を与えており、経済全体に

わたる適切な政策対応が必要。 
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  第２節 金融安定理事会（ＦＳＢ） 

   Ⅰ 沿革 

     1997年に発生したアジア通貨危機の際、一国における金融危機が容易に各国に伝

染（contagion）した経験を踏まえ、1999 年２月のＧ７における合意に基づき、金

融監督の国際的な協調体制を強化する観点から金融安定化フォーラム（ＦＳＦ: 

Financial Stability Forum）が設立された。 

     その後、リーマン・ショックを契機に、ＦＳＦのメンバーをＧ20メンバーの財務

省・中央銀行・監督当局や国際機関などに拡大し、2009年に金融安定理事会（ＦＳ

Ｂ: Financial Stability Board）が設立された。 

     ＦＳＢの任務は、各基準設定主体における作業を調整し、金融安定に係る国際的

な課題を議論することである。 

   Ⅱ 組織 

     すべてのメンバーによる意思決定会合である本会合（Plenary）の下に、作業全体

の方向性等を決定する運営委員会（ＳＣ: Steering Committee）と複数の常設委員

会（Standing Committee）が設置されている。各国はそれぞれ１～３の代表権（本

会合の議席数）を有しており、日本からは金融庁のほか、財務省、日本銀行が参加

している。 

   図表 金融安定理事会（FSB）の組織 

FSB Plenary
本会合

Steering Committee
運営委員会

Standing Committee on
Assessment of Vulnerabilities

（SCAV）
常設委員会（脆弱性評価）

Standing Committee on 
Supervisory & Regulatory 

Cooperation （SRC）
常設委員会（規制監督上の協調）

Standing Committee on 
Standards Implementation 

（SCSI）
常設委員会（基準の実施）

Standing Committee on Budget 
and Resources （SCBR）

常設委員会（予算・リソース）

     また、ＦＳＢは、金融システムの脆弱性や金融システムの安定化に向けた取組み

について、メンバー当局と非メンバー当局との意見交換を促す観点から、①アジア、

②アメリカ、③欧州、④中東・北アフリカ、⑤サブサハラアフリカ、⑥ＣＩＳ諸国、

の６つの地域諮問グループ（ＲＣＧ）を設置している。 

     ＦＳＢは、バーゼル（スイス）の国際決済銀行（ＢＩＳ）内に事務局を有してい

る。2013年には、組織基盤強化のため、スイス法上の非営利法人として法人格を取

得した。 
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   Ⅲ 主な議論 

    １．金融規制改革の影響評価 

      ＦＳＢは、金融危機後に合意された一連の金融規制改革がどのような影響をも

たらしているかを評価するため、2015年以降、毎年、Ｇ20首脳会合に向けて、「金

融規制改革の実施と影響に関する年次報告書」を公表している。本年度において

も、７月のＧ20首脳会合に向け、第３次年次報告書が公表された。 

      加えて、ＦＳＢでは、金融規制改革が意図していた成果を達成できているか、

また、対処すべき意図せざる影響をもたらしていないかについて分析する際に参

照するべき基準点を提示するため、「Ｇ20 金融規制改革の実施後の影響の評価の

ための枠組み」の策定作業を行っている。当該枠組みは７月のＧ20首脳会合に向

けて公表され、今後、枠組みに沿って、ＦＳＢにおける規制の影響評価作業が進

められていく予定。 

    ２．金融機関の実効的な破綻処理 

      ＦＳＢでは、傘下の破綻処理運営グループ（ＲｅＳＧ: Resolution Steering 

Group）において、2011年11月に策定された「金融機関の実効的な破綻処理の枠

組みの主要な特性」（Key Attributes）に沿った秩序ある破綻処理制度の整備や、

整備された制度に基づく円滑な破綻処理の実施について議論が行われている。そ

の一環として、国際通貨基金（ＩＭＦ）金融部門評価プログラム（ＦＳＡＰ）や

ピアレビュー等において銀行部門のKey Attributesの実施・遵守状況を評価する

ための基準（Key Attributes Assessment Methodology）が策定され、2016年10

月に公表された。 

      また、ReSG傘下のクロスボーダー危機管理グループ（ＣＢＣＭ: Cross Border 

Crisis Management Group）において、銀行の破綻処理の実効性を向上するための

検討作業が進められており、2017 年７月に内部 TLAC 要件の実施に係るガイダン

ス及び、金融機関破綻時の金融市場インフラへのアクセスの継続に係るガイダン

スが公表された。なお、保険会社やFMIについても、ＲｅＳＧの傘下部会である

ｉＣＢＣＭやｆｍｉＣＢＣＭにおいて、Key Attributesに沿った実効的な破綻処

理枠組みの構築に向けての検討が進められている。 

    ３．破綻時の損失吸収能力（ＴＬＡＣ） 

      破綻時の損失吸収能力（ＴＬＡＣ: Total Loss Absorbing Capacity）とは、巨

大銀行に対して破綻時に備えた損失吸収力を確保させる取組みであり、「大き過ぎ

て潰せない」問題に対処し、納税者の負担を回避しつつ、秩序ある破綻処理を可

能とするものである。 

      2013年９月のＧ20サンクトペテルブルク・サミットの要請を受け、金融安定理
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事会（ＦＳＢ）は2014年11月にＴＬＡＣに関する市中協議文書を公表し、同月

のＧ20ブリスベン・サミットに提出した。 

      市中協議の結果やバーゼル銀行監督委員会と共同で実施された影響度調査の結

果を踏まえ、ＦＳＢは、2015 年 11 月９日、ＴＬＡＣに関する最終合意文書を公

表した。最終合意は、同月15・16日のＧ20アンタルヤ・サミットに提出された。 

     （１）ＴＬＡＣに関する国際合意の概要 

      ・規制対象：グローバルなシステム上重要な銀行（Ｇ－ＳＩＢｓ：日本では３

メガ）。 

      ・適 格 性：バーゼルⅢ上の規制資本及び持株会社が発行する普通社債等 

      ・最低水準（邦銀には主に①が影響） 

 2019年１月 2022年１月 

①連結ベースRWA（リスクアセット）比 

 〔預金保険基金の算入可能額〕 

16% 

〔2.5%〕 

18% 

〔3.5%〕 

②レバレッジ比率規制の分母比（※） 6％ 6.75％ 

        （※）①と同額の預金保険基金を分子に算入可能。 

      ・内部ＴＬＡＣ：処理対象の持株会社に海外の主要子会社グループの損失を吸

収するため、海外の主要子会社グループから持株会社に対し

内部ＴＬＡＣの発行を義務付け 

     （２）2019年の規制の適用開始に向け、主に次のような作業が進められている。 

 責任主体 完了期限 

バーゼル3の下でのTLACの開示要件を特定 
バーゼル銀行監督 

委員会（BCBS） 
2016年10月 

TLAC保有者規制 
バーゼル銀行監督 

委員会（BCBS） 
2016年10月 

内部TLAC要件の実施に係るガイダンスの策定 
金融安定理事会 

（ＦＳＢ） 
2017年７月 

    ４．ＴＬＡＣ保有者規制 

      Ｇ－ＳＩＢの破綻時にＴＬＡＣが損失を吸収することで、金融システム内で危

機の伝播が起きることを防ぐために、Ｇ－ＳＩＢ及びＮｏｎ－Ｇ－ＳＩＢがＴＬ

ＡＣに対して投資を行っている場合に適用される規制。 

      2015 年 11 月のＴＬＡＣ最終合意文書の公表と同時にバーゼル委が開始した市

中協議の結果を踏まえ、ＴＬＡＣ債への投資を投資者自らのTier2から控除する
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ことをベースとして、控除対象に係る閾値等についての規制を2016年10月に公

表した。 

    ５．金利指標改革 

      ＬＩＢＯＲ等の金利指標の不正操作に関する問題を受け、2013年７月にＩＯＳ

ＣＯより、金融指標全般について指標決定過程の透明性や経済実態の反映を求め

る「金融指標に関する原則」の最終報告書が公表された。また、Ｇ20の要請を受

け、2014年７月にＦＳＢ報告書「主要な金利指標の改革」が公表され、ＴＩＢＯ

Ｒ・ＬＩＢＯＲ・ＥＵＲＩＢＯＲの３指標を主な対象として、より実取引に裏打

ちされた形で指標の算出が行われるようにするための改革（ＩＢＯＲｓ改革）が

求められている。 

      上記の報告書を踏まえ、全銀協ＴＩＢＯＲ運営機関はＴＩＢＯＲの改革に係る

検討を進め、2014年12月から2016年12月にかけて３回の市中協議を実施した。

2017年２月、改革案を最終化し、各リファレンス・バンクがレート呈示を行う際

のウォーターフォール構造（優先順位）を定め、実取引に依拠した呈示プロセス

を統一・明確化し、2017年７月24日、改革を実施した。 

      なお、ＦＳＢ報告書においては、ＩＢＯＲｓ改革のほか、銀行の信用リスクを

含まないリスク・フリーに近い指標（リスク・フリー・レート）の構築が提言さ

れている。我が国では、日本銀行が事務局を務める「リスク・フリー・レートに

関する勉強会」において検討が行われ、2016年12月、日本円のリスク・フリー・

レートとして、日本銀行が算出・公表している無担保コールＯ／Ｎ物レートが特

定された。 

      こうした金利指標改革の進捗状況について、ＦＳＢ傘下の指標に関する公的部

門運営グループ（ＯＳＳＧ）がモニタリングを行っており、2017年中に最終報告

書が公表される予定となっている。 

    ６．ミスコンダクト対応 

      金融機関の市場におけるミスコンダクト（不正行為）が、システミック・リス

クにつながり得るほか、市場に対する信頼を低下させているとして、ＦＳＢ等に

おいてその対応について議論が実施されている。Ｇ20 との関係では、ガバナン

ス・フレームワークに関するワーキング・グループ（ＷＧＧＦ）、報酬に係るワー

キング・グループ（ＣＭＣＧ）、ＩＯＳＣＯによる市場に係るミスコンダクト分析

等につき、ＦＳＢによる金融セクターにおけるミスコンダクトリスク低減の取組

むこととし、定期的に進捗報告されている。 

      2015 年９月にミスコンダクトのリスクに関するラウンドテーブルが実施され、

ミスコンダクトに係る作業を進めていくことが重要との認識が共有されたことを

踏まえ、2016年５月にＷＧＧＦが立ち上がった。 

      ＷＧＧＦでは、民間セクターとの対話・当局間の意見交換等を通じ、コンダク
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ト向上に資するガバナンスの枠組強化、個人の説明責任等について議論するとと

もに、監督のためのツールの充実や既存の指針の強化、新たな指針の策定が必要

となるかどうかについて検討が行われている。2016年～2017年にかけて、各国で

取られているミスコンダクト対応の取組みのストックテイクを行い、その結果を

2017年５月に公表。今後、企業文化等の３テーマに論点を絞って作業を進め、2018

年春めどでガイダンス策定の要否を決定する予定。 

    ７．レポ・証券貸借 

      レポ・証券貸借取引に関する最低ヘアカット規制（担保に水準以上の掛け目の

設定を義務付け）、現金担保の再投資規制、市場の透明性を高めるための国際的な

データ収集や情報開示等のあり方等について、ＦＳＢは、2013年８月に政策提言

を公表。その後、バンク・ノンバンク間のレポ・証券貸借取引に係る最低ヘアカ

ット規制の細目、ノンバンク・ノンバンク間の最低ヘアカット規制の細目につい

て、2014年 10月、2015年 11月に政策提言を公表。これらの提言は、2017年以

降各国における実施が求められている。 

      また、レポ・証券貸借取引の国際的なデータ収集と集計に関してもその細目に

ついて、政策提言を2015年11月に公表。各国において2017年末までの実施が求

められている。 

    ８．気候変動が金融に与える影響 

      2015年９月に開催されたＦＳＢ主催「気候変動が金融の安定与える影響に関す

る官民会合」での議論を踏まえ、ＦＳＢのイニシアチブにより、同年12月ＴＣＦ

Ｄ（気候変動関連財務情報開示タスクフォース）が設立された。ＴＣＦＤは業界

主導の取組みであり、金融機関や上場企業を対象とした自主的な開示原則等の策

定を目的としている。本邦金融機関からは東京海上グループの長村ＣＳＲ室長が

参加しており、2017年７月のサミットに向けて、最終報告書の公表が予定されて

いる。 

    ９．ＦＳＢピアレビュー 

     （１）対日ピアレビュー 

       ＦＳＢ・ＳＣＳＩ（基準の実施に関する常設委）では、ＦＳＢメンバー国を

対象に順次国別レビューを実施。国別ピアレビューでは、ＩＭＦ・世銀が行う

ＦＳＡＰの指摘事項（勧告）に焦点を当ててレビューが行われ、ＦＳＡＰの終

了後２～３年後を目処に実施される。 

       2015 年から 2016 年にかけて、①マクロプル－デンス政策と②金融機関の破

綻処理をテーマに、日本に対する最初のピアレビューが行われた。ピアレビュ
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ーの結果はＦＳＢメンバーの承認を受け、2016 年 12 月に公表された。報告書

では以下のような勧告がなされている。 

      ① 金融庁の金融安定に係る制度的枠組みをさらに強化すべき 

      ② 破綻処理制度の透明性を確保するためのガイダンスを策定すべき 

     （２）テーマ別ピアレビュー 

       ＦＳＢ・ＳＣＳＩでは、毎年複数のテーマを選定し、全ＦＳＢメンバー国に

おける当該テーマに係る取組み状況のレビューを行っているところ。2016年後

半から2017年にかけては、コーポレート･ガバナンスに関するピアレビューを

実施。各国のＧ20／ＯＥＣＤコーポレートガバナンス原則の実施状況のストッ

クテイクを行い、2017年４月にその結果が公表された。 

    10．コルレス銀行業務からの撤退の問題について 

      ＡＭＬ／ＣＦＴ対策に係るコスト負担への懸念等から、国際的な銀行が途上国

等の銀行とのコルレス契約を解消する動きが、金融包摂上の観点から問題化して

いるところ。 

      ＦＳＢは、2015年のＧ20サミットにおいて承認されたコルレス銀行業務からの

撤退問題に係るＦＳＢのアクションプランの実施に向け、2016年２月にコルレス

銀行調整グループ（ＣＢＣＧ: Correspondent Banking Coordination Group）を

設置。本グループでは、コルレス銀行業務の縮小の問題に対応し、ＢＣＢＳ、Ｃ

ＰＭＩ、ＦＡＴＦ等と連携しながら、データの収集及び分析、当局による規制期

待の明確化等のトピックについて、それぞれの作業部会を設置して検討を行って

いる。これに加え、2017年においては、送金業者の銀行サービスへのアクセスに

ついて検討を行うタスクフォースが設置される予定である。ＣＢＣＧのそれぞれ

の作業部会の取り組みについては、同年７月のＧ20サミットに向けて進捗報告書

が公表された。 
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  第３節 バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ） 

   Ⅰ 沿革 

     バーゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ: Basel Committee on Banking Supervision）

（以下「バーゼル委員会」という）は、ヘルシュタット銀行（西ドイツ）破綻に伴

う国際金融市場の混乱を受けて、1974年に、Ｇ10の中央銀行総裁の合意によって発

足した。1975年２月に第１回会合を開催。 

     バーゼル委員会の任務は、銀行監督に関する共通の基準・指針を策定する観点か

ら、①国際的に活動する銀行の自己資本比率規制など国際的な基準の設定、②銀行

監督をめぐる諸問題に関する話し合いの場の提供、である。 

     バーゼル委員会の会合は、主としてバーゼル（スイス）にある国際決済銀行（Ｂ

ＩＳ）本部において年４回程度開催されており、日本から金融庁・日本銀行が参加

している。バーゼル委員会の議長は、2011年７月からスウェーデン中央銀行のイン

グベス議長が務めている。 

   Ⅱ 組織 

     バーゼル委員会は、現在、日本、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ブ

ラジル、カナダ、中国、ＥＵ、フランス、ドイツ、香港、インド、インドネシア、

イタリア、韓国、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ロシア、サウジアラビア、

シンガポール、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米

国の28の国・地域の45の銀行監督当局及び中央銀行によって構成されている。 

     バーゼル委員会は、バーゼル（スイス）の国際決済銀行（ＢＩＳ）内に事務局を

有しているが、ＢＩＳとは独立した存在として位置付けられている。 

     バーゼル委員会の下には、政策企画部会（ＰＤＧ: Policy Development Group）、

監督・基準実施部会（ＳＩＧ: Supervision and Implementation Group）、会計専門

家部会（ＡＥＧ：Accounting Expert Group）、マクロ健全性監督部会（ＭＰＧ : 

Macroprudential Supervision Group）などが設置されている。さらに、その下には

各分野を専門的に検討する作業部会が設けられている。 

     各部会・作業部会は、バーゼル委員会から付託されたマンデートに従って議論を

行い、結果はバーゼル委員会に報告・議論される。また、特に重要な案件に関して

は、バーゼル委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ（Ｇ

ＨＯＳ：Group of Governors and Heads of Supervision）会合で議論されることに

なっている。 

     バーゼル委員会は、法的には国際的な監督権限を有しておらず、その合意文書等

も法的拘束力を有するものではない。しかしながら、バーゼル委員会が公表してい

る監督上の基準・指針等は、各国の監督当局が自国内においてより実効性の高い銀

行監督を行うとともに、クロスボーダーで活動する銀行が円滑に業務を行えるよう、

各国の規制を国際的に整合性のあるものにするための環境整備に資するものとして、
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世界各国において幅広く取り入れられている。 

     なお、バーゼル委員会の目的、主たる運営手続については、バーゼル委員会の規

約（チャーター）で定められている。 

バーゼル銀行監督委員会（BCBS）の組織 

監督基準実施部会
（Supervision and Implementation Group）

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸWG
（Working Group on Operational 

Risk）

政策企画部会
（Policy Development Group）

定量的影響度調査WG
（QIS Working Group）

期待損失モデルTF
（Task Force on Expected Loss 

Provisioning）

資本WG
（Working Group on Capital）

監査SG
（Audit Subgroup）

レバレッジ比率G

（Leverage Ratio Working Group
）

開示WG
（Working Group on 

Disclosure）

トレーディング勘定G
（Trading Book Group）

格付・証券化WS
（Ratings and Securitization

Workstream）

会計専門家部会
（Accounting Experts Group）

標準的手法の見直しTF
（Task Force on Standardised

Approaches）

ピラー２WG
（Pillar 2 Working Group）

マクロ健全性監督部会
（Macroprudential Supervision Group）

大口エクスポージャーG
（Large Exposures Working 

Group）

リスク計測G
（Risk Measurement Group）

流動性WG
（Working Group on Liquidity）

（注）G/WG/TF/WS/SGは下記の略称。
G・・・Group

WG・・・Working Group
TF・・・Task Force
WS・・・Workstream
SG・・・Subgroup

（2016年12月末現在）

ストレステストWG
（Working Group on Stress 

Testing）

監督カレッジWG
（Working Group on Supervisory 

Colleges）

バーゼル銀行監督委員会
（Basel Committee on Banking Supervision）

連結範囲TF

（Task Force on the Scope of 
Regulatory Consolidation）

リサーチTF
（Research Task Force）

FinTech TF
（Task Force on Financial 

Technology）

資産の健全な取扱いTF
（Task Force on Prudential 

Treatment of Assets）

金融監督の影響度・説明責任TF
（Task Force on Impact and 

Accountability）

トレーディング勘定SG
（SIG Trading Book Task Force）

銀行勘定SG
（SIG Banking Book Task Force）

リスクデータネットワーク
（Risk Data Network）

   Ⅲ 主な議論 

     2008 年９月のリーマン・ショックを契機として、国際的な金融規制改革はＧ20

首脳レベルでの主要な課題となり、中でも、国際的に活動する銀行の自己資本及び

流動性に係る新たな基準の設定は、中核的課題とされた。こうした新たな基準の大

枠は、2010年11月のソウル・サミットに報告・了承され、その詳細が、同年12月、

「バーゼルⅢ」の最終規則文書として公表された。 

     そのうち、自己資本比率については、国際的に活動する銀行の健全性を測るリス

クベースの指標として機能しているものであるが、バーゼルⅢを踏まえ、従来の普

通株式等Tier１比率２％から、最低水準とバッファーを加えて、同比率７％と大幅

に水準が引き上げられたほか、資本の算入要件についても厳格化が図られている。

また、その実施については、新規制への円滑な移行を確保する観点から、2013年１

月から段階的に実施し、2019年より完全実施するスケジュールが国際的に合意され

ている。 

     また、こうしたリスクベースの指標である自己資本比率を補完するものとして、
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２つの流動性基準（流動性カバレッジ比率、安定調達比率）及びレバレッジ比率の

導入が定められている。流動性基準については、2013年１月に流動性カバレッジ比

率の最終規則文書が公表され、2015年から段階的に実施する（比率の最低水準を当

初60％とし、翌年から10％ずつ引き上げ2019 年に 100％とする）こととなった。

2014年10月には、安定調達比率の最終規則文書が公表され、2018年から実施する

こととされている。 

     現在は、自己資本比率の計算におけるリスクアセット（分母）のばらつきを抑制

するための議論が行われている。バーゼルⅢの最終化にあたっては、資本賦課の全

体水準を大きく引き上げることなく、2016年末までに見直し作業を完了することと

されていたが、資本賦課の最終的な水準調整を含め、いくつかの作業を終わらせる

ため更なる時間が必要であるとして 2017 年１月に予定されていたＧＨＯＳ会合の

開催が延期され、引き続き最終化に向けた議論を継続している。 

    （バーゼルⅢの最終化に係る主要項目） 

    １．信用リスクに関する標準的手法の見直し 

      バーゼル委員会は、リスク感応度及び比較可能性の向上等の観点から信用リス

クに関する標準的手法の見直し作業を行っており、2015 年 12 月に信用リスクに

関する標準的手法の見直しについての第２次市中協議文書を公表している。 

    ２．信用リスクに関する内部モデル手法の見直し 

      大手行は、一般に銀行独自の内部モデルを用いたリスク計測結果に基づき自己

資本比率を算出しているが（内部モデル手法）、その結果にはばらつきが見られる

ところ、バーゼル委員会は、Ｇ20の指示を受けて、銀行の自己資本比率規制の簡

素さや比較可能性を向上させるべく検討を行っている。 

      2016年３月には、内部モデル手法の利用を制約する方向の市中協議文書を公表

しており、市中からのコメント及び包括的な定量的影響度調査の結果を踏まえて

検討を進めている。 

    ３．オペレーショナルリスクの計測手法 

      バーゼル委員会は、オペレーショナルリスクの計測手法に関し、従来のＢＩＡ

（基礎的手法）・ＴＳＡ（粗利益配分手法）を統合し、新しい標準的手法の導入を

検討しており、2016年３月にオペレーショナルリスクに関する新しい標準的手法

についての第２次市中協議文書を公表している。なお、モデル手法である先進的

計測手法（ＡＭＡ）の廃止も提案されている。 
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４．資本フロア 

      バーゼル委員会は、リスクアセットの比較可能性を高めることを目的として、

2014 年 12 月に資本フロア（所要自己資本額の下限）の見直しに関する市中協議

文書を公表している。具体的には、資本フロアの参照基準を、現行のバーゼルⅠ

から標準的手法に変更することを提案している。2016年３月に公表された内部モ

デル手法に係る市中協議文書において、リスクアセット全体を対象に、標準的手

法対比60～90％の資本フロアを導入することが提案されているほか、代替案とし

て、リスクカテゴリー毎等のより粒度の細かいフロアとすることも提案されてい

る。 

    ５．レバレッジ比率規制 

      銀行の抱えるリスクに応じて資本を求める（リスク・ベースの）自己資本比率

を補完する簡易な指標として、銀行システムにおける過大なレバレッジの積み上

がりを抑制するためのレバレッジ比率規制の導入が進められている（開示は2015

年１月から開始）。 

      2016年１月のＧＨＯＳ会合において、全ての銀行に対するレバレッジ比率の最

低水準をTier1比３％とすることで合意された。現在は、Ｇ－ＳＩＢｓに対する

上乗せを含め、規制のデザイン及び水準について最終的な調整を行っている。 

    （上記以外の主要項目） 

    ６．ソブリンリスクの取扱い 

      現行の自己資本比率規制上、自国通貨建ての国債は、格付にかかわらず、信用

リスクをゼロにすることが各国の裁量により可能となっている。また、国債は、

大口信用供与規制（銀行が保有する特定の債務者グループ向け債権を、基準自己

資本（Tier1）の25％（Ｇ－ＳＩＢｓ間取引は15％）までとする規制）の適用対

象外となっている。 

      これに対し、一部のユーロ圏諸国は、こうした取扱いが自国銀行による欧州周

縁国の国債の保有を容易にし、ユーロ圏の債務・銀行危機を深刻化させたとして、

規制の見直しを主張している。 

      こうした議論を踏まえ、2015年１月のＧＨＯＳ会合において、バーゼル委員会

が、ソブリンリスクの自己資本比率規制上の取扱いについて、予断を持たず、「注

意深く、包括的に、時間をかけて（careful, holistic and gradual）」検討を進

めることとなった。 

    ７．システム上重要な銀行に対する対応 
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      2010年11月にＧ20ソウル・サミットへ提出・公表されたＦＳＢ報告書「シス

テム上重要な金融機関がもたらすモラルハザードの抑制」において、グローバル

なシステム上重要な金融機関（Ｇ－ＳＩＦＩｓ：Global Systemically Important 

Financial Institutions）への規制・監督上の措置の検討を進めることとされた。 

      これを受け、バーゼル委員会では、グローバルなシステム上重要な銀行（Ｇ－

ＳＩＢｓ：Global Systemically Important Banks）の①選定手法、②追加的資本

上乗せ規制などが検討され、2011年11月に規則文書が公表された（2013年７月、

本規則文書を更新した文書が公表）。 

      これに基づき、ＦＳＢからＧ－ＳＩＢｓのリストが毎年公表され、本リストに

基づいたＧ－ＳＩＢｓに対する追加的資本上乗せが適用されている（資本上乗せ

は2016年から段階的に実施されており、2019 年から完全実施される予定）。 

      Ｇ－ＳＩＢｓの選定手法は、国際的な銀行システムや銀行のビジネスモデルの

構造的な変化を踏まえて、３年ごとに見直すこととされており、2017年３月、見

直し提案に係る市中協議文書が、制度導入後初めて公表された。 

      また、2012 年 10 月、バーゼル委員会より、国内のシステム上重要な銀行（Ｄ

－ＳＩＢｓ：Domestic Systemically Important Banks）の取扱いに関する12の

原則を示した枠組み文書が公表された。 

      日本では、2015 年 12 月に３メガバンク（三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー

プ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ）をＧ－

ＳＩＢｓに指定するとともに、三井住友トラスト・ホールディングス、農林中央

金庫、大和証券グループ本社、野村ホールディングスをＤ－ＳＩＢｓに指定した。 

    （最終化された主要項目） 

    ８．銀行勘定の金利リスク 

      バーゼル委員会は、銀行勘定の金利リスクに関する規制・監督の枠組みに関し

て、2013年４月から検討を開始し、2015年６月に市中協議文書を公表した。同文

書においては、①リスク量の計測を定式化し、自己資本比率の分母に勘案する案

（第１の柱案）と、②現行の監督枠組みは維持しつつ監督対応の深化を図る案（第

２の柱案）の２案が併記されたが、市中からのコメントを踏まえ、各市場におけ

る金利リスクの多様性や個々の金融機関のリスク特性等を踏まえた柔軟な監督対

応を可能とする②第２の柱案を採用した最終規則文書が 2016 年４月に公表され

た。 

    ９．マーケットリスク規制の抜本的見直し 

      2009年に公表されたマーケットリスク規制の見直し（いわゆるバーゼル2.5）

が応急措置に止まっていたとの問題意識から、バーゼル委員会は、①トレーディ

ング勘定と銀行勘定の境界の見直しと勘定間の規制裁定の防止措置、②内部モデ
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ルの精緻化とより厳格なモデル承認プロセス、③内部モデルのフォールバックと

して標準的方式のリスク感応度の向上、の３点からなるマーケット規制の抜本的

な見直しを行った。見直し後の規制枠組みは、2016年１月のＧＨＯＳ会合におい

て最終合意された。 

 参考：東アジア・オセアニア中央銀行役員会議（ＥＭＥＡＰ） 

   東アジア・オセアニア中央銀行役員会議（ＥＭＥＡＰ: Executives' Meeting of East 

Asia and Pacific Central Banks）は、1991年、日本銀行の提唱により、同地域の中

央銀行関係者が金融政策運営などについての情報・意見交換を行う場として発足した。

メンバーは、日本・中国・韓国・香港・オーストラリア・ニュージーランド・インド

ネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイの11か国（現在の議長国はイ

ンドネシア）である。 

   1996年以降、総裁会議及び金融市場、決済システム、銀行監督、ITの各分野の実務

家会合が定期的に開催されており、銀行監督部会（ＥＭＥＡＰ－ＷＧＢＳ）には金融

庁も参加している。また、2012年より、監督当局の長が参加する総裁・長官会議（Ｅ

ＭＥＡＰ－ＧＨＯＳ）も年１回開催されている。 

   銀行監督分野の実務家によって構成されるＥＭＥＡＰ－ＷＧＢＳは年２回開催され

ており、現在、２年間の任期でフィリピン中央銀行議長の下、日本（金融庁・日本銀

行）及びマレーシア中央銀行が共同副議長を務めている。 
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  第４節 証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ） 

   Ⅰ 沿革 

      証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ：International Organization of Securities 

Commissions）は、世界各国・地域の証券監督当局、証券取引所等から構成される

国際的な機関である。加盟機関の総数は、普通会員（Ordinary Member：証券規制

当局）、準会員（Associate Member：その他当局）及び協力会員（Affiliate Member：

自主規制機関等）あわせて217機関（2016年６月現在）となっている。ＩＯＳＣ

Ｏの本部事務局は、マドリード（スペイン）に置かれている。 

      日本は、1988年11月のメルボルン（オーストラリア）における第13回年次総

会で、当時の大蔵省が普通会員としてＩＯＳＣＯに加盟した。現在は、金融庁が、

2000年７月の発足と同時にそれまでの金融監督庁（準会員）及び大蔵省（普通会

員）の加盟地位を承継するかたちで、普通会員となっている。その他、1993年10

月のメキシコ・シティー（メキシコ）における第18回年次総会で証券取引等監視

委員会が準会員として加盟したほか、商品先物取引を所掌している経済産業省及

び農林水産省が普通会員、日本取引所グループ及び日本証券業協会が協力会員と

なっている。 

      ＩＯＳＣＯは毎年１回年次総会を開催しており、2016年５月にリマ、2017年５

月にモンテゴベイ（ジャマイカ）で開催された。次回は、2018年にブダペスト（ハ

ンガリー）で開催される予定である。なお、我が国においても、1994 年 10 月に

東京で第19回年次総会が開催されている。 

      ＩＯＳＣＯは、以下の３つを目的としている。 

     ① 投資家保護、市場の公正性・効率性・透明性の確保、システミック・リスク

への対処のために、証券分野の規制・監督等に関する国際基準の策定・実施等

を行うこと 

     ② 投資家保護や、証券市場への信頼性向上のために、当局間において、情報交

換や、監督・不公正取引の監視における協力を行うこと 

     ③ 各国における市場の発展支援、市場インフラの強化、規制の適切な実施のた

めに、各メンバーの経験を共有すること 

      ＩＯＳＣＯは、「証券規制の目的と原則」をはじめとする証券市場規制に係る国

際原則、指針や基準等を定めている。これらは基本的にメンバーを法的に拘束す

るものではないが、メンバーはこれらを踏まえて自ら行動し、原則の遵守等に取

り組むことが促されている。 

      その他、メンバー間の情報交換協力を促進するため策定されたＩＯＳＣＯ多国

間情報交換枠組み（以下「ＩＯＳＣＯ・ＭＭＯＵ」という。）については、2010

年６月の代表委員会決議により、2013年１月までにすべてのメンバーがＩＯＳＣ

Ｏ・ＭＭＯＵへ署名（将来的な署名約束を含む）することが義務付けられ、各メ

ンバーはＩＯＳＣＯ・ＭＭＯＵに規定されている情報交換協力が実施できるよう

な法制を整備することが求められている。（なお、当庁は、2008 年２月にＩＯＳ
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ＣＯ・ＭＭＯＵに署名。） 

   Ⅱ 組織 

    図表 証券監督者国際機構（IOSCO）の組織 

事務局
(General Secretariat)

（2017年6月現在）

代表理事会 （IOSCO Board）

総会
(Presidents Committee)

アジア・太平洋地域委員会
（Asia-Pacific Regional 

Committee: APRC）

欧州地域委員会
（European Regional Committee: 

ERC）

米州地域委員会
（Inter-American Regional 

Committee: IARC）

アフリカ・中東地域委員会
（Africa / Middle-East Regional 

Committee: AMERC）

店頭デリバティフﾞ規制TF
（TF on OTC Derivatives）

成長・新興市場委員会
（Growth and Emerging Markets 

Committee: GEMC）

協力会員諮問委員会
（Affiliate Members 

Consultative Committee: AMCC）

財務・監査委員会
（Finance and Audit Committee: 

FAC）

エマージング･リスク委員会
（Committee on Emerging Risks: 

CER）

第１委員会【会計・監査・開示】
（Committee 1: C1）

第２委員会【流通市場】
（Committee 2: C2）

第３委員会【市場仲介者】
（Committee 3: C3）

第４委員会【法執行・情報交換】
（Committee 4: C4）

第５委員会【投資管理】
（Committee 5: C5）

第６委員会【格付会社】
（Committee 6: C6）

第８委員会【金融教育・投資家保護】
（Committee 8: C8）

アセスメント委員会
（Assessment Committee: AC）

キャパシティ･ビルディング委員会
（Capacity Building Resource 

Committee: CBRC）

CPMI-IOSCO 運営グループ
（CPMI-IOSCO Steering Group: SG

）

BCBS-IOSCO 
証拠金規制作業部会

（WG on Margin Requirements: WGMR
）

政策常設グループ
（Policy Standing Group: PSG）

サイバーレジリエンス作業グループ
（WG on Cyber Resilience in FMIs: WGCR

）

FMI原則実施モニタリング
（Implementation Monitoring SG: IMSG）

店頭デリバの主要データ項目の調和に
関する作業部会

Working group for Harmonisation of key 
OTC derivatives data elements

第７委員会【商品デリバティブ】
（Committee 7: C7）

市場コンダクトTF
（Market Conduct TF）

金融指標TF
（Task Force on Financial 

Benchmarks）

デジタルイノベーションに関する作業部会
（WG on Digital Innovations: WGDI）

    １．総会（Presidents Committee） 

      総会は、すべての普通会員の代表者で構成され、年１回、年次総会時に開催さ

れる。 

    ２．代表理事会（ＩＯＳＣＯ Board） 

      代表理事会は、2012年５月の北京総会において、既存の理事会や専門委員会等

を統合して設立された会議体である。証券分野における国際的な規制上の課題へ

の対処や、予算の承認等、ＩＯＳＣＯのガバナンス確保、証券分野における能力

開発等に関する検討・調整を行うこととしており、その下に各種の委員会や作業

部会が設置されている（主な委員会等の活動状況についてはⅢ参照）。 

      代表理事会は、当庁を含む34当局で構成されている。現在の議長は、香港証券

先物委員会（ＳＦＣ）のオルダーＣＥＯである。副議長は、ベルギー金融サービ

ス市場局（ＦＳＭＡ）のセルベー委員長と、マレーシア証券委員会（ＳＣ）シン

委員長の２名が務めている。いずれの任期も、2018年の総会までとされている。 
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    ３．地域委員会（Regional Committee） 

      代表委員会の下には、アジア・太平洋地域委員会、米州地域委員会、ヨーロッ

パ地域委員会、アフリカ・中東地域委員会の４つの地域委員会が置かれており、

それぞれの地域固有の問題が議論されている。我が国はアジア・太平洋地域委員

会（ＡＰＲＣ：Asia Pacific Regional Committee）に属しており、同委員会は、

年２回程度開催されている。ＡＰＲＣは29当局から構成されており、現在の議長

は、当庁の氷見野金融国際審議官が務めている。 

      我が国は、代表理事会、アジア・太平洋地域委員会及びその他の委員会等のメ

ンバーとして、国際的な証券規制の原則の策定等に積極的に参画・貢献している。 

   Ⅲ 主な議論 

    １．概要 

      ＩＯＳＣＯは近年、証券規制に関する国際基準設定主体としての役割の維持、

法執行に関するクロスボーダーの協力の改善（ＩＯＳＣＯ・ＭＭＯＵの推進）に

取り組んでおり、Ｇ20首脳会合のマンデートを受け、シャドーバンキング、店頭

デリバティブ規制、システミック・リスクの軽減、市場の健全性など、証券分野

の規制上の個別課題を検討する作業や、ＩＯＳＣＯメンバーの監督や法執行の分

野での国際協力の水準を高める作業等に重点を置いて活動している。 

    ２．会計・監査・開示に関する委員会（Committee １） 

      会計・監査・開示に関する委員会は、会計基準、監査基準及び開示制度に関す

る諸課題について検討を行っている。会計及び監査分野では、国際会計基準（Ｉ

ＦＲＳ）及び国際監査基準（ＩＳＡ）等の開発の過程で、新たな基準の公開草案

が公表される毎に各々の基準設定主体に対してコメント・レターを発出している。

開示分野では、上場企業による投資家向け開示情報の質及び透明性を高める観点

等から、議論を行っている。2015 年 11 月に「公開企業の監査を行う監査法人の

透明性」と題する最終報告書、2016年５月に「監査委員会による監査人の監視に

関する調査報告書」、同年６月には「会計基準で求められていない財務数値に関す

る提言」と題する最終報告書を公表した。 

    ３．流通市場に関する委員会（Committee ２） 

      流通市場に関する委員会は、証券等の流通市場に関する諸課題について検討を

行っている。2017 年３月には、「社債市場の流動性に係る調査」と題する最終報

告書を公表した。 
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    ４．市場仲介者に関する委員会（Committee ３） 

      市場仲介者に関する委員会は、証券会社等の市場仲介者の金融商品販売態勢や

規制・監督の現状等を各国調査し、調査報告書の公表や、必要に応じて、市場仲

介者・監督当局に向けた国際的な原則の策定を行っている。2016年12月には、「リ

テール向けＯＴＣ レバレッジ商品に係るサーベイ報告書」及び「自動化された助

言ツールに関するサーベイ報告書のアップデート」と題する報告書、また 2017

年６月には、「注文回送上のインセンティブに係る報告書」と題する最終報告書を

公表した。 

    ５．法執行・情報交換に関する委員会（Committee ４） 

      法執行・情報交換に関する委員会は、国際的な証券犯罪に対応するための各国

当局間の情報交換や法執行面での協力のあり方について議論を行っている。現在、

情報交換に関する非協力的な国・地域の当局との対話や、効果的な不公正取引の

抑止の手段などについて議論を行っている。 

      また、Committee ４と同時に開催されるＩＯＳＣＯ・ＭＭＯＵの審査グループ

（ＳＧ）において、ＭＭＯＵ署名申請当局の審査を行っている。 

    ６．投資管理に関する委員会（Committee ５） 

      投資管理に関する委員会は、集団投資スキーム等の資産運用業界の諸課題、資

産運用業界におけるシステミック・リスクに対応する規制のあり方等について検

討を行っている。 

    ７．格付会社に関する委員会（Committee ６） 

      格付会社に関する委員会は、格付会社の規制・監督に関する諸課題について検

討を行っている。 

    ８．商品デリバティブ市場に関する委員会（Committee ７） 

      商品デリバティブ市場に関する委員会は、商品デリバティブ市場の透明性の向

上等について検討を行っている。 

    ９．金融教育及び投資家保護に関する委員会（Committee ８） 

      金融教育及び投資家保護に関する委員会は、2013年６月に新設された委員会で、

投資家教育の促進及び金融リテラシーの向上に係るＩＯＳＣＯの役割や戦略的取
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組み等について検討を行っている。 

    10．エマージング・リスク委員会（ＣＥＲ） 

      エマージング・リスク委員会（ＣＥＲ）は、証券当局がシステミック・リスク

をモニターし軽減するための方法や、エマージング・リスクの特定手法等につい

て検討している。2017年２月には、「ＩＯＳＣＯ Ｆｉｎｔｅｃｈに関するリサー

チ報告書」を公表した。 

    11．アセスメント委員会（Assessment Committee） 

      アセスメント委員会はＩＯＳＣＯにおいて策定された原則・国際基準の実施等

に関する議論を行っている。2017年５月には、「証券規制の目的と原則」及び「証

券規制の目的と原則 実施の評価に関するメソドロジー」の改訂版を公表した。 

    12．証券分野における情報交換枠組みの構築 

      クロスボーダー取引が増大する等、各国証券市場の一体化が進んでいる中で、

証券市場及び証券取引を適切に規制・監督するためには、各国証券規制当局間の

情報交換が不可欠である。 

      日本は、これまで中国証券監督管理委員会（ＣＳＲＣ）（1997 年）、シンガポー

ル通貨監督庁（ＭＡＳ）（2001 年）、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）及び米国商品

先物取引委員会（ＣＦＴＣ）（2002 年）、オーストラリア証券投資委員会（ＡＳＩ

Ｃ）（2004年）、香港証券先物委員会（ＳＦＣ）（2005年）並びにニュージーランド

証券委員会（2006 年）との間で、証券分野における情報交換枠組みに署名してい

る。また、2006 年１月には米国証券取引委員会（ＳＥＣ）及び米国商品先物取引

委員会（ＣＦＴＣ）との情報交換枠組みについて金融先物をその対象に加える改訂

を行った。更に、欧州証券市場監督局（ＥＳＭＡ）とは、格付会社に関する当局間

の協力のための書簡の交換（2011 年）及び清算機関に関する覚書への署名（2015

年）、欧州の証券監督当局29当局とは、クロスボーダーで活動するファンド業者に

対する監督協力に関する覚書への署名（2013年）、米国商品先物取引委員会（ＣＦ

ＴＣ）とは、クロスボーダーで活動する規制業者に対する監督協力に関する覚書へ

の署名（2014年）をそれぞれ行った。 

    13．多国間情報交換枠組み 

      これら二当局間の情報交換枠組みに加えて、2006年５月、ＩＯＳＣＯ・ＭＭＯ

Ｕに署名するための申請を行い、ＩＯＳＣＯによる審査を経て、2008年２月に署

名当局となった。2017年５月末現在、114の証券当局がＩＯＳＣＯ・ＭＭＯＵに

署名している。 
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      その後、新たな規制・執行上の課題が生じていることから、2012年以降、ＩＯ

ＳＣＯ・ＭＭＯＵを強化するための改訂が議論され、2017年３月に「強化された

ＭＭｏＵ（Enhanced ＭＭＯＵ：ＥＭＭｏＵ）」が策定された。 

      外国の証券当局との間でこのような情報交換枠組みを構築することにより、イ

ンサイダー取引や相場操縦のような不公正取引に関する情報や証券監督上必要と

なる情報等を必要に応じて相互に提供することが可能となり、我が国及び署名相

手国の証券市場の公正性・透明性の確保に寄与することとなる。 

－211－



  第５節 決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭＩ）等〔店頭デリバティブ市場改革〕 

   Ⅰ 沿革 

     2009年のピッツバーグ・サミット首脳宣言においては、以下の事項を行うことに

ついて合意がなされた。 

    ① 標準化された店頭デリバティブ取引の、①適当な場合における取引所又は電子

取引基盤（ＥＴＰ）を通じた取引、②中央清算機関（ＣＣＰ）を通じた決済 

    ② 店頭デリバティブ契約の取引情報蓄積機関（ＴＲ）への報告 

     また、2011 年のカンヌ・サミットにおいては、ＢＣＢＳ-ＩＯＳＣＯに対して、

2012 年６月までに清算集中されない店頭デリバティブ取引に関する証拠金に係る

基準（証拠金規制）を市中協議用に策定することが求められた。 

     これらを受けて、ＩＯＳＣＯ等の国際基準設定主体で国際原則の策定等がなされ、

各国においても規制が整備・実施されている最中であるが、米国・欧州による規制

の域外適用を背景に市場分断のリスクが顕在化していることから、各国規制の調和

や実施の調整等が課題となっている。 

     また、ＦＳＢ ＳＲＣ／ＲｅＳＧ、ＢＣＢＳ、ＣＰＭＩ、ＩＯＳＣＯは、2015年4

月のＧ20 財務大臣・中央銀行総裁会合にＣＣＰに関する作業計画を共同で提出。当

該計画に基づいて、ＣＣＰの強靭性、再建、破綻、清算集中に係る相互依存性の分

析等について作業が行われている。 

   Ⅱ 主な議論 

    １．決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯ） 

      Ｇ20の提言を踏まえ、ＩＯＳＣＯとＢＩＳの決済・市場インフラ委員会（ＣＰ

ＭＩ: Committee on Payments and Market Infrastructures、2014年９月に支払･

決済システム委員会（ＣＰＳＳ: Committee on Payment and Settlement Systems）

から改称）が共同で、資金決済システム、証券決済システム及び清算機関に係る

既存の国際基準の包括的な見直しを実施し、2012年４月にこれらを１つにまとめ

た「金融市場インフラのための原則」（ＦＭＩ原則）を公表した。その後ＣＰＭＩ

-ＩＯＳＣＯは、 ＦＭＩ原則の実施状況のモニタリングやＦＭＩに対する規制の

あり方について継続的な議論を行っている。 

      なお、2017年６～７月に、ＣＣＰの強靭性（ガバナンス、ストレステスト、財

務資源、証拠金等）及び再建に関する追加ガイダンス、並びに当局によるＣＣＰ

のストレステストの枠組みに係る市中協議案が公表された。 

    ２．ＦＳＢ店頭デリバティブ作業グループ（ＯＤＷＧ） 

      2009 年のサミットにおける合意に基づき､各国が取り組んでいる店頭デリバテ
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ィブ市場改革の進捗を管理する目的で設立｡定期的に改革の進捗状況を纏めたプ

ログレスレポートを公表している｡ 

      直近では第12次報告書を2017年６月に公表。同報告書では、規制改革は全体

として、各国において進捗しており、特に、第11次報告書からは、証拠金規制の

導入が、11法域から14法域へと拡大（2017年６月末時点）し、その他の分野に

おいても、緩慢なペースではあるが、改革が進行中としている。 

    ３．店頭デリバティブ主要当局者会合（ＯＤＲＧ） 

      規制の実施に関する各国相互理解及び国際協調に向けた共通理解の促進を目的

に、米証券取引委員会（ＳＥＣ）・商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）の呼びかけに

より設置された公式会合。主にクロスボーダー規制に係る議論を行っており、2015

年 11 月、Ｇ20 アンタルヤサミット向けに、これまでのＯＤＲＧでの議論の概要

に関する報告書を提出した。 

    ４．ＢＣＢＳ-ＩＯＳＣＯ 証拠金規制作業部会（ＷＧＭＲ） 

      ＣＣＰで清算されない店頭デリバティブ取引については、システミック・リス

クを低減するとともに、ＣＣＰへの証拠金拠出を回避するインセンティブを抑制

することを通じてＣＣＰの利用を促進するという観点から、ＢＣＢＳとＩＯＳＣ

Ｏが共同作業部会（ＷＧＭＲ）を設置して、規制の在り方を検討している。これ

まで2012年７月（第１次）及び2013年２月（第２次）の２度にわたり市中協議

文書を公表し、2013年９月に最終報告書を公表、2015年３月に最終報告書の改訂

を公表した。現在も作業部会等において、マージン規制の着実な実施に向けて議

論が続けられている。 

    ５．その他 

     （１）清算集中に係る相互依存性分析グループ（ＳＧＣＣＩ） 

       ＦＳＢ ＳＲＣ、ＦＳＢ ＲｅＳＧ、ＢＣＢＳ、ＣＰＭＩ、ＩＯＳＣＯが策定

したＣＣＰに関する作業計画に基づいて、清算集中に係る相互依存性の分析作

業を行っている。 

     （２）取引主体識別子（ＬＥＩ） 

       ＬＥＩとは、金融取引等を行う主体を識別するための国際的な番号で、世界

的な金融危機後、金融取引の実態を効率的・効果的に把握する目的から、2011

年のＧ20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、利用が進められて

きたものである。 
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       2013年１月、当局からなる規制監視委員会（ＲＯＣ）が発足。2014年６月に

は中央業務機関（ＣＯＵ）を運営する組織としてグローバルＬＥＩ財団が設立

され（グローバルＬＥＩ財団の設立者はＦＳＢ、設立準拠法はスイス法）、その

後は、ＬＥＩ財団とＬＥＩの付番、データ管理等を担う地域業務機関（ＬＯＵ）

の間の基本契約の締結など実務的な議論が進展している。 
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 参考：２国間における取組み 

 Ⅰ 米国の店頭デリバティブ規制（ＣＦＴＣ規則） 

   2012年７月、米国商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）は、ドッド・フランク法（2010

年７月）に基づき、非証券店頭デリバティブ取引（スワップ取引：金利スワップ及び

index型を含む10銘柄以上を対象としたＣＤＳ等）に係る具体的なクロスボーダー規

則案を公表した。 

   当該規制案によると、非米国金融機関が､米国人と一定額以上の店頭デリバティブ取

引を行う場合には､ＣＦＴＣにスワップ・ディーラーとして登録し､米国の規制に服さ

なければならないとされていたため、日欧等の当局が当該規制案に対する懸念を表明。

   上記を踏まえ、2013 年７月にＣＦＴＣのクロスボーダー規制の最終版が公表され

た。ＣＦＴＣは、外国規制が米国規制と同等であることを条件として、外国規制の遵

守をもって、米国規制を遵守したとみなす「代替的コンプライアンス措置」を設けて

おり、一定の企業及び取引に当該措置が適用される。 

   2013 年 12 月、ＣＦＴＣは、日本を含む６カ国・地域（日本、香港、豪州、欧州、

スイス、カナダ）の店頭デリバティブ規制に係る米国規制との同等性評価の結果を公

表。日本の店頭デリバティブ規制に関する法令・監督制度については、ＣＦＴＣと議

論を重ねてきた結果、概ね同等との評価がなされた。しかしながら、米国で活動する、

又は将来的に活動を予定している本邦の金融機関等については、代替的コンプライア

ンス措置あるいは米国での活動の法的位置づけがなお未確定・不明確なケースがあり、

今後も、ＣＦＴＣと継続的に調整・検討する予定である。 

 Ⅱ 欧州の店頭デリバティブ規制（域外適用） 

   2012年８月16日に、欧州委員会（ＥＣ）より、店頭デリバティブ取引の清算集中・

取引情報報告に関するＥＵ規則（ＥＭＩＲ）が施行された。また、2013 年３月 15 日

に、欧州証券市場監督局（ＥＳＭＡ）より、ＥＭＩＲの技術的細則にあたるテクニカ

ルスタンダードが公表され、同日施行された。 

   ＥＭＩＲでは、ＥＵ域外の中央清算機関（ＣＣＰ）がEU域内の金融機関に対して清

算サービスを提供するためには、ＥＳＭＡから認証を受ける必要があると規定されて

おり、その前提として、ＣＣＰに関する欧州域外国の法令及び監督・執行の枠組みが

欧州のそれらと同等であるとＥＣが判断する必要がある。 

   ＥＳＭＡは、2013 年９月１日の欧州域外国ＣＣＰの同等性評価に関する技術的助言

をＥＣに提出し、９月３日に公表。2014 年10 月、わが国の清算機関に係る法令及び

監督・執行制度は、欧州規制と同等であると評価された。 

   2015 年２月、ＥＳＭＡとの間でＣＣＰに関する監督協力に関する覚書を締結し、

2015 年４月、当庁管轄のＣＣＰは、ＥＳＭＡから外国ＣＣＰとして認証を受けた。 
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  第６節 保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ） 

   Ⅰ 沿革 

     保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ: International Association of Insurance 

Supervisors）は、1994 年に設立され、世界の各国・地域の保険監督当局等約 200

機関（メンバー）で構成されており、日本は、1998年よりメンバーとして参加して

いる。 

     ＩＡＩＳは、①効果的かつ国際的に整合的な保険監督の促進による、保険契約者

の利益及び保護に資する公正で安全かつ安定的な保険市場の発展と維持、②国際的

な金融安定化への貢献、を目的に設立された。事務局はバーゼル（スイス）の国際

決済銀行（ＢＩＳ）内にある。 

   Ⅱ 組織 

   図表 保険監督者国際機構（IAIS）の組織 

Supervisory Forum
上級監督者フォーラム

Executive Committee
執行委員会

Systemic Risk Assessment Task Force
システミックリスク評価タスクフォース

Coordination Group
調整グループ

Audit and Risk Committee
監査委員会

Financial Stability and Technical Committee
金融安定・専門委員会

Implementation Committee
実施委員会

Budget Committee
予算委員会

G-SIIs Analysis
Working Group

G-SIIs分析作業部会

Macroprudential Policy and
Surveillance Working Group
マクロ健全性政策監視作業部会

Capital, Solvency Field
Testing Working Group

資本・ソルベンシー影響度
調査作業部会

Resolution Working Group
破綻処理作業部会

Supervisory Material Review
Task Forces

監督文書レビュー・タスクフォース

Accounting and Auditing
Working Group

会計・監査作業部会

Financial Crime Task Force
金融犯罪タスクフォース

Insurance Group Working Group
保険グループ作業部会

Governance Working Group
ガバナンス作業部会

Market Conduct Working Group
マーケットコンダクト作業部会

Financial Inclusion
Working Group

金融包摂作業部会

Signatories Working Group
署名作業部会

    １．総会 

      総会はＩＡＩＳの全てのメンバーで構成されており、毎年１回、年次総会が開

催される。 

    ２．執行委員会 
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      新たな監督原則、基準、指針等の採択をはじめとした、主要な決定を行う最高

意思決定機関である。地域構成のバランスを考慮した24の国・地域（北米：５、

西欧：５、アジア：５、オセアニア：１、ラテンアメリカ：２、アフリカ南部：

１、北アフリカ・中東：２、中東欧：１、オフショア：２）から構成されている。

日本は1998年よりメンバーとして参加している。 

    ３．金融安定・専門委員会 

      執行委員会の下で金融安定に関する基準や監督基準の策定等を所掌している。

金融安定・専門委員会の下には、Ｇ－ＳＩＩｓ分析作業、資本規制検討作業、破

綻処理作業、会計・監査、ガバナンスなど個別分野ごとに小委員会が設置されて

おり、それぞれ監督原則、基準、指針の策定にあたっている。 

    ４．その他の委員会等 

      監督基準の実施に関する議論を行う実施委員会のほか、クロスボーダー監督上

の諸問題、監督実務について意見交換を行う上級監督者フォーラムなどが設置さ

れている。 

   Ⅲ 主な議論 

    １．グローバルなシステム上重要な保険会社（Ｇ－ＳＩＩｓ: Global Systemically 

Important Insurers）の選定 

      ＦＳＢ及びＩＡＩＳは、2013年７月にグローバルなシステム上重要な保険会社

（Ｇ－ＳＩＩｓ）の選定手法及び政策措置を公表するときに、保険会社９社をＧ

－ＳＩＩｓに選定した。それ以降、毎年11月に更新リストが公表されている（こ

れまで日本社がリストに含まれたことはない）。 

      ＩＡＩＳでは、Ｇ－ＳＩＩｓ選定手法について、保険や再保険、その他の金融

活動など国際的な保険会社の全ての業務を適切に選定に反映するため、2016年６

月に選定手法を改訂している。 

      また、従来の機関別の評価手法（ＥＢＡ: Entity-Based Approach）を補完しう

るものとして、保険会社の「活動」に着目したシステミックリスクの評価手法（Ａ

ＢＡ: Activity-Based Approach）の検討が開始されている。次回のＧ－ＳＩＩ選

定手法の見直しは、2019年に行われる。 

    ２．ＩＡＩＧｓの監督のための共通枠組み（ＣｏｍＦｒａｍｅ）の検討 

      ＩＡＩＳでは、金融危機を踏まえた対応として、2010年より「国際的に活動す

る保険グループ（ＩＡＩＧｓ）」の監督のための共通枠組み（ＣｏｍＦｒａｍｅ: 
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Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance 

Groups）を検討している（注）。 

      ＣｏｍＦｒａｍｅは、①適用範囲（ＩＡＩＧｓの選定基準等）、②ＩＡＩＧが満

たすべき基準（ソルベンシー、ＥＲＭ、ガバナンス等）、③監督当局が満たすべき

基準（クロスボーダーでの監督上の協力等）、３つの柱から構成される。 

      ＩＡＩＳではＣｏｍＦｒａｍｅの検討と並行して、全保険会社向けの要件であ

る保険基本原則（ＩＣＰ: Insurance Core Principles）の改訂作業も行っている

ところであり、両者をトピック毎に統合した上で、2019年の年次総会で承認され

る見込み。なお、一部の項目については、2017年３月に市中協議が実施された。 

     （注）ＩＡＩＧｓを判断するベンチマークとして、「国際拠点数３か国以上、かつ

海外保険料収入 10%以上を前提に、総資産 500 億ドル以上、または、保険料

収入100億ドル以上の規模を有する国際的に活動する保険グループ」という

基準が示されている。 

    ３．ＩＡＩＧｓに適用される「国際資本基準」（ＩＣＳ）の検討 

      ＣｏｍＦｒａｍｅのうちソルベンシー基準（上記②）については、ＩＡＩＳは

2013年12月より、ＩＡＩＧｓに適用するリスクベースの国際資本基準（ＩＣＳ：

Insurance Capital Standard）の検討を開始した。これまで２回の市中協議（2014 

年、2016年）と影響度調査（2015 年、2016 年）を実施しており、本年７月には

ＩＣＳ Version 1.0（拡大フィールドテストのための国際資本基準）を公表した。

今後、2019年に監督に用いる基準としてのＩＣＳ Version2.0の策定を予定して

おり、Ｃｏｍｒａｄｅとともに、2020年よりＩＡＩＧへの適用を開始予定。 

      なお、本件については、日本国内の実情や課題を踏まえて国際交渉を行うため

の、国内規制・監督担当者と国際交渉担当者との連携強化の一環として、内外一

体での検討を踏まえて、第２次市中協議等で金融庁として提言を行っている。 
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  第７節 金融活動作業部会（ＦＡＴＦ） 

   Ⅰ 沿革 

     金融活動作業部会（ＦＡＴＦ：Financial Action Task Force）は、マネー・ロー

ンダリング対策における国際協調を推進するため、1989年のアルシュ・サミット経

済宣言を受けて設立された政府間会合であり、事務局はパリのＯＥＣＤ内に置かれ

ている。2001年の米国同時多発テロ事件以降は、Ｇ７財務大臣声明を受けてテロ資

金対策にも取り組んでいる。 

     ＦＡＴＦのメンバーはＯＥＣＤ加盟国を中心に現在35か国・２地域機関。ＦＡＴ

Ｆは、条約に基づく恒久的な国際機関ではなく、政府間の合意に基づき、その活動

内容と存続の要否が見直される。現在は2012年４月のＦＡＴＦ大臣会合での承認に

より、2020年までの活動期間延長が決定されている。 

     ＦＡＴＦの主な役割は、以下のとおりである。 

    ① マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する国際基準（ＦＡＴＦ勧

告）の策定及び見直し 

    ② ＦＡＴＦメンバー間におけるＦＡＴＦ勧告の遵守状況の監視及び相互審査 

    ③ 国際的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の拡大・向上 

    ④ ＦＡＴＦ非メンバー国・地域におけるＦＡＴＦ勧告遵守の慫慂 

    ⑤ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手口及び傾向に関する研究 

     ＦＡＴＦは、各メンバー国・地域に対して、メンバー国・地域により構成される

審査団を派遣し、勧告の遵守状況について相互審査を行っている。国際基準である

ＦＡＴＦ勧告は、①マネー・ローンダリング対策等の基本的枠組みである「40の勧

告」及び②テロリズムとテロ資金供与対策の基本的枠組みである「９の特別勧告」

により構成されてきた（旧勧告）。その後、第４次相互審査に向けて両勧告の改定、

統合、整理が行われ、双方をカバーする新「40 の勧告」が 2012 年２月のＦＡＴＦ

全体会合において採択・公表された。 

     「総会」に相当するＦＡＴＦ全体会合は通常年３回（２月、６月、10月）開催さ

れ、ＦＡＴＦ勧告遵守に関する相互審査、今後の政策方針策定等の重要事項の審議

及び採択等が行われている。 

   Ⅱ 主な議論 

    １．ＦＡＴＦ第３次対日相互審査フォローアップ（2016年10月終了） 

      ＦＡＴＦ勧告（旧勧告）の遵守状況に関する日本の第３次相互審査は、2008年

に実施され、全 49 勧告中 25 勧告において履行の不備（Non-compliant または

Partially compliant）が指摘された。 

      これを受けて、日本は2010年10月からフォローアップ報告を行ってきたもの

の、2014年６月にはＦＡＴＦから、我が国に迅速な対応を促す声明が発出された。
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その後、2014 年 10 月に策定したアクションプランに沿ってＦＡＴＦから指摘さ

れた不備事項の改善に取り組んできた。具体的には、 

     ① テロ行為への資金支援だけでなく、土地、建物、物品、役務の提供等の物質

的支援についても処罰の対象とする「改正テロ資金提供処罰法」が2014年秋の

臨時国会において可決･成立し、同年12月に施行されたこと、 

     ② 国際テロリストによるクロスボーダーの取引（外為法の対象）に加え、国内

取引を規制する「国際テロリスト財産凍結法」が2014年秋の臨時国会において

可決・成立し、同法政省令とともに2015年10月に施行されたこと、 

     ③ 疑わしい取引の届出に係る判断方法に関する規定の整備や、事業者の体制整

備等の努力義務の拡充等を内容とする「改正犯罪収益移転防止法」が2014年秋

の臨時国会において可決・成立し、同法政省令とともに2016年10月に施行さ

れたこと、 

     によってそれぞれ対応済みである。 

      これらの進捗を受け、日本は2016年10月のＦＡＴＦ全体会合において、フォ

ローアッププロセスからの卒業が満場一致で承認された。 
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  第８節 その他の主体 

   Ⅰ 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）コーポレート・ガバナンス委員会 

    １．沿革 

      ＯＥＣＤ加盟国・非加盟国に対する普及活動として、Ｇ20／ＯＥＣＤコーポレ

ート・ガバナンス原則に基づくピアレビューの実施、世界各地でのラウンドテー

ブル開催等を行っている。2016 年 11 月より、同委員会の議長を金融庁の神田国

際担当参事官（2017年６月現在）が務めている。 

    ２．主な議論 

      ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則（1999年制定、2004年、2015年改訂）

は、コーポレート・ガバナンスの国際標準として、各国の政策立案を支援する指

針を提供するものであり、世界銀行の「国際基準の遵守状況に関する報告書」の

評価基準や、ＦＳＢが指定する「健全な金融システムのための主要基準」の一つ

に位置付けられる。 

      本原則は、ＯＥＣＤのコーポレート・ガバナンス委員会が所管している。同委

員会は、世界的な金融危機以降の状況変化等を反映すべく、ＯＥＣＤ非加盟国の

参加も得ながら、2013 年秋より、約 10 年ぶりとなるＯＥＣＤコーポレート・ガ

バナンス原則の改訂作業を開始。2015年11月のＧ20首脳会談に提出され、「Ｇ20

／ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則」として承認された。 

      主な改訂内容は以下のとおりである。 

     ① 機関投資家の運用資産増加、資本市場構造の複雑化に鑑み、機関投資家によ

る議決権行使の実績の開示や議決権行使助言会社などによる利益相反管理を明

記。 

     ② 金融危機の教訓を踏まえ、リスク管理に係る取締役会の役割を拡充するとと

もに、役員報酬の決定に対する株主関与を強化。 

     ③ 近年の動向を踏まえ、クロスボーダー上場企業に対する規制、非財務情報の

開示、関連当事者間取引の適切な管理等の新たな論点を追加。 

      改訂原則の普及・実施のため、同原則の各国における実施状況を評価するため

の方法（メソドロジー）（2006年策定）も、2017年3月に改訂・公表された。ま

た、ＯＥＣＤによるテーマ別ピアレビューのテーマとして、“Flexibility and 

Proportionality”（比例性と柔軟性）が決定され、今後実施見込み。 
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   Ⅱ 金融サービス利用者保護国際組織（ＦｉｎＣｏＮｅｔ） 

    １．沿革 

      ＦｉｎＣｏＮｅｔは、金融サービス利用者保護に関する情報・意見交換のため

に、金融消費者保護に関する監督当局間の非公式ネットワークとして、2003年に

設立。 

      愛、英、中、加、仏、豪、西、日など22ヵ国及び６機関（ＩＡＩＳ、コンシュ

ーマー・インターナショナル、欧州委員会、ＯＥＣＤ、ＯＧＡＰ、世銀）が加盟。

議長は、Lucie Tedesco 氏（加金融サービス利用者保護庁長官）が、事務局はＯ

ＥＣＤが務める。当庁からは、金融庁幹部が組織の予算や政策等の重要な意思決

定を行う執行評議会メンバーに選任されている。 

      2013 年 11 月の年次総会（於：リスボン）において、金融サービス利用者保護

の監督当局による国際組織として設立された。その後、定款を定め、仏法人格を

取得し、2014年5月に事務局（ＯＥＣＤ）との協約を締結するなど、組織作りの

作業を進めてきた。2014 年 11 月の年次総会（於：上海）では、こうした国際機

関創設に関わる作業が一段落し、今後の活動方針として、メンバーによるサブス

タンス面での参画・貢献に一層の比重を置いていくことが再確認された。 

      ＦｉｎＣｏＮｅｔの目的は、主に、銀行取引及び信用供与（Banking and Credit）

に焦点を当て、金融サービスに係る利用者保護規制当局間で、監督上のリスク・

課題を認識するとともに、監督手法や監督上のベスト・プラクティス等を共有し、

金融サービス利用者保護を強化することである。 

    ２．主な議論 

      現在、執行評議会の下に、以下の４つの常設委員会（ＳＣ：Standing Committee）

が設置されており、金融庁はＳＣ３及びＳＣ４のメンバーである。 

委員会 参加国 作業内容 

第１常設委員会（SC1） 

監督ツールボックス 

加（議長）、

葡、南阿、諾、

蘭 

金融消費者保護の問題に対する各国の監督上の政策手法（監督ツ

ール）を比較可能な形で検索可能な「道具箱」をメンバーズサイ

ト上に構築。 

第２常設委員会（SC2） 

Short Term and High 

Cost Lending 

愛（議長）、

豪、伯、加、

中、独、尼、

葡、英 

短期かつ高金利の消費者金融やペイデイローンに対する金融サ

ービス利用者保護上のリスク・問題認識及び監督上の対処。各国

の現状及び監督上の対応をサーベイで収集し、今後、報告書とし

て取りまとめる予定。 

第３常設委員会（SC3） 

モバイル技術・技術革新 

葡（議長）、

日、伯、加、

中、英、南阿、

豪、尼、モー

リシャス 

オンライン・モバイル送金等に係るセキュリティ・リスクに係る

課題への規制・監督上の対処。2016年に公表した報告書（Online 

and mobile payments: supervisory challenges to mitigate 

security risks）に基づき、「Check List」を作成し、各国の監

督上のベストプラクティス等を収集する予定。 

第４常設委員会（SC4） 

FinTechへの対応 

西（議長）、

日、豪、伯、

独、加、尼、

葡、南阿、モ

ーリシャス 

IT 技術の発展等が金融サービス利用者保護に与える影響とし

て、そのリスク・監督上の課題及び監督上の対応について議論を

進めている。今後、各国が認識するリスク・監督上の課題及び対

応状況についてサーベイで収集し、最終的な成果物として報告書

を取りまとめる予定。 
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   Ⅲ 国際通貨基金（ＩＭＦ）〔金融部門評価プログラム（ＦＳＡＰ）〕 

     金融部門評価プログラム（ＦＳＡＰ：Financial Sector Assessment Program）は、

ＩＭＦが加盟国の金融部門の安定性を評価するプログラム。①ストレステスト等に

よる金融部門の安定性の評価、②金融規制・監督等に係る国際基準の遵守状況の評

価、③金融危機対応能力の評価の三本柱で構成。2016 年後半から 2017 年前半にか

けて第３回ＦＳＡＰが行われ、報告書はＩＭＦ理事会の議論を経て公表される予定。

日本の第１回ＦＳＡＰ報告書は2003年、第２回は2012年に公表された。 

    （※１）2010 年 9月、ＩＭＦ理事会は、重要な金融部門を有する国（日本等25ヶ

国）につきＦＳＡＰを５年毎に実施することを決定。2013 年には対象を 29 ヶ

国に拡大。 

    （※２）前回のＦＳＡＰ報告書は、「2003 年の前回ＦＳＡＰ以降、金融システムの

強化に向け重要な進展（具体例：資本状況の改善、不良債権比率の低下）。他方、

多額の国債残高や経済の低成長といった要因が、中期的には金融の安定性への

試練になり得る」と指摘。 

    （※３）2017年ＩＭＦ・対日４条協議コンクルーディングステートメントの概要（金

融関連） 

      背景：最近の経済動向と政策 

      ○ マクロ金融面の課題は続く。金融機関は、低金利環境が収益性を圧迫して

いるため、より高い利回りの追求を余儀なくされる厳しい環境に直面してお

り、多くの銀行や保険会社は新しく、理解が浅いリスクに手を伸ばしている。

信用の伸びは 2016 年第４四半期に加速し、海外投資や不動産関連の貸出は

増加した。一方、国‐金融間のつながりは依然として強い。 

      先行き：見通しとリスク 

      ○ 低成長と低金利、及びその根底にある人口動態から来る逆風に由来する銀

行の慢性的な収益性低下は、地方銀行や信用金庫のソルベンシー問題を引き

起こす可能性がある。低金利が継続すれば生命保険会社もソルベンシー圧力

に直面する可能性がある。 

      先行き：経済政策の優先課題 

      ○ ミッションは、構造改革の加速、協調のとれた金融・財政支援、金融セク

ターにおける政策の強化からなる、包括的で相互に強化し合うパッケージを

提言する。…こうした措置には、労働市場における賃金などの格差解消、よ

り包括的な労働力活用の推進、民間投資の促進、財政政策策定の向上、金融

監督・コーポレート・ガバナンス強化を通じたマクロ金融面の脆弱性への対

応が含まれる。…低金利環境に伴うリスクに対応するための金融セクターに
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おける政策の強化と、人口動態の逆風への金融セクターの適応は中心的な政

策分野である。… 

      構造改革 

        第二優先課題：民間投資と長期的成長力を増大させる改革。…より踏み込

んだ社外取締役に関する規定、株式持ち合いの明確な制限などのコーポレー

ト・ガバナンス改革の更なる推進は、保有する現金の活用と投資拡大に資す

る。…金融セクターにおける政策は、中小企業の資金調達の制約を軽減し、

生産性と投資を促進することを目指すべきであり、銀行がリスクベースの貸

出へ移行するよう促すことや、公的信用保証の範囲を縮小することが含まれ

る。 

      金融安定性を守るための政策 

        金融監督の強化はリスクの抑制につながる。完全にリスクに基づくプルー

デンス監督を支援するため内部プロセスを一層強化し、銀行・保険業界でも

コーポレート・ガバナンスを強化する必要がある。更に、資本要件は各銀行

のリスク特性をさらに反映した内容にすべきである。保険業界に経済価値に

基づいたソルベンシー評価制度を導入するため追加的な取り組みが必要で

あり、将来導入される制度に確実性を有することは、各企業の事業や投資戦

略の調整に資する。金融庁・日本銀行連絡会（ＣＣＦＳ）のマンデートを更

に明確化し、マクロ・プルーデンスの政策手段を積極的に拡充することで、

マクロ・プルーデンスの枠組みを一層強化しうる。 

        マクロ経済や人口動態のトレンドの影響について引き続き金融機関とエン

ゲージし、存続可能性に関する懸念が見つかった場合には迅速に対応しなけ

ればならない。当局は、①銀行の取締役会や経営幹部との連携を一層強め、

経済や人口動態が将来の経営状況に与える意味合いを完全に理解するとと

もに、存続不能に陥った企業が円滑に市場を撤退できるよう迅速に行動する

ことを促し、②地方銀行が手数料収入を増やすよう促すべきである。 地方

金融機関の再編は規模の経済を向上させるであろうが、一連の課題に対応す

る上では再編だけでは不十分であろう。 

        危機管理・破綻処理の枠組みはさらに強化できる。枠組みの複雑さや、状

況次第で異なる制度が活用されるといった曖昧さによって、破綻処理の実施

が困難となる可能性があり、公的支援への期待に拍車をかけかねない。監督

権限が遅滞なく行使されることを可能とする更なる取り組みが、当局の早期

介入のための枠組みに組み込まれるべきである。破綻処理手段の拡充や法的

枠組みの強化と明確化（中央清算機関への適用拡大を含む）、運営面の改善

は当局の準備態勢を向上させ、市場の期待とインセンティブを誘導すること

に貢献する。 
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 第21章 当局間の連携・協力等 

  第１節 経済連携協定 

    経済連携協定（ＥＰＡ: Economic Partnership Agreement）は、経済関係の深い２

国間及び地域内における国境を越えた物品・人・サービス・資本・情報の移動の自由

化を促進し、経済活動全般の連携の強化あるいは一体化を実現することを目的として

いる。従来、自由貿易体制の維持・強化の役割は主に世界貿易機関（ＷＴＯ:World Trade 

Organization）が担ってきたが、多国間での利害調整が複雑化しているため、近年、

多くの国が多角的貿易体制を補完すべく、特定の２国間及び地域内における貿易自由

化交渉に取り組んでいる。 

   図表 経済連携協定（EPA）等の締結・交渉状況 

相手先国 締結・交渉の状況 

（発効済）  

シンガポール 
2001年1月交渉開始／2002年1月署名／2002年11月発効 

2006年6月再交渉開始／2007年9月発効 

メキシコ 
2002年11月交渉開始／2004年9月署名／2005年4月発効 

2008年9月再交渉開始／2012年4月発効 

マレーシア 2004年1月交渉開始／2005年12月署名／2006年7月発効 

チリ 2006年2月交渉開始／2006年9月大筋合意／2007年3月署名／2007年9月発効 

タイ 2004年2月交渉開始／2005年2月大筋合意／2007年4月署名／2007年11月発効 

インドネシア 2005年7月交渉開始／2006年11月大筋合意／2007年8月署名／2008年7月発効 

ブルネイ 2006年6月交渉開始／2006年12月大筋合意／2007年6月署名／2008年7月発効 

ASEAN（包括） 2005年4月交渉開始／2007年8月大筋合意／2008年4月署名／2008年12月発効 

フィリピン 2004年2月交渉開始／2004年11月大筋合意／2006年9月署名／2008年12月発効 

スイス 2007年5月交渉開始／2008年9月大筋合意／2009年2月署名／2009年9月発効 

ベトナム 2007年1月交渉開始／2008年9月大筋合意／2008年12月署名／2009年10月発効 

インド 2007年１月交渉開始／2010年9月大筋合意／2011年2月署名／2011年8月発効 

ペルー 2009年5月交渉開始／2010年11月大筋合意／2011年5月署名／2012年3月発効 

オーストラリア 2007年4月交渉開始／2014年4月大筋合意／2014年7月署名／2015年1月発効 

モンゴル 2012年6月交渉開始／2014年7月大筋合意／2015年2月署名／2016年6月発効 

（交渉中）  

ASEAN（投資・サービス） 2010年10月交渉開始 

環太平洋パートナーシップ 

（TPP）協定 

2010年3月交渉開始（日本は2013年7月の交渉から参加）／2015年10月大筋合意 

／2016年2月署名 

コロンビア 2012年7月交渉開始 

カナダ 2012年11月交渉開始 

日中韓 2013年3月交渉開始 

EU 2013年4月交渉開始 

東アジア地域包括的経済連携

（RCEP） 
2013年5月交渉開始 

サービスの貿易に関する新た

な協定(TiSA) 
2013年6月交渉開始 

トルコ 2014年12月交渉開始 

（交渉中断）  

韓国 2003年12月交渉開始／2004年11月以降交渉中断 

湾岸協力理事会（GCC） 2006年9月交渉開始／2009年3月以降交渉中断 
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   Ⅰ 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定 

     関税・非関税分野の自由化や、知的財産、電子商取引といった新しい分野のルー

ルを構築する包括的協定である。金融サービスについても１章が割かれている。2010

年３月に交渉開始。日本（2013 年７月に交渉参加）、シンガポール、ニュージーラ

ンド、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、メキシコ及

びカナダの12か国が参加し2016年２月に署名。 

     協定の発効には、全ての署名国による批准若しくは署名が行われた2016年２月か

ら２年が経過した時点又はそれ以降に署名国全体のＧＤＰの 85％以上を占める少

なくとも６か国が批准を終えていることが必要となる（うちＧＤＰ85％以上との要

件を満たすには日本と米国の批准が必須）。 

     2017 年１月、米国がＴＰＰを離脱する大統領令に署名した中、米国を除く 11 か

国は、協定の早期発効に向けて５月にベトナム（ハノイ）においてＴＰＰ閣僚会合

を開催。会合後の閣僚声明には、米国の参加を促進する方策も含めた今後の選択肢

の検討を11月のＡＰＥＣ首脳会合までに完了させること等が盛り込まれた。 

   Ⅱ 経済連携協定（ＥＰＡ）交渉等 

     現在、８つの協定交渉が進行している。交渉状況はそれぞれ以下のとおりである。 

    １．日ＥＵ経済連携協定 

      2013年４月に交渉開始。 

    ２．サービスの貿易に関する新たな協定（ＴｉＳＡ：Trade in Services Agreement） 

      1995 年のＷＴＯの発足に伴い、「サービス貿易に関する一般協定（ＧＡＴＳ：

General Agreement on Trade in Services」が発効されたが、発行から長期間が

経ち、さらなる自由化の必要性が増していることから、22（現在は23）カ国・地

域が2013年６月に交渉開始。 

    ３．東アジア地域包括的経済連携 

     （ＲＣＥＰ: Regional Comprehensive Economic Partnership） 

      2013年5月に交渉開始。現在の交渉参加国は、日本、ＡＳＥＡＮ、中国、韓国、

豪州、ニュージーランド、インド。 

    ４．日中韓ＦＴＡ 2013年３月に交渉開始。 
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    ５．日トルコＥＰＡ 2014年12月に交渉開始。 

    ６．日カナダＥＰＡ 2012年11月に交渉開始。 

    ７．日コロンビアＥＰＡ 2012年７月に交渉開始。 

    ８．日ＡＳＥＡＮ ＥＰＡ 

（ＡＪＣＥＰ:ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership） 

      物品貿易等については2008年 12月から順次発効。2010年 10月から、投資・

サービスの交渉を行っており、サービス交渉については、2015 年 11 月に交渉を

終了している。 

   Ⅲ 世界貿易機関（ＷＴＯ）による貿易政策検討制度（ＴＰＲＢ）審査 

     ＷＴＯ加盟国の貿易政策及び貿易慣行について一層の透明性を確保し、理解を深

めることにより、多角的貿易体制が一層円滑に機能することに資することを目的と

して実施されており、金融サービスも対象に含まれる。二年に一度対日審査が行わ

れており、2017年３月に対面会合が行われた。 
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  第２節 アジア地域ファンドパスポート（ＡＲＦＰ） 

    2010年以降、ＡＰＥＣにおいて、アジア地域ファンドパスポート（ＡＲＦＰ）につ

いての検討が行われてきた。ＡＲＦＰは、ＡＰＥＣ加盟国のうち参加を表明した国が、

投資家保護上の要件を満たしたファンド（投資信託等）について、相互に販売を容易

にするため、規制の共通化を図るための枠組みである。 

    ＡＲＦＰのルールの検討に当たっては、当庁も関与して具体的な検討を行ってきた

ところ、ルール案における投資者保護のための措置も明確となったことから、2015年

９月のＡＰＥＣ財務大臣会合において、日本、オーストラリア、韓国、ニュージーラ

ンド、タイ及びフィリピンの６カ国が参加表明文書に署名を行った。その後、2016年

４月、日本、オーストラリア、韓国及びニュージーランドの４カ国が、同年６月、タ

イが、ＡＲＦＰの協力覚書（ＭＯＣ）に署名を行い、同月 30 日に同ＭＯＣが発効し

た。 

    2016 年６月、ＡＲＦＰの円滑な実施を目的とした合同委員会（Joint Committee）

が設置され、当庁の三輪国際証券規制調整官が、2017 年６月 30 日までを任期として

初代議長に就任、2016年11月にクアラルンプール、2017年４月に東京において合同

委員会対面会合を行った。 
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  第３節 当局間協議 

    金融庁は、2016事務年度においては、台湾、インド等多くの国・地域の金融当局と

の間で２国間協議等を実施し、金融規制や経済情勢等に関する意見交換を行った。ま

た、イラン中銀との間で、監督協力に関する書簡交換を実施した。 

   Ⅰ 欧州委員会（ＥＣ） 

     金融庁と欧州委員会（ＥＣ）の金融安定・金融サービス・資本市場同盟総局（Ｆ

ＩＳＭＡ）との間で、1985年以来、１～２年に１回程度のペースで日ＥＵハイレベ

ル金融協議を開催。ホストは通例、日本・ＥＵが交互に務める。金融規制等につい

て定期的な意見交換を行う。 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2016年１月20日 東京 金融国際審議官 
金融安定・金融サービス・資本市場 

同盟（FISMA）総局長 

2014年３月28日 ブリュッセル 国際政策統括官 域内市場・サービス総局長 

   Ⅱ スイス 

     経済・金融に係る幅広いテーマについて、スイス当局と財務省・金融庁との間で

２年に１回のペースで日スイス財務金融協議を開催。1988年に、スイスでの銀行免

許取得等の個別案件についての非公式協議という位置づけで発足したが、最近では

財政及び金融規制等についての意見交換を行っている。 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2015年12月１日 ベルン 金融国際審議官 スイス財務省国際金融局次長 

2014年２月28日 東京 国際政策統括官 スイス財務省次官補 

   Ⅲ インド 

     2014 年 11 月にインドへの直接投資の増加やそのための金融市場の整備を目的と

した枠組みとして実施した「日印金融協力に関する協議」を、定期的に開催する協

議として拡充し、2016年1月以来日印金融協力対話として実施している。日本側か

らは財務省、金融庁及び日系金融機関が参加。 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2016年９月15日 東京 金融庁参事官 インド財務省経済局長 

2016年１月28日 ニューデリー 金融庁参事官 インド財務省経済局長 
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   Ⅳ 台湾 

     2014 年 11 月、台湾金融監督管理委員会（ＦＳＣ）の黄副主任委員より、金融庁

に対し、両国の銀行監督等について意見交換を定期的に行いたいとの提案があり、

日台金融協議を設置。年に１～２回のペースで開催予定。第１回を2015年12月に

台北にて、第２回を2016年11月に東京にて開催。 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2016年11月10日 東京 総務企画局審議官 銀行局長 

2015年12月22日 台北 総務企画局参事官 銀行局長 

   Ⅴ 韓国 

     韓国金融監督院（ＦＳＳ）クォン院長と畑中長官（当時）の面会を契機として、

2012 年 10 月より年に２回のペースで、日韓の金融機関を取り巻く経済情勢や両当

局間の協力等について議論する日韓金融協議を開催。 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2016年６月３日 東京 長官 韓国金融監督院長 

2015年11月23日 

～24日 
ソウル 長官 金融委員会委員長・金融監督院長 

   Ⅵ 日中韓 

     2005年３月、韓国の提案により、北東アジア域内の金融市場安定及び金融監督に

ついての意見交換の枠組として、第１回日中韓金融監督者セミナー（課長級）を開

催。また、第３回金融監督者セミナーからは、金融監督者セミナーを高級位に格上

げした日中韓ハイレベル会合（個室幹部級）を同セミナーに付随する形で開催。 

開催日 開催地 金融庁参加者 先方参加者 

2016年８月19日 煙台市 総務企画局審議官 
中国：銀監会副主席 

韓国：金融委員会副委員長 

2015年３月16日 東京 金融国際審議官 
中国：銀監会副主席 

韓国：金融委員会副委員長 
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  第４節 金融技術協力 

   Ⅰ 概要 

     金融庁は、アジア等の新興市場国に対し、各国の金融インフラの発展状況に応じ

て、①ソフト面のインフラ整備、②ハード面のインフラ整備、③行政運営の知見・

経験の共有といった支援を行い、地域全体の市場機能の向上や成長に貢献している。 

     具体的には、アジア等の新興市場国の金融当局との間で金融技術協力の枠組を構

築した上で、研修開催やハイレベル面会等を通じて技術協力を実施し、金融制度の

整備や金融当局の能力向上を支援している。 

   Ⅱ 活動実績 

     金融庁はこれまでにミャンマー、ベトナム、インドネシア、タイ等の７か国 14

当局との間で金融技術協力に係る覚書締結（書簡交換）を実施し、金融技術協力の

枠組を構築した上で、日系金融機関等の意見も幅広く聴取しつつ、長期専門家の派

遣や先方関心事項に対応した現地金融当局職員対象の研修開催等、各国への技術支

援を実施している。 

     2016事務年度においては、例えば以下のような国を対象とし、対象国のニーズに

応じた技術支援を実施。 

    ① ミャンマーでは、証券分野において健全かつ公正な資本市場の育成のため、ミ

ャンマー計画財務省に長期専門家を継続派遣し、2016年３月に取引を開始したヤ

ンゴン証券取引所（ＹＳＸ）の発展に向けた支援を継続。また、保険分野におい

て2017事務年度より新たに長期専門家を派遣予定。 

    ② ベトナムでは、ベトナム国家銀行（ＳＢＶ）への当庁職員派遣やセミナー開催

を通じ、不良債権処理の促進を支援。証券分野においてはハノイ証券取引所のデ

リバティブ市場開設に向け、金融当局に対するキャパシティビルディングを実施。 

    ③ インドネシアでは、継続的なトップ会談の実施により両金融当局間の信頼関係

を強化。ＦｉｎＴｅｃｈやマクロプルーデンスポリシー等先方より関心が示され

た複数の分野における知見共有のためのセミナーを実施。 

    ④ タイでは、証券及び保険当局とトップ会談を行い、ＦｉｎＴｅｃｈなど両国に

おける金融行政の課題に係る意見交換を実施。 

     また、アジア等の新興市場国の銀行・証券・保険監督当局の職員を招へいし、そ

れぞれの分野における日本の規制・監督制度や取組み等の一般的な内容について幅

広く講義を行う「銀行・証券・保険監督者セミナー」を実施している。 
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  第５節 グローバル金融連携センター（ＧＬＯＰＡＣ） 

   Ⅰ 概要 

     2014 年４月に設置したアジア金融連携センター（ＡＦＰＡＣ: Asian Financial 

Partnership Center）を、2016年４月にグローバル金融連携センター（ＧＬＯＰＡ

Ｃ: Global Financial Partnership Center）に改組した。支援地域については、ア

ジアのみならず、中東やアフリカ、中南米等も対象に追加した。ＧＬＯＰＡＣでは、

支援対象地域の金融当局者を研究員として日本に招聘し、研修プログラムの提供等

を通じて各国金融当局との関係を強化している。また、強固な協力関係を構築した

上で、研修プログラムを終了した研究員とのネットワークを維持・強化している。 

   Ⅱ 活動実績 

     2014 年７月以降、22 の国・地域（※）の金融当局者を招聘し、計 77 名の研究員・

インターン生がＡＦＰＡＣ及びＧＬＯＰＡＣのプログラムを修了した（2017年６月

時点）。 

     長期滞在の研究員については、概ね２～３ヶ月間の滞在期間中、金融庁の組織・

業務概要や金融規制の枠組み、検査・監督実務等に関する基本的な講義を提供し、

その後、各研究員のニーズや関心に応じて、当庁職員によるテーマ別研修や意見交

換等を行っている。さらに、研究員に対し、外部関係機関等を訪問する機会も提供

している。 

     研究員は、母国の金融システムの現状や課題、ＧＬＯＰＡＣの研修プログラムを

通じて学んだ内容や今後の課題等について、庁内で報告会を行う。一部の研究員に

ついては、国内で開催される国際シンポジウム等において発表することもある。 

     また、プログラムを修了した研究員（卒業生）との継続的なネットワーク構築・

強化のため、以下、五つの施策を通じ、卒業生のフォローアップを行っている。 

① 卒業生を日本に再招へいし、現役生や当庁職員との意見交換の実施 

② 当庁職員が現地に出張し、卒業生との意見交換を行う同窓会の実施 

③ 当庁職員が外国出張する際、卒業生とのフォローアップ面談の実施 

④ ＧＬＯＰＡＣが発行するニュースレターの送付 

⑤ 当庁等が主催する国際シンポジウムに卒業生をパネリストとして招へい 

    （※）イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、カ

ザフスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、タンザニア、ドバイ、フィリピ

ン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボツワナ、マレーシア、ミャンマー、メキ

シコ、モンゴル、ラオス。 
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受入期間 人数 出身当局 

第１期 
2014年７月29日 

～11月28日 
３ ベトナム中銀（１）モンゴル証券当局（２） 

第２期 
2014年10月21日 

～2015年２月６日 
６ 

タイ中銀（２）ベトナム証券当局（１）モンゴル中銀（１）ミャン

マー経済銀行（１）タイ証券当局（１） 

第３期 
2015年３月３日 

～５月29日 
７ 

カンボジア中銀（１）ベトナム中銀（１）ベトナム保険当局（２）

モンゴル保険当局（２）タイ証券当局（１） 

第４期 
2015年７月28日 

～10月９日 
８ 

カンボジア・インド・ラオス・スリランカ・タイ・ベトナム証券当

局各１名、モンゴル証券当局（２） 

第５期 
2015年10月14日 

～2016年１月15日 
６ 

タイ中銀（１）タイ財務省（１）カンボジア中銀（１）ベトナム中

銀（１）モンゴル中銀（２） 

第６期 
2016年２月29日 

～５月31日 
９ 

タイ中銀（１）タイ財務省（１）カンボジア中銀（１）ベトナム中

銀（１）モンゴル中銀（２） 

第７期 
2016年７月26日 

～９月30日 
８ 

イラン・カンボジア・タイ・ベトナム・ミャンマー中銀各１名、イ

ンド準備銀行（１）ペルー銀行保険監督庁（１）モンゴル金融規制

委員会（１） 

第８期 
2016年10月13日 

～2017年１月13日 
６ 

ベトナム・ブラジル・メキシコ保険当局各１名、インドネシア保険

当局（２）ミャンマー財務省金融規制局（１） 

第９期 
2017年２月22日 

～５月19日 
９ 

インド・エジプト・カンボジア・タイ・タンザニア・ベトナム・ボ

ツワナ・ラオス証券当局各１名、アスタナ国際金融センター当局（１） 

インターン（数週間） 

国内大学院に留学中の者 
12 

ウガンダ中銀（１）ウズベキスタン中銀（１）カンボジア中銀（１）

タイ中銀（５）フィリピン中銀（１）フィリピン証券当局（１）ブ

ラジル証券当局（１）ベトナム財政省（１） 

短期研修（数日間） ３ ベトナム中銀（３） 
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 第22章 その他の課題 

  第１節 新たな課題に関する国際的な動き 

   Ⅰ サイバーセキュリティ 

    １．Ｇ７ 

      Ｇ７は、金融機関に対するサイバー攻撃の脅威が増し、金融システムの安定に

も影響を与えかねないことを踏まえ、米国、英国を共同議長として2015年６月に

Ｇ７サイバーエキスパートグループを設置した。 

      エキスパートグループでは、金融セクターにおけるサイバーセキュリティの現

状分析や、Ｇ７各国間の連携を模索することを目的として活動を行っており、2016

年10月11日、金融機関がサイバーセキュリティ対策を講ずる上で、重要と考え

られる「基礎的な要素」を策定し、公表した。 

      「基礎的な要素」では、金融機関がサイバーセキュリティ対策を講ずる上で重

要なポイントとして、①サイバーセキュリティ・ストラテジーとフレームワーク、

②ガバナンス、③リスク管理の評価、④モニタリング、⑤インシデント発生時の

対応、⑥復旧、⑦情報共有、⑧継続的な学習、の８項目を示している。 

      現在、エキスパートグループでは、①サイバー対策の実効性評価の向上、②サ

ードパーティリスク（金融機関の顧客等第三者との関係で生じるサイバーリスク）、

③他の分野（エネルギー・通信）との協調などについての議論が行われている。 

    ２．ＩＯＳＣＯ 

      各委員会の横断的な検討の結果として、2016年４月に「証券市場におけるサイ

バーセキュリティ」と題する報告書を公表した。本レポートにおいて、①サイバ

ーセキュリティ及びフィンテックの注視、②情報共有プラットフォームの開発及

び保守、③年次円卓会合開催及び④机上訓練の主導をマンデートとする、組織の

設置が提言された。かかる提言を踏まえ、現在ＩＯＳＣＯでは、新たにサイバー

リスクに係る組織の設置が検討されている。 

    ３．ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯ 

      2014年、ＣＰＭＩとＩＯＳＣＯは、清算機関等の金融市場インフラ（ＦＭＩ）

に対するサイバー強靭性のガイダンスを策定することを主なマンデートとするサ

イバーセキュリティに関する作業部会（ＷＧＣＲ）を設置し、2016年６月に「金

融市場インフラのためのサイバー攻撃耐性に係るガイダンス（サイバーガイダン

ス）」を公表した。本ガイダンスは、サイバーリスク以外の他のオペレーショナル・

リスク等を含むＦＭＩ原則を補完するものとされており、ガバナンス、リスクの
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特定、サイバー攻撃の防御、対応及び復旧といった主要なリスク管理要素等を示

している。今後、ＷＧＣＲの作業は、本ガイダンスの普及・啓蒙とＦＭＩにおけ

るサイバーセキュリティ強化に向けたベストプラクティスの共有へと移行する。 

   Ⅱ 金融包摂 

     2009年９月のＧ20ピッツバーグ・サミットにおいて、途上国における金融アクセ

ス支援を目的とした、Ｇ20金融包摂専門家グループの創設が決定。貧困層への金融

アクセス支援と、中小企業のための官民連携による新たな資金支援スキームの検討

を行うことが表明された。その後、Ｇ20金融包摂専門家グループの活動を引き継ぐ

形で、2010 年 12 月のソウル・サミットにおいて金融包摂のためのグローバル・パ

ートナーシップ（ＧＰＦＩ: Global Partnership for Financial Inclusion）が発

足。2014 年９月には金融包摂のための行動計画（ＦＩＡＰ: Financial Inclusion 

Action Plan）が策定された。行動計画は2017年が改訂年となっており、強制移住

者、デジタル金融、持続可能な開発目標といった新たなテーマを盛り込み2017年５

月のＧＰＦＩ総会で承認され、７月のＧ20首脳会合に提出された。 

   Ⅲ グリーンファイナンス 

     2015年12月、2016年Ｇ20議長国である中国が主導し、民間資本を如何に環境に

配慮した投資に向かわせるかを検討するための作業部会として、Ｇ20の下に、Green 

Finance Study Group（ＧＦＳＧ）が立ち上げられた。ＧＦＳＧは2016年９月のＧ

20首脳会合に向けて報告書を公表し、グリーンファイナンス促進のための課題（環

境リスク分析の能力やグリーンファイナンスの定義の不足など）を取り上げ、グリ

ーンファイナンス促進のための７つのオプション（環境リスク分析の手法に関する

情報共有や、グリーンファイナンスに係る指標や定義の策定など）を提示した。 

     2016 年、ＧＦＳＧは次の議長国ドイツに引き継がれ、環境リスク分析

（Environmental Risk Analysis）と、公的に利用可能な環境情報（Publicly 

Available Environmental Data）の２つについて議論を行った。本年７月７日・８

日のＧ20首脳会合に向けて報告書が公表され、環境リスク分析手法及び環境情報の

利用可能性の改善のためのオプションが提示された。 

   Ⅳ フィンテック 

     2017 年のＧ20 議長国であるドイツは、Ｇ20 で取り組むべき優先分野の一つとし

て、技術革新がもたらす金融のデジタル化の影響を挙げている。これを受け、ＦＳ

Ｂに FinTech Issue Group（ＦＩＧ）が設置され、金融のデジタル化の影響と当局

が注視すべき論点について検討を行っている。 

     ＦＩＧは、今年のＧ20首脳会合に向けた報告書を作成しており、当該報告書では、

ＦｉｎＴｅｃｈによって重大な金融安定リスクは生じていないと結論づける一方で、
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各国の更なる協調が必要な分野として以下を挙げている。 

    ① サードパーティーから生じるオペレーショナル・リスクの管理 

    ② サイバーリスクの抑制 

    ③ 金融システム上のリスクの監視 

  第２節 米国政権の交代 

    2016年11月の大統領選挙で勝利したトランプ氏が2017年１月に米国大統領に就任

した。金融規制関連では、2017年２月に、米国の金融システムを規制するための主要

原則についての大統領令を発出した。同大統領令を受けて、2017年６月、金融規制の

見直しに関する米国財務長官の報告がなされた。 

  第３節 英国のＥＵ離脱（Ｂｒｅｘｉｔ） 

    英国では2016年６月、ＥＵ離脱に関する国民投票が実施され、離脱支持が過半数を

超えた。これを受け、2017年３月には、英国はＥＵに対し正式に離脱を通知した。離

脱交渉期限は 2019 年３月（通知の２年後）であることから、今後の離脱交渉の行方

が注目されている。日本政府は、2016年７月に「英国のＥＵ離脱に関する政府タスク

フォース」を立ち上げ、各業界の状況、取組み等を踏まえて、同年９月に「英国及び

ＥＵへのメッセージ」を発出する等の対応を取っている。 
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資料１－１－１ 金融庁の組織（平成28年度）

※　数字は、平成28年度末定員。
※　審議官のうち1人、次長のうち１人、公認会計士監査・審査会事務局長は充て職。

金 融 担 当 大 臣

副 大 臣

大臣政務官

金 融 庁 (1,571)

長 官 証券取引等監視委員会 公認会計士・監査審査会

金融国際審議官

総 務 企 画 局 (403) 検 査 局 (388） 監 督 局 (306) 審　判　官 (5) 事 務 局 (411) 事 務 局 (56)

総
括
審
議
官

審
議
官

参
事
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次

長
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務

課
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場
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課
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課
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務

試

験

室
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査

検

査

室

証

券

課

総

務

課

市
場
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析
審
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課
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券

検

査

課

証
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検
査
監
理
官
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(2)

(1)

(6) (11)
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資料１－１－２ 

金融担当大臣 

内閣府設置法（抜粋） 

（特命担当大臣） 

第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策統一を図るために特に必 

 要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び 

 第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務（これらの事務の 

 うち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。）を掌理する職（以下「特命担当大臣」とい

う。）を置くことができる。 

２ 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。 

第十一条 第四条第一項第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務（金融庁設置

法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。）及び第四条第三項第六十

号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を

掌理させるものとする。 

 （所掌事務） 

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために 

 必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務（内閣官房が行う 

 内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。）をつかさ 

 どる。 

  一～二十五 （略） 

  二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 

  二十七～三十 （略） 

２ 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣

を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさ

わしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な

方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合

調整に関する事務をつかさどる。 

３ 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる 

事務をつかさどる。 

  一～五十九の二 （略） 

  六十 金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第四条第一項に規定する事務 

  六十一・六十二 （略） 
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資料１－１－３ 金融庁の各局等の所掌事務（平成28年度）

部局

情報化統括室

管理室

国際室

国際連携・協力室

調査室

信用機構企画室

保険企画室

リスク管理検査室

情報･分析室

監督調査室

国際監督室

協同組織金融室

信用機構対応室

金融会社室

資産運用室

情報解析室

（注）平成28年度末時点

審査検査室 監査法人等の監査業務に関する審査・検査 等

特別調査課 犯則事件の調査 等

公認会計士・監査審査会　事務局 公認会計士試験の実施、監査法人等の監査業務に関する審査・検査　等

総務試験室 事務局の総合調整、公認会計士試験の実施  等

証券検査監理官 重要な証券検査の実施　等

取引調査課 不公正事案の調査  等

開示検査課 開示事案の検査　等

証券検査課 金融商品取引業者等の検査に係る検査方針・実施計画の策定、証券検査の実施、検査結果に対する審査　等

証　券　課 金融商品取引業者等の監督 等

投資運用業者、投資助言・代理業者等の監督　等

審  判  官 課徴金に係る行政審判

証券取引等監視委員会　事務局 市場分析審査、証券検査、不公正事案の調査、開示事案の検査、犯則事件の調査  等

総務課 事務局の総合調整　等

電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全・調査・分析

市場分析審査課 日常的な市場監視、情報の収集・分析　等

銀行第二課 地銀、第二地銀の監督　等

保　険　課 保険会社等の監督  等

損害保険・少額短期保険監督室 損害保険会社、少額短期保険業者の監督  等

銀行第一課 主要行、新たな形態の銀行、外国銀行支店、信託会社等の監督　等

検査監理官 重要な金融検査の実施　等

監　督　局 民間金融機関等の監督

総　務　課 監督局の総合調整、監督事務の指針の策定に関する事務の総括　等

監督上の調査　等

国際的な監督事務に関する企画・立案　等

信金、信組、労金、農水系統金融機関等の監督　等

預金保険法の運用、金融危機対応  等

ノンバンクの監督　等

総　務　課 検査局の総括、金融検査の実施　等

リスク管理に係る重要な金融検査の実施　等

金融検査の実施に必要な情報の収集及び分析

企画審査課 金融検査の方針・実施計画の作成、金融検査の基準の策定、検査報告書の審査、金融検査の結果の通知　等

金融サービス利用者相談室 金融サービス利用者からの相談等への対応

サイバーセキュリティ対策企画調整室 サイバーセキュリティの確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進　等

検　査　局 民間金融機関等の検査

企　画　課 金融制度の企画・立案の総括、基本的・共通的事項の企画・立案　等

経済金融情勢に関する調査　等

預金保険制度の企画・立案　等

保険制度に関する企画・立案　等

市　場　課 金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画・立案　等

企業開示課 企業内容等に係る開示制度及び公認会計士制度の企画・立案、企業会計基準及び監査基準の設定　等

情報システムの整備及び管理　等

機構・定員、予算、会計、福利厚生　等

国際関係事務に関する基本的な政策の企画・立案　等

国際的な経済連携・協力に関する事務　等

政　策　課
総合調整、金融庁の基本的・総合的な政策の策定、税制に関する調整、国会、法令審査、政策評価、広報、情報
公開、財務局との連絡調整、行政訴訟　等

総　務　課 総務、人事、服務、研修、図書館の運営　等

課室等 所　掌　事　務

総務企画局 金融庁の総合的な調整、金融制度に関する企画・立案
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資料１－２－１ 金融庁の組織（平成29年度）

※　数字は、平成29年度末定員。
※　審議官のうち1人、次長のうち１人、公認会計士監査・審査会事務局長は充て職。

金 融 担 当 大 臣

副 大 臣

大臣政務官

金 融 庁 (1,575)

長 官 証券取引等監視委員会 公認会計士・監査審査会

金融国際審議官

総 務 企 画 局 (412) 検 査 局 (391） 監 督 局 (303) 審　判　官 (5) 事 務 局 (406) 事 務 局 (56)
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資料１－２－２ 金融庁の各局等の所掌事務（平成29年度）

部局

情報化統括室

管理室

国際室

国際連携・協力室

調査室

信用機構企画室

保険企画室

リスク管理検査室

情報･分析室

監督調査室

国際監督室

協同組織金融室

信用機構対応室

金融会社室

資産運用室

情報解析室

審査検査室 監査法人等の監査業務に関する審査・検査 等

特別調査課 犯則事件の調査 等

公認会計士・監査審査会　事務局 公認会計士試験の実施、監査法人等の監査業務に関する審査・検査　等

総務試験室 事務局の総合調整、公認会計士試験の実施  等

証券検査監理官 重要な証券検査の実施　等

取引調査課 不公正事案の調査  等

開示検査課 開示事案の検査　等

証券検査課 金融商品取引業者等の検査に係る検査方針・実施計画の策定、証券検査の実施、検査結果に対する審査　等

証　券　課 金融商品取引業者等の監督 等

投資運用業者、投資助言・代理業者等の監督　等

審  判  官 課徴金に係る行政審判

証券取引等監視委員会　事務局 市場分析審査、証券検査、不公正事案の調査、開示事案の検査、犯則事件の調査  等

総務課 事務局の総合調整　等

電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全・調査・分析

市場分析審査課 日常的な市場監視、情報の収集・分析　等

銀行第二課 地銀、第二地銀の監督　等

保　険　課 保険会社等の監督  等

損害保険・少額短期保険監督室 損害保険会社、少額短期保険業者の監督  等

銀行第一課 主要行、新たな形態の銀行、外国銀行支店、信託会社等の監督　等

検査監理官 重要な金融検査の実施　等

監　督　局 民間金融機関等の監督

総　務　課 監督局の総合調整、監督事務の指針の策定に関する事務の総括　等

監督上の調査　等

国際的な監督事務に関する企画・立案　等

信金、信組、労金、農水系統金融機関等の監督　等

預金保険法の運用、金融危機対応  等

ノンバンクの監督　等

総　務　課 検査局の総括、金融検査の実施　等

リスク管理に係る重要な金融検査の実施　等

金融検査の実施に必要な情報の収集及び分析

企画審査課 金融検査の方針・実施計画の作成、金融検査の基準の策定、検査報告書の審査、金融検査の結果の通知　等

検　査　局 民間金融機関等の検査

地域金融生産性向上支援室 地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上に必要な制度等の企画・立案　等

企　画　課 金融制度の企画・立案の総括、基本的・共通的事項の企画・立案　等

経済金融情勢に関する調査　等

預金保険制度の企画・立案　等

保険制度に関する企画・立案　等

市　場　課 金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画・立案　等

企業開示課 企業内容等に係る開示制度及び公認会計士制度の企画・立案、企業会計基準及び監査基準の設定　等

金融サービス利用者相談室 金融サービス利用者からの相談等への対応

サイバーセキュリティ対策企画調整室 サイバーセキュリティの確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進　等

資産運用支援室 国民の安定的な資産形成を促進するための基本的・総合的な政策の企画・立案　等

情報システムの整備及び管理　等

機構・定員、予算、会計、福利厚生　等

国際関係事務に関する基本的な政策の企画・立案　等

国際的な経済連携・協力に関する事務　等

政　策　課
総合調整、金融庁の基本的・総合的な政策の策定、税制に関する調整、国会、法令審査、政策評価、広報、情報
公開、財務局との連絡調整、行政訴訟　等

総　務　課 総務、人事、服務、研修、図書館の運営　等

課室等 所　掌　事　務

総務企画局 金融庁の総合的な調整、金融制度に関する企画・立案
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平成27事務年度

金融レポート 主なポイント

平成28年９月

金融庁

資料２－１－１
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業務継続のための執務環境の整備

• 災害発生時における本庁舎の点検体制や復旧手順、関係者との役割分担等を定めたマ
ニュアルを整備。務環境等を定めた「金融庁代替庁舎移転対応プラン」を整備しておく。

• 本庁舎で業務が継続できない場合に備え、代替庁舎への移転も想定。

• 参集要員の一週間分及び参集要員以外の職員等の3日分の食料品や飲料水等の備蓄を
確保。

• 毛布やヘルメット等の防災用品や、医薬品やバール、ジャッキ等の器具が内包されている
防災キャビネット、停電時に備えて、ラジオやランタン、各種電池等を確保。

• 金融機関等の関係者に連絡を取る必要性が高い部署を中心に、衛星電話や優先回線を
措置した電話を配備。

• 一部の幹部等の自宅には衛星携帯電話を配備。

• 行政情報化LANシステムについて、適切な管理・運用体制を整備。
• EDINETは、災害時でも最低限の業務を継続する観点から、バックアップセンターを設置。

• 金融庁ウェブサイトのサーバは二重化し、バックアップセンターを設置しているほか、免震構
造や自家発電装置等を完備したデータセンターに設置。

• ウェブサイトのほか、テレビ、新聞、ラジオ、twitterなど、情報発信媒体の多様化。

庁 舎

備 蓄

通 信

行政情報
システム

広 報
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職員を対象とした教育・訓練を実施するとともに、その内容については、実効性の高いものと
なるよう絶えず見直す。

毎年の定期異動後、各課室の非常時優先業務等マニュアルの確認や訓練の実施を通じて、
各課室における業務継続体制の実効性を検証する。

本計画は、毎年見直すことを基本として、必要に応じて適宜改定を行う。

非常時優先業務等を円滑に実施できるよう、引き続き、衛星電話の増設など、連絡手段の強
化を検討する。

内閣府の情報収集も踏まえ、仮設トイレ導入について検討する。

今後の取組み・本計画の見直し

今後の取組み今後の取組み

訓練・計画の見直し訓練・計画の見直し

－314－



上場会社等が公表前の重要な情報を投
資家、証券会社等に提供した場合、
•意図的な伝達の場合は、同時に
•意図的でない伝達の場合は、速やかに、
当該情報をホームページ等で公表。

情報通信技術の進展等 金融・資本市場をめぐる
環境変化を踏   制度面  手当  行 

取引所グループの
業務範囲の柔軟化
取引所グループの
業務範囲の柔軟化

取引所業務の多様化や国際化など
の環境変化を踏まえ、取引所グループ
の業務範囲    以下 対応 行 。

取引の高速化への対応取引の高速化への対応

当局が株式等の高速取引
（HFT）の実態などを確認できるよう、
登録制を導入し、   整備 行 。

投資家間の情報の公正性を確保す
るため、上場会社による公平な情報開
示に係るルール（フェア・ディスクロー
ジャー・ルール） 整備 行 。

上場会社による
公平な情報開示
上場会社による
公平な情報開示

グループ内の共通・重複業務の集約
システム開発業務などのグループ内の共
通・重複業務について、取引所本体で
の実施を可能とする。

外国取引所等への出資の柔軟化
出資先の外国取引所等の子会社が業
務範囲を超えるものであっても、一定期
間（例  ５年間）、取引所グループ
が保有することを可能とする。

体制整備・   管理 係 措置
•取引     適正 管理・運営
•適切 業務運営体制の確保 等

当局への情報提供等に係る措置
•高速取引 行 こと・取引戦略 届出
•取引記録の作成・保存 等

金融商品取引法 一部 改正  法律 概要 平成29年5月17日成立
5月24日公布資料３－１－１
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「金融商品取引法の一部を改正する法律」
（平成29年法律第37号）に係る説明資料

平成２９年５月

金融庁

－316－



日本の証券市場において、高速取引の影響力が増大。

これについては、市場に流動性を供給しているとの指摘もある
一方で、

市場におけるボラティリティの急激な上昇

中長期的な投資家の取引ニーズが先回りされることによる
取引コストの増大

中長期的な企業価値に基づく価格形成を阻害

システムの脆弱性

等の観点から、懸念が指摘されている。

日本では、現状、高速取引を行う投資家から、直接情報を収
集する枠組みはない。

（参考）欧州では、高速取引を行う者を登録制とし、体制整備・リスク管理
義務や当局に対する情報提供義務を導入（2018年１月より実施予定）

東証の取引に占める、コロケーション
エリア（注）からの取引の割合

高速取引を行う者に対し、登録制を導入し、体制整備・リスク管理、

当局への情報提供などの枠組みを整備

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2010/01 2012/01 2014/01 2016/01

注文件数ベース
（取消、変更を含む）

約定件数ベース

70%

40%

取引の高速化への対応

3

（注）証券会社のサーバを設置できるよう、
取引所の売買システムに近接した場所に用
意された施設。ここに置かれたサーバから
取引の注文が可能であり、投資家は取引に
要する時間の短縮が可能。
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１．体制整備・リスク管理に係る措置

○ 取引システムの適正な管理・運営

○ 適切な業務運営体制・財産的基礎の確保

○ （外国法人の場合）国内における代表者又は代理人の設置

２．当局に対する情報提供等に係る措置

○ 高速取引を行うこと・取引戦略の届出

○ 取引記録の作成・保存

○ 当局による報告徴求・検査・業務改善命令等

３．その他の規定

○ 無登録で高速取引を行う者等から証券会社が取引を受託することの禁止

○ 高速取引を行う者に対する取引所の調査

株式等の高速取引を行う者に対し、登録制を導入し、以下のルールを整備

取引の高速化に関する法制度の整備

4
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取引所グループの業務範囲の柔軟化

取引所グループを巡る業務の多様化や国際化などの環境変化を踏まえ、取引所グループの
業務範囲のあり方について以下の対応。

出資先の外国取引所等の子会社が業務範囲を超えるものであっても、原則５年間、取引所グループ
が保有することを可能とする。

（１）グループ内の共通・重複業務の集約

システム開発業務などのグループ内の共通・重複業務について、認可を前提に、取引所本体での
実施を可能とする。

（２）外国取引所等への出資の柔軟化

5

（２）外国取引所等への
出資の柔軟化

取引所 子会社

持株会社

共通・重複業務

（１）グループ内の
共通・重複業務の集約

外国の子会社
（一般事業会社）

外国の取引所・
市場関連外国会社
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企業が、未公表の決算情報などの重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合、速やか

に他の投資家にも公平に情報提供することを求めるもの

フェア・ディスクロージャー・ルール

上場会社による公平な情報開示（１）

近年、上場企業が証券会社のアナリストに未公表の業績に関する情報を提供し、当該証

券会社が当該情報を顧客に提供して株式の売買の勧誘を行っていた事例が複数発覚

欧米やアジアの主要市場では、フェア・ディスクロージャー・ルールが既に導入済み

⇒ 我が国でもフェア・ディスクロージャー・ルールの導入が必要

全ての投資家が安心して取引できる市場環境を整備

「早耳情報」に基づく短期的な売買ではなく、公平に開示された情報に基づく中長期的な

視点に立った投資を促す

背景

6
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上場会社等が公表されていない重要な情報をその業務に関して証券会社、投資家等に伝達する場合、

・意図的な伝達の場合は、同時に、

・意図的でない伝達の場合は、速やかに、

当該情報をホームページ等で公表。

情報受領者が上場会社等に対して守秘義務及び投資判断に利用しない義務を負う場合、
当該情報の公表は不要。

上場会社による公平な情報開示（２）

ホームページ等で速やかに公表

報道機関、取引先

証券アナリスト等 その他の投資家

公表を促す

⇒それでも適切な対応が取られない場合
行政的に指示・命令

企業 IR部門

未公表の決算情
報などを伝達

対象外
公表がなされない場合

・企業戦略に係る対話
・工場見学での説明等
は対象外

フェア・ディスクロージャー・ ルールの概要

7
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顧客本位の業務運営に関する原則 

平成 29 年３月 30 日 

金融庁 

資料３－２－１

－322－
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経緯及び背景 

 平成 28 年４月 19 日の金融審議会総会において、金融担当大臣より、「情報技術の

進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及

び国民の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題につい

て、幅広く検討を行うこと」との諮問が行われた。この諮問を受けて、金融審議会

に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な資産形成と顧客本位の業

務運営（フィデューシャリー・デューティー1）等について審議が行われた。 

  市場ワーキング・グループでは、国民の安定的な資産形成を図るためには、金融

商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等（以下「金

融事業者」）が、インベストメント・チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧

客本位の業務運営に努めることが重要との観点から審議が行われ、12 月 22 日に報

告書が公表された。その中で、以下のような内容が示された。 

－ これまで、金融商品の分かりやすさの向上や、利益相反管理体制の整備といった

目的で法令改正等が行われ、投資者保護のための取組みが進められてきたが、一

方で、これらが最低基準（ミニマム･スタンダード）となり、金融事業者による形

式的・画一的な対応を助長してきた面も指摘できる。 

－ 本来、金融事業者が自ら主体的に創意工夫を発揮し、ベスト・プラクティスを目

指して顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競い合い、より良い取組み

を行う金融事業者が顧客から選択されていくメカニズムの実現が望ましい。 

－ そのためには、従来型のルールベースでの対応のみを重ねるのではなく、プリン

シプルベースのアプローチを用いることが有効であると考えられる。具体的には、

当局において、顧客本位の業務運営に関する原則を策定し、金融事業者に受け入

れを呼びかけ、金融事業者が、原則を踏まえて何が顧客のためになるかを真剣に

考え、横並びに陥ることなく、より良い金融商品・サービスの提供を競い合うよ

う促していくことが適当である。 

また、報告書では、顧客本位の業務運営に関する原則に盛り込むべき事項につい

1 フィデューシャリー・デューティーの概念は、しばしば、信託契約等に基づく受託者が負うべき

義務を指すものとして用いられてきたが、欧米等でも近時ではより広く、他者の信認に応えるべく

一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称として用いる動きが広がってい

る。
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ても提言がなされた。

本原則の目的 

この顧客本位の業務運営に関する原則（以下「本原則」）は、上記市場ワーキング・

グループの提言を踏まえ、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラ

クティスを目指す上で有用と考えられる原則を定めるものである。  

本原則の対象 

 本原則では、「金融事業者」という用語を特に定義していない。顧客本位の業務運

営を目指す金融事業者において幅広く採択されることを期待する。 

本原則の採用するアプローチ

本原則は、金融事業者がとるべき行動について詳細に規定する「ルールベース・

アプローチ」ではなく、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではなく

実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、「プリンシプルベー

ス・アプローチ」を採用している。金融事業者は、本原則を外形的に遵守すること

に腐心するのではなく、その趣旨・精神を自ら咀嚼した上で、それを実践していく

ためにはどのような行動をとるべきかを適切に判断していくことが求められる。 

金融事業者が本原則を採択する場合には、顧客本位の業務運営を実現するための

明確な方針を策定し、当該方針に基づいて業務運営を行うことが求められる。自ら

の状況等に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、一部の原則

を実施しないことも想定しているが、その際には、それを「実施しない理由」等を

十分に説明することが求められる。 

具体的には、本原則を採択する場合、下記原則１に従って、 

・ 顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、 

・ 当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、 

・ 当該方針を定期的に見直す 

ことが求められる。さらに、当該方針には、下記原則２～７に示されている内容に
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ついて、 

・ 実施する場合には、原則に付されている（注）も含めてその対応方針を、 

・ 実施しない場合にはその理由や代替策を、 

分かりやすい表現で盛り込むことが求められる。 

本原則に関する留意事項

  本原則については、金融事業者の取組状況や、本原則を取り巻く環境の変化を踏

まえ、必要に応じ見直しの検討を行うものとする。 
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【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】 

原則１．金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・

公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該

方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。 

（注）金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、取引の

直接の相手方としての顧客だけでなく、インベストメント・チェーンにおける

最終受益者としての顧客をも念頭に置くべきである。 

【顧客の最善の利益の追求】 

原則２．金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公

正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした

業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 

（注）金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、

顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保に

つなげていくことを目指すべきである。 

【利益相反の適切な管理】 

原則３．金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把

握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきであ

る。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

（注）金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事

情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 

・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供

会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 

・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・

推奨等する場合  

・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運

用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場

合 
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【手数料等の明確化】 

原則４．金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細

を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理

解できるよう情報提供すべきである。 

【重要な情報の分かりやすい提供】 

原則５．金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則４

に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を

顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 

（注１）重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 

・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益（リ

ターン）、損失その他のリスク、取引条件 

・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由（顧客の

ニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む） 

・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相

反の可能性がある場合には、その具体的内容（第三者から受け取る手数料等

を含む）及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 

（注２）金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨

等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとと

もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能とな

るよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである（（注２）～（注５）

は手数料等の情報を提供する場合においても同じ）。 

（注３）金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であっ

て、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 

（注４）金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複

雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの

低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又

はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、リスクとリターンの関

係など基本的な構造を含め、より丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべき

である。 

（注５）金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じ

て区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促

すとともに、顧客において同種の金融商品・サービスの内容と比較すること

が容易となるよう配慮すべきである。 
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6 

【顧客にふさわしいサービスの提供】 

原則６．金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを

把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う

べきである。 

（注１）金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨

等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留

意すべきである。 

（注２）金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性

を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定するとともに、商品の

販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべ

きである。 

（注３）金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行

う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販

売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推

奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 

（注４）金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深

めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関す

る基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 

原則７．金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取

扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、

従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備す

べきである。 
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「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組みの基本的考え方

1

「顧客本位の業務運営に関する原則」を確定したが、今後は「原則」の定着に向けて各金融事業者が実
効的な取組方針を策定し、実践していくよう、取組みを進めていく必要

その際、金融事業者による取組みが形式的なものに止まることなく、金融事業者がより良い金融商品・
サービスの提供を競い合うといった、実質を伴う形での定着が重要

各金融事業者においては、

- 顧客本位の業務運営を確保するための経営トップのリーダーシップの発揮、

- マネジメント層における業務計画等の策定・実施、フォローアップ、

- 現場レベルでの実践を通じた浸透、フィードバック、

など、それぞれの段階に応じた適切な行動が求められる

その際、金融事業者は自らの取組みが実質を伴う形で定着しているか、仮に実質を伴っていないとすれ
ばどの段階でうまく機能していないのかを分析し、経営トップの責任において改善がなされるべき

より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択され、これを踏まえて金融事業者が自らの業務運営を
不断に見直していく、という好循環が生まれるためには、顧客が主体的に行動することが重要であり、金
融事業者の取組みの「見える化」や顧客のリテラシーの向上が求められる

また、顧客の主体的な行動を補完するものとして、当局による適切なモニタリングや第三者的な主体によ
る評価、顧客にアドバイス等を行う担い手の多様化等も有効

「原則」の定着の重要性

「原則」を踏まえた金融事業者の行動

顧客による主体的な行動、当局の役割等
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